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午前１０時００分 開会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（近松惠美子さん） ただいまから、令和４年第５回玉名市議会定例会を開会いた

します。 

日程に入ります前に申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスクの着用を許可いたします。

また、傍聴人についても同様といたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

なお、今期定例会への説明員の出席につきましては、地方自治法第１２１条の規定に

より、お手元に配付しております報告のとおり、あらかじめ出席を要請しておきました

ので、御了承願います。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行ないます。 

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において指名いたします。 

松本憲二君、德村登志郎君、以上の両君を指名いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（近松惠美子さん） 日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。このたびの定例会の会期については、８月２６日の議会運営委員

会の結論に基づき、本日から２８日までの２７日間にいたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から２８日ま

での２７日間に決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 市長あいさつ 

○議長（近松惠美子さん） 日程第３、「市長あいさつ」を行ないます。 

市長より発言の申出があっておりますので、これを許可いたします。 

市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 皆様おはようございます。第５回定例会の開催にあたり、議員の

皆様におかれましては、御多忙の中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

まず、混沌としておりますウクライナ情勢でございますが、ロシアによるウクライナ
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侵攻から、はや半年が経過いたしました。しかし、残念なことに短期的な収束が期待で

きない状況が続いております。このウクライナ紛争も影響していると思われますが、現

在の世界経済は、食料・資源などの供給不足や価格上昇等が見られており、さらにコロ

ナの長期化の影響も重なり、急激な円安ドル高が進み、物価の高騰が国民生活や経済活

動に重大な影響を及ぼし、景気回復の妨げになることが心配されております。また、７

月８日、安倍元首相が銃撃されるという大変衝撃的な事件が起こりました。突然の訃報

に驚愕し、深い悲しみに暮れたところですが、民主主義の根幹を揺るがしかねない事態

であり、決して許されるものではなく、強い憤りを覚えたところです。御承知のとおり、

安倍元首相は、長く国政に尽力され、その功績は言うまでもなく、大変顕著でありまし

た。ここに安倍元首相に敬意を表しますとともに、心からお悔やみを申し上げたいと存

じます。 

さて、新型コロナにつきましては、いまだ猛威を振るう第７波の渦中にあり、予断を

許さない状況が続く毎日となっております。熊本県におきましても、全国同様に記録的

な増加が見られ、現在、県独自の感染レベルは、レベル２感染状況は増加傾向にあると

警戒が続いている状況にあります。このような中、熊本県は、８月２日、昨今の感染状

況を受け、熊本ＢＡ.５対策強化宣言を発表し、引き続き、医療提供体制を守り、社会

経済活動を継続できるよう、県・県民・事業者が一丸となって、対策の実施に向けた努

力をお願いされているところでございます。 

感染状況につきましては、お盆後の先週は人の移動の増加などにより、全国でも熊本

県は、感染者が非常に多い状況が続いておりましたが、今週に入り減少傾向にあります。

しかしながら、今週月曜日より夏休みも終了し、小中学校の授業が再開したことから、

児童・生徒の感染が再拡大する可能性は否めず、継続して注意を要しなければなりませ

ん。また、最近、議論が進められている感染症患者の全数把握について、国は、都道府

県の判断適用を指示されたところですが、８月２５日開催の熊本県・熊本市新型コロナ

ウイルス感染症対策専門家会議での座長コメントによりますと、「全数把握変更につい

ては、細かい制度設計に問題が生じることも予想されるため、関係者としっかりと議論

を行ない、検討を進めていただくこと、そして、住民が必要とする情報をしっかりと提

供していただくこと」これをお願いされ、当面は従来どおりの運用とされております。

いずれにせよ、県民の皆様には、引き続き、感染対策への御協力を強くお願いされてお

られるところでございます。 

続きまして、本市の感染状況ですが、８月１７日の２６７人を最高に、依然として高

い水準で推移しており、この状況には大変危機感を感じております。また、検査件数の

増加に伴い、市内の医療提供体制が逼迫し、一般外来に影響を及ぼし始めたことから、

去る８月９日には、玉名郡市住民の皆様に対しまして、玉名郡市１市４町、玉名郡市医
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師会、くまもと県北病院にて、共同メッセージを発信いたしました。これ以上の感染拡

大は、医療崩壊を招く恐れがありますので、感染防止対策の徹底と医療機関への適正受

診について、市民の皆様に改めて御協力をお願いしたいと存じます。また、ワクチン接

種につきましても、現在、４回目となります、主に６０歳以上の皆様を対象に医療機関

での個別接種や桃田体育館をはじめとした集団接種を実施しており、玉名郡市医師会や

くまもと県北病院等との連携を図りながら、引き続き、円滑なワクチン接種の推進に取

り組んでまいります。 

一方で、コロナの発生以来、３度目の秋を迎えますが、今日の社会は、あらゆる面で、

ウィズコロナ下での生活や活動が進みつつありますので、今後も会議や各種イベントの

開催等におきましては、ウィズコロナ社会に即した対応と対策に鋭意努めなければなら

ないと考えております。そして、ただいま、猛烈な勢力の台風１１号が接近しておりま

す。今後は、台風災害を充分に警戒する時期となりましたので、コロナ禍における対策

と併せて、防災対策にも全力を尽くしてまいります。 

さて、９月は世界アルツハイマー月間でございます。玉名市におきましては、認知症

に日本一理解のあるまちを目指して、各関係団体、また、関係機関と連携をしながら、

オレンジプロジェクトを実施してまいります。玉名のまちをオレンジ色に染め、そして、

認知症に関する理解を深める啓発活動を行なっていきたいと考えておりますので、議員

各位におかれましても、どうか御理解と御協力をお願い申し上げます。 

最後になりますが、今議会におきましては、冒頭に申し上げました、主に原油、物価

高騰対策、並びに新型コロナウイルス感染症対策関連の予算等の議案を計上いたしてお

ります。議案の内容につきましては、このあと提案理由の説明の中で、それぞれ申し上

げさせていただきますので、十分に御審議いただき、いずれも原案どおり御承認を賜り

ますようお願い申し上げ、開会にあたりましてのごあいさつとさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 市長提出議案上程（議第５９号から議第７４号まで） 

○議長（近松惠美子さん） 日程第４、「市長提出議案上程」を行ないます。 

これより、市長提出議案を上程いたします。 

議第５９号令和３年度玉名市一般会計歳入歳出決算から、議第７４号教育委員会委員

の任命についてまでの市長提出議案１６件を一括議題といたします。 

お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 提案理由の説明 

○議長（近松惠美子さん） 日程第５、「提案理由の説明」を行ないます。 
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ただいまの各議案について、提案理由の説明を求めます。 

総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） おはようございます。 

私からは、議第５９号令和３年度玉名市一般会計歳入歳出決算から、議第６３号令和

３年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算までの議案５件につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

これら５件の決算につきましては、監査委員の審査に付しておりましたが、去る８月

２３日付けで、歳入歳出決算及び基金運用状況の審査意見書の送付を受けましたので、

地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付するため御提案いたすもの

でございます。 

お手元に、令和３年度玉名市歳入歳出決算の会計別収支をお配りしておりますので、

御参照いただきたいと存じます。 

一般会計歳入歳出決算ほか４件の特別会計歳入歳出決算を合わせた収支状況につきま

しては、歳入決算額５４６億６,９５３万９,９８４円、歳出決算額５１８億１,５５２

万２,５７９円で、歳入歳出差引額２８億５,４０１万７,４０５円の形式収支額となっ

ております。 

議第５９号令和３年度玉名市一般会計歳入歳出決算でございますが、歳入決算額３６

２億７,６６４万６,７９８円、歳出決算額３４３億２,２７０万９,８８９円で、歳入歳

出差引額は１９億５,３９３万６,９０９円となり、翌年度繰越額１億１,０６９万９,１

２２円を差し引いた実質収支額は１８億４,３２３万７,７８７円となっております。 

先ほど申し上げました歳入決算額３６２億７,６６４万６,７９８円を各款ごとに構成

比率の大きいほうから申し上げますと、地方交付税２８.４％、国庫支出金２０.９％、

市税１９.６％、県支出金８.１％、市債６.５％などとなっております。 

次に、歳出決算額３４３億２,２７０万９,８８９円を各款ごとに、構成比率の大きい

ほうから申し上げますと、民生費４１.１％、総務費１１.４％、公債費１１.０％、衛

生費８.８％、教育費７.７％、土木費６.７％、農林水産業費６.３％、消防費３.７％、

商工費２.３％、議会費０.７％、災害復旧費０.３％、となっております。 

前年度に比べ収入、支出ともに大幅に減少しておりますのは、特別定額給付金の減が

主な要因でございます。また、実質収支額につきましては、前年度に比べ９億９,２８

３万３,４０８円増加しておりますのは、地方税や普通交付税、地方特例交付金等の歳

入増加と、普通建設事業費や災害復旧費等の歳出の減少が主な要因でございます。 

次に、議第６０号令和３年度玉名市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、歳入決算額９３億５,８５２万２,９０４円、歳出決算額８７億３３１万５,５
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２８円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は６億５,５２０万７,３７６円となっており

ます。前年度に比べ収入支出ともに増加しております。 

主な要因としては、収入で県支出金普通交付金の増によるもので、支出は保険給付費

の増によるものでございます。 

次に、議第６１号令和３年度玉名市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額９億８,９３９万２,４０２円、歳出決算額９億８,８０３万１,７０２

円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は１３６万７００円となっております。前年度に

比べ、収入支出ともに増加しております。主な要因は、収入で保険料の増加によるもの

です。支出は、後期高齢者医療広域連合納付金の増加によるものでございます。 

次に、議第６２号令和３年度玉名市介護保険事業特別会計歳入歳出決算でございます

が、歳入決算額８０億５６９万１,１９５円、歳出決算額７７億６,３９９万９,６５２

円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は２億４,１６９万１,５４３円となっております。

前年度に比べ、収入、支出とも増加しております。その主な要因は、要介護認定者の増

加及び報酬改定により保険給付費が増加したことによるものでございます。 

次に、議第６３号令和３年度玉名市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算でございま

すが、歳入決算額３,９２８万６,６８５円、歳出決算額３,７４６万５,８０８円で、歳

入歳出差引額及び実質収支額は１８２万８７７円となっております。前年度に比べ収

入・支出ともに増加しております。その主な要因は、浄化槽設置個数の増加に伴い収入

科目では国庫支出金、市債。支出科目では事業費に係る工事請負費の増加によるもので

ございます。 

以上、御提案申し上げました令和３年度一般会計歳入歳出決算ほか４件の議案の詳細

につきましては、委員会におきまして御説明を申し上げますので、いずれも原案どおり、

御認定賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（近松惠美子さん） 企業局長 荒木 勇君。 

［企業局長 荒木 勇君 登壇］ 

○企業局長（荒木 勇君） おはようございます。 

続きまして、議第６４号令和３年度玉名市水道事業会計決算、議第６５号令和３年度

玉名市公共下水道事業会計決算及び議第６６号令和３年度玉名市農業集落排水事業会計

決算の認定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

これら３件の決算につきましては、一般会計、特別会計と同様、監査委員の審査に付

し、８月２３日付けで、決算の審査、意見書の送付を受けましたので、地方公営企業法

第３０条第４項の規定に基づき、議会の認定に付すため、御提案するものでございます。 

令和３年度公営企業会計別決算収支を御参照いただきたいと存じます。 

最初に、議第６４号令和３年度玉名市水道事業会計決算でございますが、収益的収支
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及び資本的収支につきましては、収益的収入は８億４,９２６万２,０７３円、収益的支

出は７億３,１９９万３,６９４円で、資本的収入は７億７,０９２万９,７３１円、資本

的支出は１１億７,１８６万３,６４２円でございます。 

令和３年度の主な事業といたしましては、田崎配水池の関連工事及び令和２年度に引

き続き東部地区改築更新事業等を実施し、安心・安全の水の提供と安定した水道水の供

給に努めました。また、業務状況につきましては、給水戸数が２万１,４４１戸、年間

総配水量５９７万２,６６０立方メートルで、有収率は７９.５５％で前年度より０.１

１ポイントの増でございました。 

次に、議第６５号令和３年度玉名市公共下水道事業会計決算でございますが、収益的

収支及び資本的収支につきましては、収益的収入は１４億８,３９２万３,３１３円、収

益的支出は１４億１,２９３万２,１１９円で、資本的収入は５億４,５７０万３０円、

資本的支出は１１億７,１３２万２,０７６円でございます。 

令和３年度の主な事業といたしましては、下前原地区の汚水管渠施設整備工事、浄化

センター及びポンプ場の改築更新事業に取組、都市環境の整備、公衆衛生の向上及び公

共用水域の水質保全に努めました。また、業務状況につきましては、令和３年度末の処

理区域内人口は３万５,６９９人で、玉名市の総人口、６万４,３０３人から見た、公共

下水道の普及率は、５５.５２％で前年度より０.３８ポイントの増でございました。 

次に、議第６６号令和３年度玉名市農業集落排水事業会計決算でございますが、収益

的収支及び資本的収支につきましては、収益的収入は３億８,９０９万１,５４３円、収

益的支出は３億６,９１９万９４６円で、資本的収入は４億９,０７８万２,５５０円、

資本的支出は５億９,８８０万４,５１３円でございます。 

令和３年度の主な事業といたしましては、横島町地区機能強化事業として処理場施設

機械設備工事等を実施し、農業集落排水地域の生活環境保全と公衆衛生の向上に努めま

した。また、業務状況につきましては、令和３年度末の処理区域内人口は６,８９３人

で、玉名市の総人口、６万４,３０３人から見た、農業集落排水の普及率につきまして

は１０.７２％で０.１１ポイントの減でございました。 

以上、御提案申し上げました、３件の議案の詳細につきましては、委員会におきまし

て御説明申し上げますので、いずれも原案どおり、御認定賜りますよう、お願いいたし

まして、提案理由の御説明といたします。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） 続きまして、議第６７号から議第７０号までの補正予算関係

４件につきまして提案理由の御説明を申し上げます。 
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今回御提案いたします補正予算は、現計予算計上後の事情の変化によりまして補正を

行なう必要が生じましたので、御提案いたすものでございます。 

お手元の資料の１ページをお願いいたします。 

初めに、議第６７号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号）について御説明申

し上げます。 

第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ１０億４,３６４万８,０

００円を追加し、総額を３４６億１,６９４万２,０００円とするものでございます。 

まず、歳入の主なものを申し上げますと、１５款国庫支出金は３億３,６３６万６,０

００円の追加で、オミクロン株に対応したコロナウイルスワクチン接種等に係る接種対

策負担金１億６,３６３万２,０００円でございます。また、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金１億４,２６８万円の追加は、今回補正で計上している原油・

物価高騰対策やその他新型コロナウイルス対策関連事業の財源でございます。１６款県

支出金は２,６７０万６,０００円の追加で、放課後児童健全育成事業補助金や予備保育

士確保促進事業補助金の追加等でございます。１７款財産収入は３１２万７,０００円

の追加、１８款寄附金は７００万円の追加で、企業版ふるさと納税、ウクライナ避難民

支援のためのふるさと納税クラウドファンディング等でございます。２０款繰越金は、

５億８,７１６万３,０００円の追加で令和３年度決算に伴う剰余金処分として財政調整

基金へ積立を行なう５億円と、今回補正の財源調整でございます。２１款諸収入は４９

８万６,０００円の追加で、サマージャンボ宝くじ交付金３２８万円等でございます。

２２款市債は７,８３０万円の追加で、玉名駅屋外トイレ整備事業債１,３００万円、天

水グラウンドのり面整備工事に係る社会教育整備事業債５,１４０万円等でございます。 

歳出につきましては、原油・物価高騰対策といたしまして、４事業１億５,２０１万

７,０００円を計上いたしております。 

内容といたしまして、食材等の物価高騰に伴う給食費の負担軽減として私立保育所等

分７９３万５,０００円、小中学校分１,３５５万４,０００円を支援するものでござい

ます。また、畜産飼料や農業用被覆資材、ビニールハウス用資材の高騰により生産コス

トが上昇する農家に対し支援を行ないます。内容といたしましては、畜産飼料購入費の

５％及び被覆資材購入費の１０％を補助するもので、１億２,９３９万３,０００円等を

計上しております。 

２ページをお願いいたします。 

その他新型コロナウイルス対策関連として、８事業２億２,２００万７,０００円を計

上しております。 

主なものといたしまして、学生応援ＰＣＲ検査等費用補助事業は、学生が保育園や社

会福祉施設等での実習を行なう際に、実習先よりＰＣＲ検査等の要請があった場合、そ
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の検査費用を負担する市内私立大学等へ、１人当たり６,４００円を上限として、検査

費用の２分の１を補助するものでございます。地域子育て支援事業、病児・病後児保育

事業、学童保育事業は、国３分の１、県３分の１、市３分の１負担で行なう、子育て関

連施設への新型コロナウイルス対策の補助でございます。 

次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業といたしまして、主に２回目接種を終え

た方に対しオミクロン株に対応したコロナウイルスワクチン接種を行なう費用といたし

まして、１億７,８２６万２,０００円を計上しております。そのほか、新型コロナウイ

ルス対策物資の備蓄倉庫設置事業６２７万円等でございます。 

３ページをお願いいたします。 

款ごとの主な内容でございますが、２款総務費は５億５,８８９万６,０００円の追加

で、ウクライナ避難民支援で受け入れに伴う経費６１９万１,０００円、玉名駅屋外ト

イレ設置工事１,７４２万４,０００円、県の補助金を活用し天水地域の新たな乗合タク

シーを導入する経費等６７７万８,０００円を計上しております。また、令和３年度決

算に伴う剰余金処分として今回５億円を財政調整基金に積み立ていたします。３款民生

費は５,４４１万５,０００円の追加、４款衛生費は１億７,８２６万２,０００円の追加、

６款農林水産業費は１億４,７０３万１,０００円の追加で、果樹産地生産基盤強化推進

事業補助金は、過疎対策として、将来にわたり持続可能な果樹農業を持続させるための、

改植・新植や小規模園地の整備費用４１８万２,０００円等でございます。７款商工費

は３５８万３,０００円の追加、８款土木費は１,５８６万１,０００円で立花井出線の

のり面復旧工事１,２４０万円等でございます。９款消防費は８３５万円の追加、１０

款教育費は７,３７３万円の追加で、小学校低学年へ学習支援を行なうための低学年わ

くわく学習支援員の費用４校分４０５万８,０００円、天水グラウンドのり面の整備工

事費用５,１４９万９,０００円でございます。１１款災害復旧費は３５２万円の追加で、

７月の大雨に伴う農業用施設及び道路等の復旧費用でございます。 

第２表債務負担行為補正につきましては、市指定ごみ袋作製業務の期間及び限度額を

設定し、岱明防災コミュニティセンター外構工事の限度額を変更するものでございます。

また、第３表地方債補正につきましては、玉名駅屋外トイレ整備事業の限度額を設定し、

道路橋りょう整備事業等の限度額を変更するものでございます。 

以上が一般会計の補正予算の説明でございます。 

４ページをお願いいたします。 

議第６８号令和４年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について

御説明申し上げます。 

第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ３８万２,０００円を追

加し、総額を８８億６万１,０００円とするもので、制度改正に伴うシステム改修及び
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コンビニ収納等対応テスト用納税通知書の印刷経費でございます。 

次に、議第６９号令和４年度玉名市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ２１万７,０００円を追

加し、総額を１２億１,６３４万３,０００円とするもので、コンビニ収納等対応テスト

用納税通知書の印刷経費でございます。 

次に、議第７０号令和４年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明申し上げます。 

第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ１５６万１,０００円を

追加し、総額を７８億５,６４６万８,０００円とするもので、コンビニ収納等対応テス

ト用納税通知書の印刷経費及び育児休業に伴う会計年度任用職員の費用でございます。 

以上、補正予算案件４件につきまして御説明申し上げましたが、詳細につきましては、

所管の各委員会において御説明いたしますので、御審議の上、原案どおり御承認賜りま

すようよろしくお願いします。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 副市長 村上隆之君。 

［副市長 村上隆之君 登壇］ 

○副市長（村上隆之君） おはようございます。 

私のほうからは、議第７１号から議第７３号までの３件の提案理由につきまして御説

明を申し上げます。 

議案書の１ページをお願いいたします。 

議第７１号玉名市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定につい

てでございますが、これは、産業振興促進区域内における固定資産税の課税免除に関し

必要な事項を定めるため、条例を制定するものでございます。 

内容といたしましては、天水町の全域となります産業振興促進区域におきまして、振

興すべき業種として定める製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業

の事業を行なうために取得をした設備等について固定資産税の課税免除を行なうため、

その基準等を定めるものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は、公布

の日から施行するものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

議第７２号玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てでございますが、これは、国家公務員の育児休業制度の見直しに伴い、条例の整備を

図るものでございます。 

内容といたしましては、非常勤職員の育児休業の取得要件の１つである任期満了に必
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要な期間を、現行の「子どもが１歳６か月に達する日まで」から「子どもの出生日から

８か月を経過する日まで」に緩和しますとともに、柔軟な取得が可能となるよう必要な

改正を行なうものでございます。なお、附則といたしまして、この条例は、令和４年１

０月１日から施行するものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

議第７３号玉名市過疎地域持続的発展計画の策定についてでございますが、これは、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

以上、詳細につきましては、所管の各委員会で御説明申し上げますので、御審議の上、

原案どおり御承認いただきますようお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 私のほうからは、本議会に提案しております人事案件の提案理由

について御説明申し上げます。 

議案書の７ページをお願いいたします。 

議第７４号教育委員会委員の任命についてでございますが、現委員の笠久美子氏が、

本年１１月２９日をもちまして任期満了となるため、その後任として神田泉氏を任命い

たしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によりまして、

議会の同意を求めるものでございます。 

以上、１件の人事案件につきましては、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 報告（２件） 

○議長（近松惠美子さん） 日程第６、「報告」を行ないます。 

報告第９号健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、ほか１件の報告があり

ます。 

総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） それでは、２件の報告案件について御説明申し上げます。 

議案書の８ページをお願いいたします。 

報告第９号健全化判断比率及び資金不足比率の報告でございますが、これは、地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、監

査委員の意見を付けて、議会に報告するものでございます。 
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初めに、本市の健全化判断比率について御説明いたします。 

実質赤字比率は、一般会計のみを対象とし、実質赤字が標準財政規模に占める割合を

示すものであります。本市の場合、実質赤字額がございませんので、実質赤字比率の数

値はございません。 

次に、連結実質赤字比率は、一般会計に特別会計、企業会計を加えた全会計が対象と

なり、全会計を合わせた連結実質赤字が標準財政規模に占める割合を示すものでありま

す。本市の場合、連結実質赤字額がございませんので、連結実質赤字比率の数値はござ

いません。 

次に、実質公債費比率は、一般会計、特別会計、企業会計に本市が加入する一部事務

組合の有明広域行政事務組合、玉名市玉東町病院設立組合、熊本県市町村総合事務組合、

熊本県後期高齢者医療広域連合を加えたものが対象となり、本市が負担する公債費が標

準財政規模に占める割合を示すもので、本市の比率は８.９％でございます。 

次に、将来負担比率は、さらに地方公社や第三セクターであります一般財団法人玉名

市自治振興公社、有限会社横島町特産物振興協会、地方独立行政法人くまもと県北病院

を加えたものが対象となり、将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合を示すも

ので、本市の比率は１０.５％でございます。 

最後に、資金不足比率は、浄化槽整備事業特別会計と公営企業会計のみを対象とし、

資金不足額が事業規模に占める割合を示すものであります。本市の場合、両会計とも資

金不足がないため数値はございません。 

このように、５つの指標とも資料に参考表記しております国が示す早期健全化基準及

び経営健全化基準を下回っており、現在のところ適正な財政運営がなされている状況で

ございます。なお、赤字比率がなくて数値がないと表現しました指標につきましても、

参考までに黒字の数値をカッコ書きで記載いたしております。 

次に、１０ページをお願いいたします。 

報告第１０号専決処分の報告についてでございますが、これは、地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定に

より報告するものでございます。 

内容といたしましては、令和４年５月２７日午後７時頃、玉名市桃田運動公園運動広

場駐車場において、市消防団員が運転する公用車が、駐車中の相手方所有の乗用車に接

触し、左前方バンパーを破損させたものでございます。相手方への損害賠償額として、

市は１００％に当たる６６,１８７円を支払うものでございます。なお、損害賠償金に

ついては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共済より全額給付されます。 

報告案件については、以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、報告の説明は終わりました。 



－ 20 － 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 議員提出議案上程 

○議長（近松惠美子さん） 日程第７、「議員提出議案上程」を行ないます。 

これより、議員提出議案を上程いたします。 

議員提出第１号 決算特別委員会の設置について 

以上、議員提出議案１件を議題といたします。 

お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております議員提出第１号については、議事の都合により、会議

規則第３７条第３項の規定に基づき、提案理由の説明及び委員会付託を省略いたしたい

と思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。 

よって、議員提出第１号については、提案理由の説明及び委員会付託を省略すること

に決定いたしました。 

議員提出第１号については、日程に従い、引き続き、会議にて直接審議を行ないます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 議員提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

○議長（近松惠美子さん） 日程第８、「議員提出議案審議」を行ないます。 

改めて、議員提出第１号 決算特別委員会の設置について 

以上、議員提出議案１件を議題といたします。 

これより、ただいま議題となっております議員提出第１号の審議に入ります。 

審議の方法は、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 

これより、質疑に入ります。 

議員提出第１号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 質疑なしと認めます。 

これより、議員間討議に入ります。 

議員提出第１号について、議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 議員間討議なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

議員提出第１号について、討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 討論なしと認めます。 

これより、採決に入ります。 

議員提出第１号決算特別委員会の設置について、採決いたします。 

議員提出第１号については、原案のとおり１５人の委員をもって構成する決算特別委

員会を設置し、議第５９号令和３年度玉名市一般会計歳入歳出決算から議第６６号令和

３年度玉名市農業集落排水事業会計決算までの、決算議案８件を付託の上、審査するこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。 

よって、議員提出第１号については、原案のとおり決定いたしました。 

ただいま、決算特別委員会が設置されましたので、ここで、日程の追加について、お

諮りいたします。 

日程第９  「決算特別委員会委員の選任」 

日程第１０ 「決算特別委員会正副委員長互選結果報告」 

以上、日程に追加いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。 

よって、日程に追加することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 決算特別委員会委員の選任 

○議長（近松惠美子さん） 日程第９、「決算特別委員会委員の選任」を行ないます。 

先ほど設置されました決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、議長が指名することになっております。 

よって、決算特別委員会委員に、大野豊重君、中村慎吾君、浜田繁次郎君、瀬崎剛君、

田浦敏晴君、山下桂造君、立川信之君、𠮷田真樹子さん、多田隈啓二君、松本憲二君、

西川裕文君、江田計司君、前田正治君、中尾嘉男君、田畑久吉君、以上１５名の諸君を

指名いたします。 

よって、ただいま指名いたしましたとおり決算特別委員会委員が選任されました。 

決算特別委員会委員が選任されましたので、この際、決算特別委員会の正副委員長の

互選のため休憩し、議長において委員会を第２委員会室に招集いたしますので、御了承

願います。 

決算特別委員会におかれましては、直ちに委員会を開会の上、正副委員長を互選し、
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その結果を議長まで報告願います。 

それでは、決算特別委員会の正副委員長の互選のため、休憩いたします。 

午前１０時５０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２０分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 決算特別委員会正副委員長互選結果報告 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１０、「決算特別委員会正副委員長互選結果報告」を

行ないます。 

決算特別委員長 江田計司君。決算特別副委員長 𠮷田真樹子さん。 

以上のとおり、それぞれ就任されましたので、報告いたします。 

これにて、決算特別委員会正副委員長互選結果報告を終わります。 

ここで、日程の追加について、お諮りいたします。 

先ほど決算特別委員会から委員会の中間報告の申出が、また、決算特別委員長から閉

会中の継続審査の申出がありました。 

よって、この際、 

日程第１１ 「委員会の中間報告」 

日程第１２ 「閉会中の継続審査の件」 

以上、日程に追加いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。 

よって、日程に追加することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１１ 委員会の中間報告 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１１、「委員会の中間報告」を行ないます。 

決算特別委員会に付託中の議第５９号令和３年度玉名市一般会計歳入歳出決算から議

第６６号令和３年度玉名市農業集落排水事業会計決算までの決算議案８件については、

会議規則第４５条第２項の規定により、同委員会より中間報告を行ないたいとの申出が

ありますので、この際これを許します。 

決算特別委員長 江田計司君。 

［決算特別委員長 江田計司君 登壇］ 

○決算特別委員長（江田計司君） こんにちは、御苦労さまです。委員長を仰せつかりま
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した江田です。よろしくお願いいたします。 

決算特別委員会に付託されました案件の審査の経過について、御報告申し上げます。 

付託されました案件は、議第５９号令和３年度玉名市一般会計歳入歳出決算から、議

第６６号令和３年度玉名市農業集落排水事業会計決算までの決算議案８件であります。 

決算議案は内容が膨大であり、かつ複雑多岐にわたっており、その審査には幅広い検

討が望まれること、また、事案の重要性からも慎重審査を期す必要があることから、あ

らかじめ相当の期間を設け、議案に対する調査研究を十分に重ねた上で委員会に臨むべ

く、委員長より閉会中の継続審査を発議いたしました。 

採決の結果、議第５９号から議第６６号までの決算議案８件については、全員異議な

くそれぞれ閉会中の継続審査とすることに決しました。また、次回の委員会の開催日に

つきましても併せて協議を行ない、決算議案に対する調査研究に必要な期間を考慮した

上で、閉会中であります１０月１９日、２０日、２１日の３日間とすることに決し、次

回の委員会まで、各自、議案の調査研究に十分尽くすこととし、委員会を閉会いたしま

した。 

以上で、決算特別委員長の報告を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、決算特別委員会の中間報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 閉会中の継続審査の件 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１２、「閉会中の継続審査の件」を議題といたします。 

決算特別委員長より、目下、決算特別委員会において審査中の議第５９号令和３年度

玉名市一般会計歳入歳出決算から議第６６号令和３年度玉名市農業集落排水事業会計決

算までの決算議案８件について、会議規則第１１１条の規定により、お手元に配付いた

しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申出があります。 

お諮りいたします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。 

よって、議第５９号から議第６６号までの決算議案８件については、委員長から申出

のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

この際、お諮りいたします。 

議事の都合により、明３日から１１日までの９日間休会いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。 

よって、明３日から１１日までの９日間休会することに決定いたしました。 

１２日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

一般質問を希望しておられる方は、発言通告書に質問の要旨を具体的に記載し、５日

の正午までに事務局にお届けください。 

本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時２６分 散会 
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令和４年第５回玉名市議会定例会会議録（第２号） 

議事日程（第２号） 

令和４年９月１２日（月曜日）午前１０時００分開議 

開 議 宣 告 

日程第１  一般質問 

１  ５番 田浦 敏晴 議員（第二新生クラブ） 

２  ９番 𠮷田 真樹子 議員（創政未来） 

３ １３番 松本 憲二 議員（自友クラブ） 

４  ４番 瀬崎 剛 議員（創政未来） 

５ １４番 德村 登志郎 議員（無会派：公明党） 

散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

本日の会議に付した事件 

開 議 宣 告 

日程第１  一般質問 

１ ５番 田浦 敏晴 議員（第二新生クラブ） 

１ 玉名市の農業を成長産業にする戦略について 

（１）玉名市食料・農業・農村基本計画の見直しについて 

（２）玉名市食育推進計画について 

２ 自転車の安全利用について 

２ ９番 𠮷田 真樹子 議員（創政未来） 

１ 玉名市への移住・定住について 

（１）移住・定住に関しての取組は 

（２）おためし暮らし事業の廃止の理由は 

（３）空き家に付随する農地について 

（４）移住・定住を促す動画はあるが活用は 

（５）今後の課題は 

２ 生理用品の学校トイレへの設置について 

（１）アンケートはされたのか 

（２）テスト設置の経緯と現状について 

（３）子どもや教員の声は 

（４）今後の考えは 

３ １３番 松本 憲二 議員（自友クラブ） 

１ 交流人口増加への施策について 
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（１）地域おこし協力隊の取組について 

（２）観光資源の開発について 

（３）遺跡を活用した観光の取組について 

２ 公共施設の民営化について 

３ 農林水産業の資材高騰に対する対策について 

（１）現在の取組について 

（２）今後の対策について 

４ ４番 瀬崎 剛 議員（創政未来） 

１ 玉名市民プールについて 

２ 岱明ふれあい健康センターの今後の在り方について 

５ １４番 德村 登志郎 議員（無会派：公明党） 

１ 新型コロナウイルス感染症（第７波）に対する対応について 

２ 不登校の子どもたちのサポートについて 

（１）本市の適応指導教室（タマにゃん教室）について 

（２）不登校特例校の設置推進について 

（３）先進地事例「メタバース登校」について 

３ 立願寺ポニー公園存続のための支援等を求める請願の今後の対応につい

て 

散 会 宣 告  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２２名） 

 １番 大 野 豊 重 君  ２番 中 村 慎 吾 君 

  ３番 浜 田 繁次郎 君  ４番 瀬 崎   剛 君 

  ５番 田 浦 敏 晴 君  ６番 山 下 桂 造 君 

  ７番 立 川 信 之 君  ８番 坂 本 公 司 君 

  ９番 𠮷 田 真樹子 さん １０番 一 瀬 重 隆 君 

 １１番 北 本 将 幸 君 １２番 多田隈 啓 二 君 

 １３番 松 本 憲 二 君 １４番 德 村 登志郎 君 

 １５番 西 川 裕 文 君 １６番 江 田 計 司 君 

 １７番 近 松 惠美子 さん １８番 前 田 正 治 君 

 １９番 作 本 幸 男 君 ２０番 森 川 和 博 君 

 ２１番 中 尾 嘉 男 君 ２２番 田 畑 久 吉 君 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

欠席議員（なし） 
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‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  糸 永 安 利 君    事 務局次長  松 野 和 博 君 

係    長  小 畠 栄 作 君    書    記  古 閑 俊 彦 君 

書    記  德 永 優 貴 君 
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

説明のため出席した者 

市    長  藏 原 隆 浩 君    副  市  長  村 上 隆 之 君 

総 務 部 長  𠮷 田 勇 人 君    企画経営部長  今 田 幸 治 君 

市民生活部長  松 田 智 文 君    健康福祉部長  酒 井 史 浩 君 

産業経済部長  蟹 江 勇 二 君    建 設 部 長  田 代 史 典 君 

企 業 局 長  荒 木   勇 君    教 育 長  福 島 和 義 君 

教 育 部 長  藤 森 竜 也 君 
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午前１０時００分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（近松惠美子さん） ただいまから、本日の会議を開きます。 

一般質問期間中も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスクの着用

を許可いたします。また、傍聴人についても同様といたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序

によって許すことにいたします。 

なお、今期定例会における発言に関する規程第１１条の発言時間は、議会運営委員会

の結論に基づき、４０分といたします。 

５番 田浦敏晴君。 

［５番 田浦敏晴君 登壇］ 

○５番（田浦敏晴君） おはようございます。５番、第二新生クラブ、田浦敏晴です。 

９月１日、２０２２年度版広報たまな特別号「たまなし笑顔宅配便」が発行されまし

た。市長が掲げておられる「笑顔をつくる１０年ビジョン」の改定について、新たに追

加した取組が紹介されました。感染症や災害に強い地域経済の確立や菊池川河川防災セ

ンターの設置で防災力の強化、玉名型ツーリズムの推進など時代の変化に対応し、持続

可能な発展に向けて欠かすことのできない取組ばかりだと感じました。ぜひ一つひとつ

施策を丁寧に進めていただきたいと思います。私も笑顔があふれる玉名にしたいという

志を立てて政治活動を始めてますので、時代の変化を捉えながら、さらに精進してまい

りたいと思います。 

それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

はじめに、玉名市の農業を成長産業にする戦略についてお伺いします。 

玉名市食料・農業・農村基本計画の見直しについて、平成２９年３月、玉名市は玉名

市食料・農業・農村基本計画を策定しています。この計画の期間は１０年ですので、令

和４年はちょうど見直しの年になっております。 

私は、ロシアのウクライナ侵攻の影響で穀物が不足し、小麦などの価格が高騰してい

る状況を見ながら、安心で安全な農作物を安定的に生産することの重要性を感じており

ます。特に、玉名市の地域食料自給率は１００％を超えており、全国の自給率の向上に

貢献できている潜在力ある地域と言えます。 

一方で、資材や燃料の高騰など農業を取り巻く環境は厳しくなっていると言えます。

様々な対策に取り組んでいますが、今後、農業を成長産業として位置づけるために、明

確な選択が必要だと考えます。 
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７月２４日、菅義偉前内閣総理大臣が玉名で講演をされた際に、農産物の輸出が伸び

ている原動力として、農林水産省の中に食品リスク本部を設置したことに触れられまし

た。また、ふるさと納税が今年１兆円に到達するまでに伸びてきていることも紹介され、

玉名市においても顕著な伸びがあると聞いております。 

そこで質問いたします。玉名市は今後、農業をどのように成長させようと考えている

のか、そして農業を成長産業にするために、玉名市はどういう戦略が必要だと考えてい

るのか、玉名市食料・農業・農村基本計画の見直しにあたって、どういう点に力点を置

いて見直しを進めるのか。さらに基本計画審議会の進め方について教えてください。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

［産業経済部長 蟹江勇二君 登壇］ 

○産業経済部長（蟹江勇二君） おはようございます。田浦議員御質問の玉名市食料・農

業・農村基本計画の見直しについてお答えいたします。 

まず、農業をどのように成長させようと考えているのかにつきましては、高い競争力

と魅力ある農業を確立させることはもとより、市民一人一人が、農業は本市の基幹産業

であることを認識し、食料、農業及び農村が果たしている役割の重要性について理解を

深めながら、地産地消をさらに進めてまいりたいと考えております。 

次に、そのために必要となる戦略としましては、玉名の農業を支える担い手へのソフ

ト面での支援の充実、さらには農業生産の基盤整備など、ハード面の対策の強化がます

ます必要になるばかりか、担い手への農地集積、集約、優良農地の確保や収益性の高い

農作物の生産拡大を図るための実効性のある施策が今後も必要であると考えております。 

次に、計画見直しの際に力点を置くものにつきましては、農業を取り巻く社会情勢の

変化や国・県などの動向に応じた目標値の変更に力点を置き、見直しをしてまいります。 

最後に、審議会の進め方につきましては、会長である市長が会議を招集し、農業者を

はじめ学識経験者や各種団体及び関係機関からなる基本計画審議会を１１月と１月に２

回開催し、その中でこれまで取り組んできた各施策の達成状況等を点検、評価した上で

必要な改善を加えた見直し後の基本計画を２月末を目標に本市ホームページで公表する

予定であります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 田浦敏晴君。 

○５番（田浦敏晴君） ありがとうございました。 

玉名市としても農業を基幹産業と位置づけながら、ハード面、ソフト面、それぞれの

戦略に基づいて取組を進めていただけることがわかりました。思い通りにならないこと

が多々あるかと思いますが、農業の苦労に寄り添いながら、玉名市、ひいては熊本県、

そして日本に貢献できる農業の成長産業化に向けて、粘り強く取り組んでいただきたい
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と思います。また、基本計画の見直しについても、公表された際には確認してまいりた

いと思います。農業に関して様々な課題があると思いますが、例えば、農産品の価格低

迷に対しては、輸出推進に向けたチームをつくることも一つの案だと思います。海外の

方に購入していただくために、生産者、流通業者、ＪＡ、行政が一丸となって取り組む

必要があると思います。玉名市として何ができるのか、しっかり検討していただきたい

と思います。 

次に、玉名市食料推進計画と学校給食についてお尋ねします。 

私は、玉名の農業が成長するために食育も大切だと考えます。世界では和食が注目さ

れておりますが、国内では食生活の多様化が進み、米の消費量も減ってきております。

私は玉名で採れた食材を親しむ機会を子どもたちに提供することが、玉名の農業を成長

させる原動力になると考えます。具体的には、学校給食が子どもたちの食育に大きな影

響を与えると考えます。 

そこで質問をします。第三次玉名市食育推進計画では、数値目標をあげて様々な取組

を進めておりますが、第三次玉名市食育推進計画の成果と課題について教えてください。 

また、玉名市では、食育の推進にあたって学校給食をどのように位置づけているのか、

玉名市食育推進計画の延長のねらいと今後の食育の推進の戦略についてお尋ねいたしま

す。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 

○教育部長（藤森竜也君） 田浦議員御質問の玉名市食育推進計画のうち、食育の推進に

あたって学校給食をどのように位置づけているのかについてお答えいたします。 

学校給食は、望ましい食生活を形成したり、食事のマナーを身につけたりするなど、

食育推進の実践的な場として重要な役割を担っており、玉名市の学校給食においては、

地元の食材を用いたメニューも数多くつくられるなど、児童生徒が地元の食材を知り、

そして好きになる機会となっております。 

加えて、各学校ではそれぞれの実情に応じて食に関する指導計画を作成し、給食の時

間だけでなく各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動などと関連を図りながら食

育を推進しています。 

文部科学省では、１月２４日から１月３０日を「全国学校給食週間」としておりまし

て、多くの学校で栄養士を招いて食に関する講話を行なったり、児童生徒が給食をつく

っていただく方へ手紙を書いて、感謝の気持ちを伝えたりするなど様々な取組をしてお

ります。 

今後も各学校には、それぞれ創意工夫の上、食育をより一層推進していくように働き

かけていきます。 
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以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

［健康福祉部長 酒井史浩君 登壇］ 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員御質問の玉名市食育推進計画のうち、第三次玉名市

食育推進計画の成果と課題についてお答えいたします。 

本市におきましては、平成２９年度から令和３年度までを計画期間とする第三次玉名

市食育推進計画を策定しております。この計画は、玉名市民が食を通じて健康を考え、

豊かな人間性を育むという基本理念のもと、四つの基本目標と１２の取組を設定してい

くとともに、１９の数値目標を掲げているところでございます。 

まず、食育推進計画の成果でございますけれども、１９の数値目標のうち、目標数値

をクリアしたものが七つございます。このことから言えますのが、保育園と小・中学校

での食育学習の実施、野菜と接する機会や次世代交流の実施により、朝食を食べる子ど

もたちが増加するとともに、食を通した豊かな心づくりにつながっているところでござ

います。 

また、食生活改善推進員の地区活動や健康づくり応援店に参加する飲食店が増加して

おり、食育を支えるネットワークづくりが図られているところでございます。 

次に、食育推進計画の課題についてでございますけれども、第三次計画で数値目標を

クリアしていない項目がございますが、地元の農産物販売店に足を運ぶ人の数値や家庭

菜園をしている人の数値など、調査対象数の把握がし難い数値目標がございますので、

見直しが必要であると考えております。 

さらには、子どもも大人も肥満が増加している傾向がございますので、これを減少さ

せることに重点を置き取り組んでいく必要があると考えております。 

次に、玉名市食育推進計画の延長のねらいと今後の食育推進の戦略についてでござい

ますけれども、新型コロナウイルス感染症により計画の推進ができにくくなったことや、

他の健康に関する計画との整合を図り、計画期間を合致させるとともに、国の食育推進

基本計画や健康づくりプランの方向性を反映させるため、計画期間を２年延長したとこ

ろでございます。次期計画につきましては、令和５年度中に策定する予定としておりま

す。 

また、今後の食育推進計画の戦略でございますけれども、本市の健康課題として肥満

者の増加がございます。本市は、県下１４市の中でメタボリックシンドロームの該当者

が令和元年度で１位となっており、その後も増加傾向にございますので、次期策定時に

これを減少させる対策を検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 田浦敏晴君。 
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○５番（田浦敏晴君） ありがとうございました。 

肥満者の増加は、留意すべき点だと感じますので、しっかり対策を検討していただき

たいと思います。 

食育に関してですが、私は旬の食材を使って地元で採れたものを食べることが大切だ

と考えます。学校給食は、子どもたちが地元の食材に触れる絶好の機会です。この機会

を最大限に生かし、郷土愛を育むと同時に、農林水産に対する理解も含め、農業の多面

的な機能についても体験的に理解してもらえるようにしていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

次の質問に移ります。 

自転車の安全利用についてお尋ねいたします。 

昨年１０月から熊本県の条例改正により、自転車保険の加入が義務づけられました。

この「熊本県自転車の安全で適正な利用と促進に関する条例」は、平成２７年に施行さ

れたものですが、保険加入は努力義務でした。この条例改正の背景には、自転車による

重大な事故があると考えられます。神戸では、小学生が坂道で歩行者に追突し、寝たき

り状態となった事故が起き、母親に対して９,５００万円の賠償命令が出ました。１６

歳の女子高生が携帯電話を操作しながら、無灯火で自転車に乗って女性に追突した事故

では、追突された女性が歩行困難となる後遺障害に悩まされ、職を失い、５,０００万

円の賠償命令が出ました。こうした高額賠償の自転車事故が後を絶ちません。 

こうした状況を踏まえ、政府は平成３０年に都道府県と政令市に自転車保険の加入義

務を要請していました。この条例は、第５条で自転車利用の責務について定めておりま

す。自転車利用は、自転車が車両であることを認識し、道路交通法を遵守することや自

転車の安全や適正な利用に必要な技能及び知識習得に努め、交通事故を防止するため、

自転車の定期的な点検及び整備に努めるものとするとあります。また、第６条では、保

護者等の責務、第７条では、学校の長の責務についても触れられております。 

自転車は、手軽で便利な手段と言えます。一方で、自転車は重大事故の加害者になる

可能性もあるという認識のもと、ルールやマナーを守って利用することが必要だと考え

ます。特に、自動車免許を取得する前の子どもたちに対しては、交通ルールやマナーを

しっかり学ぶ機会が必要だと考えます。具体的には、ヘルメットの着用の徹底や夕方以

降のライト点灯、自転車運転中のスマホ使用の禁止について、新学期の開始前や夏休み

前などのタイミングで交通安全教室を実施することも有効ではないかと考えます。 

「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の第１６条で、県は、市町

村、保護者等、学校の長、事業者、自転車の小売業者及び自転車貸付業者と連携し、自

転車安全利用促進施策を計画的に推進するための体制の整備に必要な措置を行なうもの

とするとありますが、ここで３点ほど質問いたします。 
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まず１点目、過去３年間の玉名市での自転車が関与した事故はどれくらい発生してい

るのかお尋ねをいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） おはようございます。 

田浦議員の質問の過去３か年の玉名市内での自転車事故はどれくらい発生しているの

かについてお答えいたします。 

本市におきます過去３か年の自転車が関与しました事故件数について、玉名警察署に

確認いたしましたところ、令和元年に１２件、令和２年に９件、令和３年に１３件とな

っております。このうち、自転車のみの事故件数が令和元年１件、令和２年５件、令和

３年１件となっております。 

なお、交通事故の状況につきましては、熊本県警察本部のホームページに掲載されて

おりまして、令和４年７月末現在での状況ではございますけれども、本市における自転

車が関係した事故発生件数４件でございます。そのうち自転車のみの事故件数は０件と

なっております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 田浦敏晴君。 

○５番（田浦敏晴君） ありがとうございました。 

恐らくこの件数は、警察に届けがあった件数だと思いますので、思っていたより意外

に少なく感じました。 

先ほども申し上げましたが、高額な賠償命令が発生する自転車事故の事案が全国で幾

つか発生しており、手軽で便利な乗り物である自転車が大きな事態を引き起こす可能性

も考えられます。 

そこで二つ目の質問となりますが、玉名市内の小学校の保険加入はどれぐらい進んで

いるのかお尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 田浦議員の玉名市内の小・中学生の保険加入はどれくらい進

んでいるのかについてお答えいたします。 

このことにつきましては、小・中学校へ確認を行ないましたところ、現時点では正確

な数字は把握できていないということでございます。昨年の１０月に保険加入が義務づ

けられた際には、各小・中学校でチラシなどを配付し、保護者への周知・啓発を図って

いただきました。本年度も校長会議におきまして、保険加入について協議され、重ねて

保護者への周知を行なわれています。 

中には、自転車通学を許可する際に保険加入を要件の一つとしている中学校もあり、
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令和５年度より全ての中学校で保険加入について確認されるとのことでございます。 

また、自転車の利用は通学に限ったことではありません。日頃、気軽に利用している

自転車が関係した事故による高額賠償の事例が全国でも発生しておりますことから、

小・中学生の自転車保険加入の必要性について、熊本県が作成している自転車の保険を

推進するチラシの配付等を行い、教育総務課とも連携を図り、自転車の安全利用に係る

啓発を引き続き行なってまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 田浦敏晴君。 

○５番（田浦敏晴君） ありがとうございました。 

なかなか全ての児童の状況を把握することは難しいと思いますが、事故が発生してか

らでは遅いので、今後も周知・徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。 

それでは最後の質問となりますが、自転車の安全で適正な利用の促進に関して、玉名

市はどのような取組を進めているのかお尋ねいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 田浦議員の自転車の安全で適正な利用の促進に関して玉名市

ではどのような取組を進めているのかについてお答えいたします。 

本市の取組といたしましては、玉名市交通安全協会と連携を図り、交通安全教室を開

催しております。例えば、小学校では道路の歩き方や自転車の乗り方など、子どもたち

が実際に体験しながら交通ルールを学んでいます。また、高齢者の団体や企業及び外国

人の方々に向けての交通安全講習会も実施しており、幼稚園児から高齢者及び外国人の

方々までと幅広く教室、講習会を開催しているところでございます。 

特に、小・中学校では、新入生の入学があります年度初めに集中して開催されており

ます。 

なお、交通安全教室の開催状況につきましては、平成３０年度では延べ１６３回、９,

４０２人の受講がありましたが、令和３年度では延べ３９回、４,２８８人の受講と大

幅に減少しておりまして、ここにも近年の新型コロナウイルスが大きく影響しておりま

す。こうしたコロナ禍ではございますが、今後も県条例で定める基本理念に基づきまし

て、自転車利用者をはじめ、保護者、学校など、関係者と相互に連携協力し、交通事故

を減らすためにも交通ルールの遵守が基本であると考えますので、交通安全教室、講習

会等を継続して取り組み、併せて保険加入の啓発を進め、自転車の安全で適正な利用の

促進に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 田浦敏晴君。 

○５番（田浦敏晴君） 何回もありがとうございます。 
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幼稚園や小学校への交通安全教室を行なっていることは、私も知っておりましたが、

高齢者の団体や外国人への交通安全教室まで実施していることは知りませんでした。よ

い取組だと思いますので、今後もぜひ、継続して取り組んでいただければと思います。 

手軽で便利な自転車を安全で適正に利用するためには、保険加入も必要ですが、利用

者がルールを守ることが大前提だと思います。自動車やバイクと違って、自転車は免許

や罰則がないというのも事故を減らすのが難しい理由の一つだと考えます。特に未成年

者の自転車利用に対しては、保護者の役割や学校の役割も大きいと感じます。夏休みの

長期休暇の時期に自転車に乗る機会も増えると思いますので、市としても工夫を凝らし

ていただきたいことをお願いし、私の一般質問を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） では、次に、９番 𠮷田真樹子さん。 

［９番 𠮷田真樹子さん 登壇］ 

○９番（𠮷田真樹子さん） 皆さん、おはようございます。９番、創政未来、𠮷田真樹子

です。 

通告に従い一般質問をさせていただきます。 

玉名市への移住・定住について、専門家によると第８波がくる可能性は高いと言われ、

続くコロナ禍の今、ほどよい田舎の玉名を猛アピールしておく時期ではないでしょうか。

人口減少ストップに歯止めが利かないのが現実なので、外からの移住・定住に関係課は

これまでも努力されてきたことと思います。企業のテレワーク等の在宅勤務も増え、コ

ロナの感染症にも慣れてきましたが、懸念されている方はまだまだ多くいらっしゃると

思います。もう一度ひと踏ん張りの知恵を絞れば、移住・定住者増ができるのではない

かと考えます。 

（１）移住・定住に関しての取組は。移住・定住に関しての主な取組と、令和から３

年間の移住・定住者数と、どこから多く移動されているのかをお聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

［企画経営部長 今田幸治君 登壇］ 

○企画経営部長（今田幸治君） おはようございます。 

𠮷田議員御質問の移住・定住に関しての取組についてお答えいたします。 

本市では、人口減少に伴う地域の衰退を防ぐため、令和２年４月に第２次玉名市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、２０３０年に６万人を維持することを目標に

掲げ施策を展開しているところです。 

定住促進補助事業としまして、本市への移住を検討する方の背中を後押しし、より積

極的な定住人口の増加を促進することを目的に、住宅取得補助、住宅リフォーム補助、

空き家取得補助、新幹線通勤定期券購入補助、空き家・家財道具等整理補助、また、移
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住支援金などの補助事業を行なっております。この補助事業を活用し、事業開始以来令

和３年度までに４９７世帯、１,５８１人が転入され、そのうち令和元年度から令和３

年度までは１４７世帯、４７８人でございまして、その約９割が熊本県内からの転入と

なっております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 移住・定住者が１４７世帯の４７８人には、関係課の働きに

感心しました。県内だけでも５８市区町村があります。その中から玉名市を選んでいた

だけたのは、皆さんも聞いていてうれしかったと思いますし、私も思っていた数より上

回っていたのでうれしく思います。空き家に関して、市内から転居者も対象というとこ

ろは大いに宣伝、周知すべきと思いました。 

次に、（２）おためし暮らし事業の廃止の理由はというところで、補助事業が三つも

あり、いろいろと頑張ってもらっていることを知ることができました。さらに、今回調

べる中で、面白そうな取組を見つけました。「おためし暮らし事業」文字を見ただけで

わくわくを感じましたが、ネットを開きましたら令和２年に既に廃止となっておりまし

た。わくわくした分、廃止されたことがとても残念に感じたのですが、この事業の取組

はどのような内容で、どのくらい続いたもので、何が理由で廃止になったのか。そして

また、実績はどのくらいあったのかをお尋ねいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問のおためし暮らし事業の廃止の理由について

お答えいたします。 

おためし暮らし事業は、本市に移住を希望する方へ、市が所有する家具・家電製品を

備えた住宅を貸し出し、一定期間実際に住んでもらい、地域の集会や環境を体感するこ

とにより、定住を後押しする事業でございます。本事業は、平成２２年度にスタートい

たしましたが、旅館業法の改正により、おためし暮らし事業を旅館事業とする必要が生

じたことから、令和２年度をもって市の単独で行なう事業としては廃止しております。 

なお、今事業の実績として１４世帯、３３人が利用し、そのうち３世帯６人の転入が

ございました。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） では、再質問です。 

おためしとは、とても親切だと思います。旅行気分ではなく、日常を感じてもらう期

間を試せるというおもしろい取組であったと私は感じました。言われた一定期間とはど

のくらいの期間だったのでしょうか。また、家具・家電製品を準備した住居でおためし
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暮らしをされた１０年間に対しての定住が３世帯というのは、費用対効果もどうだった

のかと感じはしますが、担当課の１０年間の努力が聞き取りの中でとても感じることが

できました。旅館業法の改正により廃止されたということですが、これまでのようにお

ためしができる事業を今後お考えがあるのか、ないのか、検討中なのかをお聞かせくだ

さい。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員の再質問にお答えいたします。 

まず、おためし暮らしの一定期間についてですが、おためし暮らし事業を利用される

方は、移住先の気候や地域の習慣、住民との交流を通して移住の判断材料とすることか

ら、利用される方それぞれが判断できる期間を一定期間と表現したものです。利用実績

からしますと、平均して３か月程度でございました。 

次に、おためし暮らし事業の再開についてですが、先ほどお答えしましたとおり、お

ためし暮らし事業を旅館事業とする必要があり、適用条件のハードルが高いことから市

単独での再開は考えておりません。しかしながら、移住・定住を後押しする事業でござ

いますので、民間事業者に御協力いただき、官民連携により民間事業者が取り扱う物件

で、おためし暮らし事業の可能性について協議してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 本当にこれからは、民間企業との連携で、協働して玉名を建

て直していくことが必要だと答弁に同感いたします。 

では、次に（３）空き家に付随する農地について。令和４年４月から空き家に付随す

る農地が緩和されるとホームページに記載されていたことについてお尋ねいたします。 

これまで空き家を譲り受けても付随する農地は使うことができなかったと理解しまし

たが、どのような状態からどう緩和されたのかをお聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の空き家に付随する農地についてお答えいた

します。 

これまで農地を売買、贈与したり、貸し付けたりする場合は、農地法第３条によって

農業委員会の許可が必要であり、耕作する農地面積の下限面積として５０アール、平方

メートルに換算いたしますと５,０００平方メートル以上とされていましたが、移住・

定住などに伴う新規就農者の受入れ及び遊休農地発生の未然防止を促し、農地の有効利

用を図るため、空き家バンクに登録することなどを条件として、令和４年４月１日から

１アール、平方メートルに換算いたしますと１００平方メートルに引き下げられました。

これは遊休農地の解消又は遊休農地化する農地の効率的な活用を図る目的から、空き家
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バンク制度を通じて農地付空き家の提供を行ない、移住や転居による希望者を呼び込み、

新規就農につなげる取組によるものです。これにより遊休農地などの発生防止又は解消

の促進につながり、移住・定住の促進にも寄与できるものと期待しております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 今の件は、昨年３月の近松議長の質問から改善されたもので

した。今、議事録検索システムというのがあるので、過去を振り返られてとても便利に

調べることができました。３月の答弁では、空き家など、不動産所有者への勉強会、そ

して相談会などを開催して、空き家に対する意識改革や啓発を行なうと言われておりま

した。私、伊倉に住んでいまして、四本木団地というところの交差点のところで草が生

い茂って、そこが見にくく、そこの所有者が一切何もされないということで、事故も多

くあっているからという声を最近聞きました。そこの方調べると、もうちょっといろい

ろすることができない状態にあられるということも知ることができたんですけれども、

文化センターにて昨年６月２８日に、「今から知っておきたい私の終活、家の終活セミ

ナー」が開催されました。３月は不動産処分にお困りの市民の一助となるよう努めると

答弁をされておりましたが、関係課に新たな取組などがあったならばお聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員の再質問にお答えいたします。 

令和３年３月議会で、不動産所有者への勉強会や相談会を開催するとの答弁をいたし

まして、昨年度は空き家の管理、活用について講師を招き、先ほど議員がおっしゃられ

ました、議員も参加されました「家の終活セミナー」を６月に、「まちと空き家を考え

る学ぶセミナー」を６月に開催したところです。今年度につきましては、１０月に玉名

圏域定住自立圏の１市３町で空き家セミナー個別相談会を５日間にわたり開催すること

としており、引き続き空き家に対する意識改革や啓発に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 昨年６月２８日、私も参加させていただきましたけど、この

ときの講師がとてもよかったので、私は名刺を大事にとっております。地域で、また同

じ家の終活セミナーができたらいいなと考えております。ぜひ、議員の皆さんも各地域

で開催されるのもいいのかと思っております。 

では、続きまして（４）移住・定住を促す動画はありますが、その活用は。 

Ｕターンされた方の谷口さんという方のユーチューブを見させていただきました。２

０２０年１２月更新のもので、とてもよくできておりました。玉東や和水、南関も出て

おりましたが、共同で作られたものなんでしょうか。玉名市のホーム－ページから玉名
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市移住、動画で検索したと思うのですが、見たいと思った次には出てきません。これは、

私が検索のやり方があまり得意でないのもありますが、探し詰めていかないと見れない

動画ではなく、玉名市のホームページのトップ画面に、移住・定住をタップすると幾つ

もの動画を見れるようにしないと無駄になっていると私は感じましたけどいかがでしょ

うか。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の移住・定住を促す動画はあるが、その活用

についてということでお答えいたします。 

まずは動画についてですけれども、荒玉地域や玉名圏域定住自立圏の１市３町におい

て、市、町の特色を持ち寄ることで、地域全体の魅力を増大させる効果を目的に、移

住・定住を促す動画を作成しております。これらの動画は、本市ホームページをはじめ、

熊本県が運営する移住・定住サイトで公開しており、ふるさと納税イベントや玉名ファ

ンイベントで活用しております。 

先ほど議員が市ホームページ上ではなかなか見づらいという御指摘もいただいており

ます。今後の改善といたしまして、できるだけ一覧で見れるようなホームページ上での

作成を検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） あるものはしっかりと活用しないともったいないかなと思い

ます。どうぞ改善のほうをしっかりとお願いいたします。 

では、（５）今後の課題をお聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の今後の課題についてお答えいたします。 

これまで将来的な移住に結びつけることを目的に、東京や福岡などで移住・定住相談

会を開催してまいりましたが、本市になじみがない方にとって移住先として認知してい

ただくことは難しいと感じているところです。そこで、ふるさと納税の寄附者や交流自

治体にお住まいの方、本市に興味、関心を持つ方を中心に、本市での交流体験や市内業

者との兼業、副業体験を通してよい関係性を築く関係人口創出事業に着手しており、将

来的な移住・定住層の掘り起こしや本市の魅力度向上を図っているところです。 

また、今年度から玉名圏域定住自立圏の１市３町が連携し、空き家セミナー相談会な

どの開催や遊休不動産等の利活用促進事業を実施し、市内にある空き家を見学しながら

利活用促進に向けたワークショップを開催するなどの事業にも取り組んでいるところで

す。 

以上でございます。 
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○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） ファンミーティングなどで関係人口を増やす。時間はかかっ

ても着実な移住・定住につなげていけるように、今後私も気にかけていきたいと思いま

す。 

では、再質問です。これでここでの最後の質問となりますが、ふるさと納税では、さ

とふる、ほかふるさとチョイスなどをウェブサイトで活用されておりますが、移住・定

住に関心の高い人とマッチングするための自治体向けのサービス、ピタマチなどのウェ

ブサイトの活用は考えていらっしゃらないのかお尋ねいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員の再質問にお答えいたします。 

移住マッチングサイトを提供しているサイトは、議員御質問のピタマチのほかにも多

数ございますので、導入につきましては、有効性を総合的に判断してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 新しいことにチャレンジしてみるのも視野に入れて、今後も

楽しんで取り組んでいただきたいと思います。 

玉名の職業訓練校の校長に、空き家の修復を生徒さんの勉強と思ってしてもらえない

かと尋ねてみました。訓練校でも今の時代職人さん不足で「うちも畳まなんかもしれん」

と言われておりました。しかし、話をしておりましたら、訓練校さんは玉名市から助成

金を２０万円いただいているということなので、今より力をつけていただき、玉名市と

協働でやれるようになってほしいと思いました。そのためにも、やはり共有と連携が大

事と感じましたので、訓練校さんとも顔を合わせておくといいかもしれないと思ったり

しました。 

では、次の質問に移ります。 

生理用品の学校トイレへの設置について。８月には山鹿市議会が議員全員で議長に、

そして９月１日には熊本女性議員の会が県教育長へ、そして９月２日には荒尾市の女性

議員３人で学校女子トイレ個室に生理用品の要望書が提出をされました。昨年６月に生

理用品を公共施設や学校トイレへの設置を要望し、ジェンダー平等を実現しようとする

ＳＤＧｓの観点からも生理用品の無償配布を取り入れてほしいとお伝えをしました。そ

の後は、３月、６月議会で提案しておりますことは、心身の負担軽減、急遽必要になっ

たときのため、経済的な困難、ネグレクト、育児放棄です。ジェンダー平等も踏まえて、

学校の女子トイレの個室に生理用品を常備してほしいということをお伝えさせていただ

きました。 
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では、６月に子どもへのアンケート調査をしてみてはという再質問に、貴重な提案と

言っていただきました。あれから３か月がたちました。アンケート調査は実施されたの

かをお尋ねいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 

○教育部長（藤森竜也君） 𠮷田議員御質問の生理用品の学校トイレへの設置についてア

ンケートはされたのかについてお答えいたします。 

６月議会の質問の際に𠮷田議員からこのアンケート実施について御提案いただきまし

た。けれども、現在、夏休み明けから子どもたちに指導を行なった後、小学校１校と中

学校１校で試験的にトイレに生理用品を設置し、そのことによる教育的効果をまだ検証

中でございます。アンケートについては、この試行後に実施していきたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） こちらちょっと印刷してきたんですけど。 

［印刷物を示す］ 

○９番（𠮷田真樹子さん） これは６月議会で生理用品が入ったケースを皆さんにお見せ

しましたが、モデルにさせていただきました大津北中学校のトイレの写真になります。

今一度ここのメッセージを読ませていただきます。 

「これはみんなのナプキンです。大好きな大津中のみんなへ。急に学校で始まって対

応に困ったときに使ってください。中学生の時期は生理周期も不安定でいつ始まるかわ

かりません。常にバッグに２個から３個予備を入れておきましょう。お家で用意できる

人は自分のナプキンを使いましょう。購入に困っている人がいたらボックスの中のカー

ドを保健室に持ってきてください。多めに渡すことができます。他の人にはわからない

ようにします」と伝えてありました。内容は本当によく考えられていて、教育の観点、

そして自身の体を知る、貧困への対策、急遽必要になったときに対策と、改めて見てみ

ると、これまで担当課で懸念されておりました、考えて行動する力は、常にバッグに２、

３個予備を入れておきましょう。自分の体について考えるというところでは、中学生の

時期は生理周期も不安定でいつ始まるかわかりませんとメッセージの中にも示されてお

ります。 

前置きが長くなりましたが、電話でこちらの大津北中学校の養護教諭に設置までの流

れと現状をお尋ねしました。まず、設置する前にアンケートを取ったそうです。そこで

困りごとの把握をしたそうです。そこから設置するにあたって、生徒への指導をして、

設置開始から今で３か月、現在は何個使用されたかを記録されているそうです。カード
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を保健室に持って行くという案は、既に役場ではトイレに置いてあるカードを福祉の相

談窓口に出せば生理用品を受け取れるという取組がされていたので、同じやり方にした

と言われておりました。 

この大津北中学校は、生徒数が７２７人、こちらの玉名中学校でも６２２人ですので、

マンモス校だから養護教諭の先生が２人いらっしゃいました。話を聞かせていただいた

先生は、たまたまですけれども玉名中学校卒業の玉名出身の方でした。結婚もして養護

教諭として大津町でしっかり働かれておりました。私が玉名で市議会議員をやっており

ますと電話で名乗ったので、先生もうれしく懐かしくなられたようでした。先生からも

私に頑張ってくださいと言っていただきましたので、私もうれしかったところです。 

今月２日、北本議員のほうから「玉陵学園に生理用品が置いてあるそうですね」と聞

きましたので、速攻確認に行きました。校長先生に案内をしてもらい確認しましたので、

写真を撮ってきました。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○９番（𠮷田真樹子さん） こうやって玉陵学園の中学生の女子トイレにボックスに入れ

て準備がしてありました。見た瞬間、私はとてもうれしかったです。そして保健室に促

すいいメッセージだと思いました。困ったときにはいつでも保健室にもらいに来てくだ

さいが、まず前提とありまして、どうしてももらいに行けない場合は、ここにあるもの

を使っていいですよと、保健室によかったら来てねというメッセージが入っておりまし

た。 

中学生時代に慣れない生理用品に私自身気持ち悪い思いをしたり、漏れていないか心

配したり、スカートを血液で汚したり、生理痛で痛かったり、友達に生理用品をもらっ

たり、先生や親にまでは言っていないような嫌な思い出を思い出しながら、こんな優し

い時代が来たのかとうれしくなりました。まだ、今はテスト設置期間中ではありますが、

この日は中学生のトイレにしか、２日の日は置いてありませんでしたけど、今現在は小

学校の女子トイレにも置いてあると、先日聞きました。 

では、テスト設置期間までのこれまでの経緯と現状をお聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 𠮷田議員御質問のテスト設置の経緯と現状についてお答えい

たします。 

これまでもそれぞれの学校で創意工夫の上、適切に対応していくよう働きかけていま

したが、県下での様々な取組の進捗状況を確認した上で、現在、試験的に小学校１校と

中学校１校、今御質問でおっしゃられたとおり、玉陵でその両方でトイレに生理用品を

試験的に設置したところでございます。設置するにあたりましては、児童生徒への事前

指導を十分に行ない、設置場所には今、スライドで見せられたとおり困ったときにはい
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つでも保健室にもらいに来てくださいね。どうしてももらいにいけない場合はここにあ

るものを使っていいですよという紙を掲示するなど、保健室の先生への相談を促してお

ります。今後は、このトイレに設置しました生理用品の使用数を記録するとともに、こ

の試行期間における保健室への生理に関する相談等の件数と設置前の相談等の件数を比

較するなど、様々な角度から教育的効果の検証を行なっていきたいと考えています。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 県教育委員会は、１０月初旬より全ての県立学校全７３校の

女子トイレに生理用品を常備することを決めたそうです。６月から県立学校６校にまず

生理用品の設置を試験的に実施されております。７月のアンケートでは、１割が生理用

品の入手、購入に苦労をしていると回答をされたそうです。常備する場所には、８割が

個室を希望されたそうです。 

では、子どもや女性の先生方の声を聞かれているのかお尋ねいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 𠮷田議員御質問の子どもや教職員の声はについてお答えいた

します。 

この試行をまだ始めたばかりですので、子どもの声はまだ届いておりません。先ほど

答弁いたしましたように、この試行後にアンケート調査を行なうなどして、子どもたち

の声については集約したいと思っております。先生方に対しましては、これまで校長会

議や養護教諭の会議で繰り返し教育委員会としての考えをお伝えし、意見を求めてきま

したが、これに対して異論等はなく、先生方も教育委員会と同様の考えを持たれている

と認識しております。今後も教育委員会としての考えを丁寧に伝えるとともに、試行後

の意見集約を含め、様々な場で先生方にも意見を求める機会を設けていきたいと思って

おります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 女性の先生方も生理の経験はおありでしょうし、子どもさん

がいらっしゃるところは、女子の子どもさんを持つ方もいらっしゃると思いますので、

アンケート等で親としての意見を伺ってみてほしいとも思います。アンケートをとって

ほしいと思いますけれども、それに関してはいかがでしょうか。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 𠮷田議員の再質問にお答えいたします。 

繰り返しになりますけど、今後も様々な場で意見を求める機会を設けていきます。ア

ンケートにつきましても意見を求める方法の一つとして検討し、教育委員会としまして
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は、男女区別することなく意見を求めていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） 養護教諭の会議でのことを地元の伊倉小学校の養護教諭の先

生にお尋ねしてみました。部長が言われたように、保健の先生も同様の考えでありまし

た。学校は教育の場であり、生理用品をトイレに置いてしまえば誰が困っている、何に

困っているということは、どう把握するのですかと先生に言われましたので、私は大津

北中学校の養護教諭の案を、このケースの中にカードが入っていてというようなことを

カードを保健室に持っていくと多めに渡すことができますというメッセージがあるんで

すよというふうにお伝えさせていただきました。そうしたら先生は、置くことになれば

方法は幾通りかあることに御理解をいただきました。また、トイレットペーパーが常備

されたときのように、ジェンダー平等から生理用品の常備が必要な時代に来ているので

はとお伝えをすると、腑に落ちましたと言っていただきました。ほか、二人の養護教諭

の先生にもお尋ねをしましたところ、置くことに絶対反対と言うことは、私たちもない

です。でも、生理用品を置く必要はあると思います。しかし、順序を踏んで丁寧に指導

していかないといけないと思いますと言われました。 

では、担当課の今後の考えをお聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 𠮷田議員御質問の生理用品の学校トイレの設置についての今

後の考えはについてお答えいたします。 

これまでも答弁しておりますけども、学校教育においては、児童生徒が自ら考え、行

動できるようになる力を育成する場であり、この自立を支援していく場であるという観

点から、児童生徒が自分の体について自ら考え、生理用品を自ら準備して使用すること

を今後も基本としていきたいと思っております。議員がおっしゃられるとおり、子ども

たちが安心して穏やかに学校生活を送ることは、教育委員会としても大切であると認識

しております。また、県下では、先ほどお話があったとおり県立学校や複数の自治体で、

このトイレに生理用品を設置するようになってきたのも事実としてございます。今後も

引き続き、県内外の状況を確認しながら、試行の結果を含め、このトイレに生理用品を

設置することによる教育的効果について検討し、子どもたちにとって有益となるような

判断をしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） ちょっと話はずれますが、いよいよ今月半ばから子どもたち

は自宅での学習のためにタブレットの持ち帰りが始まります。近隣の市町では、コロナ
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禍で導入が一気に進んだ夏休み明けから持ち帰っていると聞いておりました。あれから

２年がたち、玉名は今からです。 

話を戻します。生理用品の設置に関して熊本市は４月５日に健康教育課長より、各学

校長宛に生理用品を必要とする児童生徒への生理用品の配布方法についてということで、

依頼文が出されております。５月中旬には、熊本市の本庁から各区役所の女子トイレに

もジェンダー平等を推進するためということで、生理用品の設置がされているそうです。 

では、最後の質問になります。タブレットの時のように、他市と差が開きすぎないよ

うにと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 𠮷田議員の再質問にお答えいたします。 

この御質問は事前にお聞きしておりましたので、考えをまとめるのに時間をいただけ

たことありがたく思います。議員はよいことだから早く取り組むべきとのお考えで御信

念を持っておっしゃられていることよくわかります。でも、この問題については、メリ

ットだけではない、デメリットもいろいろあることも恐らく御存じではないかと思いま

す。例えば、生理用品が本当に必要な子どもに渡ってほしいということでしていること

にもかかわらず、トイレの個室にあることで、持っている子どもでもそれを使ってしま

いかねない。もしかしたら複数、２つ、３つ持って行ってしまう子どももいるかもしれ

ない。これは決してこの生理用品が無駄になってしまうことを言っているわけではなく

て、そのような状況をつくってしまうこと自体ちょっといかがなものかなとも思ってお

ります。私も議員言われるところの先進自治体に着手に至った経緯等をお尋ねしました

が、全会一致で決定したわけでなく、先ほど申したような理由で賛否両論があったけれ

ども、このデメリットには目をつぶって進めておられるとのことでした。３月議会、６

月議会でこれまで答弁してきました、この教育的見地からということをもっと具体的に

申しますと、保健室の養護教諭などに言い出せない子どもは、やはり言えるようになっ

てほしい、困ったときには身近な大人に声を出して頼ることができるようになってほし

い。なぜなら、学校は未熟な子どもをいろいろな経験を通して成長させて、社会に送り

出すところだと思っております。大人になって、一人で悩んで身近な人に頼ることも、

声を出すこともできずに取り返しのつかないことになってしまう。そしてそのとき傷つ

いてしまうのは自分自身、そんなことにならないように成長してほしいとの思いなんで

す。生理用品に限らず、必要なものをそろえてあげて学校で自由に使っていいよとして

あげることと、自立した大人になってほしいと、困ったときには身近な人に頼ることが

できるようになってほしいと導くことのどちらが本当の優しさなのかなと思います。 

そのようなことから、この御質問には、他市より遅れているというような認識はござ

いません。この件に関して、子どもたちの将来のためという観点で、真剣に深く考え、
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教育的立場で判断しているということは、ほかの自治体に決して劣るものではないとの

自負、自信もございますとのお答えになります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 𠮷田真樹子さん。 

○９番（𠮷田真樹子さん） ありがとうございました。 

私も生理用品はこれまで同様、家から持参して使用することが基本と、担当課も言っ

ておられますが、最初から私も考えはそうです。家から持っていくということが基本で

す。コロナ禍で明るみとなった課題の一つですが、女性は皆が通り抱える問題でござい

ます。思春期、成長期にある子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、最初にもお

伝えしましが、子どもたちの心身の負担軽減、そして急遽必要になったときのため、経

済的な困難、育児放棄のネグレクト、ジェンダー平等も踏まえ、学校女子の個室トイレ

への設置は今でも必要と考えております。 

部長とはいつも平行線になりますけれど、今の子どもたちが感じていることを私も３

５年前、中学１年生の時に感じておりました。女性に生まれ、健康であるからこそ当た

り前にある生理にいい思い出などどう振り返っても見つかりません。当時の中学１年生

の私のそのままの気持ちを言葉に出すとすれば「あったら助かるな」これだけです。玉

名の目指す子ども像、たくましい子ども、学び合う子ども、仲良く伸びる子ども、私も

改めて振り返りましてよくできているなと思いました。いいなと思いました。そして、

成長段階でもとても大事なことだとも思いました。懸念されております考えて行動でき

る力、自分の体について考えること、これも徐々に身についてくるものではないでしょ

うか。やる前から心配するのではなく、やる前にやるにあたってそう進めるかのほうが

未来は明るいと私は考えます。 

先日、俯瞰する力ということを本で読みました。俯瞰とは、高いところから見下ろす

ということだそうです。今回は、移住・定住について、生理用品のトイレ設置について

の質問をさせていただきました。止められない人口減少も、移住・定住ほか、婚活や子

ども、子づくり、健康寿命のアップなどと広く取り組むことも高いところから見るとい

う俯瞰する力なのかなと重ねて考えました。生理用品の学校トイレの設置も高いところ

から広い範囲を見下ろすように、俯瞰する力を働かせると、子どもたちの可能性が安全

な環境を準備することで、今よりもっと広がると考えます。高いところから見る力、俯

瞰の力を執行部の皆さんとともに私たちもつけていけたら、今より玉名がよくなるよう

な気がします。私も少しずつではありますが、着実に議員としてのお役を務めてまいり

ます。 

以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。御静聴ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、𠮷田真樹子さんの質問は終わりました。 
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議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時０８分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２０分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

１３番 松本憲二君。 

［１３番 松本憲二君 登壇］ 

○１３番（松本憲二君） 皆さんお疲れさまです。自友クラブ、松本憲二です。 

今年は非常に暑い日が何日も何日も続きまして、世界でも異常気象ということで、ア

メリカ、そしてまた、ヨーロッパでは非常に大規模な原野火災が起こって、住宅とか、

何十万人の方が避難されて、そしてまた、家なんかを火事によって失われて、非常にそ

ういう災害が異常気象によって起こっているというような状況で、私もこの６月議会と

９月議会は、一層、もともとあまり色は白いほうじゃないんですけれども、ますます色

が黒くなって、手の甲と顔だけはどうしても隠せないということで、非常に色が黒くな

ってきています。 

それでは、通告に従いまして、私の一般質問をさせていただきます。 

まず、一番最初に交流人口増加への施策についてということでお伺いをいたします。 

先ほどの𠮷田議員移住・定住ということで質問をされました。部長の答弁の中にも玉

名を知っていただくのが先決だというような答弁の内容もあったのかなというふうに私

は受け止めておりますけれども、その中で８月の熊本日日新聞、何日の熊本日日新聞だ

ったかちょっと忘れましたけれども、県北版というのがありますよね。そこに玉名で非

常に画期的な催しがされたということで載っていました。地域おこし協力隊という制度

が総務省のほうでできまして、この地域おこし協力隊員の取組によって、その活動が、

セミナーみたいなのが開催されたということで、熊本日日新聞に載っておりました。そ

の地域おこし協力隊員が来られて、そこにその記事の中で、日本政府が力を入れて企業

誘致をしたＴＳＭＣ、台湾の企業なんですけれども、ＴＳＭＣの進出によっての台湾企

業あたりとのスタートアップ事業ということで載っておりまして、よくよく振り返って

見てみましたところ、広報たまなの７月号、この一面に地域おこし協力隊員、上平さん

という地域おこし協力隊員なんですけど、この人が仕掛けの張本人だそうです。台湾と

いうことで、台湾のＴＳＭＣ、日本政府だけじゃなくてアメリカ、中国もこの半導体、

世界最新鋭の半導体が台湾に企業が集中しています。その中で取り合い、アメリカも中

国もやっぱり最先端の技術を取り合いをしているような状況。その中でＴＳＭＣの熊本

進出を注目して、そしてまた関連企業であったり、もともといちごマラソンにも台湾の

方から４０人近くの方がいちごマラソンに走ったり、この玉名の温泉を楽しんだりとい
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うもともとの流れもありましたもんですから、そういうことでこの取組は非常におもし

ろいなと思いまして、今回交流人口の増加の中で、まず１番にこの地域おこし協力隊員

の取組についてということでお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

［企画経営部長 今田幸治君 登壇］ 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の地域おこし協力隊の取組についてというこ

とから台湾スタートアップ事業についてということの説明ということでよろしかったで

しょうか。 

ただいまの議員の御質問につきましては、まず、議員が地域おこし協力隊を御紹介い

ただきましたので、地域おこし協力隊員に関する制度について御説明をさせていただき

ます。 

この制度は、隊員が都市地域から過疎地域などの条件不利地域に移住し、地域協力活

動を行ないながら、移住先への定住・定着を図る取組であり、平成２１年度に創設され

ております。隊員としての活動期間は、おおむね１年以上３年以下となっており、活動

期間終了後は定住先で起業し、地域に創業・創出することが本制度における最終的な目

標となっております。本市では、これまで３名の活動実績がございますが、残念ながら

活動期間終了後の起業には至っておりません。現在、活動中の２名の隊員については、

起業につながるようしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。 

次に、台湾スタートアップ事業についてですが、本事業は、昨年度のジョブケーショ

ン事業の一環として、関係企業が本市を訪問し、市内事業者などとの意見交換をする中

で、台湾との交流促進により地域活性化の可能性が見い出されたことから取組を始めた

ところでございます。また、本事業は、台湾のスタートアップと連携し、地域の課題解

決を目的とした全国初の取組であり、本市では農業、福祉、観光分野において多くの連

携が図れると考えております。今年度の具体的な取組について御説明しますと、先のセ

ミナー開催に加え、台湾のスタートアップを設定し、ＩＴ技術を市内事業者で活用して

いただくための実証実験を行なう予定であります。また、台湾市場に興味を持つ市内事

業者と台湾の関係機関や施設を訪問し、今後の販路開拓や関係人口の創出に取り組んで

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 答弁をいただきました。 

この地域おこし協力隊員というのは、大体おおむね１年から３年、その終了後に地域

おこし協力隊として入ったこの地元で起業をするというのが、地域おこし協力隊に課せ

られたことだというふうに答弁の中であったんですけれども、全国的にしかしながら、
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起業に至った地域おこし協力隊員というのは、非常に調べたところ少ないんですね。今

まで玉名市も３人受け入れたけれども、今まで起業に至っていない。上平さんに直接お

話を伺ったんですけれども、非常に玉名にゆかりがあるということもおっしゃっており

ました。また、この玉名には、非常に潜在能力がありますよということもおっしゃって

いました。そういう面で、しっかり起業ができるよう体制というのは、地域おこし協力

隊員１人の力ではなかなか難しいのかな。やっぱり地域、もちろんこの玉名市のために

一生懸命働いて、地域おこし協力隊員としていらっしゃっているときにはいろんな事業

を展開されていくわけですよね。だから行政、またそして地域の方々とのふれあいの場

をいっぱいつくって、そしてまた地域が一丸となって、起業していただけるような体制

づくりというのをしていかないといけないと思うんですけれども、７月号で４ページに

なるんですけれども、今後ということで、いろんな会社の方々を招いてのいろんな交流

を考えていらっしゃるというようなことも載っています。 

そんな中で、今後、地域おこし協力隊員に対して、市としてどれくらいの力を入れて

取り組んでいくのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 御質問の確認ですけれども。 

○１３番（松本憲二君） スタートアップ事業も含めて。 

○企画経営部長（今田幸治君） 含めて、はい。 

まず、議員御質問の地域おこし協力隊への市としての支援体制といいますか、そうい

うことになろうかと思いますけれども、支援につきましては、国の支援制度がございま

す。御紹介いたしますと、地域おこし協力隊員などの起業、事業継承に要する経費を国

のほうが支援するということと、任期終了後の隊員が定住するための空き家の改修、空

き家のほうに住んでくれるならばその経費についても支援しますよという国の制度がご

ざいます。それを活用しながら、市としましても先ほど申し上げましたけれども、しっ

かりと起業していただくようにサポートしていきたいと考えております。 

また、台湾スタートアップ事業に今度どれくらい力を入れていくのかという御質問で

すけれども、本事業における今年度の取組につきましては、先ほど説明したとおりでご

ざいますが、令和５年度は市内事業者による実証事件を拡大して取り組むだけではなく、

台湾のスタートアップと市民、市内事業者との交流会の開催や台湾でのイベント出店を

通し、関係構築の拡大を図っていきたいと考えております。令和５年度までの事業を展

開していくことで、最終的には本市産品の販路開拓や観光客の誘致、関係人口の創出の

人的、経済的交流の加速化が図られると考えており、本事業が令和６年度以降には自走

化できるよう取り組んでまいります。 

以上でございます。 
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○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） せっかくこういういい人材の方が地域おこし協力隊としていら

っしゃっていただいております。京都大学出身で、もともと兵庫県庁の職員さんだった

そうです。ちゃんとここにも書いてありますし、非常にいい人材がいらっしゃっている

ので、その点より一層推し進めていただいて、よりよい台湾のスタートアップ事業者の

市内の事業者、そしてまた、農産物であったり観光だったり、いろんな面で協力し合っ

て、成功を収めていただきたいと思います。 

それでは、次の質問で、観光資源の開発についてですけれども、玉名市にもいろんな

観光名所というのがあると思うんですね。そんな中で、コロナになってなかなか観光地

には足を運んでいただいていないという状況は重々わかっている中なんですけれども、

玉名市の観光地について代表する観光地が大体どこというふうに玉名市としては位置づ

けをされていて、そしてまた、そこに何人ぐらいの方々がいらっしゃっているのかとい

うことをまずお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 松本議員御質問の本市の観光資源の開発についてにお答

えいたします。 

本市の代表的な観光地については、玉名温泉、小天温泉の二つの観光地があります。

また、本市の代表的なイベントとして、高瀬裏川花しょうぶまつりがございますが、山

田の藤と併せて県内外から多くの観光客に来ていただけるイベントとなっております。

そのほか、本市への来訪を遡及させる観光素材として、特産品である玉名ラーメンやミ

カンやイチゴ、トマトなどの農産物がありますが、これらの観光素材と温泉やイベント

などを組み合わせ、広告媒体やパブリシティー、ＳＮＳ等を活用しながら対外的に情報

発信を実施しております。 

また、本市観光の受入施設の核となる草枕温泉てんすいでは、昨年度から温泉の温度

低下に伴う源泉掘削工事を実施し、受入体制を図るなど、ソフト面だけではなくハード

面の整備を行ない、相互のバランスを取り入れながら交流施設の増加に努めているとこ

ろでございます。観光客の数値につきましては、打合せが悪くてちょっと手元にござい

ません。失礼します。 

これで終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 今、花しょうぶまつりであったりとかイベント、それと山田の

藤は遺跡というか、指定をされています。そんな中で、観光資源というのはどこでもい

ろんなところに行って代表するような、見に行きたいな、遊びに行きたいなというとこ

ろ、九州では長崎のハウステンボス、あそこなんかもともと公共施設だったんですよね。
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しかしながら民間がとって成功したのかというと、もちろん成功しています。しかしな

がら莫大なお金をかけているんですよね。観光資源の開発を玉名市も本当に力を入れて

やらないと、定住・移住という部分でも玉名にまず足を運んでいただく、そして玉名を

まず知っていただく、それが交流人口をどうやって増加させていくかということだと私

は思うんですね。だから花しょうぶまつりは花しょうぶだけの期間じゃなくて、夜間の

ライトアップ、ないときにですよ。クリスマス時期でも裏川にはいつも水が流れている

わけじゃないですか、その水面に電飾を図って、ちょうど花しょうぶが咲いているよう

なそういうライトアップの仕方で玉名の裏川を散策していただくとか、山田の藤にして

も藤の時期だけじゃなくて、電飾によって一年中藤が咲いているような、冬でも咲いて

いるようなライトアップをするだとか、様々な工夫を凝らさないとなかなかお客さんと

いうの来てくれない。１年中を通して玉名に来ていただけるようなシステム、そういう

のをつくるにはお金はどうしても必要です。しかしながら、それは来ていただいて、何

かを消費をしていただく、農産物でも買っていただく、御飯でも食べていただく、そし

て温泉に泊まっていただく、経済効果は十分に僕ははかれると思うんです。しかしなが

ら、もう私も議員９年目ですけれども、何の施策も全然とられていない。やっぱり悲し

いですよね。何度となく質問しました。検討しますの返事でずっと待っているような状

況です。どこでも観光地、兼六園にしても剪定に何千万円というお金をかけているんで

すよ。だからいつもあの日本庭園が美しくてみんなが行きたいな。熊本城も一緒じゃな

いですか。いつもいろんなところにお金をかけて、観光地として見に来ていただくそう

いう施策が必要だと思うんですね。 

今後のコロナ禍の中でもどういう取組を行なっていくのかというのを、まずお聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 松本議員の御質問にお答えします。 

今後の観光資源の開発につきましては、ウィズコロナ及びアフターコロナを見据えた

事業としまして、少人数で催行できる高付加価値の富裕層向けツアー商品ハイクオリテ

ィトラベルや夜にスポットを当てた小岱山ナイトトレイルラン、アウトドアアクティビ

ティの一部に日常を忘れて心身を癒やす体験プランなどを開発しております。さらには、

今年度から新規事業として玉名温泉旅館等を活用したｅスポーツ合宿の誘致に努めてま

いります。なお、今年度は玉名市観光戦略会議を開催し、第２期玉名市観光振興計画の

策定を予定しており、戦略会議委員は市内の宿泊事業者や物産事業者などの民間の観光

関連事業者で構成され、特に観光トレンドに敏感である女性でかつ現場で実務を担当し

ている方々を多く選定し、向こう５年間の観光振興計画策定に向け指導したところでご

ざいます。 
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今後は、戦略会議等計画を策定するとともに、計画を基に委員を中心として、民間事

業者が主体となって観光資源を開発し、販売につなげていくなど、戦略的かつ具体的に

実行していける持続可能な稼げる観光地づくりを目指していきます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 今、答弁をいただきました。 

ｅスポーツなんかのもちゃんと新聞のほうに掲載されていました。 

今、部長がおっしゃったように、持続可能な稼げる観光地づくりというのをしっかり

目指していきますというふうにおっしゃったので、しっかり目指していただきたい。本

当にお金がかかるんですよ。しかしながらそれはちゃんと返ってきます。怖からずにじ

ゃんじゃんいいアイディアを出しながら、民間で高瀬裏川のところにはＨＩＫＥさんが

今、民間で元の病院を買い上げられていろんなイベントだったり催し物をやってらっし

ゃるじゃないですか。せっかく裏川、あの石畳、石垣もありますし、非常に水の流れも

いいですし、１年中を通してあそこに遊びに来ていただけるような体制づくりというの

はしっかり考えていただきたい。そしてまた、山田の藤、あの辺一帯もまた再開発なん

かをして、いろんな花が見れるような四季折々、時折々でいろんな花が見れるような開

発もして、私はいいんじゃないかと思います。 

そういうことで、先ほど部長が答弁されたようにしっかり持続可能な稼げる観光地づ

くりを目指していただきたいと思います。 

それでは、次の質問で、遺跡を活用した観光の取組なんですけれども、これは私たち

議員が山鹿市、菊池市、そして和水町、玉名市と日本遺産の合同研修会ということで、

８月１０日の日に菊池市であったんですけれども、この玉名にも横穴古墳群、大坊古墳、

それと横島干拓の堤防だったり、いろんな遺跡があるんですけれども、遺跡を活用した

観光の取組についても以前質問をしたわけです。石貫の小学校跡地に遺跡を埋蔵する施

設にしますよということもあったんで、あそこにサイクリングロードでも造って、遺跡

を見ていただくようなシステムを作ってみてはどうかということだったんですけど、何

の進展もなく、そしてまた、石貫小学校がどのようになっているのかというのもまだま

だ、私、文教厚生委員会なんですけど出てこないというような状況で、遺跡を活用した

観光の取組について、現在、玉名市ではどのように行なわれているのかということをお

伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 松本議員の御質問にお答えいたします。 

事前にお聞きしています文化財の見に来た観光客の数というのはよろしいんですか。 

○１３番（松本憲二君） いや、言っていただいて。 
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○教育部長（藤森竜也君） 言ってよろしいですか。 

現在、玉名市内の指定文化財のうち、見学者数、観光客数を概算で把握できているも

のは、玉名石貫にあります装飾古墳の４か所と、高瀬裏川の石橋２か所とあと山田の藤

の合計７か所でしか把握できておりません。この見学者等の実数については、コロナ禍

に見舞われました令和２年度以降は、各イベントが中止や縮小されておりますので、コ

ロナ前の令和元年度について把握している数を申し上げます。装飾古墳４か所の見学者

数は４４０人、高瀬裏川の石橋２か所については、高瀬裏川花しょうぶまつりのときの

観光客数になりますけれどもこれは約１９万人、山田の藤の観光客数は藤の花が開いて

いるときのものになりますが約３万人でございます。 

続きまして、これからの指定文化財を活用した観光推進の取組についてですけれども、

現在、菊池川流域に日本遺産協議会の事業も含め、市内の指定文化財を観光資源として

活用するための取組を進めております。具体的な事業としては、各物産館と連携し、旅

行代理店等に指定文化財の見学を取り込んだ様々な観光ツアーの提案を行なうとともに、

市のホームページ上で指定文化財の情報発信を行なうことで、それらの認知度向上を図

っております。その効果もあってか、令和３年９月から令和４年４月にかけて、１１人

から１５人の小規模なものではございますが、旅行会社による市内装飾古墳の見学ツア

ー、これが１１件、そのほか山鹿市内の県立高校３校の生徒等４０人による旧玉名干拓

施設の見学も行なわれ、少しずつではありますが取組の効果も出始めていると考えてお

ります。 

しかし、今後さらなる指定文化財を活用した観光推進を図るためには、対象となる指

定文化財へより多くの観光客に訪れていただくための環境整備が必要と考えております。

これらについては、観光客のニーズも勘案し、関係各課と連携しながら交流人口増加に

より、効果的と考えられるこの指定文化財に対しての取組を進めていきたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 答弁をいただきました。 

石貫の横穴古墳群なんですけれども、あそこを見に行こうと思えばなかなか駐車場を

見つけるのに非常に苦労をします。あそこは道も狭いですし、どこにでも止められない。

だから観光地としては、観光していただくというのは、今玉名市の頭の中にないのかな

というふうにしか受け止められないです。見に来てくださいよというふうには、駐車場

も整備してない。せっかくそこに祖先というか、残してくれているんですよね、先人た

ちがいい遺跡を。好きな人は来るんです。しかしながら交通のアクセスもよくない、ど

うやって行こうか、バスも通っていない、駐車場もない。ちょっと映像をいいですか。 



－ 56 － 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１３番（松本憲二君） １枚目、これ横島干拓の堤防です。これ二枚戸なんですけど、

もう１個いいですか。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１３番（松本憲二君） これが六枚戸です。次、お願いします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１３番（松本憲二君） これが六枚戸の説明書き。しかしながら、ここはもともと堤防

があったんですけど、この手前の砂利を敷いてあるところというのは、横島の干拓地に

入植してきた方々が各県内からいろんなところから入植してきてらっしゃるので墓地が

ないということで、墓地公園を横島干拓の入植者の皆さんでつくられて整備された。そ

ことか農協が持っている敷地が駐車場代わりに使われている。それは駐車場であるから

もちろんいいんですけど、次、お願いします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１３番（松本憲二君） 堤防の裏側の状況です。もう雑木林がうっそうと茂って、これ

ちょうど排水路なんですけども、排水路にもう垂れ下がっている。次、お願いします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１３番（松本憲二君） これが垂れ下がっている状態ですね。だから大雨のときには木

が本当、水面に浸かっているような状態です。次、お願いします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１３番（松本憲二君） これが表から見た。雑木林が、草がいっぱい生い茂っている。

こういう状況です。これ見に来てくださいと言えますか。重要文化財ですよ、国指定の。

ちょうどこの前ここの勉強会に行ったときに、もともと派遣の文化課の担当だった方が

おっしゃられたんですけど、横島干拓に残っている約５.２キロメートルの堤防は、明

治に建築をされて、こういう旧堤防が残っているのは日本でただ一つだそうですここが。

そんなふうにおっしゃいました。だからお金をかけて整備するところは整備する。結局、

草枕温泉から見てもいいし、外平山の頂上から見ても非常に裏側ですね、先ほど雑木林

があっているほうきれいに見えるんです。延々と約５.２キロメートルあるんですから。

そこに植栽でもして、非常に色とりどりな時期的なもの、約５.２キロメートルあるん

ですから、そういうところにも観光として来ていただくような施策も必要じゃないかな。

そしてまた、水路を邪魔しているような木々というのは、やっぱり大雨が降るときには

非常にその妨げによって農産物に被害が出るというおそれがあるので、そこはしっかり

対処していただきたいというふうにお願いをいたします。しっかり一番目の質問の人口

交流に関しては、もちろん台湾スタートアップ事業ももちろんですし、観光地の開発、

そしてまた遺跡群を使った観光への取組というのが、今後玉名に足を運んでいただける
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か、いただけないかというのは、非常にそしてまた、玉名を知っていただくというのに、

非常に力を入れなきゃいけないところだと思っているんで、しっかり担当課あたり連携

をしていただきながら、いい方向に進めていただきたいというふうにお願いをいたした

いと思います。 

それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次の質問は、公共施設の民営化についてということなんですけども、これは玉名市ふ

るさとセンターＹ・ＢＯＸ、大衆浴場玉の湯、草枕温泉についてであります。公共施設

の民営化ということで、この３施設が令和元年に民営化の計画が立てられて、今まで地

元区長さんであったり、市民の方々に説明会が何度となく開催をされたわけですけれど

も、今年の４月までは民営化でいくというような、私も天水のほうと文化センターのほ

うに足を運ばせていただいたんですけれども、４月までの説明会では、指定管理ではな

く令和５年度からもう民営化のほうに舵を切っていきますということだったんですけれ

ども、急遽６月の説明会で、民営化は一旦ちょっと中断をいたしまして、指定管理制度

のまま継続をしていくと。結局、これはコロナでお客さんが非常に減ったというところ

もありますけれども、この民営化計画についての今までの考え方であったり、そういう

ことをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

［産業経済部長 蟹江勇二君 登壇］ 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 松本議員御質問の公共施設の民営化についてお答えいた

します。 

まず、観光物産課所管の観光施設が民営化の方向性から指定管理者運営継続への変更

に至った経緯につきましては、次の４点でございます。 

１点目は、令和元年１１月以降に４回、住民、利用者説明会を開催していまいりまし

たが、コロナ禍により近年十分な説明会が開催できておらず、現時点で市民との意思の

疎通が不十分であること。 

２点目は、参加者は少なかったものの、民営化に対して反対意見が多かったこと。 

３点目は、全国の民間事業者へアンケートなどを行ないましたが、回答結果は芳しく

なく、売却の見通しが立っていないこと。 

４点目に、草枕温泉てんすい関連施設につきましては、旧天水町が過疎地域に指定さ

れたことで、ソフト、ハード両面で過疎債を利用できる可能性が考えられること。 

以上の４点から、令和５年４月からの民営化を延期し、現在と同じ運営方法である指

定管理者制度による運営を継続していく運びとなりました。 

なお、観光施設の民営化の検討につきましては、引き続き次の指定管理者期間内でも

進めてまいりますが、利用者の皆様や市民の皆様をはじめ、関係者の御意見等を十分に
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お伺いした上で、売却以外の方法も模索しながら、最終的な方向性を決定したいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 今、答弁をいただきました。 

参加者が非常に、私が行ったときにも参加者は非常に少なかったですね。そして、反

対の意見が結構多かったかなというふうに捉えております。令和元年から始まって、区

長さん方もやっぱり変わられるじゃないですか、２年にいっぺん変わられるところもあ

れば、１年にいっぺんで交代されるところもあるということで、区長さん方からもいろ

んな意見が出てました。急に民営化と言われてもということで、だからその辺の説明で

あったりとか、いろんなことに関してもなかなか徹底ができなかったのかなと、そして

またコロナ禍の中ですから、もちろんサウンディングによりここを買ってくれる業者さ

んなんかというのもなかなか今の時代ではちょっと手が挙げづらいのかなというのもち

ょっと思います。 

それでは、この観光施設を民営化するに至った経緯についてお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 松本議員御質問の観光施設民営化の検討に至った経緯に

ついてお答えします。 

平成２７年度策定の玉名市公共施設等総合管理計画、平成３０年度策定の玉名市公共

施設個別施設計画において、観光施設は多様化する利用者ニーズへ柔軟に対応し、利用

向上を図り、効率的で効果的な観光振興を図るため民営化を検討することとなっている

ことから、これらの計画を踏まえ、本市が有する観光施設につきましては、計画に基づ

き民営化の検討を進めてきたところでございます。 

最後に、今後の指定管理者の支援をどう考えているかにつきまして、施設改修、改装

等に該当する補助メニューなどの情報収集を適宜行ない、指定管理者とも協議を行ない

ながら、引き続き検討を図ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） もちろん今答弁にありましたように、利用向上を図り、利用者

ニーズへの柔軟な対応ということで、効率的、効果的な観光振興を図るため民営化とい

うことで今、答弁があったわけですけれども、これ指定管理でもできますよね、指定管

理者制度の中でも。ちゃんとこの利用向上を図るために、じゃあ、何をしなければいけ

ないのか。結局Ｙ・ＢＯＸでも、今、加工センターがあるじゃないですか、あれ老朽化

してトマトのピューレであったり、ケチャップを農協婦人部であったり女性の会の方々
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が利用されているわけですけれども、釜が大きいわけですね。結局、何キログラム以上

じゃないとあそこではなかなかつくれない。ちょっとしたい、じゃあ２０キログラムコ

ンテナ１つとか、１０キログラムコンテナ１つぐらいでも簡単にそういうのがつくれる

ような施設にリニューアル、これ６次産業でちゃんと補助金あるじゃないですか。そう

いうことを全然やっていない。やっていない中でこういう民営化というのはあまりにも

ちょっとおかしな話だと思うんです。 

先ほど部長から答弁があったこの指定管理者の支援については、施設改修、改装等に

補助メニュー等の情報をしっかりと言って、指定管理者とも協議を行ないながら引き続

き連携を図っていくという答弁がありました。まず、そういうことをしっかりしていた

だいて、熊本のある入浴施設は本当にお客さんが減って危機的な状況だったのが、今、

サウナものすごく見直されていますよね、それによって全国から、今、そこの入浴施設

にはサウナ目当てに来る。お客さんが殺到というような状況です。だからちょっと手を

加えれば、わざわざせっかく玉名市のお金で、みんなが苦労してつくってきた物を民間

に引き渡すんではなくて、ちょっとしたアドバイス、ちょっとした連携をもって、より

よい施設に変化させられると思うんですね。そういうのをしっかり検討していただきた

い。このコロナ禍の中だからなかなか民間の方も手を挙げられないだろうと思うので、

今後、キャンプ、草枕温泉はキャンプでも非常に人が多いというようなこともあります

ので、いろんな面でアルペングループであったり、そういうところとのイベントであっ

たりとかを組んでいただいて、キャンプのやり方だったり、いろんなグッズだったりと

いうのを紹介していただくのもいいじゃないですか。そういうイベント、そういうのを

しっかり連携をとって、ますますこの３施設が活性化することをお願い申し上げておき

たいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二議員の一般質問の途中ですが、議事の都合により午

後１時まで休憩いたします。 

午後 ０時０２分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時００分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を行ないます。 

松本憲二君。 

［１３番 松本憲二君 登壇］ 

○１３番（松本憲二君） 午前中から引き続き、一般質問をさせていただきます。 

最後の質問ですけれども、農林水産業の資材高騰に対する対策についてということで

お伺いしたいと思います。 

今日、朝１番目に田浦議員が玉名市の食料・農業・農村基本計画の見直しということ
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で質問をされました。この全産業に対して資材が高騰しているわけであります。その中

でも農林水産業、肥料、油、ほとんどのビニールの被覆代であったりとか、肥料をつく

るのにも油を使って一回加熱処理をしなければいけないという面で、いろんなありとあ

らゆる資材が高騰をしております。いろんな意味で、いろんな形で玉名市のほうからも

いろんな補助事業であったり、補助メニューをしっかり組んでいただいているわけです

けれども、今まで、現在までの取組、燃油高騰があって去年なんか対策をとっていただ

いたわけですけれども、その現在までの取組についてその辺の状況をお伺いしたいと思

います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

［産業経済部長 蟹江勇二君 登壇］ 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 松本議員御質問の現在の取組についてにお答えいたしま

す。 

これまでに市が講じてきました独自の支援策につきましては、燃油代の価格高騰対策

として、令和３年度から令和４年度に農・漁業者等が購入した燃油費に対する国のセー

フティネット構築事業の補填金のうち、農・漁業者の積立金相当額の３分１を市が追加

支援する農水産業燃油価格緊急補填事業として、農業者延べ４,３０４人に６,７８９万

２,０００円を、漁業者延べ１５７人に３６１万４,０００円の交付を予定しております。

また、農業機械の価格高騰対策として、玉名市の単独事業である令和４年度の農業機械

等整備事業の予算額について、当初、１,８００万円から３,０００万円に１,２００万

円増額し、現時点で延べ５２人に２,８１４万６,０００円の交付を予定しております。 

さらには、米価の下落対策として、令和３年度産主食用米を３０アール以上の農地で

生産・販売した農家を対象に、米１キログラムにつき１０円を交付する米価下落臨時支

援事業として、補助金１億２,１４３万３,０００円を６月議会で予算化し、現在、申請

受付中ではありますが、現時点で６３３人に７,０９１万２,０００円の交付を予定して

おります。 

これに加えて、本議会におきまして畜産飼料やハウス被覆資材の価格高騰対策として

１億２,３２３万２,０００円の補正予算を上程しておりますが、これは市内家畜農家が

購入する飼料費の５％及び施設園芸農家が購入する被覆資材費の１０％相当額を交付す

る畜産飼料農業用被覆資材購入緊急支援事業を実施するものであります。 

以上で終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 今、答弁をいただきました。 

市のほうから燃油高騰対策、それと市の単独、その機械補助、また米価下落、そして

またこの９月議会に畜産関係、そしてまた園芸関係に対する補助メニューが提案されて
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おります。いろんな形でもちろんこの補助をしていただいているというのは非常にあり

がたいです。 

しかしながら、ほかの産業と違って農業の一番難しいところ、結局これは価格転嫁が

できないんですね。自分たちで値段が決められない。全て農林水産業物だけなんですよ、

市場で価格が決定されているというのはですね。だから農家とか漁業者というのは、自

分が再生産、また来年、再来年に結局つなげていくために、再生産価格というのが数字

的にはわかるんですけれども、その値段を私たちつくっている本人、農家さん、漁業を

やっている方々本人が価格を決められない。市場にあふれたときには、１０円と言われ

たら１０円なんですよ、１００円って言われたら１００円なんですよ。もちろん１万円

と言われるときもあります。しかし、１万円なんか御祝儀相場とか、本当に物が足らな

いときばっかりで、ほとんどの単価というのが自分たちで決められない、再生産価格に

は程遠い金額なんですね。だからよく、農業者、漁業者は補助金ばっかりもろうてよか

なってよく言われますけど、自分たちで値段が決められるんであれば補助金なんかもら

わなくて全然いいんですよ。結局、食料品、カルビーポテトチップスなんかでも、じゃ

がいも、油が上がります。じゃあ幾らに上げますよ、キューピーのマヨネーズでも上げ

ますよ、全ての今物が値上がりしているじゃないですか、自動車もそうです。しかしな

がら、農産物、漁業産物というのは農林漁業部分に関しては、一切自分で値段がつけら

れない。価格転嫁できない。やっぱりそこで補助金を頼らざるを得ない状況なんですね。 

こんなやって、今部長のほうから答弁がありましたように、数々の補助対策を打って

いただいているわけですけれども、やっぱり朝一発目に田浦議員がおっしゃったように、

成長産業にまだほど遠いような状況です。これを玉名市の基幹産業である農業をどう今

後、後継者をちゃんと残してこの農地を維持していくために、また、そういう農業にち

ゃんと理解を示していただけるような対策も取っていただかなきゃいけないと思います。 

そこで、今まではこういう取組がしてありましたけれども、益々やぱり厳しくなって

いく状況がまた出てくるかもしれません。燃油の対策として、総額で約７,０００万円

ちょっとを燃油対策で出していただいているんですけれども、令和３年から令和４年に

かけて。今後、油等の値段がこのまま下がらない状況だったり、いろんな資材等が高騰

していく中で、玉名市としては今後の取組については、どのようなお考えをお持ちなの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 松本議員御質問の今後の対策についてお答えいたします。 

今後も生産する上で必要不可欠な各種資材や、肥料等の価格高騰やコロナ禍における

販売価格の低迷等が続き、厳しい経営状況に置かれる場合、市によるきめ細やかく速や

かな独自な支援というものはますます重要になるものと考えております。これからの社
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会情勢や経済の状況、さらには、国・県などの動向を総合的に勘案した上で、これまで

実施してきた対策事業の継続を含め、農林水産業者から真に必要とされる有効な支援策

について、引き続き積極的に事業展開していく考えでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 答弁をいただきました。 

社会情勢、経済の状況、いろんなですね、やっぱりそこを勘案していただきながらい

ろんな対策を取っていただきたいと思います。 

結局、麦、大豆にしても、ウクライナ情勢が世界で急速にロシアによって、今ウクラ

イナ侵攻が続いている中で食糧の問題が急浮上してきている。そして、また高温によっ

て、この異常気象によって世界の食糧がどうなるか。日本は人口は減ってますけど、世

界人口は増えているんですね。アフリカだったりとか、いろんな新興国では人口がもち

ろん増えていて、そしてまた農業生産物なんかできないような高温地帯というのがもの

すごく増えてきている。しっかりここで対策を取って、この玉名平野、この自然豊かな

玉名平野、本当は台風の災害がなければ順調にお米もちゃんと実ってますし、水害がな

ければ本当にいいこの水田地帯、園芸地帯でもあります。その中で、冒頭に田浦議員が

おっしゃったように成長産業にどう結び付けていくか。自分たちで値段が決められるこ

とが一番いいんです。しかしながら、今、市場法とかいろんな法律の下において、農林

水産業物だけが市場による価格、結局そのお米にとりましても、もともとは食管法とい

うのがあって、大体お国が１俵当たり１万４,０００円ですよとかいう基準を出してい

たわけですね。結局それが完全自由化になって、今、本当、今年私８月４日だったかな、

早期米の刈取りをして持って行ったら、幾らですかって聞いたら、１万６００円とおっ

しゃってですね、本当に採算が取れないなって。結局、お米の肥料なんかはちょっと値

段を申しますと、去年までが大体１俵当たり２,８００円だったんですね、それが今年

は３,５００円で約７００円、１袋当たりですよ、値上がりをしているというような状

況なんですね。やっぱりこういうことをなかなか市民の方々は、食料品が上がっている、

上がっていると、結局テレビでも報道があって、食料品全般の値上げは仕方ないかなと。

でも、報道機関でよく言われるのが、きゅうりが１本今まで５０円だったのが９０円に

上がりましたよとか言ったら大騒ぎするじゃないですか。農家は大変な思いをしてつく

っているんですよ。私も今年からミニトマトを８月１日から、油をなるべく使わないよ

うに早く生産ができるような体制づくりということで、ＪＡたまなも８月10日からの植

付けが可能になって植付けをしました。ハウスの中は４０度です。暑い中、みんなそう

やって頑張っているんですよ。みかんもやっぱり去年の高温障害といいますか、乾燥、

８月の長雨から一変して、結局９月、１０月が雨が降らなかったということで、みかん
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のなりが少ないです。そしてまた高温によって、貝殻虫だったりとかアブラムシの発生

が多い。結局お米も一緒ですよね、カメムシの発生が多かったり、やっぱり農薬はちゃ

んと散布をしなきゃ、２等米、３等米に落とされる。そういう努力を日々毎日行ってい

る状況ですけれども、なかなか自分たちの価格転嫁ができない。しっかり玉名市として

も、今後の取組ということで部長のほうから答弁をいただきましたけれども、結局市の

予算というのは多分限られたものがあると思うんですね。国・県に末端の状況というの

をしっかり要望、要請活動をしていく必要があると思うんですけど、その辺に関してど

のようなお考えをお持ちなのか聞かせていただきたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 松本議員の再質問にお答えいたします。 

本市の基幹産業として、これから先も足腰の強い稼げる農水産業として持続的に発展

していくためには、やはり何と言っても国また県等の御理解、御協力を得て初めて実現

できるものというふうに認識しております。中でも予算に関しましては、本市の限られ

た予算だけで切れ目ない継続的な支援を行っていくということは大変厳しい面がござい

ます。実際、これまでにも国・県から予算を積極的に活用したことで、他の自治体に先

駆けて様々な独自支援策に取り組むことができましたし、多くの生産者や関係者の方々

から一定の評価もいただいているところでもあります。 

委員からもございましたように、私自身、あらゆる機会を捉えてＪＡたまなさん、ま

た漁協さん等とも連携を図りながら、本市の農水産業の経営安定化はもとより、全国に

誇れる産地としての持続的な発展に必要となる予算措置、また追加的支援事業等の構築、

あるいは食糧安全保障等々の制度設計、早期構築、そういったものまで含めて、これま

でも行なってまいりましたけれども、なお一層国・県等に対し働きかけてまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 松本憲二君。 

○１３番（松本憲二君） 市長のほうからも答弁をいただきました。ぜひ、そのような対

策、要望活動をしっかり行っていただきたいと思います。 

それと、一つまたこれはお願いになるんですけれども、畜産関係は飼料だけを購入し

ていらっしゃるわけじゃないんですね。結局、糞尿を成分調整するためにのこくずなん

かも買い入れていらっしゃるわけですよね。のこくずの資材も上がっているわけですよ。

だから緑戦略システムでメタンガスの発生によって、電気だったり熱をつくる、その家

畜の糞尿で簡単にできるわけですね、５０％の補助がありますし、それにも取り組んで

いく姿勢を見せていただきたい。それとまた、新幹線での農産物の物流というのも、し
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っかり新幹線駅もありますし新幹線も通っているわけですから、そしたら東京まで農産

物は一日で行くんですね。結局トラックで行ったら、今３日ぐらいかかっているんです

よ、農産物が並ぶまでに。新幹線で行ったら、翌日はもうスーパーに並べるわけですか

ら、そういう面でも排気ガスの排出量も少なくなりますし、そういう働きかけも十分や

っていただきながらですね、食料というのがなければ、どうしても人間生きていくこと

ができません。農家も一生懸命、皆さんに安全・安心なものを食べていただけるように、

しっかり生産には努力をしているような状況であります。市民の方々に御理解をいただ

きながら、市の限られた予算の中で基幹産業である農林水産業が本当に成長産業になれ

るように、私も日々努力をし、そしてまた皆さん方と話合いをしながら、しっかり努め

てまいりたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。 

これで、私の一般質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、松本憲二君の質問は終わりました。 

次に、４番、瀬崎 剛君。 

［４番 瀬崎 剛君 登壇］ 

○４番（瀬崎 剛君） こんにちは。傍聴席の皆様、インターネット上御覧の皆様、４番、

創政未来、瀬崎剛でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

午前中、答弁にありましたが、玉名は熊本でも一番の肥満ということを言われまして、

私も実はドキッとしましたが、今の松本議員の質問とかも考えていると、食べないで痩

せるというのはどうかなと思いますので、運動と調理方法で医療費を抑えられるように、

病気にならないように頑張っていきたいと思います。 

それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

１、市民プールについて。新型コロナウイルス拡大、施設の老朽化により閉鎖してい

る桃田運動公園市民プールの状況について御質問いたします。 

私の子どもたちの頃はゲームもありましたが、外で走り回り、夏は学校のプールとい

うイメージがありましたが、最近は学校のプールも監視員の方の確保など問題もあり、

夏休みのプール開放はされないという学校も多いとお聞きします。水泳は日常生活では

あまり動かすことのない筋肉を使い、陸上とは違った運動効果が期待できます。遊びな

がら体力向上につながると思われますが、このまま閉鎖となるのでしょうか。お聞かせ

ください。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 

○教育部長（藤森竜也君） 瀬崎議員御質問の玉名市民プールについてお答えいたします。 

玉名市桃田運動公園市民プールと正確には申します。このプールは、平成元年に２５

メートルプールと幼児用プールが、翌平成２年に５０メートルプールが供用開始しまし
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て、およそ３３年ほど経過しております。しかし、屋外であるが故にこの経年劣化によ

る老朽化がかなり進行しているため、安心・安全に施設を開放できる状態でないことに

加えまして、この新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、今年度は開設し

ておりません。本市以外にも老朽化や感染防止の理由で、今年度は休止している公営プ

ールの事例が県内外に幾つも見受けられます。 

また、桃田のプールについては、この課題を解消しないと来年度以降も開設できない

ため、本年４月に設置しました玉名市桃田運動公園市民プール在り方検討委員会で、今

後の在り方と方向性について現在検討いただいているところです。一般的に、屋外プー

ルの耐用年数は３０年と言われており、市民プールの場合、大規模改修には多額な費用

が必要になると見込んでおります。 

一方、全国的に見ても、少子化による利用者の減少、一年間のうち２か月程度しか利

用できないという屋外プールの実態に加え、近年は度重なる猛暑や紫外線対策を理由に

入場者数の減少が続き、大規模改修のタイミングでほかの施設でも集約等にかじを切る

といった自治体もございます。教育の観点から、子どもたちが水に親しみ水の中で思い

切り体を動かせる施設を維持していくことは非常に大切なことと思います。しかしなが

ら、本市の市民プールを改修して維持していくことが将来の世代へ大きな負担を担わせ

ることにもなりかねず、本当に望まれた姿なのか危惧しているところでございます。 

先ほど申しました検討委員会からは、今年度中に市長への提言が提出される予定です。

来年度以降の開設については、この提言を踏まえて総合的に判断していきたいと考えて

おりますので、御理解をお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 瀬崎 剛君。 

○４番（瀬崎 剛君） 近年は猛暑続きで、とてもじゃないが夏場は公園では遊べないと

いう声もお聞きします。皆さんネットで各種のプールなどを検索して出かけています。

楽しいプール、その他施設など多いのですが、費用も高くいつもそういうところに行く

のは大変なので、荒尾の市民プールなどは助かりますという声もあります。その安さが

行政の負担になるかと思いますが、その辺も考慮していただいて、市民プールの在り方

検討委員会もお答えを出していただきたいと思います。 

関連いたしまして、子どもたちの夏場のリフレッシュとして遊べる水遊びの場につい

てお聞きいたします。 

先日、繁根木川の錦橋を通ったときに、川でバシャバシャ走り回る子どもたちを見か

け、今でもこういう子どもたちがいるんだと感動したところでありました。ちょっと投

影をお願いいたします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 



－ 66 － 

○４番（瀬崎 剛君） これは、先日、私が孫のお守りを頼まれて出かけました水辺プラ

ザかもとのところの小川ですね。菊池渓谷や矢谷渓谷などの冷たさはありませんが、ち

ょうど私の膝上ぐらいであります。これは私なんですけど、抱っこしている子どもは３

歳ぐらいなんで、さすがに自由に遊ばせるというわけにはいかなかったんですけれども、

年中さんぐらいになったら足が届くので、全然普通に遊んで危なくもないようにしてあ

ります。途中で石を積んで、ずっと先まで流れていってしまわないようにはしてあって、

万が一なことがあっても、途中で追いつけるということを気にかけられているんだろう

なと思いました。それでは、次の写真をお願いいたします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○４番（瀬崎 剛君） これは、山鹿市の鍋田水遊び公園です。先日、魅力ある公園研究

会で視察に行ったときの写真ですが、あいにく雨でちょっと水かさが増していまして、

分かりにくいかもしれませんが、写真の左上にけやきがありますけど、その先にちょっ

と見えるのがあそこが堰だと思うんですけど、あそこから川の水を引き込んで、手前の

人工的な小川をつくっておられます。そんなに深くはないのですが、だから小さい子ど

もはここで十分遊べると思います。次をよろしいですか。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○４番（瀬崎 剛君） これが最後のほう、右上のほうが川に戻すところ。川の水をちょ

っと拝借いたしまして、川に戻しているという自然の流れを使って、小さな小川をつく

って子どもたちが水遊びできるようなところをつくられております。そういう意味で、

安全な場所だと思います。次、よろしいですか。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○４番（瀬崎 剛君） これが全体を見たときなんですけど、ちょうどあそこせき止めら

れて、左側のほうはちょっと深く、腰上、胸下ぐらいになっているんですけど、そこで

子どもたち泳げているんですけど、その先も石を利用してあって、安全面を気をつかっ

てられるのかなと思いますけど、子どもたちを連れて行くのにはいいところかなと思い

ました。ありがとうございます。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○４番（瀬崎 剛君） これが山鹿市、玉名と、上流域ということもあるのかもしれませ

んが、工夫次第では玉名でも何かできるのではないかと思いますが、水遊びの場につい

てお考えはあるのでしょうか。お聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 建設部長 田代史典君。 

［建設部長 田代史典君 登壇］ 

○建設部長（田代史典君） 瀬崎議員の再質問にお答えいたします。 

現在、建設部で管理している公園は、都市公園や都市公園以外の公園を含め合計７０
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公園ございます。主な公園といたしまして、蛇ヶ谷公園、立願寺公園などがありますが、

いずれの公園も水遊びができる施設はございません。今後は、コロナ禍においても誰も

が安心して利用できる公園を目指し、公園の再編や再整理の際には、幅広い世代の方々

のニーズを考慮し、水遊びのできる空間も含め検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 瀬崎 剛君。 

○４番（瀬崎 剛君） 答弁いただきました。 

検討していただけるということで、夏場のよくテレビのニュースとかで、今日の都心

の気温は何度まで上がりというところで、都心の中の公園の画像が流れたりするときが

あります。公園の噴水の中に小さい子どもたちが水浴びしているという画像がたまに流

れるんですけれども、以前、蛇ヶ谷公園には人工的につくられた丸い小さい池があって、

魚が泳いでいました。魚はいいのかなと思うんですけれども、その蛇ヶ谷公園とかそう

いう公園の中で噴水で水浴びできるだけでも、小さい子どもははしゃげると思います。

どうか魅力ある公園の中でも提案が出ると思いますので、そのときは検討のほうをよろ

しくお願いいたします。 

では、次の質問にまいります。 

それでは、２、岱明ふれあい健康センターの今後の在り方について。 

長年にわたり地域のコミュニティーの場として親しまれてきた岱明ふれあい健康セン

ターですが、１０月から岱明防災センターの利用が開始されます。岱明ふれあい健康セ

ンターの今後について、どのようにお考えでしょうか。お答えください。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

［健康福祉部長 酒井史浩君 登壇］ 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員御質問の岱明ふれあい健康センターの今後の在り方

についてお答えいたします。 

岱明ふれあい健康センターにつきましては、これまで議会の中でも御説明してまいり

ましたとおり、令和１２年度をめどに民間移譲を行なうこととしております。令和１２

年度という時期につきましては、岱明ふれあい健康センターの施設整備に国のカーボン

マネジメント事業を活用した補助金をいただいており、その活用による施設等の処分制

限期間を踏まえて設定したものでございます。このことは令和元年１１月８日に開催い

たしました岱明公民館建設事業及び岱明ふれあい健康センター運営に関する検討経過報

告会でも説明を行なっており、また、令和３年４月に改訂を行ないました。玉名市公共

施設長期整備計画及び玉名市公共施設個別施設計画に民営化の時期を明記しているとこ

ろでございます。 

以上でございます。 
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○議長（近松惠美子さん） 瀬崎 剛君。 

○４番（瀬崎 剛君） 歳出です。ふれあい健康センターと防災センター、入浴施設を除

けば類似する施設が多いと思われますが、両方の施設の維持管理に経費がかかってきま

すが、その点についてどのようにお考えですか。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員の再質問にお答えいたします。 

岱明ふれあい健康センターの民間移譲につきましては、岱明防災コミュニティセンタ

ーの建設に伴い、類似事業を行なう施設が重複することになることから、岱明ふれあい

健康センターは将来的に施設を民間に有効活用していただくという考え方で進めている

ものでありますが、民間移譲が決定するまでの間は、入浴施設など維持管理を継続して

いく必要があるため、一定の施設の維持管理にかかる経費は必要と考えております。ち

なみに、現在の維持管理費は年間３,４００万円から３,５００万円となっております。 

また、岱明ふれあい健康センターの民間移譲を進めていくためには、先ほども述べま

した補助事業の処分制限や現在の用途地域の見直しなど、岱明ふれあい健康センターを

取り巻く条件を解決し、地元住民等の御意見を踏まえながら進めていくことになります

ので、様々な条件をクリアできれば、可能な限り前倒しして民間移譲の取組を進めてま

いりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 瀬崎 剛君。 

○４番（瀬崎 剛君） 私の祖母は、今年で１０１歳になります。今は大半を施設で過ご

しておりますが、月に数日家に帰ってくるような状態でございます。しかしながら、結

構記憶もしっかりしておりますし、足が若干不自由でありますけども、つえを突けば家

の中では普通に歩けるぐらいの状態であります。９０歳ぐらいまでは押し車を押して、

ふれあい健康センターまで行っておりました。行って、今日は誰々さんと話してどがん

ことだったよとかいう話をしているのを私も聞いておりました。入浴施設を引き継いで

いただける民間の企業が見つかるのが一番と思います。管理体制も直営になるというこ

とで、先ほどお聞きした年間の維持管理費３,４００万円から３,５００万円、今現在と

いうことでありましたが、直営になると若干は増えるんじゃないかと思われます。国の

補助金の一部返金の問題があると思いますが、よい条件が整えば、前倒しで民間移譲を

お願いいたしたいと思います。 

これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） では、次に１４番、德村登志郎君。 

［１４番 德村登志郎君 登壇］ 

○１４番（德村登志郎君） 皆さんこんにちは。１４番、公明党の德村登志郎でございま
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す。 

それでは、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

新型コロナウイルス感染症（第７波）に対する対応についてお尋ねします。 

新型コロナウイルスの感染が再拡大しております。本市においても感染者は１００人

を超える日も多く、この第７波のこれまでにない感染拡大を感じております。 

そこでお尋ねいたします。第７波にあたり、本市の現状とその取組、またその中で起

こった問題点、さらに解決に向けた対応策があればお示しください。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

［健康福祉部長 酒井史浩君 登壇］ 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員御質問の新型コロナウイルス感染症（第７波）に対

する対応についてお答えをいたします。 

はじめに、新型コロナウイルス感染症（第７波）に対する現状と取組についてでござ

いますけれども、第７波はオミクロン株の変異系統がさらに感染力が強いと言われるＢ

Ａ.５系統への置き換わりが進むにつれ、７月中旬から今日まで爆発的に感染が拡大し

てきたところでございます。新規陽性者数は、令和２年に本市で確認されてから本年８

月末までの２年半で約８,０００人が確認されておりますが、このうち本年７月中旬か

ら８月末にかけ約６,５００人、実に累計の８割強がこの１か月半で発生するなど、爆

発的な感染拡大が続いてきている状況にございます。第７波の感染の特徴といたしまし

ては、感染や伝播性が高い一方、重症化率は比較的低いということや子どもの感染急増

と家庭内感染が顕著に見られ、保育園や学校でのクラス閉鎖や高齢者施設のクラスター

も発生しているところでございます。 

そうした中、熊本県では８月２日に熊本ＢＡ.５対策強化宣言が発令されました。本

市では、新型コロナウイルス等感染症対策会議や有明保健所、管内医療機関、自治体等

による感染症有明地域会議等で情報共有に努め、対応策を検討しながら市民の皆様に改

めて感染対策の徹底をお願いしているところでございます。８月１０日には、これ以上

の感染拡大や検査受診は医療現場の負担を増大させ、医療崩壊を招きかねないとの判断

から、玉名郡市１市４町、玉名郡市医師会、熊本県北病院との連名で、新型コロナウイ

ルス感染症に関する医療機関への適正受診についての共同メッセージを発信し、防災行

政無線、ホームページ、ＳＮＳ等での呼びかけ、併せて県の無料の検査、休日・夜間の

相談窓口や受診についての周知、そして何よりワクチン接種の呼びかけを積極的に実施

してきたところでございます。 

次に、第７波での問題点といいますか、対応に苦慮した点がございます。これまでの

対応と違い、熊本県では医療提供体制の維持と社会経済活動の継続を両立させるため、

感染対策を十分に行ないながら飲食業の営業制限、公共施設の閉鎖、イベントの中止等
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を行わず、社会経済活動を行ってきましたが、爆発的な感染拡大は医療現場の逼迫を招

き、通常診療に影響を与えかねない瀬戸際のところまできた状況ではありましたが、何

とか医療崩壊は避けることができたところでございます。 

行政としての対応といたしましては、感染症は法令で都道府県と保健所が感染対策を

担うよう規定されておりますが、有明保健所も他地域の保健所と同様に、業務の逼迫か

ら自宅療養者への情報提供の徹底が行われず、市への相談が増加したところでございま

した。市といたしましては、県のホームページ等で情報収集を図り、可能な限りで相談

に応じているところでございます。 

次に、第７波の対応策でございますが、庁内で幾度となく新型コロナウイルス等感染

症対策会議を開きながら情報の共有を図り、また先ほども述べましたように、有明保健

所、管内の医療機関、医師会、薬剤師会、自治体等での感染症有明会議におきまして、

有明保健所管内の実情を情報共有し、課題を共有しながら医療機関への適正受診につい

ての共同メッセージを発信するなどの対応策を講じてきたところでございます。 

なお、最近の情報でございますけれども、これまで特定の医療機関のみで軽症、中等

症の患者等を対象として使用されておりました新型コロナウイルス感染症の経口治療薬

ラゲブリオが安定供給の見通しが立ったことから、９月１６日より医薬品卸を通じて、

一般の医療機関や薬局で取り扱うことが可能となることが発表されたところでございま

す。広く医療機関で利用され、早期に治療可能という面では朗報と期待するところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

ここ最近、感染が今までの感染の８割強を超えているというところで、爆発的な感染

拡大は間違いなかったのかなと。また、そういう中でしっかり対応をしていただいてい

るという答弁をいただきました。 

それでは、幾つか具体的に再質問をさせていただきます。 

まず、対象者がもちろん増えていると思われるんですけれども、一番最初に行くと思

われる発熱外来ですね。こちらの設置状況をお示しいただけますか。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員御質問の発熱外来の設置につきましては、医療提供

体制に関わるものでございますので、法令上、県が主体となって地域の医師会や医療機

関と連携し整備することとなっており、県と荒尾・玉名郡市医師会及び医療機関で調整

をされているところでございます。 

以上でございます。 
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○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

まず最初に、どうしても熱が出た、どこかに見ていただかなくちゃいけないとかとい

うところで皆さん苦慮されるところだと思います。 

それでは次に、感染症患者の入院を受け入れている医療機関の状況についてお示しい

ただけますか。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員の再質問にお答えいたします。 

感染者の入院を受け入れる医療機関につきましては、有明保健所管内では、荒尾市民

病院、熊本県北病院、和水町立病院の三つの医療機関で受入れを行なっているところで

ございます。入院の受入れにつきましては、基本的には各地域の診療所での受診後、陽

性と判断された場合は、症状の程度により診療所と三つの医療機関のいずれかと協議、

調整の上判断されているところでございます。有明保健所管内は、県内でも比較的多く

の病床数を確保しております。また、他の保健所管内では、医療機関への受診に数日期

間を要し、手当が遅れることで症状が悪化し、入院療養期間が長引くことで病床回転率

が悪くなるというような悪循環もあるようですが、この有明保健所管内の医療機関では、

なるべく重症化につながらないように、早めの受診機会を提供できるよう基幹病院と荒

尾・玉名郡市医師会で連携、協力を行っており、このことが病床の回転率を上げること

につながり、現在の病床数で対応できているとお聞きしております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

しっかり医療機関、現在の荒尾市民病院、県北、和水、この三つの病院で病床数をし

っかり確保されている中で、連携していただいているという答弁をいただきました。 

それでは次に、自宅療養ができなくて宿泊施設を利用した方、療養者の状況について

お示しいただけますか。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員の再質問にお答えいたします。 

感染者の宿泊療養は法令に基づくものであり、県が実施主体となっております。入院

が不要と判断された方は、宿泊施設の空き状況に応じて、有明保健所と荒尾市民病院に

おいて宿泊療養または自宅療養の調整を行っております。宿泊療養となった方は、県の

指定する宿泊施設で療養することになります。宿泊療養施設の確保につきましては、感

染症に関するものであることから、県が民間の宿泊施設の協力のもと指定することにな

りますので、市で独自に宿泊施設を借り上げることはできかねます。仮に、宿泊療養施
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設として協力いただける事業者から市に協力要請があれば、県に宿泊療養施設に追加指

定をしていただくよう申し入れしたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

こちらの宿泊施設ですね、県の指定ということで、自宅療養ができない方、こちらの

ほうを利用されている状況というふうに把握いたしました。 

それでは、次に、よくちょっと私も質問を受けたことがあるんですが、親が感染者ま

たは濃厚接触者となって、ほかに子どもの養育者がいないという状況に置かれたときの

子どもについて、その支援についてお示しをしていただきたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員の再質問にお答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症の陽性と判明した場合に、同居している子どもは症状がな

くてもその時点で濃厚接触者としての扱いになります。現在、宿泊療養施設や入院施設

に数の余裕がなく、また感染症状の理由から公的に一時的に預けられるところはないの

が実情でございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

これは今後の課題じゃないのかなというふうに私も感じております。どうしても家族

もろともコロナにかかるという避けられないというところだと思います。 

次に、先日も台風１１号が九州に接近して、本市においても避難所が開設されたと思

います。幸いにも被害もなくことなきを得たと思いますが、懸念されるのが自宅療養者

の災害時の避難場所についてなんですけれども、その点をお示しください。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員再質問の自宅療養者の災害時の避難場所についてお答え

いたします。 

新型コロナ感染症陽性者の災害時の避難対応につきましては、基本的には保健所にお

いて対応を行うこととなっております。現在の保健所における避難の対応としましては、

陽性となられた方に対し、災害時に避難が必要となった場合は、まず保健所へ連絡を行

うよう通知がなされており、連絡を受けた際には、宿泊療養施設等を調整し避難誘導を

行うこととなっております。 

しかしながら、今般の第７波においては感染者数の急激な増加に伴い、避難希望者に
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対し、宿泊療養施設が不足することも想定されており、この宿泊療養施設に収容できな

い場合については、保健所からの要請に基づきまして、市町村において避難者を受け入

れることとなっております。 

本市におきます陽性者等の避難受入れの対策としましては、事前連絡を受けた避難者

に対し、陽性者専用避難所を設け、避難を誘導することとしております。しかし、災害

が切迫しており事前連絡をすることが困難な状況で、一般の避難所に避難されるケース

や、また避難後に体調不良を訴えられるケースなどもございます。そのため、本市では、

昨年の玉名市総合防災訓練において、玉名郡市医師会をはじめ医療関係者監修のもと、

避難所における感染症対応訓練を実施しております。これは避難所開設時に、あらかじ

め避難所内のゾーニングやパーティションなどによる感染症対策用品を用いた対策を講

じ、陽性者等の避難における緊急対応についても十分な準備を行なっているところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 保健所が主体となって対応されているところですけれども、

市においてもしっかり訓練等の実施をされて、想定した訓練がなされているということ

で安心いたしました。 

最後になりますけれども、こういうコロナ禍の中で学級閉鎖ですね、また家族のコロ

ナ感染などで自宅待機を余儀なくされている児童に対して、これは既に導入されている

タブレットがあると思うんですけれども、こちらを活用したリモート学習等が今後必要

になってくると思いますけれども、その辺の状況をお示しください。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 

○教育部長（藤森竜也君） 議員御質問の欠席、休校などでの児童生徒へのサポートにつ

いてお答えいたします。 

本市では、長期にわたり欠席する児童生徒に対して、保護者の要望などがあればＷｉ

－Ｆｉ環境が整っている家庭に限られるという制限はございますけれども、学校の実情

に合わせてタブレット端末の活用など応じるようにしております。 

しかしながら、９月１２日からほとんどの学校においてタブレット端末の持ち帰りを

開始し、全ての家庭でのタブレット端末が使用可能になっていきますので、今後、コロ

ナ禍における長期欠席、学級閉鎖また休校の場合であっても、児童生徒への健康観察や

リモート授業などでサポートの幅を広げることができるものと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 
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○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

やはり長引くこのコロナ禍の中で、学習カリキュラムの遅れとかですね、あと学校か

ら離れて孤立化するとかいろんなところが懸念されるんですけど、タブレットがいよい

よ御家庭に持ち帰りできるということですので、しっかり活用をお願いしたいと思いま

す。 

また、今回の第７波の中、急激に増える感染者の急増を受けて質問をさせていただき

ましたが、いずれも救急搬送や発熱外来、病床に逼迫など市民の不安に基づくものでご

ざいます。 

もちろん政府がこれまでの教訓を生かして、感染対策や医療体制の強化を急ぐのは当

然のことです。感染拡大や重症化の防止に向けては、まずワクチン接種を進めることが

重要だと私も考えます。とりわけ３回目接種率が５割前後の２０代、３０代の若い世代

の呼びかけ、また高齢者等に対して実施されている４回目接種も加速させる必要がある

と思います。本市においても感染者の急増で自宅療養者が増加しているように思われま

す。食事の提供といった生活支援が確実に届くような体制づくりも急務かと思われます。 

また、市民一人一人もより警戒が強まると思います。当面は屋内でのマスク着用や部

屋の換気、手指消毒に努めるなど、基本的な対策を改めて徹底しなければならないと思

います。そして、本市においては国の地方創生臨時交付金の活用を含め、さらなるコロ

ナ感染症対策をとっていただければと思います。 

また、何より政府の的確な情報発信が一層重要となってまいりますので、自治体とし

て市民へ確実に届けていただきますようお願いをし、この質問を終わりたいと思います。 

それでは、次の質問に移ります。 

○議長（近松惠美子さん） 質問の途中ですけれども、議事の都合により暫時休憩いたし

ます。 

午後 １時５６分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時１０分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を行ないます。 

德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） それでは、次の質問に移ります。 

不登校の子どもたちのサポートについてお尋ねします。 

不登校の定義については、何をもって不登校というのでしょうか。文部科学省による

不登校の定義は、病気や経済的な理由などといった特別な事情がなく、年間の欠席日数

が３０日以上となった状態のことを指します。文部科学省の公表している不登校の現状

に関する認識としてはこのように明記されています。 
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不登校児童生徒とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景

により、登校しない、あるいはしたくない、したくともできない状況にあるため、年間

３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものと定義して

います。 

不登校と似ているものについては、ひきこもりがあります。ひきこもりの定義は、厚

生労働省によって様々な要因の結果として、社会的参加、就学、就労、家庭外での交流

など回避し、原則的には６か月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態

を指す現象概念とされています。 

そもそも不登校とは、学校に係る言葉ですから、学校に在籍していない人には適用さ

れません。 

一方でひきこもりは、学齢以上の年齢の人が含まれます。期間についても、不登校は

３０日以上の学校の欠席であるのに対し、ひきこもりの条件は６か月以上といった違い

があります。また、ひきこもりの場合は社会参加を拒絶しているのも大きな特徴である

と言えるでしょう。不登校には社会参加についての条件はなく、学校に行っていなくて

も何らかの形で他者とのかかわりを持っていることもあります。 

令和２年度に行なわれた文部科学省の調査報告によると、不登校とされた児童生徒は、

小学校で６万３,３５０人、中学校で１３万２,７７７人、合わせて１９万６,１２７人

が不登校であるとの結果でした。児童生徒１,０００人当たりの不登校人数は２０.５人

で、不登校の児童生徒数は８年連続で増加傾向にあります。今は不登校の子どもがめず

らしいものではありません。どの子どもが不登校になってもおかしくなく、誰にとって

も身近な問題になっていると言えます。 

熊本県においても、不登校児童生徒数は８年連続増加し、令和２年の調査では２,９

９６人となっております。また、県教育委員会の昨年９月の独自調査では、不登校児童

生徒のうち、普段生活している場所としては、家庭が約７割、学校が約２割、学校以外

の教育の場が約１割となっております。このうち、学校以外の教育の場について、市町

村が設置している３４か所の教育支援センターを利用している児童生徒数は２０２名と

なっております。 

そこでお尋ねいたします。本市において適応指導教室及びタマにゃん教室があると思

いますが、その現状についてお聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 德村議員御質問の本市の適応指導教室、またタマにゃん教室

についてお答えいたします。 

不登校の児童生徒数は、本市においても近年増加傾向にございます。その対策として、

本市では全ての中学校６校に適応指導教室を設置の上、それぞれの学校に１名適応指導
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教室指導員を配置し、学校に足が向かなかったり、教室に入れなかったりする生徒を対

象に、それぞれのペースで学習指導を行うとともに、生徒や保護者の教育相談を受けや

すい体制も整えております。 

また、学校外に児童生徒が通える居場所として、教育支援センター「タマにゃん教室」

を設置しております。教室には指導員を２名配置し、個別の学習支援を行なったり体験

活動を取り入れたりしながら、週２回の教育支援を行なっております。加えて、玉名市

では、教育相談員を２名配置していますので、先ほど述べましたタマにゃん教室での学

習支援を行なったり、毎月定例の教育相談を第３日曜日に実施したりしていることに加

え、随時教育相談を受け付けるなど、児童生徒や保護者の悩み等に対応しております。 

また、中学校を直接訪問、巡回し、心配な生徒の情報を共有するなど各学校との連携

も図っているところでございます。 

現在、適応指導教室には３０人の生徒が利用し、それぞれのペースで学習指導を受け

ております。また、タマにゃん教室は５人登録されておりますが、その中には既に学校

に通えるようになった生徒も含まれております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

県下でも８年連続で増加していると、本市においても増加傾向にあるというところで、

不登校の問題が身近なものであるということがまた再認識いたしました。 

また、学校以外の学び場として、市町村教育委員会が設置する教育支援センターとと

もに、民間のフリースクールがあると思います。その民間のフリースクールを利用する

児童が一定数存在していることは皆さんも御承知のとおりでございます。フリースクー

ルは公的な学校とは認められていないため、学校に在籍したままフリースクールに通う

ことになります。文部科学省が示したガイドラインを基に、学校長の判断により出席扱

いの可否を決定することとなっております。 

このような背景からも、フリースクールは今や公的な役割を担う側面があると考えら

れます。フリースクール等が不登校児童生徒を支援する場として、重要な位置づけを担

っているとの見解は熊本県においてもございます。今のところフリースクールに通わせ

ている家庭への公費による支援はございません。フリースクールの学費は、文科省の調

査によると平均で年額４０万円ほどだそうです。このほかにも通学費やイベント参加費

が別途必要であって、これら全て不登校児童生徒の保護者の負担であります。保護者と

してみれば、負担をしてでも学びの場をつくってあげたいとの切なる願いがあるからこ

そ負担をされているのだと思います。特にこの点につきましては、公明党としても県と

国にこの点を支援の要望としてあげていく所存でございます。 
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次に、不登校特例校の設置の推進についてお伺いしたいと思います。 

全国の小・中学校で、２０２０年度に不登校だった児童生徒は前年度の約８.２％増

の１９万６,１２７人となり８年連続で増加し、過去最多となる中、公明党としまして

本年３月１０日に不登校支援プロジェクトチームを設置いたしました。不登校児童生徒

への支援策の一つとして、子どもの状況に合わせた授業カリキュラムを組むことができ

る不登校特例校の整備充実について議論を行い、４月２２日の衆議院文部科学委員会で

福島智子衆議院議員が不登校特例校の設置拡大を訴え、末松伸介文部科学大臣は、不登

校特例校の設置促進を図ると応じました。さらに、４月２８日には不登校支援プロジェ

クトチームの提言として、末松大臣に不登校特例校を都道府県、政令指定都市に１校以

上設置することを強く要望いたしました。その後、政府は不登校の子どもを対象に、柔

軟なカリキュラムを組める不登校特例校について、全都道府県、政令指定都市への設置

を目指す方針を固め、６月に策定した経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の

方針ですね、これに初めて明記いたしました。また、文部科学省は６月１０日に、不登

校に関する調査研究協力者会議の報告書を取りまとめ、今後の不登校児童生徒への学習

機会の確保と支援の在り方について、重点的に実施すべき施策の方向性は、誰一人取り

残されない学校づくり、不登校傾向にある児童生徒に関する支援ニーズの早期把握、不

登校児童生徒の多様な教育機会の確保、不登校児童生徒の社会的自立を目指した中・長

期的支援の４点であり、不登校の考え方として、登校という結果のみを目標とせず、社

会的自立を図ること、状況によっては休養が必要であり、学校に行けなくとも悲観する

必要はなく、様々な教育機会を活用することが必要として、全国の教育委員会等の機関

へ通知し、小・中・高等学校等へ周知を図ったところでございます。 

不登校の児童生徒に合わせた学校づくりは、構造改革特別区域法を活用する形で、２

００４年度から高尾山学園など一部の地域で始まり、２００５年の学校教育法施行規則

の改正で、特区申請が市で設置が可能となり、２０１６年に公明党の推進で設立した教

育機会確保法に基づく基本方針では、実際体制、不登校特例校の設置を促しております。

２０２２年４月時点で、不登校特例校は１０都道府県２１校、公立１２校、私立９校に

とどまっており、文部科学省は教育委員会の担当者でも、特例校について知らないケー

スがあると設置に向けた手引を作成、周知するなど認知の向上に努めているところでご

ざいます。 

実際、この取組は注目をされております。この不登校特例校についての認識を本市に

おいてはどうなっているのかについてをお聞きしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 議員御質問の不登校特例校の設置推進についてお答えいたし

ます。 
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このコロナ禍で増え続ける不登校の児童生徒が無理なく通える範囲に学べる場を確保

するという目的で、不登校の子どもを対象に柔軟なカリキュラムを組める不登校特例校

を全ての都道府県、また政令市に設置する方針を政府が固めていることや、この不登校

特例校が現在全国に、今議員おっしゃられたとおり２１校設置されていることは認識し

ております。 

ただ、本市としましては、各学校が不登校児童生徒の解消に向けて懸命に取り組んで

おり、それを支援しているところでございます。まずは先ほど申しました各中学校にあ

る適応指導教室や教育支援センター「タマにゃん教室」での支援活動の充実を図ること

で、不登校児童生徒解消のための居場所づくりに尽力していきたいと考えております。 

今後は、不登校特例校での実践事例から、有効な取組などを本市の不登校対策の取組

の参考にしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

不登校児童生徒数は８年連続で増加し、史上最多となる中、不登校特例校では、その

実践により登校する子どもたちが増加しているという結果がございます。不登校に関す

る調査研究協力者会議の報告書にもあるように、登校という結果のみを目標とするわけ

ではないんですが、本来義務教育、学校とは子どもたちが安心・安全に学校に通い、仲

間と共に自分の持っている能力を伸ばしていく場所であるはずで、不登校児童生徒の多

様な教育機会の確保や、誰一人取り残されない学校づくりという点からも不登校であっ

た子どもたちが登校を始める不登校特例校の実践が注目されているところでもございま

す。 

この不登校特例校の教育的効果の実践例を一つだけ紹介したいと思います。 

岐阜市の岐阜市立草潤中学校というのがございますけれども、ＩＣＴを活用した学習

支援に力を入れた自治体主導による不登校特例校が２０２１年４月に開校しました。不

登校特例校は、不登校の子どもに配慮して柔軟な教育課程が実施できるため、通常中学

校の授業時間は年間１,０１５時間ですが、草潤中学校では７７０時間、定員は４０人

ですが、初年度の説明会は１２０家族、３８０名が参加、現在１年生１３人、２年生１

２人、３年生１５人が在籍し、２０１７年に閉校した小学校の校舎を使っているそうで

す。全ての授業がオンライン配信されているため、学校に行けない場合は個々の状況に

合わせて自宅でも受けられるようになっています。登校スタイルは、月に１回生徒の状

況に応じて、一つは毎日行くパターン、二つはＩＣＴを活用した在宅中心の学習、三つ

が週数日を登校、それと在宅学習の組合せという三つのパターンから選ぶことができて、

時間割は生徒と教師が相談しながら一緒に決める。さらに学級担任は生徒が選ぶことが
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でき、その後の変更も可能。開校時の教師が異動ではなく、教師の手挙げ、希望式とな

っており、また服装、持ち物の規則もないというような授業にも特色があり、自分で自

由に決めたテーマに取り組めるセルフデザインという科目もあります。タブレット端末

で絵を描いたり、学校備品の楽器を演奏したり、様々な時間を過ごすことができるよう

になっております。この草潤中学校の井上博詞校長の方針は、ここに来るのは普通の学

校に通うのが困難だった子ども、子どもが学校に合わせるのではなく学校が生徒に合わ

せ、一人一人の個性を伸ばす教育。校長室や職員室は開放されていて、昼食を一緒に食

べる生徒もいるということです。草潤中学校では、入学前に毎日登校を考えた生徒は１

８人だったのですが、４月末には７割近くの２７日が毎日登校を希望、３年生の中には

高校を目指して受験勉強に励む生徒もいるそうです。 

井上校長は、生徒から気軽に学校に来れる、保護者から子どもが学校に通えるように

なってよかったとの声が寄せられていると伺っておられます。 

公明党はこれからもネットワークの力で、まずは不登校特例校を各都道府県、政令市

指定都市に１校以上設置し、その支援ノウハウを各都道府県、政令指定都市の小・中学

校に広げていくことで、不登校児童生徒数の減少と生き生きと学ぶことができる児童生

徒の増加を目指していきたいと思っております。 

それでは、次の質問をいたします。 

次に、先進地事例「メタバース登校」ついて伺いたいと思います。 

夏休み明けから不登校の子をオンラインでサポートする取組を、埼玉県戸田市の教育

委員会が認定ＮＰＯ法人カタリバとの連携協定を結んで始めております。この聞き慣れ

ないメタバース登校ですが、メタバースとは、英語の「超（メタ）」と「宇宙（ユニバ

ース）」を組み合わせた造語であって、コンピュータネットワークの中に構築される三

次元の仮想空間やそのサービスのことを指しているそうです。簡単に言うと、三次元の

仮想空間、バーチャル空間のようなものと思います。 

このメタバース登校とは、学校に行けない子がカタリバの運営するオンラインの学び

場「ｒｏｏｍ－Ｋ」、これ仮想の学校みたいなものなんですけど、それを使って、自宅

などで学びを進めることができる仕組みです。相談支援の内容をもとに、校長が認めれ

ば戸田市教育委員会では出席扱いにする方向になっているそうです。子どもは臨床心理

士や社会福祉士などの資格を持つコーディネーターとの面談を経て、個別の時間割「マ

イプラン」や支援計画を作成します。そのプランに応じて、パソコンなどを使って仮想

空間にログインし、その中でほかの子と一緒に学習したり、雑談やまたクラブ活動など

をしたり、スタッフとの相談を行なったりすることができるようになっております。ま

た、その中には研修を受けたメンターも伴走するようになっているそうです。 

オンラインの学び場ｒｏｏｍ－Ｋが始まってからおよそ１年が経過しておりますが、
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これまで参加した子どもたちにどんな効果があったかと言うと、カタリバによると、参

加した子どもたちからは、個別の計画に応じて小さなチャレンジを積み重ねていくこと

で、朝起きれるようになった、目標を持てるようになった、興味のあることが見つかっ

たなどの声があるといいます。また、利用者アンケートからは、これまで１年以上学校

に行くことができていなかった子どもの約８割が、オンラインの場であれば週に１回以

上活動に参加できていることがわかっています。不登校のこの支援のため、教育委員会

は学校とは別の組織として教育支援センターなどを設けることが努力義務となっており

ますが、これまでも教育改革を進めてきた戸田市の場合は、既に教育支援センターに加

え、市内３校の中には校内型のサポートルームなども設置されています。しかし、外に

出ることがそもそも難しいという子にとっては、センターに通うのもハードルが高かっ

たようです。そこで戸田市では、オンライン上での教育支援センターのようなｒｏｏｍ

－Ｋを第三の選択肢として活用していくことになったと言います。 

また、不登校の子どもがいる家庭は、保護者が仕事を辞めるなどして経済的に困難な

状況に追い込まれることも少なくないと言います。オンラインでの支援は保護者のサポ

ートも同時に進めていくという取組がなされるそうです。 

以上、戸田市の先進事例の紹介でございましたが、この先進事例を受けて、本市の見

解、感想をお聞かせいただければと思います。お願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 議員御質問のメタバース登校についてお答えいたします。 

最近のニュースから、ＮＰＯ法人と埼玉県の戸田市教育委員会が連携して行なってい

る事業であるということは把握しております。内容については、御紹介もありましたけ

れども、学校に通えない子どもたちへの学習機会をつくることを目的としては、オンラ

イン上の学び場を使って、自宅などで学びを進めることができる仕組みであると認識し

ております。本市としましては、先ほどの不登校特例校での質問でお答えした内容と重

複しますが、各学校が不登校児童生徒の解消に向けて懸命に取り組まれていることを支

援しており、適応指導教室や教育支援センター「タマにゃん教室」での活動の充実を図

ることで解消につなげたいと考えております。 

ただ、このメタバース登校の実践につきましては、非常に新しい取組でもありますの

で、今後、その動向を注視し、本市の不登校対策にとって有効な取組であると判断すれ

ば参考にしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

戸田市はこの不登校問題にすごく積極的に取り組んでいらっしゃるなと。その戸田市
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の戸ヶ﨑勤教育長の言葉を借りて申し上げたいと思います。 

教育長が、自治体としては様々な知見を駆使して適切な支援をしていかなければなら

ないと思う。経験や勘を軽視しているわけではありません。それでも大事なことです。

ただ、いつまでもベテラン教諭の巧みな技に頼って、後ろ姿で学ぶというような非効率

的なことをやり続けていいのかというのは疑問です。教員の優れた技、支援の仕方を皆

で学ぶために、もっともっとデータを使いながら攻めの姿勢で取り組んでいきたい。個

人的には、幸せに生きるや社会的な自立が最低限の基盤ではないかと思います。そこに

子ども自身の好きなものが付け加わっていくこと、ですから、社会的な自立のための支

援をこれまで以上にしっかりとしていき、その子が抱えている不満が自分や外に向かう

ことが少しでもなくなるように考えていかなければいけないと思っています、というコ

メントをされております。 

私自身、この戸田教育長の言葉に大変共感をいたしました。このメタバース登校につ

いての実際は、本当に現場で実際に子どもたちを助けなければならない。国は実際に子

どもを助けるということはできませんので、現場の自治体の力でないといけないという

ところだと思います。この自治体として適切な支援をするためには、やはり様々な知見

を集めて取り組まなければいけないとの思いから、この導入だと私の場合は感じました。

もちろん部長がおっしゃったとおり、本市においても参考になればという思いで今回紹

介させていただきました。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。 

立願寺ポニー公園存続のための支援等を求める請願の今後の対応についてお尋ねいた

します。 

令和３年８月１０日付けで、これは改選前の議会になりますが、当時の内田靖信議長

へ、請願者、立願寺ポニー愛好会会長の内村和男氏、私が紹介議員として請願を提出さ

せていただき、議会の採択をいただきました。そのとき、改めて当時の請願の趣旨を紹

介させていただきます。 

請願の趣旨、動物とのふれあいは、子どもたちの心を和らげ、相手への優しさと思い

やりの心を育み、豊かな人間形成の基礎を培うとも言われています。しかしながら、今

日の生活様式の変化により、子どもたちが身近に動物をふれあう機会や場所が失ってし

まっているという状況が顕著になってきています。これまで子どもたちが身近に動物と

ふれあう場所として、主な役割を担ってきた学校ですが、現在、動物を飼育している学

校は極めて少なくなってしまっているようです。理由としては、日々の先生方の業務量

増加により、毎日の動物たちの生活管理等が難しくなっているようです。 

このような状況の中で、私たちが運営する立願寺ポニー公園は今年で開園７年目を迎

え、身近に動物とふれあえる場所として、幼稚園、小学校、中学校、学童保育所、放課
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後等デイサービスなどの、最大で年間約１,３００人の主に子どもたちに活用してもら

っています。子どもたちが目を輝かせながら、生き生きと動物たちとふれあう姿を見て、

子どもたちの発達と健やかな成長に幾ばくかの寄与ができたのではないかと思います。 

今後もできる限りはこの事業を継続していきたいと考えていますが、一方では運営面

などなど様々な場面において大変さを感じる毎日で、年齢を重ねるごとにこのままボラ

ンティア団体での継続的な管理運営に自信が持てなくなってきているのも事実です。 

以上の趣旨をお酌み取りいただき、以下の事項について請願します。 

これまで多くの方々に支えていただき、また事業継続を求める声を多数いただいてい

る中、ぜひ当公園を存続できるよう議会においても後押しをお願いする次第です。 

という当時の請願です。 

その後、内村氏ですけれども、市長あての公営化の要望をされた経緯とかもございま

したが、いろいろ執行部とのやり取りの中で、存続の方法として公営化は実現が難しい

との考えに至られたみたいです。その後、立願寺ポニー公園をＮＰＯ法人として立ち上

げ、玉名市のみならず近隣の郡市４町、民間企業、個人賛同者等から幅広い支援を受け

ながら存続の道筋を見い出そうとされております。 

実は、先月２４日に副市長をはじめ、執行部から立願寺ポニー公園の要望に対する説

明会が開かれました。オブザーバーとして、坂梨、城戸両県議の秘書とともに市議会か

らも江田議員、𠮷田議員、山下議員、そして私も参加させていただきました。 

そのときの内容も踏まえ、改めて今後の市の請願への返答を市長からお答えいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 德村議員の御質問にお答えいたします。 

立願寺ポニー公園につきましては、令和３年８月１０日に先ほど御紹介がありました

とおり、玉名市議会に立願寺ポニー公園存続のための支援等を求める請願を提出いただ

き、全会一致で採択されたことは皆様御存じと思います。 

これと並行して、市に対して翌日の８月１１日には、立願寺ポニー公園を玉名市の動

物教育施設にする要望、加えて本年６月には立願寺ポニー公園を玉名市立の動物教育施

設にする要望の回答についてという要望が提出されました。 

これらの要望に対しましては、立願寺ポニー公園の公営化はできないことを回答する

とともに、立願寺ポニー公園を支援するプロジェクトチーム、あるいはＮＰＯ法人の立

ち上げを市として行うことはできませんと回答をしておりました。これらの回答を受け、

立願寺ポニー愛好会から会員を対象に対面による説明を求められましたので、先ほど議

員がおっしゃられたように、８月２４日に玉名市文化センターにおいて回答の説明を行
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い、関係者の皆様から御意見をいただき、本市における支援内容をお答えしたところで

す。 

その内容としては、これまでも自助努力によって本当に頑張ってこられておられます

けれども、立願寺ポニー愛好会が今後民間からも広く支援を募りながら、ＮＰＯ法人等

しっかりとした組織となって公益性の高い活動を継続されるのであれば、組織に対する

補助や支援メニューを用いて支援できるものを検討していくというものでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 德村登志郎君。 

○１４番（德村登志郎君） 答弁いただきました。 

説明会の当日は、終了後、ポニー公園の愛好会の方々からの励ましの拍手と、当時は

副市長がいらっしゃいましたので、副市長からの力強い支援の言葉をいただいて、本当

に感激した次第であります。 

後はしっかりと立願寺ポニー公園がＮＰＯ法人として立ち上がり、皆様の期待に応え

ていけるような、そういう道筋も私は見えたように感じました。 

もちろん内村会長にはこれから何かと大変なこともあるかと存じます。私も支援者の

一人としてお力添えしていく所存でございます。この玉名の地に動物と触れ合い、元気

いっぱいに笑顔光らせる子どもたちの姿を思い浮かべながら、立願寺ポニー公園が末永

く存続できることを祈念し、私のこの質問を終わりたいと思います。 

以上で、私の一般質問を終わります。御静聴ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、德村登志郎君の質問は終わりました。 

これで、本日の日程は終了いたします。 

明日１３日は定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時４３分 散会 
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令和４年第５回玉名市議会定例会会議録（第３号） 

議事日程（第３号） 

令和４年９月１３日（火曜日）午前１０時００分開議 

開 議 宣 告 

日程第１  一般質問 

１ １１番 北本 将幸 議員（創政未来） 

２  １番 大野 豊重 議員（自友クラブ） 

３  ７番 立川 信之 議員（第二新生クラブ） 

４  ８番 坂本 公司 議員（第二新生クラブ） 

５  ２番 中村 慎吾 議員（新生クラブ） 

散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

本日の会議に付した事件 

開 議 宣 告 

日程第１  一般質問 

１ １１番 北本 将幸 議員（創政未来） 

１ １０年ビジョンの改訂について 

（１）改訂における見解について 

（２）感染症や災害に強い地域経済の基盤づくりについて 

（３）子ども子育て広場の充実について 

（４）ＪＲ玉名駅周辺の再開発の検討着手について 

（５）いつでも、誰でも気軽に利用できる図書館の整備について 

（６）公共施設の多目的化や複合化について 

２ 投票率向上への取組について 

（１）投票率の現状について 

（２）投票所の現状について 

（３）投票率向上への取組について 

（４）子ども議会について 

２ １番 大野 豊重 議員（自友クラブ） 

１ 鍋松原海岸の利活用について 

（１）これまでの状況は 

（２）施設の集約化と一体的管理について 

（３）今後の利活用について 

２ ＧＩＧＡスクール構想の運用について 
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（１）ＩＣＴ教育の活用計画について 

（２）ＩＣＴ教育環境の整備と進捗状況は 

（３）ＩＣＴ教育の中身について 

３ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進について 

（１）総務省の自治体ＤＸ推進計画について 

（２）本市におけるＤＸ推進計画について 

（３）ＤＸ推進の専任部署設置の考えは 

３ ７番 立川 信之 議員（第二新生クラブ） 

１ 玉名市学校規模・配置適正化基本計画（第２次計画）の内容について 

（１）第１次計画との違いについて 

（２）玉名中学校区以外は一小一中で学校再編を目指したが、変更した

意図は 

（３）学級規模についての考えは 

（４）中学校の再編の方向性について 

２ 桃田運動公園の陸上競技場について 

４ ８番 坂本 公司 議員（第二新生クラブ） 

１ 行政文書のペーパーレス化及び機密文書等の廃棄処理について 

（１）庁内でのペーパーレスは進んでいるのか 

（２）機密文書等の廃棄処理の方法はどのようにしていくのか 

２ 松原海岸及び本市における水遊びの場について 

（１）鍋松原海水浴場を開設しなかった経緯について 

（２）今後の運営について 

（３）桃田運動公園市民プールについて 

（４）本市における水遊びの場について 

５ ２番 中村 慎吾 議員（新生クラブ） 

１ 天水中学校区の学校再編について 

（１）アンケートの結果について 

（２）天水中学校区の小学校再編について 

（３）学校再編と過疎債の活用について 

散 会 宣 告  

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２２名） 

 １番 大 野 豊 重 君  ２番 中 村 慎 吾 君 

  ３番 浜 田 繁次郎 君  ４番 瀬 崎   剛 君 
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  ５番 田 浦 敏 晴 君  ６番 山 下 桂 造 君 

  ７番 立 川 信 之 君  ８番 坂 本 公 司 君 

  ９番 𠮷 田 真樹子 さん １０番 一 瀬 重 隆 君 

 １１番 北 本 将 幸 君 １２番 多田隈 啓 二 君 
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午前１０時００分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（近松惠美子さん） ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序

によって許すことにいたします。 

１１番 北本将幸君。 

［１１番 北本将幸君 登壇］ 

○１１番（北本将幸君） おはようございます。１１番、創政未来の北本将幸です。 

今週、土曜・日曜で、水俣・芦北の地において、第７７回熊本県民体育祭が開催され

ます。コロナ禍の中、２年前の玉名市開催は中止を余儀なくされ、昨年度も中止となり、

今回３年ぶりの開催となります。コロナ禍の中で無観客ではありますが、開催されるこ

とをうれしく思います。私もバドミントンの代表として頑張ってまいりたいと思います。 

このように、コロナ禍の中、少しずつですが、以前の活動が戻ってきているのではな

いかと思います。今後も引き続き、誰もが住みよい玉名を目指して活動していきたいと

思います。 

それでは、通告に従いまして一般質問を始めさせていただきます。 

まずはじめに、１０年ビジョンの改訂について質問させていただきます。この１０年

ビジョンは、市長が平成３０年１２月に、こんな玉名市であってほしいという意見や希

望をもとに、１０年後の将来像をまとめた最終目標であると思います。ビジョン策定か

らもうすぐ４年を迎えるわけでありますが、今年度７月に改訂がなされています。まず

はじめに、この改訂における見解についてお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） おはようございます。北本議員御質問の１０年ビジョン改訂

における見解についてお答えいたします。 

笑顔をつくる１０年ビジョンは、多くの市民の皆様がこんな玉名市であってほしいと

願う希望や意見をもとに、１０年後の玉名市の将来像、目指す姿をまとめたものとして、

平成３０年１２月に策定いたしました。 

策定以降、最終目標の実現に向けて、様々な取組を進める中、策定から３か年が経過

し、その間、災害の頻発、激甚化に加え、新型コロナウイルスの感染拡大や急速なデジ

タル化の進展、またＳＤＧｓの考え方が浸透するなど、社会が大きく変化していること

を踏まえ、時代の変化に対応し、最終目標実現に向け、より効果的な内容とするために、
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このたび１０年ビジョンの改訂を実施したところでございます。 

改訂に当たりましては、将来像を市民の皆様と共有し、その実現に向けて一丸となっ

て取り組んでいくという１０年ビジョンの策定目的に照らし、目指す将来像や取組の方

向性はそのままに、現状や課題、そして具体的な取組内容につきまして、社会情勢や市

民ニーズの変化など、現在の社会に対応した内容へと改訂いたしております。 

今後は改訂いたしました、この１０年ビジョンに掲載の取組を着実に進め、最終目標

である「市民の笑顔が人を呼び込むまち」の実現を目指してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

要因としては、多発する大規模災害や新型コロナ感染症の感染拡大などがあって、こ

こ数年で大きく社会の流れというものが変わったのが要因の一つにあると思いますけど、

それに伴って、行政サービスに求められるものというのも大きく変化しており、デジタ

ル化の推進など、加速度的に進んでいるものもあります。 

やっぱりこのように大きく社会情勢が変化していく中で、今回、改訂されたように、

新たな視点を取り入れながら、まちづくりを進めていくことが重要じゃないかなと思い

ます。 

ビジョンは、将来のあるべき姿を描いたもので、さっき部長の答弁にもあったんです

けど、方向性はそのままということで、未来図自体はそんな変わらないと思います。そ

れに向かっていく取組、施策というのが変わっていくんだと思いますので、今回、改訂

されたのをしっかりで着実に進めていただきたいと思います。 

この先もこういう社会情勢が大きく変わることも予想されるんですけど、一点、再質

問なんですけど、今後もこの１０年ビジョンにおいては、定期的に見直しはされるのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の再質問にお答えいたします。 

笑顔をつくる１０年ビジョンの最終目標である、目指すべき将来像につきましては、

定期的な見直しを行なうことは考えておりません。しかしながら、現状や課題、そして

将来像の実現のために掲げております具体的な取組内容につきまして、今回のような新

型コロナウイルスの感染拡大で、これまでの価値観や生活様式を一変させるような大き

な社会の変化が生じた場合や、また、具体的な取組内容に多くの変更が生じた場合につ

きましては、改訂してまいりたいと考えております。 

また、平成３０年の策定当初から具体的な取組内容につきましては、社会情勢や市民

ニーズの変化などに伴い、そのときの状況に応じた取組を検討し、有効な事業の追加や
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代替案の検討などを行ない、最終的に目指す姿の実現に向けて柔軟に取り組んでいくこ

ととしております。その取組状況につきましては、毎年、発刊しております広報たまな

特別号「たまなし笑顔宅配便」にて、市民の皆様にお知らせしてまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 今、答弁あったように、本当に最終目標は変わらないと思いま

す。それに向かっていく方法、施策とかが新しいのが出てくると思うので、しっかりそ

ういうのを取り入れながら、進めていただきたいと思います。 

この令和４年度においては、玉名市の最上位計画である総合計画も後期計画が立てら

れて、５年間がスタートしています。こちらの総合計画ともしっかりして整合性が図れ

るように１０年ビジョンを取っていただいて、さらにはその下には、たくさんの各種計

画もあるんで、それがしっかり連動していくように進めていただきたいなと思います。 

 次の質問に移りますけど、今回の改訂に当たっては、各プロジェクトにおいて新しく

付け加えられた項目が何項目かあるんですけど、それについて質問させていただきたい

と思います。 

先ほども答弁にあったんですが、この改訂の要因の一つとなったのが、やはり新型コ

ロナウイルス感染症の拡大と多発する大規模災害であると思います。先週、台風も来た

んですけど、ルートも少しそれまして、そこまで大きな被害もなかったと思いますが、

避難所の開設や各個人での準備など、やっぱりしっかり行なわれていたと思います。 

熊本地震、豪雨災害、新型の感染症などを経験し、防災に対する意識、感染症対策に

対する意識・取組というものは大きく変わりました。しかし、新型コロナウイルス感染

症の拡大により、地域経済は大きな打撃を受けています。 

そこで、今回改訂されたビジョンにおける、魅力ある産業づくりにおける感染症や災

害に強い地域経済の基盤づくりについては、どのようなものなのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 北本議員の感染症や災害に強い地域経済の基盤づくりに

ついての御質問にお答えいたします。 

平成２８年発生の熊本地震や昨今の自然災害、そして、いまだに続く新型コロナウイ

ルス感染症の状況から、本市の商工振興を持続的に行なっていくためには、各事業者に

おける災害時などの事業継続力の強化が重要になってきていると考えます。 

ここで言います感染症や災害に強い地域経済の基盤とは、各事業者の事業継続力を指

しており、そのための各種支援が基盤づくりを指しております。商工会及び商工会議所



－ 93 － 

による小規模事業者の支援に関する法律に基づき、玉名市商工会と玉名市、玉名商工会

議所と玉名市で、それぞれ共同にて各小規模事業者の災害時における事業継続力の強化

を支援する目的で、事業継続力強化支援計画を令和３年３月に策定しております。 

この支援計画に基づき、商工団体との連携により、セミナーの開催や会報による周知

で、計画の重要性を啓発し、各事業者の事業継続力強化計画の策定を支援するなど、災

害等の発生時の事業継続力の強化を促進してまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 今回の取組としては、小規模事業者において、しっかり事業を

継続できるような計画をあらかじめつくっておいてもらって、災害・感染症などに対し

ても備えをつくっておく、基盤をつくりたいというのが目標なんじゃないかなと思いま

す。しっかり基盤をつくっていくっていうのは重要だと思いますけど、やっぱりなかな

か難しい面もあると思います。しっかり計画が策定できるように、支援もしていただき

たいなと思います。 

この新型コロナウイルス感染症の拡大は、第７波になりました。私も医療に従事して

いますが、今回の感染拡大はものすごいものがありました。市民生活に大きな影響を及

ぼしたと思います。ウィズコロナにおける取組が模索され続けていますが、冒頭に申し

たように、スポーツやイベントなど、以前の状態を取り戻しつつある活動もありますが、

いまだにコロナ以前にはほど遠いような状況にある業種もたくさんあります。 

市においても様々な支援がなされていると思いますが、今後も引き続き補助であった

り、地域経済活性化につながるような企画であったり、様々な支援を行なっていく必要

があると思います。 

そこで、一点、再質問ですけど、今後の新型コロナの影響を受けた方たちに対する支

援としては、何か考えられているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

令和２年の感染拡大初期からこれまで、様々な本市独自の経済対策を実施し、事業者

支援や消費喚起策と、その状況に応じた施策を展開しております。本年度、実施する事

業としては、地域の消費喚起策として、プレミアム商品券事業を実施しており、総発行

額５億３,０００万円で、過去最大の商品券事業となります。また、独自に経済対策を

行なう商店会等の団体に対して、その経費の一部を補助する補助事業を実施いたします。 

コロナ禍における地域経済対策の当初からの流れとしては、個別の事業者支援から消

費喚起策や団体補助へ徐々に移行してきているところです。しかしながら、現状としま

しては、第７波の影響に加え、物価高騰による経費の増大などが重なり、その影響が複
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雑になっております。 

市独自の支援策については、国や県の施策の動向を見極めながら、実施の方法や支援

内容を検討しているところございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） この第７波の影響で、本当に社会活動は戻ってきているんです

けど、実際、影響を受けているところは、引き続き影響を受けているところが多くあっ

て、施設を閉めなくて収入がなかったりとか、お客さんが飲みに来てなかったりとか、

いろんな影響が長引くに当たって出てくるところもあると思うので、しっかり今までも

されていると思いますけど、さらに引き継いて、いろいろ考えながらしていただきたい

なと思います。 

コロナ感染後の隔離期間の短縮化や濃厚接触者の定義、人数制限の緩和や旅行支援な

ど、やっぱりコロナの対策というのは、日々日々変化しているのが現状じゃないかなと

思います。ウィズコロナを目指して社会活動が再開されていますが、長期間にわたるコ

ロナ禍の中、人々の行動形態が変化し、それによって大きな影響を受けている事業者も

あります。 

今後も引き続き継続的な支援、新しい取組を実施していただきまして、感染症や災害

に強い地域経済の基盤を構築していただきたいと思います。 

 次に、３点目の子ども子育て広場の充実について質問したいと思います。 

少子化が進んでいく中、子育てしやすい環境を整備していくことは重要であります。

今回のビジョンに掲げられている、子ども子育て広場の充実については、どのように考

えられているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員御質問の子ども子育て広場の充実についてお答えい

たします。 

現在、本市におきましては、子育て世帯の親や子どもが集える場として、子育て支援

センターと児童館がございます。子育て支援センターは６か所あり、おおむね３歳未満

の児童とその保護者の交流の場の提供や、子育てなどに関する相談援助・情報提供など

を行なっております。児童館は２か所ありまして、全ての子どもが利用でき、子どもの

健全育成、子育て支援のための施設になります。 

これらの施設では利用者のニーズ等に合わせ、様々な事業や支援を実施しております

が、子育て支援センターでは年齢制限や平日のみの利用であること、児童館は市中心部

から離れた場所にあることなどの課題もございます。さらに令和元年度に実施しました

ニーズ調査の中で、子育てに関する不安や悩みはという設問に対しまして、経済的負担、
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子どもの教育やいじめの心配、犯罪や事故に次いで、安全な遊び場や児童館など親子で

安心して集えるスペースが身近に欲しいと回答された方の割合が高くなっております。 

そのような状況を踏まえまして、今後は既存施設のさらなる利用促進に努めますとと

もに、子育て世帯の親子が天気や曜日にかかわらず利用することができる、子育て世帯

のニーズに応じた環境の整備を図るよう検討していきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 答弁いただきました。 

今、答弁にもあったように、現在、市内には６つの子育て支援センターと２か所の児

童館があって、子育て支援をされているわけでありまして、これは以前の一般質問でも

ありましたけど、やっぱり利用者がまだ少なくて、浸透してないんじゃないかというお

話もあったんで、そこの利用促進もしっかり進めていくとの答弁だったと思いますので、

今ある既存の施設はしっかり利用促進を進めていただきたいなと思います。 

答弁によると、ニーズ調査して、天候に左右されないと言われたんで、恐らく室内な

どで遊べるような施設じゃないかなと、そういうのを想定されているんじゃないかなと

思いますけど。 

私事なんですけど、現在、１歳、３歳、６歳の未就学の子どもがいるんですけど、ど

こに行こうかなってなったら、やっぱりその全部の世代が遊べるような公園とかに行く

ことになるんですけど、以前からも言っているんですけど、やっぱり幅広い世代の子ど

もたちが遊べる公園や、今、想定されているであろう、室内で遊んだりできる施設整備

が必要じゃないかなと思います。昨日の一般質問でもあったんですけど、水遊びができ

るようなところもあったら、さらにいいんじゃないかなと思います。 

今後、子育て広場の充実に取り組んでいかれると思いますので、しっかりどのような

施設にして、どのような場所に、どのような規模にしたほうがいいとか、いろいろ検討

することあると思いますので、みんなが利用したくなるような施設、利用しやすい施設

にしていただきたいなと思います。 

この室内での施設としては、以前も紹介したんですけど、私たちの会派で視察に行っ

た山形県東根市のさくらんぼタントクルセンターを御紹介しました。もう一回言うと、

そこは子どもの遊び場があって、室内のですね、その他、保育所、会議室、大ホール、

調理室、子育て支援センター、行政の子育て担当課など、これ以外にも書ききれないぐ

らい、たくさんの機能が複合されています。ぜひ視察とかに行ってもらって、一回見る

と全然違うと思うので、参考にしていただきたいなと思います。 

この東根市は、２０００年から２０２０年までの２０年間で、約３,０００人ぐらい

人口が増加しています。ここの市長は、この人口増加の要因について、人口減の中でほ
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かに先駆けて子育て支援を進めてきた成果が出たと言われています。ちなみに玉名市は、

その２０年で８,５００人ぐらいの人口が減少しています。 

また、これも以前も紹介したんですけど、これよく出てくるんですけど、兵庫県明石

市にあるんですけど、パピオスあかしという施設も子どもが室内で遊べる施設、図書館、

小さい子ども用の遊び場、図書館、中高生の施設、行政の総合窓口、健康センターなど、

ありとあらゆる機能が複合された施設があります。ここの市長は有名ですけど、市長も

子どもを核としたまちづくりを強く進められています。結果的に人口増加につながって

います。ここもぜひ参考にしていただきたいなと思います。 

全国的に人口増加への取組が進められていますが、このように子育てに特化した取組

で成果を上げている自治体がありますので、ぜひいろんな先進的な自治体を参考にして、

今一度、子育て支援というところに重点的に目を向け、取り組んでいただきたいと思い

ます。 

今回、子育て広場の充実という項目を１０年ビジョンに追加されたということは、少

なからず市長には、こういう子育てができる環境をつくりたいという未来図があると思

うので、それをしっかり職員の方たちと共有しながら、意見を出し合いながら進めてい

ただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 次に、４点目のＪＲ玉名駅周辺の再開発の検討着手についてお伺いしたいと思います。 

現在、玉名市においては玄関口として、ＪＲ在来線の玉名駅、新幹線の駅である新玉

名駅があります。新玉名駅周辺開発においては、開業以来、取り組まれていますが、な

かなか思うように進んでいないのが現状ではないでしょうか。 

そのような中、今回の１０年ビジョンの改訂において、もう一つの玄関口である在来

線の玉名駅周辺の再開発の検討着手という項目も盛り込まれました。在来線玉名駅は、

バスの発着点、乗り合いタクシーの乗降場所にもなっており、通勤・通学など日ごろの

利用から、観光などの利用において、玉名市の重要な交通拠点であることは言うまでも

ありませんが、この玉名駅周辺の再開発の検討着手についての見解をお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 建設部長 田代史典君。 

○建設部長（田代史典君） 北本議員御質問のＪＲ玉名駅周辺の再開発の検討着手につい

てお答えいたします。 

まず、在来線ＪＲ玉名駅は、一日あたり約４,０００人が利用する県北最大の交通結

節点で、議員が申されましたとおり、バス・タクシーの発着場でもあり、市の重要な交

通拠点となっております。また、この周辺地域は、本年発表した立地適正化計画におい

て、都市機能誘導区域に含まれており、拠点となる中心の場所になります。 

しかしながら、市街地の状況は空き地・空き家などが不規則に発生する、都市のスポ

ンジ化が進行しているため、地理的優位性が高いＪＲ玉名駅周辺の魅力が著しく低下し、
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さらに駅舎を含む駅施設も老朽化するなど、重要な課題がございました。 

そこで、地域課題の解決に向け、本年４月に熊本県立大学が主催する地域おこしスタ

ートアップ事業に課題を提案し、採択を受けております。この事業は、市町村などから

大学に課題を提出し、大学教員と協働して研究などを行なうものです。 

採択後は、研究テーマを玉名市中心市街地の歩いて楽しいまちづくりの検討として、

大学と地元住民などの皆様が協働で、地域の魅力や様々な課題を洗い出す取組が行なわ

れております。 

また、本市が主催する玉名未来づくり研究所においても、玉名に居心地のよい空間を

つくろうの掛け声をもとに、まち歩きなどを通した取組を行なっております。 

このように、市民の皆様や大学、学生の皆さんと連携して、様々な取組を行なってい

る中、ＪＲ玉名駅の待合室に、学生の皆さんが机と椅子を製作したことをきっかけに、

新たに県立大学と共催し、駅前広場において、駅から始まるまちづくり「エキマチかた

ろうピクニック」というワークショップを開催し、今後も開催する予定でございます。 

市としましても、このように市民の皆様が集い、交流し、語り合うなど、こういう取

組が大事だと考えておりますので、引き続き市民活動の機運醸成を図りながら、ＪＲ玉

名駅周辺の魅力あるまちづくりの検討に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 今の答弁でいくと、再開発は検討していくということですか。

再開発はこのまま進めていくということになるんですか。 

○議長（近松惠美子さん） 建設部長 田代史典君。 

○建設部長（田代史典君） 議員の再質問にお答えします。 

再開発の検討を進めていくということになります。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 検討ということになると、再開発をもしかしたらしない可能性

もあるのか、するのか、分からない部分もあると思うんですけど、１０年ビジョンに検

討着手という項目が入れられたということは、恐らくこのビジョンにおいては、再開発

が必要と思っておられるから、入れられたんじゃないかなと思います。 

９月のこの定例会に、大津町が今議会にＪＲ肥後大津駅周辺を再整備する方針を示さ

れました。ＴＳＭＣの進出や南阿蘇鉄道の全線再開に備えたもので、駅周辺をまちの玄

関口として位置付け、駅から半径約１キロを対象に想定されており、構想をまとめて段

階的に事業化する考えとのことです。町長は、駅を中心としたまちづくりに住民と一緒

に取り組みたいと言われていました。今回の議会において、事業計画の策定など、委託

料１,７００万円を計上されていました。 
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大津町のように行政として、しっかり開発に取り組んでいくんだという方向性をしっ

かり示した上で、具体的に進めていく必要があると思いますし、その中で玉名市として

も、この玉名駅を市の玄関口として整備に取り組んで、市民と一緒になって、また未来

づくり研究所のような若い人たちとも一緒になって、大学とも連携しながら、構想を定

めていく必要があるんじゃないかなと思います。 

その中で、今議会に駅の整備の一環として、玉名駅のトイレの整備についての予算が

上がっていますが、今後の流れとしてはどのようになっているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員再質問の駅屋外トイレ整備の設置場所等についてお

答えいたします。 

ＪＲ玉名駅の屋外トイレの整備につきましては、駅周辺の区長をはじめ、先の議会で

も早急な整備をとの御意見をいただいております。ＪＲ玉名駅は市の玄関口であり、公

共交通施策の重要な交通結節点として、乗り合いタクシーや路線バスの乗降客など、多

くの人が行き来されています。 

そのため屋外トイレは、公共交通を利用する高齢者などの不安解消をはじめとして、

駅周辺でのイベント開催で多くの人が集まる際に必要となることから、早急な整備のた

め、今議会に予算を計上しているところです。 

設置場所につきましては、高齢者の利用が多い乗り合いタクシーや路線バスの乗降場

所から近く、高校生や大学生の通学にかかる動線を考慮して、市の管理地である駅西側

の駐輪場の一角への設置を予定しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） このままトイレが整備されるのは、本当に利用者にとっていい

ことだと思いますし、早急に予算もつけて進められているので、引き続きしっかり進め

ていただきたいなと思います。 

このトイレに関して、前回の議会でも一般質問があっていたんですけど、その答弁に

よると、駅のトイレにつきましては、将来的な玉名駅周辺開発を念頭に入れ、必要最小

限度の整備を検討しておりますが、地元高校生などのアイデアも取り入れながら、誰も

が利用しやすいトイレとなるよう取り組んでまいりますと、答弁されているんですけど、

玄関口として整備していくんであれば、必要最小限度と言わず、本当にいろんな人の意

見を聞いて、しっかりとしたトイレをつくってもらって、そこから玉名駅を開発してい

くんだっていうようなスタートになるところだと思うので、やっぱりどういう開発をし

ていきたいという未来図、ビジョンを持って、トイレの設置もしっかり行なっていかな
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いと、ただトイレだけがポツンとできるようなことにもなりかねないんで、しっかりと

その辺、構想を持ちながら、よりよいものができるように進めていただきたいなと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 ５点目の、いつでも、誰でも気軽に利用できる図書館の整備についてお伺いしたいと

思います。 

文化センターの老朽化も進み、旧庁舎跡地の利活用も含め、玉名市の図書館も今後ど

のようにしていくのか検討していかないといけないと思いますけど、今回の改訂で、い

つでも、誰でも気軽に利用できる図書館の整備についての項目が追加されましたが、そ

の内容についてお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 北本議員御質問の、いつでも、誰でも気軽に利用できる図書

館の整備についてお答えいたします。 

本市は合併前の旧市町ごとに図書館を設置しておりまして、多くの地域住民に利用を

いただいております。岱明の図書館は平成２９年４月、横島図書館は平成１５年７月、

天水図書館は平成３０年７月に開館しており、比較的新しいものの、玉名市民図書館は

文化センター内に昭和５６年４月に開館した施設で、開館から４１年を超え、施設の老

朽化が進んでおり、この文化センター自体の大規模改修や建て替え等の検討が必要な時

期となっております。 

玉名市民図書館の移転やリニューアルにつきましては、現在、具体的な計画にはなっ

ておりませんが、本年４月にリニューアルオープンしました荒尾市立図書館、不知火図

書館などが利用者を増やしていることから、リニューアルの際には、飲食や会話ができ

るスペースや学習スペースの確保、また交通の利便性、商業施設との併設など、より身

近で十分に親しまれる図書館にしていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） この図書館整備についてですけど、今、答弁にもあったんです

けど、全国的にも様々な取組がなされて、市民サービスの向上につながっています。部

長の答弁にもあったお隣の荒尾市ですけど、荒尾市立図書館は、民間会社を指定管理者

として、あらおシティモール内に今年４月に移転オープンされました。先週だったと思

いますけど、４月の開館から半年で、年間目標であった１５万人の来館者を達成したと

報道されていました。以前の利用者は年間で約４万人ぐらいだったということで、半年

で３倍以上もの利用者が来館したことになります。さらには今週１５日、あさってです

かね、あさってシティモール自体もリニューアルオープンされるんで、さらに利用者は

拡大していくのではないかと思います。 



－ 100 － 

これも答弁にあった宇城市の図書館も、カフェなどが併設されており、隣接して「こ

ども絵本のいえ」という子ども専用の施設もあり、施設の前には芝生の広場もあって、

子どもたちが遊べるようになっています。 

あと、これもお隣の大牟田市なんですけど、大牟田市は動物園の中に絵本美術館とし

て、子どもたちが本を読んだり、美術品の展示ができる施設などがあります。 

やっぱり近隣だけ見ても、これだけ図書館でいろんな図書館や本に関する施設という

のがあるので、図書館単体で運営する時代ではなくなってきているのではないかと思い

ます。これからは、やはり今までの公共施設としての図書館ではなく、その枠を超えて

民間施設との連携であったり、先ほど、以前も質問した子ども子育て広場との複合であ

ったり、やっぱり新たな視点で利用したくなるような施設整備が必要であると思います

のでよろしくお願いします。しっかり検討していただきたいと思います。 

再質問も用意していたんですけど、今、部長の答弁で、複合化も検討していくと言わ

れたのでよろしくお願いします。 

この図書館においては、文化センターの件も含めて考えていかなければならないと思

いますし、旧庁舎跡地、第一保育園など関連もいろいろ出ています。 

先ほど紹介した、やっぱり東根市や明石市のように、玉名市においても、現在、検討

段階にある施設でも、子ども子育て広場、図書館、保育所、文化センターなど、たくさ

んあると思いますので、それらをしっかり連携させながら進めていただきたいなと思い

ます。 

 次に、最後の質問ですけど、これらのように公共施設の多目的化や複合化をしっかり

進めていくことが必要だと思いますけど、これに関しては何回もちょっと聞いているん

ですけど、改めて公共施設の多目的化や複合化についてはどのようにお考えか、見解を

お伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の公共施設の多目的化や複合化についてお答

えいたします。 

本市では市町合併により、用途目的が重複する施設や老朽化が著しい施設など、多く

の公共施設を保有することとなり、維持管理や改修に伴う費用、集約などの課題を抱え

ております。そのため、公共施設の適正管理と有効活用を図る取組の一つとして、公共

施設の多目的化や複合化を改訂前の笑顔をつくる１０年ビジョンに引き続き、改訂後に

おきましても掲げております。 

これまでの取組についてですが、複数の用途を複合化した天水市民センターや、伊倉

児童センターの機能を複合化した、伊倉ふれあいセンターなどがございます。 

今後の方向性については、これまでと変わらず、施設の更新時期には、必ず複合化、
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機能転換、統廃合などの可能性を検討し、計画的で合理的な資産管理による公共施設の

最適化を推進してまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） この公共施設の多目的化や複合化については、公共施設等総合

管理計画に基づいて進められていると思いますけど、この計画では、いろいろ項目が書

いてあるんですけど、大きな項目の一つに、旧合併市町を超えて施設重視ではなく機能

重視により施設の共用化・複合化を促進、各自治区の特性を重視して、各自治区均一の

施設整備ではなく、連携・補完することにより、必要な機能を提供すると書かれている

んですけど、これがいいこと書いてあるんですけど、難しいんですね。 

やっぱりそれぞれの地域に、今まで同様の施設があったほうが誰でもいいですし、そ

うすることを望んでいくんですけど、令和２年の国勢調査によると、合併から１５年で

人口は約７,５００人減少しています。この公共施設においては、本当にしっかり計画

的に進めていかないと、将来に大きな負担を残すことになります。 

今回の１０年ビジョンの見直しにも見直しされたんですけど、しっかりこの公共施設

の複合化・多目的化・共用化という項目が書かれているので、しっかり今後も取り組ん

でいただきたいなと思います。 

最後に、市長にお伺いしたいんですけど、この１０年ビジョンに新たに追記されたも

ので、ちょっと取り上げただけでも、子ども子育て広場の充実、玉名駅周辺の開発、図

書館の整備などいろいろあると思いますけど、さらにはそれに付随してきて、結局、文

化センターとか、第一保育所、旧庁舎跡地などの問題が関連してくると思いますけど、

この玉名市全体を俯瞰してみて、この１０年ビジョンに書かれていることを実現してい

くために、子ども子育て広場、駅周辺、図書館整備なども含めて、市長は今後どのよう

に考えられているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

１０年ビジョンに掲げる将来像「市民の笑顔が人を呼び込むまち たまな」を目指し、

様々な取組を進めておりますけれども、今回の改訂で先ほど議員がおっしゃられるよう

な改訂内容となっております。 

取り立てて申し上げますと、在来線ＪＲ玉名駅周辺の再開発の検討・着手という取組

を追加しておりますけれども、これは先ほど建設部長も申し上げましたけれども、在来

線ＪＲ玉名駅は玉名の顔と言うべき、そして県北最大の交通結節点であり、一日当たり

約４,０００人が利用する交通拠点で、観光の面でも新幹線新玉名駅と並んで市の重要

な役割を担っていることは周知の事実でございます。 
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その駅舎施設も、築６０年以上が経過しまして老朽化していることから、この在来線

ＪＲ玉名駅周辺を再整備し、利便性の向上、そしてにぎわいの創出につなげることは、

将来の玉名にとって必要不可欠な取組であるというふうに考えております。 

また、この在来線ＪＲ玉名駅周辺のまちづくり及び整備につきましては、駅周辺の区

長様や地域の皆様、駅利用者の皆様、そして、玉名未来づくり研究所に参加いただいて

いる高校生の皆さんからも、その必要性を望む声をいただいており、まちづくり及び整

備の検討に着手しなければならない大事な時期にあるというふうに考えております。 

先ほど、議員から建設部長にお尋ねがありましたけれども、身の丈に合った形での再

開発・再整備をすることを、その方向で検討をしているというようなことであります。

その検討に当たっては、従来どおりのエリアごとの単発的な整備ということではなくて、

先ほどの御質問にもございました、子育て広場また図書館といった施設の配置等も含め

て、新玉名駅、在来線ＪＲ玉名駅、旧庁舎跡地、各商店街や温泉街などなど、それぞれ

のエリアマネージメントを進めて、それを有機的に結び、そして全体を俯瞰した長期的

な大きなグランドデザインを構築し、進めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、そのように指示をいたしております。 

それを受けて、既にまちづくりを業務とする関係各課、横断的なプロジェクト会議を

行ない、先行している自治体の事例を収集するなど、中心市街地の全体構想、すなわち

グランドデザインについて、公共施設の複合化による適正配置を見据えながら、検討を

今現在し始めているところでございます。そして、また市民活動と連携を図りながら、

さらなる検討を重ねていきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 今、市長の答弁にあったように、玉名市を俯瞰的に見て、いろ

んなところを考えながら、今、挙げた施設の配置も含め、グランドデザインを描いて進

めていくとのことだったと思います。 

以前、公共施設の委員会においては、旧庁舎跡地は、保育所も含め民間施設を入れて、

多世代間交流をつくって進めていくという方針を掲げられていたと思いますけど、実際

その計画では、この令和４年度に業者選定が行なわれて、令和５年度には設計・施工が

開始される流れだったんですけど、今の話を聞くと、もう一回グランドデザインを描く

ということなので、もう一回ゼロからスタートになるんじゃないかなと思います。 

しっかり、やっぱりこのビジョンを持っておられると思うので、具体的にデザインを

描いてもらって、一歩一歩計画的に進めていかないと、まちづくりというのはなかなか

進んでいかないんじゃないかなと思うので、一歩一歩になると思うんですけど、しっか

りよりよい玉名市を想定しながら進めていただきたいと思います。 
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やっぱり厳しい財政の中で、どうやってまちづくりを進んでいくか、よりよい玉名市

をつくっていくかだと思いますので、しっかり市長にはリーダーシップを取って、その

１０年ビジョンを進めていただきたいなと思います。 

次の質問に移ります。 

［１１番 北本将幸君 登壇］ 

○１１番（北本将幸君） 次に、投票率向上への取組について質問いたします。 

７月に国政選挙の参議院選挙が行なわれました。玉名市における投票率は５１.４

８％となっており、約２人に１人は投票に行っていないこととなり、決して高いとは言

えない現状があると思います。 

投票率の低下については、選挙のたびに議論になりますけど、この議会を構成する原

点にありますのが選挙であり、みんなで誰もが住みやすいまちづくりを進めていくため

の第一歩として、やはり投票率を上げて、まちづくりに参画してもらうということが大

事なのではないかと思います。 

この投票率については、私自身も議員として、真剣に取り組んでいかなければならな

いと思いますが、今回、行政の取組について質問させていただきます。 

まずはじめに、投票率の現状についてと、投票所の現状についてを質問させていただ

きたいと思います。 

スライドいいですか。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１１番（北本将幸君） これは玉名市議選、市長選も同じなんですけど、過去３年間

の投票率をグラフにしたんですけど、やっぱり年々投票率が減って、２回前と比べると

８％ぐらい減少しています。これ選挙人から計算すると、約４,０００人以上が投票に

行かなくなっているという結果なんですけど、もう一個いいですか。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１１番（北本将幸君） これは、この前、行なわれた参議院選挙なんですけど、ちょ

っと上がったんですけど、この前の投票率は。でも、それでも５０％ぐらいで、半分ぐ

らいは行ってないという現状があるんですけど。 

こういう現状について、どのように考えられているのか、また、投票所の現状につい

てどうなっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） 北本議員の投票率の現状についてお答えいたします。 

選挙の投票率は、全国的に低下の傾向にあり、本市においても同様に低下の傾向にご

ざいます。本年７月１０日に執行されました参議院議員選挙は、前回の４８.９０％か
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ら５１.４８％に増加しましたけども、昨年執行されました衆議院議員選挙は６３.５

５％、市長選挙６８.８６％、市議会議員選挙６８.８５％と、この投票率は４年前と比

較し、衆議院議員選挙で約１０％、市長・市議会議員選挙では約５％と低下しているの

が現状でございます。 

投票率の低下につきましては、社会情勢や有権者の関心など、様々な要因が考えられ

ます。特に若い世代の投票率が低い状況にございます。選挙は政治の基盤であり、多く

の有権者の意思が反映されるべきものであるために、投票率が低下することによる民意

が政治に反映されないなど、影響を大きくしているところでございます。 

次に、投票所の現状についてでございますけれども、投票所の数につきましては、合

併前の旧市・町の投票区をそのまま引き継いでおりますので、現在も４７か所で増減は

ございません。この地区の内訳としましては、玉名地区が２７か所、岱明地区が１１か

所、横島地区４か所、天水地区５か所となっております。また、投票所の施設としまし

ては、自治区の公民館、これが２５か所です。学校施設１２か所、行政施設８か所、民

間施設、これは商工会館と旧三ツ川小学校になりますけども、民間施設が２か所でござ

います。 

また、期日前投票につきましては、本庁舎、岱明支所、横島町公民館、天水市民セン

ターの計４か所に設置している状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 行政としても、この投票率減少においては危惧されていると思

います。様々な対策を講じていく必要があるんじゃないかなと思います。 

投票所においては、全国的に見ると減少傾向にあるんですけど、玉名市としては合併

から現状を維持されているとのことで、投票しやすい環境は維持されているんじゃない

かなと思います。 

投票の在り方について、やっぱり投票率を上げるために期日前投票が導入されて、そ

の日に行けなくてもほかの日で行けるようになったんで、投票しやすい環境など整備さ

れてきていると思いますけど、玉名市の現状として、この期日前投票を含めた投票行動

の傾向についてはどのようになっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の再質問にお答えいたします。 

この期日前投票の傾向につきましては、投票者数全体のうちに占める期日前投票者数

の割合を申し上げます。昨年、令和３年１０月２４日執行の市長選・市議会議員選挙の

期日前投票者数の割合は４５.８２％、令和３年１０月３１日執行の衆議院議員選挙の

小選挙区の期日前投票数の割合は５３.１０％、本年７月１０日執行の参議院議員選挙
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の期日前投票の割合は５０.６５％です。 

この期日前投票につきましては、国・県・市全ての選挙において、それぞれ前々回の

選挙と比べますと約２０％前後伸びております。増加傾向にございます。直近では全体

投票者数のほぼ半数を占めている状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 今、答弁あったように、やっぱり期日前投票は増加していて、

衆議院の選挙は５３％で、もう半分以上は期日前に投票してしまっているという現状が

あるので、期日前投票というのは、やっぱり有権者の利便性を高めているんじゃないか

なと思います。 

この投票機会の拡大につなげるために、今後は期日前投票所の場所を増やすといった

対策も必要なんじゃないかなと思います。これには予算の問題とか、人員確保の問題と

か、課題があると思いますけど、この期日前投票の拡大については、どのように考えら

れているかお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の再々質問にお答えいたします。 

期日前投票所を増設しまして、投票者の利便性を高め、投票しやすい環境を整えるこ

とは投票率の向上に重要であると認識しております。ただ、北本議員も先ほども申され

ましたように、期日前投票所を新たに増設する場合、選挙期間中に投票所として常時使

用可能な会場の確保、また投票立会人や投票事務の人員確保、投票受付の際に使用する

オンラインシステムの構築といった、こういった課題がございまして、現在、増設には

至っておりません。 

この期日前投票所の増設につきましては、有権者の御意見をはじめ、先ほど申しまし

た課題、また費用対効果などを、選挙管理委員会において十分に検討を重ねてまいりた

いと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 投票所を新たに設けるというのは、予算とか人員とかの面があ

ると思いますので、その辺をしっかり検討しながら取り組んでいただきたいなと思いま

す。 

期日前投票についても、全国の自治体でもいろんな取組がなされていますので、そう

いうのを参考にしながら、中には高校に巡回して投票に行ったり、大型ショッピングセ

ンターに投票所を設けたり、いろんな取組をされているので、費用対効果の面もあると

思うので、しっかり検討して投票率の向上につなげていっていただきたいなと思います。 
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３点目の投票率向上への取組についてなんですけど、まず、投票しやすい環境づくり

を推進していくとともに、しっかりそれを投票行動につなげていかないといけないと思

います。期日前投票所の場所を増やしても、結局、投票に行ってもらわないと意味がな

いと思うので、そこで、この投票率向上への取組については、現在どのようなことに取

り組まれているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の投票率向上への取組についてお答えいたします。 

本市におきましては、投票率向上に向けて７月の参議院議員選挙時には、広報たまな、

市ホームページ、懸垂幕等による周知でありますとか、公式ＳＮＳ及び防災行政無線に

よる投票の呼びかけを行なったところでございます。 

また、選挙期間中はコロナ禍であったため、通常実施しております商業施設等での街

頭啓発活動はできませんでしたが、市内行政施設の窓口にチラシや啓発グッズを設置し、

投票率の向上に努めたところでございます。 

また、主権者教育の一環として学校に出向き、講義や模擬投票を行なう出前授業や、

投票箱及び記載台等の貸出し、明るい選挙推進委員会と共同で選挙啓発作品コンクール

において、啓発ポスターや習字の募集を行ない、選挙への意識高揚を図っております。 

また、投開票事務などに、特に若い世代の皆さんに携わっていただき、選挙に対する

意義や関心を深めてもらうよう、今後も様々な啓発活動に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 投票率向上への取組として、いろんな媒体を使った啓発活動で

あったり、出前授業など現時点でも取り組まれていると思います。やっぱりこの投票率

向上に向けて、投票しやすい環境整備、啓発事業なども重要であると思いますけど、答

弁の中でもあったんですけど、やはり重要な点として、教育的な観点からもしっかり取

り組んでいくことが必要じゃないかなと思います。１８歳の有権者となる以前から、将

来有権者になっていく子どもたちへの主権者教育、まちづくりに対する意識醸成が重要

ではないかなと思います。 

政治参加に対する意識向上に向けて、しっかり選挙管理委員会だけでなく、教育委員

会とか、しっかり横断的に庁内で連携しながら、今後も取り組んでいただきたいなと思

います。 

最後の４点目の質問になるんですけど、主権者教育・まちづくりに関する関心を高め

ていく一環となっているのが、子ども議会じゃないかなと思います。玉名市においても、

子ども議会が実施されていると思いますけど、目的や現状についてお伺いしたいと思い
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ます。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 北本議員御質問の子ども議会の現状等についてお答えいたし

ます。 

子ども議会は、合併前の各市・町でも開催しておりましたけども、平成１７年の合併

後は市立中学６校の生徒で開催し、平成２４年度からは県立玉名高校附属中学校を含め

た７校の生徒が子ども議員となって、３年に１度の周期で開催しております。昨年度、

その３年に１度の周期で開催予定だったんですけども、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のために、書面での開催としまして、対面での開催は平成３０年度が最後となって

おります。 

子ども議会は、次の世代を担う青少年の健全な育成を目指すとともに、子どもたちが

玉名市の将来について考え積極的に意見をすることにより、地域の一員として主体的に

考え社会参加を体験することで、市政への興味・関心を深めることを目的としておりま

す。 

子ども議会には、それぞれの学校から３名から４名、合わせて２４名が議長及び議員

役となり、玉名市の将来像や教育・産業・福祉などのテーマごとに質問や提案を行ない、

市長をはじめ関係職員から答弁を受けるという形で実施しております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 市としても子ども議会に今まで取り組まれてきて、玉名市のこ

とを考えてしっかり提案できるという、子どもたちにとっては大変貴重な機会であると

思いますし、行政側としても子どもたちの意見を聞くことができ、まちづくりに対して

参考になるものも多いかと思います。 

この前はコロナでできなかったんですけど、実際に議場で行なわれることにより、議

会というものを経験できる、本当にいい取組であると思います。 

現在、３年に１回の開催とのことですけど、せっかくの機会なので毎年開催してもい

いんじゃないかなと思うんですけど、子ども議会の開催数の増加についてはどのように

考えられているかお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 議員の再質問にお答えいたします。 

現在、子ども議会は中学校１年生から３年生までの生徒を各中学校から議員として選

出いただいており、中学校３か年のうちに同級生の誰かが体験できるというスタイルで

行なっております。 

玉名市の子ども議会の議案は、質問内容のテーマを決めて、各学校に事前に質問の提
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出をお願いし、議員には事前に用意してきた玉名市への提案・提言にかかわる文章を実

際の議場で読み、大勢の人の前で意見を述べるという議員の体験を行なってもらってお

ります。例年８月、夏休み期間中に開催しており、次回は令和６年の開催を予定してお

ります。 

確かに、議員御提案のとおり毎年開催すれば、体験する生徒たちの数が広がりますけ

ども、開催に至るまでの準備に、学校にかなりの負担をかけていることなどを考慮しま

すと、現時点では毎年開催する予定はございません。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） 確かに開催すると、学校の先生が負担もあると思うんですけど、

将来を見据えていくなら、そういう機会をたくさん提供していくのもいいんじゃないか

なと思います。 

あと、もう一点なんですけど、今、答弁にもあったように、玉名市の子ども議会は各

中学校の代表が参加して行なわれているわけなんですけど、本市には高校もたくさんあ

って、選挙権も１８歳まで引き下げられ、高校生から投票ができるようになりました。 

まちづくりに興味を持って考える貴重な経験になると思いますので、この子ども議会

の対象を、高校生などにまで拡大するなどの取組もいいのではないかと思いますけど、

対象者の拡大についてはどのように考えられているのかお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 議員の再質問にお答えいたします。 

現在、本市の玉名市の子ども議会は中学生を対象としております。これは平成２７年

１０月に文部科学省から、高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒に

よる政治的活動等についてという通知が出されていることや、平成２８年の公職選挙法

の改正により選挙権の年齢が１８歳以上ということになり、また令和４年４月、本年４

月に民法の一部改正により、青年の年齢が１８歳に引き下げられたことを踏まえますと、

自治体が高校生の声を聞く機会は確かに重要であるとは捉えております。 

ただ、現在の本市の子ども議会は、議会体験の意味合いが多く、また議員の選出や議

案の提出を、主に玉名市立の学校に依頼していることから、玉名市において高校生参加

の子ども議会の開催はかなり難しいと考えております。 

ただ、熊本県が開催しております熊本県高校生県議会というのがございますので、こ

ちらにおいて、本市の高校からも参加している実態があることから、まずは、この熊本

県高校生県議会への参加を促したいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 
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○１１番（北本将幸君） 難しいとのことなんですけど、この子ども議会については報道

にもよく記事が掲載されるんですけど、この前、掲載された記事で、甲佐町が中学生に

加えて高校生も参加されていました。県内見ても、このように高校生も含めた上で実施

しているところもあるので、今、質問にもしました実施の回数であったり、対象者の拡

大であったり、検討できる部分は検討していただきたいなと思います。 

実際、子ども議会は本当に子どもたちにとっては貴重な経験になると思います。さら

には子どもたちの意見を聞けるという部分においては、将来の玉名市のまちづくりを進

めていく上でとても参考になるところがあると思いますので、行政運営にとってプラス

となることが多いんじゃないかなと思います。やはり子ども議会がさらによりよいもの

になるように取り組んでいただきたいと思います。 

これ最後に一つ、全国的に注目を浴びている自治体を御紹介させていただきたいので

すが、７月に行なわれた国政選挙の投票率が全国１位の県は皆さんどこか御存じですか

ね。山形県であります。しかも、この山形県は衆議院選挙なども含めて、国政選挙の投

票率で確か何回か続けて、ずっと全国１位を継続されています。その紹介する自治体は、

山形県にある遊佐町での取組ですが、まずスライドを見ていただきたいんですけど。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１１番（北本将幸君） この前の参議院選挙の投票率で、玉名市とその町を比較した投

票率で、同じ選挙なんですけど１０％以上投票率が違います。１０％違うと下手したら

結果も変わってくるんじゃないかなと思いますけど、このように高い数値を維持されて

います。やはり、これには何らかの要素があると思いますし、この要素となっていると

考えられるものが、町が取り組まれている少年議会というものになります。 

  次いいですか。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１１番（北本将幸君） これは、少年議会というのは、町内の中高生が少年町長と少年

議員に立候補し、中高生が主役となって選挙を行ない、議会を実施していくという、全

国でも珍しい独自の取組をされています。町内の中学生・高校生から実際の選挙による

投票で選ばれます。 

さらに、この議会の特徴としては、４５万円という独自の政策予算が与えられており、

独自の予算事業を実施することができます。少年町長はアンケート調査の結果をもとに、

一年間の方針を定め政策を推進していきます。もちろん議会ですので一般質問もありま

す。質問は執行部にするんですけど。質問では、バスの増便やカーブミラーの設置とか、

旧学校跡地の利活用とか、公共交通に関することや公園の整備、タブレットを使った学

校教育など、様々な点についての質問・提言がなされています。また、この４５万円の

予算を使って、ベンチを設置したり、町の音楽イベントを実施したり、町の特産品をモ



－ 110 － 

チーフにしたイメージキャラクターをつくったりと、様々な政策が形になされています。 

毎年行なわれており、今年度で２０回目ということです。ということは、そこの町の

２０代、３０代の方たちは、全員がこれを経験しているということになりますし、４０

代、５０代、６０代の方たちも子育てなどを通して、この少年議会を知っているという

ことになります。そうすると、やっぱりまちづくりについての関心も当然高まっていき

ますし、選挙に関する関心も高まってくるんじゃないかなと思います。 

やっぱり、このようには実体験を通して、選挙・議会・まちづくりを考えていくとい

った新たな取組が、子ども議会も含めて必要になってくると思いますけど、そこで最後

に質問なんですけど、子ども議会も含め、今後、投票率の向上につなげていけるような

新たな取組を実施する必要があると思うんですけど、今後の取組として何かお考えかお

伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 北本議員の再質問にお答えいたします。 

日本は国民主権の民主主義国家であり、選挙は私たち国民が政治に参加し、その意思

を政治に反映させる重要な機会であると思います。子どもたちは、小学校６年生の社会

科や中学校３年生の社会科、公民の授業でそのことを学んでいますが、政治や選挙への

参加については、まだ十分意識することができてないのかもしれません。 

今、御紹介いただいたような事例を検討するとともに、今後、政治参加や選挙に対す

る意識を高める方法について、教育委員会のみならず全庁的に考える必要があるのでは

ないかなと思います。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 北本将幸君。 

○１１番（北本将幸君） この町でも、少年議会が誕生するきっかけとしては、やはり若

者の政治参加、若者の育成や若者の意見を取り入れたまちづくりを推進したいというと

ころから始まっていると思います。 

この少年議会のいいところは、やはり自らの代表を直接選び、政策を実現できること

でありますし、有権者になる前から選挙に対して実際の経験をするとともに、まちづく

りについての問題提起や提言を行なっていくことにおいて、子どもたちも巻き込んだま

ちづくりを実現でき、結果的に投票率の向上、みんなでまちづくりを推進していくこと

につながると思います。 

投票率の低下には様々な理由がありますが、選挙は民主主義の、さっき部長も言われ

ましたけど、民主主義の基盤となるものであり、子どもたちも含め、市民の一人一人が

政治や選挙に十分な関心を持つことが重要であると思います。そのためにも選挙のとき

だけでなく、常日頃からこの町のように、自分たちの未来を、自分たちで決める政治参
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加を学べる少年議会のような仕組みというものも必要になってくるのではないでしょう

か。 

実際、２０回という長い年月をかけて、その経験が積み重なった結果が、この投票率

の全国１位という結果につながっているのではないでしょうか。ただ単に、選挙は義務

だから、大事だから行かなんですよって言われても、なかなか行かないと思います。 

未来を担う子どもたち、玉名市の子どもたちに対して、自分の生まれ育った故郷につ

いて当事者意識を持ち、まちの将来について考える機会を提供していける取組を行なっ

ていくためにも、まずは子ども議会の開催数の増加や対象者の拡大、さらには新たな取

組など改革を行なって、実施していただきたいと思います。 

今回、２点の質問をしましたが、原点にあるのは、やはりみんなでまちづくりを進め

ていかなければならないということだと思います。そのためには、やはり子どもたちを

中心にまちづくりを進めていくことが大切だと思いますし、未来を担う子どもや若者を

巻き込んでまちづくりを進めていくことが重要だと思います。 

その中で、新しい視点を取り入れながら、様々な意見を反映させながら、玉名市の未

来ビジョンを実現していかなければなりません。１０年ビジョンがもう３年半経過して

います。３分の１は過ぎたことになります。しっかりよりよい玉名市のビジョンをつく

っていくためにも、この少年議会４５万円の予算というので、一年間で様々な政策を実

現されていきます。 

今年度の玉名市の一般会計予算は３４６億円、大規模な予算であります。この予算を

しっかり活用して、市長がリーダーシップを取って１０年ビジョンが笑顔あふれる玉名

市になるように、政策を推進していただきたいと要望いたしまして、私の一般質問を終

わらせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、北本将幸君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時１３分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２５分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を行ないます。 

１番 大野豊重君。 

［１番 大野豊重君 登壇］ 

○１番（大野豊重君） こんにちは。１番、自友クラブ、大野豊重です。 

先月、全国高等学校ＰＴＡ連合会の全国総会が石川県金沢市で行なわれまして、私も

このコロナ禍で２年間行なわれていませんでしたので、３年ぶりに参加してまいりまし

た。 
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その中で、記念講演として面白かったことがありましたので、ちょっと紹介しますけ

れども、記念講演では、慶応大学の教授と東京大学の教授の先生が教育理論について講

演をなされました。 

その中で、慶応大学の教授の先生は、数値に基づいた科学的根拠のある教育理論を示

されました。一方、東京大学の先生は、教育とは魂だと。大人が背中を見せれば、子ど

もはそれなりに進んでいくんだと。そのような話もありまして、私も中身を聞いており

まして、どちらも理解ができる内容でした。 

最後に、質疑が行なわれまして、とあるどこかの会長さんから、子どもがスマホばっ

かり見て、ＹｏｕＴｕｂｅばっかり見ているんだと、注意すべきだろうか。これは確か

に、私もそう思いました。そのときに、どう答えられたかというと、まずまず心配あり

ません。その根拠として、私もそうなんですが、小学校のとき、まずファミリーコンピ

ューターというのが世の中には出回ったと思います。そのときに日本全国、世界でもそ

うなんですけど、ファミリーコンピューター、みんなが熱中して外で遊ばないという社

会現象が危惧されました。しかしながら、任天堂も開発を行なって、今度は体を動かす

ようなゲームスポーツ、いわゆるＷｉｉ（ウィー）が出てきた。その次、今現在、何が

起こっているかというと、インターネットやＳＮＳ、当然ＹｏｕＴｕｂｅもそうですけ

れども、画面の中だけの世界に閉じこもってしまって、世間としゃべらない。いわゆる

会話力がものすごく落ちてきているんじゃないかと。 

ただし、それはまだ解決には至ってないんですけれども、昨日の德村議員の一般質問

にもありましたネットで通学するメタバース登校ですね。これ、私も昨日、帰って調べ

てみたんですけれども、ブログだとか、ＳＮＳのように顔が見えない、ただ文字だけで

会話をするんではなくて、しっかり顔の見えるＷｅｂ、オンライン上での授業が見て取

れましたので、しっかりその中には表情も映っておりましたので、こういったところか

ら、オンラインの環境整備だとか、開発が進んで新しい対策が出てくるから安心できる

んじゃないかなというふうにも感じております。 

本日は、それらＩＣＴ環境やデジタル化についても質問をしてまいりたいと思います。 

それでは、通告に従いまして一般質問を行ないます。 

まず、鍋松原海水浴場の利活用について質問になるんですけれども、昨日の松本議員

の観光資源の開発について一般質問の中で、まとめますとシーズンのみならず、通年で

人が来場するような、玉名を代表する観光資源をしっかり開発していくことは重要なポ

イントだという質問がありました。その答弁で、産業経済部長より、持続可能な稼げる

観光地づくりを目指すと、力強い答弁には非常に感謝しているところです。 

私が言いたいことは、鍋松原海岸も、「も」です。玉名を代表する素晴らしいところ

だと、観光地だというところを申し上げます。昨日の答弁にもありましたけれども、現
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在、公共施設適正配置計画に基づいて、状況に合わせて、臨機応変にしっかりと職員の

皆様が仕事をされておられますが、私が思うに、これまでにはただ単に維持管理だけを

してきたんじゃないのかなと。当然、仕掛けていって、いろんなイベントもなされては

おりますけれども、一般的に維持管理をするだけでは、それからの成長というものがほ

ぼほぼ見えません。やはり維持管理するということは、何もしなければ衰退していく方

向性、これが一般企業においても言えることだと思います。 

この素晴らしい鍋松原海岸をどのように活性化を図っていくのか。そこのところが一

番大事なところであって、じゃあ、どうすればいいのか、そこで何を仕掛けていくのか

といったところに着目を置いて、質問をしていきたいと思います。 

（１）これまでの状況はといったところで、鍋松原海岸における概況やこれまでの課

題、そして現在の課題についてお伺いいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

［産業経済部長 蟹江勇二君 登壇］ 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 大野議員御質問のこれまでの状況についてお答えいたし

ます。 

はじめに、鍋松原海岸の認識でございますが、県北地域唯一となる人工ビーチを有す

る重要な観光資源であると考えております。当該エリアには、全国でも珍しい海水を利

用した入浴施設である岱明コミュニティセンター潮湯、農水産物の直売所である岱明磯

の里、バーベキュー場やグラウンド・ゴルフ場が設置されており、群生する松林など市

民の憩いの場としても利用されております。 

続きまして、各施設の概要でございますが、岱明コミュニティセンター潮湯は、住民

の健康増進と福祉の向上を図ることを目的として、旧岱明町において平成３年４月にオ

ープンした施設でございます。海水を利用した潮湯をメインとし、平成７年には休憩室

を増設しまして、最大５０名収容可能な宿泊機能を備え、市内外のたくさんのお客様か

ら入浴や合宿、研修などに御利用いただいてきました。 

直近３か年の利用状況は、宿泊含めた利用者数が、令和元年度は１万５,２５８人、

令和２年度は８,９４０人、令和３年度は８,１２０人とコロナ禍の影響で減少しており

ます。入浴料及び宿泊料などの収入は、令和元年度は約５９７万円、令和２年度は約１

９８万円、令和３年度は約１８５万円と利用者数の減少に比例して減少しております。

また、指定管理料につきましては、直近３年は毎年約１,５７０万円でございます。 

課題としましては、海辺に建つ施設であるため潮風の影響で施設が傷みやすく、また、

海水をくみ上げるポンプなどの機械設備が経年変化しており、今後、施設の修繕や機械

設備の更新に多額の費用が必要となることが挙げられます。加えて、ここ数年はコロナ

ウイルス感染拡大防止のため、休館している時期があって、入浴者が減少したほか、宿
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泊も御利用を自粛されたのか利用者が激減しており、これらがマイナス要因となって収

入に大きな影響を及ぼし、厳しい運営になっていることが挙げられます。 

次に磯の里でございますが、平成８年度に旧岱明町において、熊本県地域振興総合補

助金及び市町村振興補助金を活用し、農・水産業の活性化の促進と地域振興の拠点とす

るために建設され、平成９年４月から開館しております。来店者記録が残る平成２０年

度以降では、平成２１年度に１万７,６９５人という最高の年間来館者数を記録してお

りますが、近年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、令和元年度が１万６４３人、

令和２年度が９,２７９人、令和３年度が８,６４８人となっております。 

また、売上げにつきましては、指定管理を含めた収入が、令和元年は約１,６００万

円、令和２年度が約１,２６０万円、令和３年度が約１,１２５万円となっており、指定

管理料につきましては、直近３年は毎年約３１５万円でございます。 

課題としましては、施設の設備の老朽化が進み、修繕料等の維持費が多額なことに加

え、新型コロナウイルス感染症による来客者の減少に応じ、販売収入も大きく目減りす

るなど、施設運営が大変厳しい状況となっていることが挙げられます。 

次に、海水浴場でございますが、昭和６３年度から旧岱明町において、鍋松原海岸整

備事業として人工ビーチの整備が進められ、平成７年度に完成いたしました。当時は遊

泳者や砂浜利用者などで、年間約３万人が訪れる県北唯一の海水浴場としてにぎわって

いましたが、令和２年度以降はコロナ感染症で海水浴場の開設は行なっておりませんが、

直近で開設した３年の来場者数は、平成２９年度が５,９５７人、平成３０年度が８,８

０３人、令和元年度が７,３７１人でございます。 

課題としましては、近年の温暖化による気温上昇や娯楽の多様化・広範囲化による海

離れ、また有明海の特有の潮の干満差により、十分な遊泳時間の確保が困難であること

などが挙げられます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 丁寧な説明、ありがとうございました。 

今、状況についてはいろいろ、松原ビーチ、そして潮湯、磯の里というふうに、ここ

数年の利用状況だとか、収入状況等のお話を聞けました。また、その歴史関係の話を聞

けました。 

まず、松原ビーチに関しては、先ほど部長から答弁があったように、昭和６３年から

平成７年にかけて人工ビーチということで、砂を確か遠くから持ってきたかと思うんで

すね、壱岐の島だったですかね。その当時、ここ三、四十年の中でマックスが３万人、

利用客がいたということで、それが今４分の１程度、コロナ前の令和元年度でいけばで

すね。干満の差があってということで。 
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ただ、私が思うに、ほかのビーチが環境整備されたから、松原よりいいところに行こ

うといったところで、ただ外に流れたのかなと。干満の差というのは、あんまり関係が

ないのかなと、私は感じているんですけども、確かに干満の差がありますので、泳げる

時間が少ないというのも、その一つの要因かと思うのですけれども。 

あと、施設の老朽化に伴う維持管理がやはり多額になってくる。かつ、ここ最近のコ

ロナによって、利用者が少なくなってきている。これは致し方ないのですけれども、だ

からこそ、今コロナによって利用者が少なくなってきているからこそ、行政としてそこ

は踏ん張るべきところなんだなというふうに私は感じております。 

その理由としては、当然、設置目的としては、市民の健康増進と福祉の向上のためだ

とか、農・水産業の活性化を促進し、地域振興の拠点とするためというものがあるわけ

ですから、やはりそこは踏ん張るべきだと。維持管理が多額になってくる。確かにこれ

は問題なことなんですけど、であれば、稼いでそれをリカバリーすればよろしいのかな

というふうには感じております。 

次の質問に移るんですけど、施設の集約化と一体的管理についてといったところで、

まず海岸の管理というものが、あそこは玉名市の市有地でありませんということは聞い

ております。じゃあ、それをそういうふうに管理してやっているのか。県絡みだと思う

のですけれども、それから潮湯、磯の里の集約化に伴う影響がどのようなものがあるの

かというところ、ちょっと今、ここで拡大をお願いしたいのですけども。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１番（大野豊重君） それ以外に、今、計画されている一体的管理というのもあるかと

思います。 

これが鍋松原海岸の管理体制図を、ちょっと私、つくってみたんですけども、御覧の

とおり、色分けしているとおり、５つの所管課に分かれるんですね。駐車場だとか、磯

の里、そしてバーベキュー場、松林は農林水産政策課。それから、潮湯に関しては総合

福祉課、グランド・ゴルフ場や健康広場、海水浴シーズンオフ中を農地整備課、そして

海水浴のシーズン中、オープン期間中は、オープンしたとして観光物産課、そしてＢ＆

Ｇの店舗があります。この店舗に関しては、スポーツ振興課が管理しているといったと

ころで、これらを一体的に管理をされていくものだというふうに思うんですけど、これ

をぱっと見て分かるとおり、あんまり言葉としては使いたくないんですけども、いわゆ

る縦割り行政です。 

ということで、横連携がしっかりできていたのかなというところが気になるところな

ので、この辺りをしっかりと、今後一体的な管理というのも伺っておりますので、それ

がどのようになっていくのかというところをお伺いしたいと思います。お願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 
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○産業経済部長（蟹江勇二君） 大野議員御質問の、施設の集約化と一体的管理について

お答えいたします。 

まず、海岸の管理につきましては、国が海岸の保全に関する基本的な事項を定めた海

岸保全基本方針に基づき、熊本県、福岡県、佐賀県、長崎県と合同で有明海沿岸海岸保

全基本計画が策定されており、その中に海岸保全施設を整備しようとする区域が示され、

長洲町の上沖洲から玉名市岱明町の大正開までの約２,６００メートルが鍋地区海岸保

全区域とされております。鍋松原海岸につきましては、平成７年度に旧岱明町が松原海

岸環境整備事業に係る施設等の管理に関する協定書を、海岸管理者である熊本県と締結

し、現在、本市で鍋松原海岸一帯の設備の管理を行なっております。 

次に、複数の所管課で管理を行なっていることについてでございますが、これは当該

施設の設置目的に応じ管理しているため、所管先が複数の部署にまたがっているところ

でございます。 

次に、潮湯及び磯の里の集約化の影響についてでございますが、この集約化は公共施

設長期整備計画及び個別計画に基づき、磯の里の機能を維持した上で、今後も残すべき

必要な機能の一部を隣接する岱明コミュニティセンター潮湯内に、床面積を縮小し集約

するものです。これにより同一施設内での商品購入が可能になることで、利用者の利便

性の向上につながるとともに、施設運営の効率化が図れるものと考えております。 

次に、集約化に伴う磯の里の会の意見についてでございますが、令和４年４月に説明

会を開催した際に、集約先の潮湯に、直売所専用の出入口を設けてほしいことや、靴を

脱ぐことなく商品購入ができるような改修方法等の配置に関する要望のほかに、集約後

の磯の里を、特に夏場の砂浜でのイベント開催や、海水浴シーズンに一時的に借用した

いなどの要望がございました。 

市としましては、全ての要望に応えることは難しい面がありますが、可能な限り対応

したい旨を説明し、磯の里の会の総意として、集約化に合意していただいた次第でござ

います。 

今後は、現在課題となっているエリアごとに担当課が所管しているものを一元化し、

鍋松原海岸全体を一体的に管理・運営してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 今、施設が何で多岐にわたるのかといったところについては、所

管課にて目的に応じてしっかり管理されている。それは私も十分、認めるところではあ

りますし、当然そうだったのかなと。ただ、今後、集約化及び一体的にあそこを管理し

て、もっともっと利活用していこうと、そういう話があるというところについては、と

ても評価すべきところじゃないのかなというふうに、私は考えております。 
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ただ、集約化をする背景に、当然、公共施設の配置計画、そして長期計画の中から個

別施設計画というものがあって、その中でいろいろ分析をされ、老朽化だとか、施設の

耐久度だとか、利用状況だとか、そういったところを全て分析された上で、計画を出さ

れたものにひも付いて、今、集約化を進められていて、それがそろそろ時期になるのか

なといったところだと思います。 

令和２年９月の議会で、一般質問で内田議員からも、この公共施設の民営化について

という中で、この鍋松原海岸のところ、潮湯のところ、そして磯の里について話が上が

っていたかと思います。その中には当然、理由として、赤字経営が慢性化、そして健全

な経営の存続が非常に厳しい状況、そして所在地が地理的に見ても有利とは言えないと

いうふうに答弁があったんですね。 

ただ、私、ここのところについては、やり方次第ではそうじゃなくなるんじゃないか

という思いでありまして、そこで、３番の今後の利活用についてという質問になるんで

すけれども、じゃあ、これまで松原海岸を軸とした誘客には、どのようなものがあった

のか。これは公的なものから民間的なところまで含めて、把握されている部分を教えて

ください。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 大野議員御質問の、これまでの海岸を軸とした誘客にど

のようなものがあったのかについてお答えいたします。 

鍋松原海岸の砂浜を活用したイベントとして、市主催事業の水鉄砲を使い対戦する、

鍋松原ウォーターサバイバルゲーム大会や玉名市長杯ビーチサッカー大会を平成２８年

より開催しております。令和２年、令和３年は新型コロナウイルスの影響により中止と

なりましたが、今年は１０月１日に開催予定となっております。 

そのほかにも広大な砂浜を活用し、玉名市バレーボール協会が主催のビーチバレー大

会、「ビーチＤＥバレー」や今年度から熊本県フライングディスク協会主催のフライン

グディスクを使ったチームディスクスポーツ「ビーチアルティメット」が開催されるな

ど、現在も様々なビーチスポーツ大会やイベントが行なわれております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 拡大をお願いしたいと思います。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１番（大野豊重君） 今、答弁にありました、ビーチサッカー、そしてビーチＤＥバレ

ー、アルティメット、そしてウォーターサバイバル、これは私、全て行って関係もして

おるんですけども、これいわゆるシーズン中ですかね。 

２枚目、次、お願いします。 
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［拡大投影にて画像を示す］ 

○１番（大野豊重君） これがビーチレスリング、そして、これもかなり前、私の子ども

出てたんですけど、ビーチフラッグをやったり、スポーツ合宿、そしてキャンプ、この

キャンプは今やられているところ、２週間か３週間ずっといらっしゃるというところな

んですけれども。 

つまり、これからどうやって誘客をしていくのかといったところが、松原海岸の利活

用につながってくるんですけれども、今までやってきたサッカーだとか、当然ビーチバ

レー、ウォーターサバイバル、アルティメット、これらを継続させながら、さらに新し

いイベントを企画させて継続させていく。しかもそれをシーズン中じゃなくて、昨日も

松本議員からありました、通年を通してできるようにならないかと。 

これらスポーツとか、アクティビティ系というのは年間を通じてできるんです。むし

ろですよ、夏場のほうができないんですね、暑くて。砂浜も熱いし、日射病や熱射病と

いうのもありますので、むしろ夏のほうができない。なので、むしろ８月を外したとこ

ろでの、もしくはその前後ありますので、冬まで含めて１０か月間で、通年を通じて、

いろんな仕掛けていくことができる素晴らしい環境の場所だと思うんですね。 

それ以外にもキャンプ場としても、今、玉名で有するところでは、小岱山の上のとこ

ろにもありますし、天水の草枕温泉。この天水草枕温泉は、ものすごく整備されている

んですね。整備されているからこそ、キャンパーがより多く集うんですね。玉名を見た

ときに、海・山・川、全部そろっています。なので、それらの自然を生かして、この松

原海岸もしっかりキャンプ場として整備をして、人が集まって来れるような場所にして

いけば、誘客につながって、それなりの収益も出るんじゃないのかなと考えます。 

 ここでもう一つ、拡大投影をお願いしたいんですけれども。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１番（大野豊重君） これ千葉県のリソルの森というところで、ここは去年３月に、私

はレスリングの全国の協会委員やってて、毎年、全国大会のチャンピオンを集めて、あ

とオリンピック選手を呼んでキャンプをするんですけれども、エリートキャンプという

んですけども、そのときにこのリソルの森というところに行って、ここ４００メートル

のラバートラックなんですね。専用競技場なんですね。ただ、その中に週末だけ、こう

やってキャンプ区画として貸し出しているんです、有料で。数多くの人が中にいて、し

っかりマナーもいいんですね。 

例えば、今、鍋松原海岸はそこまでキャンプ場としての位置付けもありませんし、整

備もされてないことから、非常にマナーが悪いといったところもあります。ただ、この

ようにしっかり整備して、有名になっていけば、マナーもよく、使い勝手が高いものに

なってくるんじゃないのかなというふうにも考えております。 
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ここで、再質問になるんですけれども、これからどのように誘客をしていくのか。そ

して、誘客による効果は何が得られるのか、そこのところを質問したいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 大野議員の御質問にお答えします。 

現在、民間団体により開催しているビーチサッカーやビーチアルティメットなどのイ

ベントについては、年間で複数回開催されている状況であり、ビーチサッカーにつきま

しては、１０月の玉名市長杯ビーチサッカー大会のほかに、１１月にビーチサッカーフ

ェスタが開催されます。また、ビーチアルティメットについては、５月・７月に開催さ

れ、９月と１２月にも開催される予定となっております。 

このように、現在開催している市主催事業や、他団体主催の大会やイベントについて

は継続的に実施し、関係団体と連携しながら新たな大会やイベントを企画・誘致し、年

間を通して誘客に努めてまいりたいと考えております。 

また、これらによる誘客の効果といたしましては、エリア内にあります岱明コミュニ

ティセンター潮湯の利用者の増加はもちろん、玉名市内の観光施設や飲食店などへの来

訪機会の創出や玉名の特産品、お土産の購入など、観光業や飲食業への相乗効果が期待

できるものと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 部長が言われるとおり、キャンパーが来たりとか、スポーツアク

ティビティ系で人が集まるということは、それなりの売上げというか、収益源になるか

と思いますので、しっかりそこをやっていただければと思います。 

 次の拡大投影をお願いしたいんですけれども。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１番（大野豊重君） これ私がつくったんですけども、平成２６年から令和３年までの

潮湯の入場者数と指定管理料を含めた収支です。当然、平成２８年に関しては、熊本地

震がありましたので、利用客数がちょっと増えたという担当課のコメントもいただきま

したし、じゃあ、その後、平成２９年から下降しているんですね、入場者数が。コロナ、

コロナとは言っても、コロナは令和２年度からでしたので、あまり言い訳にはならない。

ただ、その前から人は下がってきている。 

この棒グラフが入場者数、利用者数です。この線グラフが収益を指すんですけれども、

やはり入場者数に対して収益は比例して下がっていく。当然、販管費だとかありますけ

れども、大方２万人前後入れば、プラス収支になるのかなという勝手なイメージをして

いるんですけれども、ということはあと１万人、だから倍増させれば１万人増やす。月

で計算すると１,０００人切るぐらいですね。それを月１,０００人増やせばいい。じゃ
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あ、それをスポーツとか、アクティビティ、もしくはキャンパーでやった場合に、さあ、

何人でしょうかとなると、実現可能な数字になってくるんですね、復活させるためには。

なので、環境整備を強くお願いしたいと思いますし。 

ここで、また再質問になるんですけども、今後そういったイベント系だとか、誘客が

進むことでどういう今度は課題が出てくるのか。そして、また玉名市として具体的にど

のようなバックアップができるのか。そのあたりをお伺いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 大野議員の御質問についてお答えします。 

誘客を進め、来訪者が増えることで、懸念される課題点としましては、議員御指摘の

とおり、ごみの問題などの利用者マナーが考えられます。現在も砂浜には花火ごみやバ

ーベキューごみが放置され、海岸をよく利用されている地元の方々や企業・団体による

清掃活動のほか、７月から８月の期間は市職員が定期的なごみの回収を行なっておりま

す。 

その他にも、トイレなどの改修や、海岸までの交通網の整備などが考えられますが、

これらに対し、市としましては誘客につなげるための情報発信を今後も継続しながら、

誘客の状況を踏まえ、必要に応じて検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 今、部長答弁がありましたとおり、ごみの問題だとか、マナーと

いうのは当然出てくるかと思いますし、それが増えるということは、利用客が増えると

いうことなので、うれしい悲鳴なのかなというふうにも思います。そこはしっかり、ま

た対策を、地域の方と合わせてやっていけばいいと思いますし。 

今、交通網の話も出ました。そう考えたときに、じゃあ、利用客数が増えてきたとき

に、確かにちょっと一部狭くなっているんですね、あそこを入るときに。であれば、行

末川から道路を通すだとか、いろいろやり方は出てくるかと思います。そこは臨機応変

に対応しながらやっていけばよろしいかと思いますし。 

また環境整備で、当然トイレ、水場、清掃等もありますけれども、あとビーチの清掃

ですね。今やっているのは表面だけをきれいにしている。大きなごみを取り除いて、た

だ、やっぱり貝殻の小さいものがありますので、あれ足に刺さると痛いんですね。私も

さっき映像の中で、ビーチレスリングというのをやってたんですけど、あれも夏場だっ

たので、子どもたちには本当１時間で終わらせたんですけど、水をまいて。ただし、そ

の準備には半日かかってます。ザルを持っていって、小さい貝殻を取り除いて、しかも

３０センチ下までですね。そういった苦労もありますし、大体ビーチから３０センチ下

までの貝殻清掃まで合わせたビーチクリーンを考えていただければなというふうにも思
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っております。 

最後に、市長に質問になるんですけれども、玉名市の活性化と人を呼び込むための施

策についての考えといったとことで、先ほど北本議員の中にもありました笑顔をつくる

１０年ビジョン、その中に、市民の笑顔が人を呼び込むまちというものがあります。 

その中に、地域の特色を生かしたまちづくりというのもありますし、先ほども何度も

言っておりますけれども、玉名市というものは、海・山・川と、そして九州の中心部、

そして県北唯一の海岸。じゃあ、玉名から次の海岸線ってどこにあるのかと言ったら、

百道までないんですね。なので、そう考えると仕掛けていくやり方によっては、玉名っ

てものすごくいい場所になります。 

なので、これらを軸として、松原海岸を軸として、今後いろんなイベント型のツーリ

ズモを企画していくこと、それに対しての活性化をどういうふうに思われるのかお伺い

したいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 大野議員の再質問にお答えいたします。 

鍋松原海岸は大きな特徴である広大な人工ビーチ、また、全国的に見ましても大変珍

しい海水を沸かした温泉施設、そして、また海岸からの素晴らしい眺望、そういったこ

となどで、熊本県北地域におきまして唯一無二の素晴らしい観光資源であるというふう

に捉えております。 

今後は、この鍋松原海岸の砂浜を中心に現在十分に活用しきれていない場所、先ほど

図面でお示しもいただきましたけれども、今現在、活用しきれてない場所も含めて、複

数ある担当課を一本化して一体的に活用を行ないながら、鍋松原海岸全体のさらなる活

性化を進めてまいりたいというふうに考えております。 

コロナ禍で、誘客・集客も落ち込んだ今だからこそ、今が転換期であるというふうに

思っておりますので、今後しっかり注視していただきながら、また議員におかれまして

も御助言等いただきながら、御協力いただければ大変ありがたいというふうに思ってお

ります。 

そして、私の掲げる笑顔をつける１０年ビジョンにありますように、市民の笑顔が人

を呼び込むまちとなるように、今後しっかりと努力してまいりたいと考えております。 

以上でございます 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 今、市長からも、唯一無二の場所であるという認識をいただきま

した。ですからこそ、ほかには似たようなところはないと言ったところまで、この鍋松

原海岸は玉名の代名詞と呼ばれるように、活性化をしていただけることに期待をいたし

ます。 
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もう一つ、宣伝になるんですけれども、この潮湯、潮を沸かして温泉源とする。これ

というのは、我々ずっと地元にいるので、当たり前のことなのかなと思っていたんです

けれども、これ担当課からの情報なんですが、ちょっと調べてみると、実は日本には１

１か所ぐらいしかないと。その中の松原海岸は、その一つなんだといったところで、と

ても大事にしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ環境整備に力を入れて

いただいて、松原海岸の活性化を期待したいと思います。 

これで一つ目の質問を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重議員の一般質問の途中ですが、議事の都合により午

後１時まで休憩いたします。 

午後 ０時０５分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時００分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を行ないます。 

１番 大野豊重君。 

［１番 大野豊重君 登壇］ 

○１番（大野豊重君） 午前中に引き続き、一般質問を行ないます。 

２番目のＧＩＧＡスクール構想の運用についてですが、３年目となる新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大では、経済活動や生活様式などに多大な影響を受けており、学校

教育においても２年前の春は全国で一斉休校を余儀なくされました、修学旅行や学校行

事など、日常の学校生活さえ一変させております。現在、その対策の一環として、また

新たな高度情報化社会の到来に向けて、全国的に学校教育におけるＩＣＴ教育の推進へ

の取組が急ピッチで進められております。 

２０１８年、国は教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画を策定し、翌２０１９

年１２月には、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０時代を生きる子どもたちにふさわしい、誰一人と

り残すことのない公正に個別最適化され、創造性を育む学びを実現するとして、令和５

年度までの３年間で児童生徒の一人一台の学習用端末と、学校における高速通信ネット

ワークを整備するＧＩＧＡスクール構想を発表しました。 

ＧＩＧＡスクール構想のＧＩＧＡですが、当初は単に通信の物量を示すためだと私は

思っておりましたけれども、正式にはＧｌｏｂａｌ ａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

Ｇａｔｅｗａｙ ｆｏｒ Ａｌｌの略で、「全ての児童・生徒にグローバルで革新的な

扉を」という意味が込められています。 

では、玉名市のＧＩＧＡスクール構想の運用についてお尋ねいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 
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○教育部長（藤森竜也君） 大野議員御質問のＧＩＧＡスクール構想の運用の中で、ＩＣ

Ｔ教育の活用計画についてお答えいたします。 

まず、国が提唱しますＧＩＧＡスクール構想とは、令和元年に文部科学省が示した構

想で、児童生徒一人に一台の学習用端末や高速大容量の通信ネットワーク環境を整備し、

個別最適化された学びや創造性を育む教育の実現を目指すとしたものでございます。ま

た、一人一台端末の整備と併せて、統合型校務支援システム、校務とは、このあと幾度

となく出てきますけども、学校運営に必要な業務のことでございます。この統合型校務

支援システムをはじめとした、ＩＣＴの導入・運用を加速していくことで、授業の準備

や成績処理などの負担軽減にも資するものであり、学校における教職員の働き方改革に

もつながるものと期待されております。 

次に、熊本県の取組方針としまして、令和２年度にＩＣＴ教育日本一の達成に向けて、

本県の教育情報化の取組の方向性を示した、熊本県教育情報化推進基本方針が策定され

ており、基本的な考え方として、一つ、情報活用能力の育成、二つ目に教科等の指導に

おけるＩＣＴ活用、三つ目に校務の情報化、四番目に教育情報化推進体制等の整理の４

つの項目に沿って取組方針が定められ、この方針を基に県内各学校での教育の情報化が

推進されているところでございます。 

玉名市では、現在、新しい学習スタイルの構築と校務のデジタル化の推進の基本方針

の下、一つ児童生徒の情報活用能力の育成、二つ目にＩＣＴを効果的に活用した授業改

善、三つ目に校務の情報化、この３つの目標を掲げ取組を行なっているところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） ありがとうございました。 

国・県・市のＩＣＴ教育に関しては、今、答弁あったとおり、児童に対するものと、

あと教職員の働き方改革に対するものの両面を併せて進めていかれるということで、玉

名市もその中で３つの大方針の中で進めていくという答弁がありましたので。 

ただ、ＩＣＴ教育に関しては、本当に目まぐるしい技術の発展がありまして、日本で

は他国と比べてＩＣＴ教育に関しては、どちらかと言うとかなり出遅れているというふ

うに認識しているところです。 

例えば、今、ＴＳＭＣが来るんですけれども、かつては日本が半導体の最先端を走っ

ていて、半導体アイランドとも呼ばれていたんですけれども、やはり技術者がどんどん、

どんどん流出をしていった。そして、育成をしていかなくなったということで、今では

もう、かなり後手後手になって、もう日本でどこが残っているのかなというぐらいにな

ってきてますので、このＩＣＴ教育においても、他国に後れをとらないような施策の中
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でやっていうことは国も示されておりますので、玉名市もそれに後れをとらないように、

しっかり対応をしていっていただきたいというふうにも考えております。 

国・県・市の教育方針というのは分かったんですけれども、では今度、具体的に、じ

ゃあ、今、玉名市ではＩＣＴ教育の環境について、整備はどこまで進んでいるのかとい

ったところについてお伺いをいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 大野議員御質問のＩＣＴ教育環境の整備と進捗状況について

お答えいたします。 

まず、令和２年度に学習用端末として、市内全小中学校の児童生徒・教職員を対象に

タブレットＰＣと教職員用の校務用パソコンの整備を行ないました。また、これらの情

報端末の整備と併せて、各学校内でのＷｉ－Ｆｉ環境の整備も含む情報通信ネットワー

クの整備を行ない、家庭用のモバイルルーターの購入も行なっております。なお、タブ

レットＰＣが故障した場合は、故意・過失による場合を除き、市で修繕等の対応を行な

っている状況です。 

また、セキュリティー対策として、全てのタブレットＰＣ端末に、有害サイトの視聴

制限やウイルス対策を目的としたフィルタリングソフトをインストールしているほか、

取扱いのルールとしては、タブレット本体を大切に使用すること、また情報モラルを守

ることについて、利用マニュアルを通して子どもたちへの指導の徹底も図っているとこ

ろでございます。 

次に、非常時におけるオンライン学習支援の実現性と対応状況についてもお答えして

よろしいですか。 

○１番（大野豊重君） お願いします。 

○教育部長（藤森竜也君） 本年度６月に、各小中学校の全世帯を対象に、今後のタブレ

ットＰＣ持ち帰りの学習導入を目的としたインターネット環境に関するアンケート調査

を行なっております。その結果を受けて、家庭用のＷｉ－Ｆｉ環境が整っていない児童

生徒に対し、今年度９月から来年２月までの間、モバイルルーターとＳＩＭカードの無

償貸出しを行なうこととしましたので、その間はタブレットの持ち帰り学習や非常時の

遠隔授業の実施等が可能となります。 

また、タブレットＰＣの持ち帰り学習に当たっての契約先や通信帯域、ＳＩＭのパケ

ット制限については、今年度、ＫＤＤＩ株式会社と９月から２月までの契約を行ない、

通信帯域は一般のスマートフォンと同等の通常の通信帯域でＳＩＭのデータ量２０ギガ

バイトでの使用としているところでございます。 

今後、今月からのタブレットＰＣ、この持ち帰り学習の結果等を基に、さらなるＩＣ

Ｔ教育の充実・強化に努めていきたいと考えております。 
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以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 今、玉名市におけるＩＣＴ教育の環境だとか整備状況、そして、

それらの進捗状況について答弁をいただきました。 

その中で、貸出し用のＳＩＭの通信容量制限が２０ギガ、それはいいんですけども、

我々議員が持っている議員用タブレットの通信容量５ギガなんです。その分、多く教育

に活用していただきたいというふうに思っております。 

タブレットの持ち帰りをもう既にスタートされていて、今後、じゃあ、持ち帰ってど

ういうふうに扱っていくのかといったところを、これからまた考えていかれると思うの

ですけれども、たまたまなんですが、私、先週水曜日だったか、木曜日に、玉南中学校

のいわゆる１年生の集団宿泊があるんですけども、その集団宿泊が今コロナでできない

といったところで、スポーツの授業をやってくれと依頼がありましたので、私、先週行

って、２時間ぐらいコーディネーショントレーニングの体育の授業をやってきたんです

ね。そのときに、先生がタブレットで撮影しているのかなと思ったんですけれども、三

脚でただタブレットを置いて、中をのぞき込んだら２名の生徒の顔が映っていたんです

ね。 

伺ったところ、コロナで参加できないからオンラインによる参加をさせていますとい

うことだったので、非常にこのあたりが素早い対応をされていて、ちょうどよかったの

かなというふうに感じたところでした。 

タブレット端末ＰＣというのは非常に破損しやすいことから、破損時の修繕、それら

については臨機応変な対応をお願いしたいと思っています。当然、故意に破損させたの

であれば、修理費用を負担していただくということもあるんですけども、なかなか壊れ

やすいのでそのあたりの柔軟な対応をお願いしたいと思っております。 

では、次にＩＣＴ教育の中身について伺いたいと思うんですけれども、まず、ＩＣＴ

教育の目的だとか、目標はどこに設定されていて、現在までにやったＩＣＴ教育にかか

わることで、様々あるかと思いますので、大方で構いませんので、どのような学習をや

ってきたのかというところと、じゃあ、ＩＣＴ教育を教職員が正しく指導できているの

か。このあたりについて、答弁をお願いいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 大野議員御質問のＩＣＴ教育の中身についてお答えいたしま

す。 

本市が目指しますＩＣＴ教育の基本方針などについては、先ほどの答弁のとおりです

が、最終的には全ての児童生徒が学習の一つの手段として、ＩＣＴを活用することがで

きるようになることで、それぞれの学びの質を高めていくということを目標としており
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ます。 

また、現在までにどのようなＩＣＴを活用した学習を行なっているのかについてです

が、この授業例としては、授業支援ツールで作成した教材を児童生徒に配信し、教職員

用のタブレットで児童生徒の作業状況を確認しながら授業を進めるといった例などが挙

げられます。 

ただ、ＩＣＴの活用方法は広範囲にわたっていることから、先生方がそれぞれに創意

工夫しながら、より有効な活用を図っているというのが現状でございます。 

そして、教職員は正しく指導できるのかについては、やはり教職員によっては情報教

育に対するスキルの差があるため、このＩＣＴ活用指導力の育成が課題であろうと思っ

ております。そのため校内での研修会の実施や各小中学校の情報教育担当者に対する研

修、またＩＣＴ支援員の派遣を通じて教職員のスキルのアップは図っておりますが、苦

手な先生にとってはそれが業務上の負担になっているという課題もあるかと思います。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 今、部長答弁の中で、各教職員のスキルの差というところがあり

ました。それに対して、ＩＣＴ支援などを使いながら進めているということだったんで

すけども、再質問になるんですけれども、ＩＣＴ支援員とはどのようなもので、また教

育格差というのが、当然生まれてくるかと思うんですね。教員も当然、スキルの差で教

え方にも差が出てくるし、授業を受ける生徒についても差が出てくると思いますので、

教職員と児童生徒のＩＴリテラシーの格差については、どうお考えなのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 議員御質問の、まずはＩＣＴ支援員についてお答えいたしま

す。 

ＩＣＴ支援業務については、昨年度、令和３年度からＩＣＴ機器等を活用した授業支

援や校務支援等を行なうことを目的に業務委託をしておりまして、一つの学校あたり月

７回以上、一回あたり３時間以上という契約で、授業の支援、教材作成支援、教員研修

支援等を行なっていただいております。 

次に、教員格差への対応についてお答えします。本年８月に、文部科学省による令和

３年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果、速報値が報告され、教員

のＩＣＴ活用指導力については、最高値を１００％とした場合に、全国平均で７５.

２％、熊本県の平均が８３.８％だったのに対し、玉名市が８９％と、今のところこの

調査では比較的高い水準の結果が出ております。 

今後、議員御指摘のとおり、情報教育の進展に伴い、学校間あるいは教職員間でのＩ
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ＣＴ活用能力の習熟差による教育格差が生じる恐れがあることから、現在、各学校間、

各教職員間の情報スキル格差解消を目的に、先ほど述べました各種研修等を行なってい

るほか、教科指導におけるＩＣＴ活用、情報教育、校務の情報化に積極的に取り組んで

いる学校に対し認定される学校情報化認定優良校、この認定を目標に全小中学校で取組

を行なっているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 答弁いただきました。 

認定優良校になれるように、しっかり進めていっていただきたいと思います。 

最後になるんですけれども、そもそもＩＣＴ教育というのは、ただタブレットのオペ

レーションを行なうんではなくて、タブレットというのはあくまでもツールであって、

鉛筆や消しゴムだとか、ものさし、コンパス、それと同じようなものなんですね。なの

で、その使い方だけを勉強したところで、その先にあるものというものを学べませんの

で、ぜひタブレットを使って、どういうふうにグローバル社会に対して対応能力を身に

つけていくのか。これらのところに目標を置いて、子どもたちの教育に専念していただ

ければというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

では、次の質問に移ります。 

［１番 大野豊重君 登壇］ 

○１番（大野豊重君） ３番目に、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進につ

いて質問いたします。 

デジタルトランスフォーメーション、これは現在のやり方が大きく変わることを意味

するものであって、例えるならば、幼虫が成虫になるぐらい、もしくはそれ以上の変化

を意味します。 

先ほど、ＧＩＧＡスクール構想の質問でも申しましたが、デジタル技術への変革も日

進月歩であって、ＤＸ化を実行していくに当たっては、データの収集・蓄積・処理する

ＩＴシステムが行政事業の改革につながるものだと思います。細かな見方をしてみると、

現在、実装されている行政システムを最新のＡＩやＩｏＴ環境に置き換えることはとて

も難しいものだというふうに感じます。 

玉名市の行政システムにおいても、同じ情報を所管する課ごとにデータを保有して、

別々のシステムで管理し、連携が取りづらいものも数多くあるかと思っております。そ

のため、同じ情報なのに課が変わることによって同じような手続を余儀なくされること

があります。 

これは一般企業も含めて、そのほとんどが独自の業務スタイルに合わせてシステム開

発を行なってきた背景があります。いわゆる１９８０年代以降に開発されたレガシーシ
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ステムです。 

例えば２年前の国民に１０万円を給付した特別定額給付金においても、中央官庁で整

備したマイナポータルと、地方自治体の各システムがほとんど連携ができていないとい

う事態がありましたので、このためコロナ禍において、海外のデジタル先進国と比較す

ると、国民への給付に時間を日本は随分要したと思うんですね。 

なので、今後ＤＸ化を進めていく上では、このレガシーシステムからの脱却が必要に

なるかと思うんですけども、玉名市のＤＸ化方針について質問をしていきたいと思いま

す。 

まずは、総務省が出されている自治体ＤＸ推進計画について、どのように受け止めて

おられるのか伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

［企画経営部長 今田幸治君 登壇］ 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の総務省の自治体ＤＸ推進計画について、そ

の受け止めと本市の取組状況についてということでお答えしてよろしいでしょうか。 

○１番（大野豊重君） はい。 

○企画経営部長（今田幸治君） まず、総務省の自治体ＤＸ計画についてお答えいたしま

す。 

自治体デジタルトランスフォーメーション、ＤＸと言いますが、その推進計画につき

まして御説明いたします。以下の答弁におきまして、デジタルトランフォーメーション

はＤＸの表現とさせていただきたいと思います。 

このＤＸ計画は、国が主導的な役割を果たしつつ、全国の自治体が全体として足並み

をそろえて取り組む必要があるため、重点的に取り組むべき事項や内容を具体化すると

ともに、総務省及び関係省庁による支援策などを取りまとめ、デジタル社会の構築に向

けた取組を着実に進めるため、令和３年１月から令和８年３月までを対象期間として、

令和２年１２月に策定されたものでございます。 

ＤＸ推進の軸として、自治体が担う行政サービスにデジタル技術やデータを活用し、

住民の利便性を向上させるとともに、ＡＩなどの活用により業務効率化を図り、人的資

源の効率的な活用により行政サービスのさらなる向上につなげることとされております。 

この自治体ＤＸ推進計画の重点取組事項につきまして、本市の主な取組状況を御説明

いたします。 

重点項目の一点目として、自治体の情報システムの標準化・共有化がございます。こ

れは各自治体で開発や導入を行なっておりました住民記録や税などの情報システムを、

国が定めた標準仕様書に準拠したシステムに移行するもので、令和７年度末までに住民

基本台帳・税・福祉関連などの２０業務を移行する必要がございます。 
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本市では、令和４年度及び５年度に、国が定めた標準仕様書と現行システムの比較・

分析を行ない、目標期限までに移行できるよう情報システムの標準化・共通化への取組

を行ないます。 

二点目として、マイナンバーカードの普及促進でございます。現在、本市の取組はマ

イナンバーカードの取得を促進する拠点として、マイナンバーカードサポートセンター

を本庁１階ロビーに開設しております。また、休日及び平日夜間交付窓口の開設、企業

や地域への出張申請支援を行ない、一人でも多くの市民の皆様にカードを取得いただけ

るよう取組を進めております。 

また、マイナンバーカードの普及促進につきましては、マイナンバーカードの利便性

の向上が不可欠であり、現在は健康保険証としての利用やコンビニ交付サービスなどが

ございます。今後はマイナンバーカードへの運転免許情報の一体化、マイナンバーカー

ド機能のスマートフォンへの搭載などと並行して、民間サービスを含めたマイナンバー

カードの利活用の検討が進められております。今後も国の動向を注視するとともに、利

活用に向けた検討を進めてまいります。 

三点目として、行政手続のオンライン化でございます。内容はデジタル化による利便

性の向上を早期に享受できるよう、マイナポータルからマイナンバーカードを用いて、

オンライン手続を可能とするものです。具体的な手続としては、マイナポータルを通じ

たオンラインによる転出届、転入予約を、本年度中に実現できるようシステムの改修を

行ないます。 

また、保育所などの利用申込みや要介護・要支援認定の申請など、２６手続をオンラ

イン申請できるよう、今年度末の整備完了を目標に進めているところでございます。 

説明しました３項目のほかに、ＡＩ・ＲＰＡの利用推進、テレワークの推進、セキュ

リティー対策の徹底を含めた６項目の重点取組事項の取組や、様々な検討を行ない、住

民の利便性の向上と行政サービスのさらなる向上に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 今、総務省から出されている自治体のＤＸ推進計画について、玉

名市の考え、そして進捗状況、これからの方向性というのを伺うことができました。 

その中に、例えばマイナンバーカードでの保険証への転用、そして、つい先月だった

か、今月初めだったか、河野大臣から運転免許証化へも積極推進をしていくといったと

ころも認識されているようでございました。 

かつ、答弁にもありましたとおり、今ナンバーカードが普及率、話ではマイナンバー

カードの交付率１位を目指すというふうにあったんですけども、まあ、それがつい６月

ぐらいまでは、まだまだ最下位のほうだったと聞いていたんですけども、答弁にもあっ
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たとおり、今、市庁舎ロビーでマイナンバーカードの発行を促す特別ブースが出されて

おりますので、私も毎日見るのですけども、かなり人がいて、発行率は随分上がってい

るものだと思いますので、非常に評価できる取組じゃないのかなというふうに思ってお

ります。 

ただ、このマイナンバーカードについては、例えるならば、道路をつくっているよう

なものだと思うんですね。マイナンバーカード、道路をつくるだけで、その先に行き着

く目的地が何もなければ道路つくる意味がないと思いますので、このマイナンバーカー

ドについても、国が全て主導権を握っているかと思うんですけれども、マイナンバーカ

ードを使って何ができるのかというのを、もっともっと利用価値があるものに、国がや

っていかなければいけないというふうにも考えておりますので、そのためには我々、自

治体においても整備を図るという意味合いでは、マイナンバーカードの発行に力を入れ

ていっていただきたいというふうにも考えております。 

では、本市におけるＤＸ推進計画について伺いたいと思うんですけれども、玉名市で

のＤＸ推進計画というもの、もしくは推進計画とか、そういったものが何か文書化され

たものがあるのかどうか伺いたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の本市におけるＤＸに書いたものがあるのか

という御質問ですけれども、その前に、ただいま本市では、第４次玉名市情報化推進計

画を策定しております。その進捗状況を少し御紹介させていただきます。 

第４次玉名市情報化推進計画の進捗状況でございますけれども、令和５年３月に策定

へ向け進めているところでございます。本年８月に市民１,０００人、５００事業所へ

アンケート調査を実施し、集計分析を行なうと同時に、総合計画との整合性や素案作成

の準備を行なっているところでございます。 

議員御質問の玉名市のＤＸ推進計画の策定についてでございますが、現在、進めてお

ります、今、進捗状況を御説明させていただきました第４次玉名市情報化推進計画に、

ＤＸ推進計画を含めた計画の策定を進めているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 簡単に言いますと、玉名市はＤＸ化していきますよという計画に

ついてはなくて、ただ同じような意味合いとして、第３次情報化推進計画があって、そ

れを第４次を来年３月に策定に向けて、今、動いているというような答弁だったかと思

いますけれども、私もその第３次推進計画を確認してみました。 

すると、中身はインターネット社会の基本的な部分が書いてあって、もうそれについ

てはほぼほぼ達成できているのかなと。ということは次は、ハードウェアで環境整備し
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たところを、次、第４次においては、整備された環境を使ってどういうふうに応用に結

び付けていくのかというソフト事業がメインになってくるかと思いますので、今度はそ

こをどういうふうにデザインをしていくのかといったところで、力を入れていっていた

だければなというふうには考えております。 

再質問になるんですけども、７月でしたっけ、凸版印刷との行政ＤＸ推進協定の締結

をやられておりますけれども、これは具体的にどのようなものか教えていただければと

思います。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） じゃあ、私から、大野議員の再質問にお答えいたします。 

近年、市町村を取り巻く環境はますます厳しさを増しており、市民サービスの維持・

向上のため、限られた人材・財源で、より効果的で効率的な行政運営が求められる中、

行政サービスのＤＸの推進が注目されています。 

そこで、７月２９日に、本市へ昭和２１年に工場を設置されて以来、地域経済に多大

なる貢献をいただいている凸版印刷株式会社様と、行政運営の効率化及び市民サービス

の向上を図ることを目的に、行政ＤＸの推進に関する協定を締結いたしました。 

具体的な内容としましては、経済産業省からＤＸ認定事業者に選ばれ、自治体業務の

分析や改善支援も数多く手がけた実績を有する凸版印刷株式会社様の知見の下に、事務

負担が大きな保育所入所調整業務でありますとか、議事録作成業務など、５つのモデル

事業について、詳細な分析を行ない、デジタル技術導入などの改善策について御提案を

いただくこととしております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 答弁ありがとうございました。 

今回のＤＸの推進の締結については、ＡＩとＲＰＡのところについて、行政事務中心

のように見えるんですけれども、ぜひ市民生活の利便性も含めて、検討していっていた

だきたいというふうに思っております。 

先ほど、最初の答弁で、部長から人的リソースを効率化するためのものでもあるんで

すよという答弁をいただいておりますので、ぜひ行政の事務改革と市民サービスの向上、

この２つに着目を置いて進めていっていただければというふうに思っております。 

では、次に、ＤＸ推進の専任部署の設置が私は必要だというふうに思っております。

これについて、玉名市においては設置する考えがあるかどうか伺いたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 大野議員のＤＸ専任部署設置の考えはについてお答えいたし

ます。 
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このＤＸにつきましては、長期的な行政運営の観点から考えましても大変重要な取組

であると認識しております。当然、全庁的に強力に推進していく必要がございますので、

次年度からの担当部門の体制強化を図ることといたしております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） 拡大投影をお願いしたいと思います。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１番（大野豊重君） このＤＸを進めていく中で、やはり専任部署の必要性というのを

私は言いたいのですけども、この図の一番下を見ていただけると、７０歳以上になると、

この青いところがスマートフォンとかタブレットの利用状況なんですね。ただ、７０歳

以上になると、二十数％しか使っていない。ただ、これからＤＸを進めていく中では、

ここを取り残してはいけないと思っておりますので、ぜひ高齢者も取り残さないような

ＤＸ環境を構築していただきたいと思います。 

最後に人材だとか、高齢者を置いていかないための環境はどうするのか伺いたいと思

います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員の再質問にお答えいたします。 

まず、人材の確保はどうするのかについてでございますけれども、人材の確保につき

ましては、引き続き専門研修により、職員の意識、スキルの向上を図ることはもとより、

必要な能力、スキルを有する専門職の採用や、各種支援制度を活用した民間人の登用な

ど、必要に応じて柔軟に検討してまいります。 

次に、高齢者を置いていかないための施策をどのように考えているかについてお答え

いたします。国は目指すべきデジタル社会のビジョンとして、デジタルの活用により一

人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会、つ

まりは「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル化」と示しております。 

しかし、急速に進む高齢化と社会のデジタル化に伴い、デジタルの恩恵を受けられる

人と受けられない人の情報格差問題がございます。今後、ＤＸ推進を強力に推進する上

で、年齢の相違などによる情報格差の解消に向け、高齢者を対象としたスマートフォン

の基本的な操作方法を、携帯電話ショップなどと連携し、公民館などでの説明会の開催

を行なうなど、スマートフォンに興味のない方や使い方が分からない方などへ、利便性

の享受ができるよう取組を進めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 大野豊重君。 

○１番（大野豊重君） デジタルデバイドをしっかり考えていただきながら、市民目線の
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ＤＸデザインをお願いしたいと思います。 

以上で、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、大野豊重君の質問は終わりました。 

次に、７番 立川信之君。 

［７番 立川信之君 登壇］ 

○７番（立川信之君） 皆さんこんにちは。７番、第二新生クラブの立川信之です。よろ

しくお願いします。 

早いもので、安倍晋三元総理が殺害されまして、２か月がたちました。改めまして、

心より哀悼の意を表し御冥福をお祈りします。今、国会では野党が国葬の中止を訴えて

おります。反対の意見が多いとか、基準が曖昧とか難癖をつけています。私は安倍元総

理の在任期間が最長で、その間、世界中のリーダーのところを回って、信頼を深めたそ

うです。また、選挙応援中に暗殺されたわけなんですね。それだけでも国葬に値します。

私は今月の２７日、国葬の日ですけれど、自宅にて静かに喪に服すつもりです。 

それでは、通告に従いまして一般質問を始めます。 

玉名市ではこれまで、足掛け２年間かけて開催された玉名市学校規模適正化審議会を

中心に、多くの皆様の意見を踏まえて、協議された意見をまとめられた提議をもとに、

６月には最終的な玉名市学校再編の第２次計画が策定されたと聞いております。この計

画は今後１０年を見据えて、玉名市の学校教育をさらに充実させていくためには、とて

も大事な計画であると思います。 

そこで、第２次計画の内容について質問いたします。 

（１）平成２４年に第１次の計画が策定されていますが、その計画との大きな違いは。

また、現状で説明会を開催されていると聞いておりますが、どのようにされているかを

質問いたします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育長 福島和義君。 

［教育長 福島和義君 登壇］ 

○教育長（福島和義君） 立川議員御質問の平成２４年に策定された、第１次基本計画と

の大きな違いについてお答えします。 

今回策定いたしました第２次基本計画では、平成２４年に策定しました第１次基本計

画を引き継ぎながら進めていく点も多くありますが、大きな違いとして三点ございます。 

まず、一点目が、一小一中を基本として、第１次基本計画を引き継いでいく中学校区

と、それから有明中学校区及び岱明中学校区のように、地域の実態等に応じて段階的に

二小一中での再編を進めていく中学校区があるということです。 

次に二点目ですが、第２次基本計画も１０年間の計画としていますが、児童生徒数の

推移及び本計画の進捗状況を見極めながら、おおむね５年後を目途に必要に応じて計画
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の見直しを行なうこととしている点であります。 

そして三点目が、望まれる学校規模基準についてです。第１次基本計画では国の標準

法に基づき、小学校においては１学級の人数が４０人で、１学年２学級から３学級、学

校全体では１２学級から１８学級を望まれる学校規模としていましたが、今回様々な観

点から学校規模基準の見直しを行ない、第２次基本計画では１学級の人数を２０人から

３０人として、１学年２学級以上を望まれる学級規模基準として示しつつも、再編後に

各学年２学級以上が見込めない場合においては、１学級の人数の２０人から３０人は確

保しているとしたところです。 

なお、複式学級を有する豊水小学校と、これまで協議を続けてまいりました天水地区

の再編につきましては、早急な対応を必要とする校区と位置付け、既に豊水小学校につ

いては住民説明会等を複数回実施しております。また、９月２２日には、天水校区の区

長会に対して説明会を行なった上で、天水中学校区住民に対しても、今月末から複数回、

説明会を開催していく予定であり、いずれも丁寧な説明を行なっていきたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 立川信之君。 

○７番（立川信之君） ありがとうございます。 

まず、一点目が、一小一中の校区と二小一中の校区があるということですね。 

次に、二点目が、今まで１０年間の計画としていたのを生徒数の推移や計画の進捗状

況を見極めながら、５年後を目途に必要に応じて計画の見直しを行なう。 

三点目が、第１次基本計画が１学級の人数が４０人で、１学年２から３学級、学校全

体では１２から１８学級が望まれる規模にしたのを、第２次計画では２０から３０とし

ての１学年とし、２学級以上が望まれる規模に示しつつも、２学級が見込めない場合は

１学級とすることなんですね。 

そして、豊水小学校と天水地区の再編については、きちんとした説明をお願いします。 

次に、２つ目です。第１次の計画では、玉名中学校区以外は一小一中で、学校再編を

目指してきたと認識しておりますが、今回それを変えられた意図は何でしょうか。それ

を伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 教育長 福島和義君。 

○教育長（福島和義君） 立川議員御質問の第１次計画では、玉名中学校以外は一小一中

で学校再編を目指してきたと認識しているが、今回それを変えた理由・意図ということ

についてお答えいたします。 

第１次計画では、玉名中学校以外は一小一中での学校再編を目指したところでありま

すけども、再編に当たっては思いのほか地域での理解や、あるいは協議・調整に時間が
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かかったということで、計画通りにスケジュールが進まなかったというような現状がご

ざいます。 

そこで、今回の第２次基本計画では、各校区の現状を様々な角度から検討しながら、

児童にとってよりよい教育環境を提供できるよう協議を重ねてきました。結果、児童数

の推移等をしっかりと見極めた上で、有明中学校区と岱明中学校区については、当面の

間、二小一中で運営していくと、中学校区として位置付けることといたしまして、児童

数の推移等を基により現実的な計画として見直したところでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 立川信之君。 

○７番（立川信之君） 玉名中学校以外は一小一中だったのを、有明中と岱明中も二小一

中にされたんですね。分かりました。 

それでは、３つ目をいきます。学校再編においては、学校規模をどのように考えるの

が大切であると思いますか。今回の第２次の計画では、学校規模についてはどのように

考えておられるのかをお聞きします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育長 福島和義君。 

○教育長（福島和義君） 議員御質問の学校規模についての考えについてお答えいたしま

す。 

望まれる学校希望基準として、第１次基本計画では１学級４０人の１学年２学級から

３学級と示しておりましたが、これはあくまで国が望ましいと考えている学校規模を示

したものでありました。 

また、第２次基本計画においても、基本的には２学級以上の学級編成が望ましいと考

えるところですが、本市においてはその基準に達しておりますのは、玉名町小と築山小

の２校であり、その規模に近いのが平成３０年に再編いたしました玉陵小学校１校とな

っているのが現状です。 

そこで、１学級の児童生徒数が、現在、国の基準により小学校３年まで３５人となり、

このあと順次、小学校６年まで３５人となっていくこと、また、熊本県独自で中学校１

年生も現在３５人となっていることから、玉名市の現状を踏まえた上で、集団での教育

活動・集団活動、いわゆる集団での学びができ、子どもたちそれぞれが切磋琢磨できる

数として、２０人から３０人が望ましいと考えたところであります。 

この集団での学びについては、新学習指導要領におけるキーワードであります「主体

的・対話的で深い学び」を実現可能とする児童数ということで考慮した結果であります。

例えば、サッカー等の集団での球技スポーツや音楽で合奏するには、ある程度の人数が

必要となり、班での活動においても４人掛ける６組程度あると、より充実した活動とな

ると考えます。 
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そこで、第２次基本計画では、１学年２学級以上がより望ましいと考えておりますも

のの、１学年１学級となった場合においても、２０人から３０人という数は確保してい

きたいということを併せて示しているところであります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 立川信之君。 

○７番（立川信之君） 望まれる学校規模・基準として、第１次の計画では１学年４０人

で２から３学級、これはあくまでも国が考えている学校規模で、第２次計画では、その

基準に達しているのが、玉名町小と築山小学校、次に玉陵小学校だけなんですね。 

児童数はある程度は必要ですもんね。集団での学びはとても大切です。サッカーや野

球などのチームスポーツや音楽での合奏など、ある程度の人数が必要となります。子ど

もたちの向上心が芽生えて、お互い切磋琢磨できるでしょう。 

それでは、２番目の質問です。今回の計画は小学校再編の計画ですが、玉名市内の中

学校の生徒数もかなり減少していて心配しているところです。そのため中学校の再編の

方向について、教育委員会としてどのように考えておられるかをお尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育長 福島和義君。 

○教育長（福島和義君） 立川議員の御質問の中学校の再編の方向についてお答えいたし

ます。 

今回、策定いたしました第２次基本計画におきましては、まず１５校の小学校再編す

ることから進めてまいりたいと考えております。現に中学校の生徒数も、議員もおっし

ゃいましたように、減少してきているところでありますが、少なくとも今後の１０年間

においては再編する予定はしておりません。 

しかしながら、中学校の部活動につきましては、生徒数の減少はもとより、クラブチ

ームへの流出等が進んでいるため、運営していくことが困難になってきている状況にあ

ることから、幾つかの中学校の団体競技種目につきましては、合同部活動としてのチー

ム運営が図られるように、本年度より検討委員会、座談会等を通して協議を重ねながら、

部活動の受皿を強化していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 立川信之君。 

○７番（立川信之君） 少なくとも１０年間は、再編の予定がないんですね。安心しまし

た。部活動において団体競技の種目については、検討委員会とか座談会を通して、部活

動の受皿を強化していってください。 

それでは、次の質問に入ります。 

［７番 立川信之君 登壇］ 

○７番（立川信之君） 玉名市では、金栗四三さんを日本マラソンの父、玉名市名誉市民
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として称えられていらっしゃいます。しかしながら、施設を見てみますと、日本陸上競

技連盟公認のトラックがありません。 

私は若い頃、天水町の１００メートル走の年齢別の代表選手でした。郡大会や県大会

に毎年出場しておりました。 

今、玉名市では、陸上の県大会ができません。それは公認の４００メートルトラック

がないからです。これをつくってもらいたいですね。いかがでしょうか。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 

○教育部長（藤森竜也君） 立川議員の陸上競技場に関する御質問にお答えいたします。 

桃田運動公園にあります陸上競技場、正式には桃田運動公園運動広場、愛称「金栗記

念広場」と申します。この陸上競技場は専用ではなく、ソフトボール場も２面設けまし

た多目的広場であり、かつ、トラック一周の距離が３００メートルとなっておりまして、

陸上競技場としての利用は、市民体育祭であったり支館対抗駅伝大会のほか、各種競技

団体の練習や記録会等に利用されております。 

しかし、議員御指摘の陸上競技の県大会を開催するためには、今、申されましたとお

り、日本陸上競技連盟公認のトラックが必須となっておりますので、桃田運動公園で陸

上競技の県大会を開催することには至っておりません。 

この公認トラックの必要性については、以前から何度も課題として上がっております

が、桃田運動公園の敷地や、ほかの運動施設との兼ね合いから、現在地で公認の４００

メートルトラックを整備することは非常に困難であると考えております。 

しかしながら、横にあります観覧席の建物も老朽化が近づいておりますので、例えば、

今後、大規模改修が必要となる時期に、改修を行なわず解体して敷地を広げることも選

択肢の一つではないかと思われます。 

この課題につきましては、今後、桃田運動公園内の施設について、全体の在り方を関

係各課と総合的に協議し、解決できるよう検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 立川信之君。 

○７番（立川信之君） 桃田運動公園の陸上競技場の愛称が「金栗記念広場」という、と

てもうれしい気分です。そして、この場所は、陸上競技とソフトボール場を兼ねた多目

的広場なんですね。ほかにも市民の体育祭や支館対抗リレーなどが開催されているんで

すね。 

しかしながら、建物やプールの老朽化が進んでおります。ぜひとも改修をお願いしま

す。 

また、今月１７日、１８日、水俣市と芦北で、県大会が開催されます。北本議員がバ
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ドミントンで出られるということで、先ほど言いなったように、ぜひとも頑張ってもら

いたいと思います。 

県大会が行なわれれば、その地域に選手や関係者が宿泊します。そして、お金が落ち

るわけなんですね。ぜひとも、玉名にも金栗四三さんの名前に恥じない、公認のトラッ

クを早期につくっていただきたいです。そして、県大会で玉名に多くの人に集まっても

らって、玉名にお金が落ちたらうれしいです。 

以上で、質問を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、立川信之君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時００分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時１１分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

８番 坂本公司君。 

［８番 坂本公司君 登壇］ 

○８番（坂本公司君） 皆さんこんにちは。８番、新生クラブの坂本公司です。１年ぶり

の一般質問をさせていただきます。 

早いもので２期目の当選をさせていただいて、１年が過ぎようとしております。１期

目の当初は先輩議員方の知識の豊富さに圧倒されておりました。ということは、私も２

期目になれば、それぐらいの知識にと思っていたのですが、まだまだ先輩方の背中は遠

くに見えております。今度は１期生の新人議員なんて負けられるかと思っていたのです

が、誰一人として私より年下の方はおられず、しかも人生経験豊富な方々です。しかも

数名の方は、昔からよく知っている顔があって、とにかくやりづらくて仕方ありません

が、これからも頑張っていきたいと思います。 

昨年の１２月、改選後すぐに、一般質問に関するＺｏｏｍ研修に参加しました。そこ

では、一般質問はこうしたらいい、一般質問はこうあるべきだ、一般質問でこういう質

問はナンセンスだなど、いろいろなことを御教示いただきました。 

その中で一つ、一般質問は言いっぱなしで終わってはいけないとありました。一般的

な質問で言うと、あれはどうですか、何でですか、どうするのですかと伺い、大抵は執

行部の方から検討しますという答弁があり、ではお願いしておきますと締め、その後は

知らん顔であると。それでは質問した意味がないのではと、市民の方からも、あれはど

うなっているのだというお声もありましたので、本日は一期目にがむしゃらに質問した

その後を追って、質問をしたいと思います。 

まずは、ペーパーレス化についてお伺いします。と言っても、今、ペーパーを持って
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おりますが、完全にペーパーレスができるわけでもなくて、やはり読み上げたりするに

はペーパーは必要ではありますが。 

議会では令和２年９月議会よりタブレットが導入され、それに伴い分厚い議案書や議

事録などが配付されることがなくなりました。もちろん、全ての書類をペーパーレスに

することは不可能と考えていますが、今後どのような対応をされる予定があるのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） 坂本議員の庁内でのペーパーレスは進んでいるのかについて

お答えいたします。 

令和２年９月議会から、議員の皆様のタブレット導入に伴いまして、執行部も同年１

１月の臨時議会からタブレットを導入したところでございます。その後も課長にタブレ

ットを導入し、部課長会で構成される会議は、原則ペーパーレスで実施をしております。 

今後につきましては、庁内のペーパーレス化をさらに推進していくとともに、ＤＸの

推進に伴いまして行政手続のオンライン化を図りながら、市民の皆様からの申請・請求

等の手続についてもペーパーレス化を図ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 坂本公司君。 

○８番（坂本公司君） 答弁いただきました。ペーパーレス化が進んでいるみたいで安心

しました。 

そこで、これからが、以前の質問のその後であります。令和２年９月議会で機密文書

の処理の件を質問いたしました。機密文書とは企業や公的機関などで取り扱われる秘密

保全の必要性が高い書類のことで、玉名市役所では保存文書と呼び、その保存文書は年

に一度、情報の漏えいがないように、職員方により東部環境センターに持ち込まれ、焼

却処理を行なうとのことでした。 

これで特に問題はないとは思われますが、他の行政機関や企業では、溶解処理をして

いるところがあるということでした。この溶解処理とは、段ボールに詰めた機密文書を

そのまま溶解する機械の中に入れ、紙を溶かし、古紙パルプにするという処理方法です。

この古紙パルプは燃料になり、いわゆるリサイクルになるということです。 

しかし、この溶解処理は普通に焼却処理をするよりも費用がかかります。いくらリサ

イクルとはいえ、費用がかさむことはあまり合理的とは言えないのですが、その先の話

があります。 

まずは、古紙を溶かし古紙パルプにして、リサイクルをしましょうということです。

この動きは、まずは行政から始めて地域企業にも広めていきましょう。そうすれば、焼
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却炉を使う回数が減ります。ものというのは必ず使えば傷んでいきます。皆さんが毎日

お使いの車もスマホも、その皆さんのお体も必ず傷んでまいります。焼却炉も同じであ

ります。 

玉東町にある東部環境センターの焼却炉などの補修工事費用は、１０年間で約３０億

円と言われております。では、燃やすごみの量が半分になれば、補修工事費用が半分に

なるかと、それははっきりとは申し上げられませんが、必ず費用が削減されることだと

思います。 

そこで、環境保全のためのリサイクル、そして焼却炉の補修工事費用の削減のために、

機密文書の溶解処理を前向きに検討いただければと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 坂本議員の機密文書等の廃棄処理の方法はどのようにしてい

くのかについてお答えいたします。 

この機密文書の取扱いにつきましては、坂本議員が申されたように、令和２年９月議

会でも御質問いただいております。その際の答弁におきまして、溶解処理について触れ

ておりますが、この溶解処理につきましては個人情報等を含む公文書の処理ということ

に、その処理になりますけども、焼却炉の負担軽減による延命化のほか、個人情報の保

護及び事務効率化、さらにはごみの再資源化の観点からも有益であると考えられるため、

次年度、令和５年度以降の溶解処理の導入につきまして、必要経費に関する部分、この

分析等及び試算を行なった上で前向きに検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 坂本公司君。 

○８番（坂本公司君） 答弁いただきました。前向きに検討いただけるということでよか

ったです。ペーパーレスも含めて進めていただければ、玉名市の財政的にもよい影響が

出てくると思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  次の質問に移ります。 

［８番 坂本公司君 登壇］ 

○８番（坂本公司君） 続きまして、２番の、松原海岸及び本市における水遊びの場につ

いてお伺いいたします。 

松原海岸と、次のところに鍋松原海岸と分けて書いておりますが、これは私のミスで

して、鍋松原海岸というふうに思っていただければと思います。先ほど大野議員の質問

とも重複する部分もございますが、御了承ください。 

この鍋松原海岸についても、３年前ほどに質問をさせていただいておりますので、ま

た新たに現状をお伺いしたいところですが、去る６月３０日の熊本日日新聞の記事にこ

う書かれておりました。「熊本県北から海水浴場が消滅。玉名市「鍋松原」、今夏から
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開設せず、スポーツ会場に活用」。これだけを見ると、文章の初めの海水浴場が消滅と

いういかにもショッキングな見出しに驚いてしまうところです。この見出しだけを見た

市民の方々が、松原海岸が閉鎖されてしまったのかと、何度か私のところにも問合せが

ありました。 

そこで、海水浴場を開設しなかった経緯、そして現状をお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

［産業経済部長 蟹江勇二君 登壇］ 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 坂本議員御質問の鍋松原海水浴場を開設しなかった経緯

についてお答えいたします。 

鍋松原海岸は昭和６３年度から旧岱明町において、鍋松原海岸整備事業として人工ビ

ーチの整備が進められ、平成７年度に完成し、平成３年度に岱明コミュニティセンター

「潮湯」、平成９年度には物産館「磯の里」が建設されました。当時は遊泳者や砂浜利

用者などで年間約３万人が訪れる県北唯一の海水浴場としてにぎわっていましたが、近

年の温暖化による気温上昇や娯楽の多様化・広範囲化が進んだこと、また有明海は潮の

干満差が激しく、遊泳時間の確保が十分に見込めず、約４０日の開設期間のうち約２０

日は十分な遊泳ができないなどの要因があり、年々利用者が減少し、令和元年度には約

７,０００人の来場となっております。 

そして、令和２年度以降は、新型コロナウイルスの影響により、監視員の配置は行な

っておらず、海水浴場としては開設を行なっておりません。ただし、人工ビーチについ

ては広大な砂浜で雲仙普賢岳や有明海を臨む雄大な景色を眺めながら、砂遊びや水遊び

ができるように開放しており、今後もウォーターサバイバルゲームやビーチサッカーイ

ベントなどを開催し、さらなる鍋松原海岸の活性化に取り組んでいきたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 坂本公司君。 

○８番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

まず、ここで大事なことは、鍋松原海岸が消滅したり、閉鎖されたりするわけではな

いということでよろしいですね。皆さんもお間違えのないようお願いいたします。 

答弁にありましたように、様々なスポーツイベントや、もちろん水遊びなどもできる

ことが分かりましたが、鍋松原海岸の活性化に向けて、周辺施設も含めた一体的な利活

用を考えるべきだと思いますが、今後についてのお考えを、市長よろしくお願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 坂本議員の再質問にお答えいたします。今後の運営についてです。 

部長答弁にもありましたけれども、鍋松原海岸の砂浜は季節を問わず、多くの人が集
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う交流の場として位置付けておりまして、重要な観光資源であることから、今後も積極

的に活用してまいりたいと考えております。 

これまで、鍋松原海岸にある施設やエリアは、当時の整備した所管や設置目的などで

複数の担当課が混在しており、一体的な活用に苦慮する状況でございました。このこと

から関係各課に対し、県北地域唯一の人工ビーチと雄大な景色がある鍋松原海岸の特色

を最大限に活用できるように、観光物産課に一元化をし、一体的な管理・活用ができる

ように指示いたしております。 

今後、海岸エリア全体を活用し、多くの人が集い、先ほどからの答弁でも申し上げま

したけれども、誘客につながる鍋松原海岸としてリニューアルをして、さらなる活性化

に取り組んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 坂本公司君。 

○８番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

今後も、鍋松原海岸を様々な活用方法で盛り上げていきたいと思います。市民の方々

にもいろんなイベントに参加していただければと思いますのでよろしくお願い申し上げ

ます。 

 そこで、次は桃田公園の市民プールです。 

今年こそはと思っておりましたが、コロナ禍において３年連続利用することができま

せんでした。お隣の荒尾市の市民プールは営業なさっていましたが、今年も桃田公園の

プールは営業しなかったのか、これに関しては、昨日の瀬崎議員の質問に対しての答弁

をいただいておりますので割愛させていただきますが、繰り返し簡単に説明しますと、

コロナ禍であるということと、平成初期に供用開始されて老朽化がかなり進んでいると

いうこと、ただし、この件に関しては、今年度中に検討委員会から提言が提出される予

定ということでしたので、次の質問に移ります。 

 続いて、本市における水遊びの場についてお伺いします。これも瀬崎議員の質問と重

複するところがございますが、続けさせていただきます。 

なぜ今日は、鍋松原海岸から始まり、桃田の市民プールから、ずっと水遊びの場につ

いてお伺いしているかと言いますと、私事ではございますが、今、運営をしております

放課後等デイサービスでございます。放デイという言い方を覚えていただければと思っ

ております。 

発達障がいの児童たちの療育施設であります。当園は令和元年１２月に開業いたしま

した。開業してすぐ、新型コロナウイルス感染拡大のため、令和２年３月からは３か月

ほど学校が休校になりました。学校が休みです。保育園にはなるべく通わせないでくだ

さい。なのに、放課後等デイサービスは、いつもよりも多く子どもを受け入れてくださ
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い、時間も長く営業してくださいと、当時は戸惑いを隠せませんでした。 

そして、多分その当時は、国民の、いや、世界中の誰もが、夏には収まるだろうと思

っていたに違いありませんが、夏には勢いが収まるどころか、第２波、第３波と、そし

てあれから２年以上もたつのに感染拡大は収まるどころか、今では第７波となり、熊本

県内では毎日のように数千人、玉名市でも毎日軽く１００人は超えております。この二、

三日は少し減っているところではございます。 

当施設は、夏休みともなれば、２つの事業所を合わせると２０名近くの子どもたちが

利用される予定でしたが、今年はうちの施設でもコロナが大流行してしまい、休園はど

うにか免れましたが、かなりの数のお子様たちやスタッフが休まざるを得ませんでした。 

しかし、元気な子どもたちはたくさんおります。密は駄目です、お外で遊びましょう。

しかし、以前は公園が使用禁止のときもありました。しかし、夏は熱中症なので外には

出ないように、水遊びはいいですよ。しかし、海や川は危険です。もちろん池も危ない

です。プールへ行きましょう。しかし、市民プールは老朽化で閉鎖されています。では

子どもたちはどこで遊べばいいのでしょうか。 

ちなみに岱明町のＢ＆Ｇのプールは利用はできたのですが、人数制限やコースごとに

歩行専用や遊泳禁止などに決められたため、なかなか自由に遊ぶことができませんでし

た。これもまた感染拡大防止の観点からは仕方ないことだと理解はしておりますが、子

どもたちは残念がっておりました。 

そこで、本市における水遊びの場について、重複するとは思いますが、答弁よろしく

お願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 建設部長 田代史典君。 

○建設部長（田代史典君） 坂本議員御質問の本市における水遊びの場についてお答えい

たします。 

この質問は、先ほど坂本議員がおっしゃったとおり、瀬崎議員の答弁と重なるところ

がございますので、御了承いただきたいと思います。 

現在、建設部で管理している公園は、都市公園や都市公園以外の公園を含め合計７０

公園ございます。代表的な公園といたしまして、蛇ヶ谷公園、立願寺公園などがありま

すが、いずれも小さいお子様から大人まで、水着がなくても水遊びができる公園はござ

いません。また、産業経済部が管理しております農村公園に、周囲を尾田川に囲まれた

ま尾田川公園がございますが、こちらの公園もマナー違反やごみの投棄などが問題とな

り、地元と協議し、平成２９年より遊泳禁止となっております。 

従いまして、現在、本市で管理している公園で、水遊びができる公園はないのが実情

でございます。 

以上でございます。 
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○議長（近松惠美子さん） 坂本公司君。 

○８番（坂本公司君） 答弁いただきました。 

私の施設では、去年は毎日のように、玉東町の年の神公園に遊びに行かせていただい

ておりました。自然の川の水を利用し、岩でつくってあるプールで子どもたちはとても

喜んでおりました。気温が３５度ほどあっても、私は足もつけられないくらい冷たい水

でしたが、子どもたちは元気に遊んでおりました。 

しかし、今年はコロナ禍の影響で閉鎖してありました。なので、今年は菊鹿町の「き

らり」という、これまた自然の水を利用したウォータースライダーなどがある施設へ行

ったり、鹿本町の道の駅にあるプールにも行きました。どちらも片道１時間ぐらいかか

るところです。山鹿市には鍋田水遊び公園という、菊池川の支流にある川で、その自然

の川の水を利用した公園があり、そこでも何度か遊ばせていただきました。 

もちろん、これらは地形や水の流れや管理下の問題なので、玉名市で開設することは

難しいかもしれません。鍋松原海岸では、遊べるとはいっても時間が限られている、市

民プールは閉鎖されている、川や池では危険だから遊べないでは、これからますます温

暖化が進む中で、子どもたちは夏にどこに行って遊べばいいのでしょうか。 

市長にお尋ねします。今後、子どもたちが遊べるような施設は、どうお考えでしょう

か。よろしくお願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 坂本議員の再質問にお答えいたします。 

先ほど、建設部長から答弁しましたとおり、現在は本市で管理している公園で、水遊

びができる公園というものはございません。ただ、子育て世代が求められている水遊び

場など、遊べる公園の充実というものは、常々図る必要があるというふうに考えており

ました。 

今後、本市で、都市公園の再整備を行なう際は、幅広い世代の方々のニーズ、またそ

れぞれの特性、それから地域の実情というものを考慮しながら、水遊び場も含めて、そ

ういったものの整備ができないかということを検討しながら、進めていきたいというふ

うに考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 坂本公司君。 

○８番（坂本公司君） 答弁いただきました。前向きに御検討ありがとうございます。 

３年ほど前の質問のときにも述べましたが、要は夏は暑いので服を脱ぎたいのです。

そして水を浴びたいのです。海に行こう、プールに行きたいという子どもや若者たちが

必死に泳いでいる姿を皆さんは見たことがあるでしょうか。もちろん、健康のためや競

技の練習のためにプールで泳いでいる人はたまに見受けられます。しかし、とにかく冷
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たい水を浴びてはしゃぎたいというのが本心だと思います。 

水を浴びなくても、子どもたちにとっては、水の中にいるメダカやザリガニなどの生

物にも興味があります。深さ３０センチほどの水辺があれば、安全に水遊びを楽しむこ

とができ、そういった生物にも触れ合うことができると思います。ただし、そういった

小さな浅い池や小川がないのも現状ではあります。 

そして、毎年必ず全国のニュースでは、池に落ちて子どもやその親が亡くなるという

ニュースが耳に入ってきます。皆さんは不思議には思われないでしょうか。海の真ん中

に突き落とされたりするわけでもなく、川の激流にのまれたわけでもないのに、何で池

の縁からすぐそこに落ちただけの、しかも大の大人が助からないのかと。お分かりの方

もおられると思いますが、これは池の形状に問題があります。 

簡単に説明すれば、すり鉢状になっているということで、つかまるところもなく、あ

ったとしても雑草しかなく、もしつかまるところがあったとしても、意外とその状態か

ら、池からはい上がることは困難なのです。 

そこで、今では危険な場所には、縄でできた網が、池の縁から池の中に沈めてある池

があるそうです。そうすれば池に落ちても、その網をつかんで足をかけ、はい上がるこ

とができるということです。ほかにも池の中に大きな杭を打ってある池やコンクリート

で階段をつくってある池など、溺れても助かるような対策を取られている池が全国各地

にあります。よく金網で池を囲ってあるところがありますが、あれは登ってしまえば意

味もないことですし、もし事故が起きても逆に気づかれにくく、余計に危険だと思われ

ております。 

職員の方に聞いたところ、池は市の管理ではなく、個人や区の管理だということです

ので、あえて質問という形は取りませんが、皆さんの御近所にもそのような池がありま

したら、区などで協力されて何かしらの対応をなさってみてもよろしいのかと思います。 

この夏休みにも熊本県内で悲しい水難事故が起こりました。兄弟３人が川に流され、

姉妹２人がお亡くなりになりました。４歳の子どもは浮き輪を使っていたため、命をと

りとめました。このような事故は毎年必ず何回も耳にします。水遊びは楽しいことです。

そして、昨今の異常な暑さを和らげるためには、水遊びが最適だと思います。しかし、

そこには落とし穴があります。何よりも安全第一でなければならないと思います。先ほ

どお話しした事故の４歳の男の子は、浮き輪をしていたから助かったと言われています。 

そこで、最後に市長にお願いがあります。今後、プールの整備や新たな施設をお考え

なのであれば、ライフジャケットなどの推進をお願いしたいと思います。もちろん施設

には常備されること必須ですが、ほかで遊ばれる方にも周知をお願いしたいと思います

し、例えばプールの授業などに取り入れていただければと思いますが、いかがでしょう

か。 
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○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 坂本議員の再質問にお答えいたします。 

安全面に最大限の注意を払うということだと思いますけれども、そういった設備に関

しては検討していく余地はあるというふうに思います。 

そういった中で、先ほどからの質問でありました、水遊び場というようなところも、

先ほど申し上げられた池と同じように、必ずしも浅瀬であるから安全であるということ

は言い切れないというふうに思います。ですから、行政がそういうものを整備・設置し

ていくに当たっては、安全性というものに最大限の注意を払いながら、整備をしていく

ことはもとよりでありますけれども、プール等々の安全対策というものも、それはそれ

でしっかりと検討していくべき事柄だというふうに思っております。 

すぐにそれを導入しますということは、ここでは申し上げられませんけれども、そこ

は検討をしてみたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 坂本公司君。 

○８番（坂本公司君） ありがとうございます。何よりも子どもたちの健康、子どもたち

の命を守るために、御尽力いただければと思います。 

今回は海とかプールとか、ずっと言ってはいきましたが、大掛かりな施設というのは

確かに費用などかかりますし、何よりもプールなどは夏の３か月、２か月ほどしか利用

ができませんので、そういった大きな施設というよりも、水が浴びれるような本当に浅

瀬の水たまりというか、あとは大きなバケツがひっくり返って水がかかるとか、まあ、

そういった何かしらの施設や設備を検討いただければと思います。 

最後に、先日、熊本県連の市議会議員の研修会の話ですが、私と同年代の建築家の女

性の講演でした。簡単に説明しますと、ベンチあれば、人は外に出て、そこに座って、

まちは活性すると、簡単に言うと、そんなお話でした。 

これまた以前、いだてんドラマ館の質問の際に似たようなことを提案したことがあり

ます。ある学者の著書の中にある言葉です。「光と椅子さえあれば人は集まり、微笑み、

そして思い出が残る」と。できれば私としては、さらに進むであろう温暖化に対応して

屋根や風までお考えいただければと思います。何よりも子どもたちが安全に遊べ、よい

思い出が残るようにしていただきたいと思います。 

これで、今回の私の一般質問を終わらせていただきます。御視聴や傍聴の皆さん、お

付き合いありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、坂本公司君の質問は終わりました。 

次に、２番 中村慎吾君。 

［２番 中村慎吾君 登壇］ 
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○２番（中村慎吾君） 皆さんこんにちは。傍聴席の皆様、インターネットを御視聴の皆

様、ありがとうございます。２番、新生クラブ、中村慎吾です。 

本日、最後の質問となります。お疲れとは思いますが、もうしばらく。 

○議長（近松惠美子さん） 中村議員、ごめんなさい。ちょっと機械の都合で休憩させて

もらっていいですか。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午後 ２時４０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ２時４４分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、会議を開き、一般質問を行ないます。 

２番 中村慎吾君。 

［２番 中村慎吾君 登壇］ 

○２番（中村慎吾君） 新型コロナウイルスの第７波もようやく落ち着きを見せてまいり

ました。飲み薬ラゲブリオが供給能力を増強し、今月１６日より一般流通する見通しと

なったと報道がございました。しかし、まだまだ感染対策を継続して、個人個人しっか

り注意をしていく必要があると思います。 

それでは、通告に従い一般質問を行ないます。 

天水中学校区の小学校再編についてお尋ねします。 

平成２４年１０月に、第１次玉名市学校規模配置適正化基本計画が策定され、この計

画に基づき、小学校の学校規模の適正化が進めてこられました。合併当時、２１校あっ

た小学校は現在１５校となり、平成３０年４月には玉陵中学校区で６つの小学校が統合

され、玉陵小学校が開校しております。この間、天水中学校区も平成２７年から検討が

開始され、令和２年４月に小天小学校と小天東小学校が統合しました。小天小学校と玉

水小学校の統合についても、令和元年１２月から本年、令和４年３月まで合計９回の学

校づくり委員会が開催され、多くの協議がなされたと聞いております。本年６月に発表

された第２次玉名市学校規模配置適正化基本計画においても、小天小学校と玉水小学校

の統合が望ましい、優先度の区分でも早急な対応を必要とする校区と示されてあります。 

先日の市議会全員協議会において、教育委員会から説明がありました、天水中学校区、

小学生保護者、未就学者保護者へのアンケート結果及び学校再編の基本方針について、

改めて確認させていただきたいと思います。 

それでは、アンケート結果を、教育委員会として、どのように精査し分析しているの

かお尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 
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○教育部長（藤森竜也君） 中村議員御質問のアンケートの結果についてお答えいたしま

す。 

天水中学校区の学校再編の参考とするため、本年７月に玉水小学校と小天小学校の児

童の保護者、それから未就学児の保護者を対象に、この天水中学校区の小学校再編に関

する保護者アンケートを実施しております。小学校児童保護者１８０世帯に対し１６０

件の回答があり回収率が８８.９％、また未就学児保護者７２世帯に対し回収率は２５

件で３４.７％でございました。この未就学児保護者は兄弟姉妹で小学校に在籍する場

合は、小学校でアンケートを配布・回収しておりますので、未就学児のみの世帯という

ことになります。 

アンケートでは、玉水小学校と小天小学校を統合し、学校は現在の中学校の位置とす

るという教育委員会の案に対し、賛成・どちらかといえば賛成が合わせて全体の７０.

３％、反対・どちらかといえば反対が１６.８％、どちらでもないが１０.８％という結

果でした。また、統合の時期については、できるだけ早くと回答した人が３６.６％、

５年以内を目途と回答した人が２４.２％で、合わせて６０.８％が早期の統合を望むと

いう結果と受け止めております。 

また、今回、未就学児のみの世帯の回収率が３４.７％で、小学校児童の保護者世帯

と比較すると、全体的に関心が低い結果となりました。回収率が低かった理由について

は明らかでありませんが、小学校は学校で配布・回収できるのに対しまして、未就学児

に対しましては郵送で行なっておりますので、それも一つの理由かと思います。また、

未就学児の年齢がゼロ歳からの乳児も含んでおりますので、小さいお子さんをお持ちの

世帯の関心を集めることが難しかったのではないかと推測しております。 

しかしながら、未就学児のみの世帯から回答をいただいた結果については、統合につ

いての賛成・どちらかといえば賛成が合わせて６８％と、統合に前向きな結果をいただ

いております。また、未就学児保護者の賛成の御意見として「多くの仲間と触れ合うこ

とで子どもの成長につながる」「これからは小中一体になっていく時代で、ぜひ天水を

中心に最先端を進むような学校づくりを進めてほしい」といった御意見もいただいたと

ころでございます。 

教育委員会としましては、未就学児保護者の回収率は低かったものの、教育委員会の

案に対しては、全体の約７割近い賛同をいただくことができ、保護者の皆様の一定の理

解が得られたものと捉えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 中村慎吾君。 

○２番（中村慎吾君） ありがとうございました。 

小学生保護者の皆さんはおおむね統合に賛成の意見が多いという結果でありました。
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しかし、未就学児保護者の皆さんのアンケートの回収率が低かった点はとても注目すべ

きではなかったかと思います。 

分析もされておりますが、立川議員の御質問にもありましたように、今後の玉名市の

学校再編に向けた部分に関しては、とても大きな課題になっていくのではないかと思い

ますので、その部分に関してはしっかり対策等を考えていただきたいと思います。 

それでは、続きまして、保護者へのアンケートも実施され、分析も行なわれておりま

すが、現在の考えを伺いたいと思います。 

２番、天水中学校区の小学校再編について、教育委員会としてどのように考えておら

れるか。また、再編において当天水地区が指定されております、過疎の地域指定により

ます過疎債を有効に活用すべきだと思いますが、それについてもどのような見解をお持

ちなのかお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育長 福島和義君。 

○教育長（福島和義君） 中村議員の御質問の天水中学校区の小学校再編についてという

ことで、まず、私からお答えをいたします。そのあと、教育部長から学校再編と過疎債

の活用についてお答えを申し上げます。 

まず、天水中学校区の小学校再編についてでございますが、中村議員もおっしゃいま

したように、令和元年度から令和３年度にかけて、地域それから保護者、学校の代表の

方々からなる天水中学校区新しい学校づくり委員会におきまして、様々な教育課題につ

いて協議を行ない、令和４年３月に全９回の協議が終了をいたしました。 

そして、その協議においては、これからの教育と子どもたちの未来を考えたとき、子

どもたちがたくましく生き抜く力を身につけるためには、様々な考えに触れて切磋琢磨

できる環境を整える必要があるというまとめがなされました。 

また、本年３月の学校づくり委員会におきましては、多くの議員の方々から「統合が

必要である」あるいは「統合やむなし」というような御意見をいただきました。 

そこで、これまでの協議、また先ほど報告いたしました今回のアンケート結果を総合

的に判断をいたしまして、８月２５日に開催しました玉名市教育委員会会議におきまし

て、天水中学校の学校再編につきましては、玉水小学校と小天小学校を統合し、学校は

現在の天水中学校の位置とするという基本方針を決定いたしました。 

今後はこの方針について複数回の住民説明会等を通して、丁寧に説明を行ないながら、

令和９年４月の統合校開校を目指して事業を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。このあとは、学校再編とか、過疎債については、部長から。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

○教育部長（藤森竜也君） 中村議員御質問の学校再編と過疎債の活用について、私から

お答えいたします。 
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学校の校舎等の建築・改築等を行なう場合は、国の補助金や地方債を活用するなど、

市の財政に有利な方法を検討していくことを原則としております。今議会で、令和７年

度までの玉名市過疎地域持続的発展計画を上程しておりますけども、令和８年度以降の

計画にも引き続き対象事業を盛り込むことにより、令和１２年度までは国の補助率のか

さ上げが可能です。 

具体的に申しますと、この統合校、学校の建設の場合、原則５０％の補助が５５％の

補助となります。また、地方債については、通常の学校教育施設等整備事業債に替え、

過疎対策事業債の活用が可能となり、この過疎対策事業債は充当率１００％、さらに元

利償還金の７０％が交付税措置されるという、より有利な条件となりますので、市とし

ましてもこれらを活用して進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 中村慎吾君。 

○２番（中村慎吾君） ありがとうございました。 

何よりも一番に考える必要があるのは、子どもたちのことだと思います。そのための

教育環境の整備は、地域にとっても、子どもたちにとっても、とても大きく大切なこと

だと思います。 

保護者の皆様に御協力いただいたアンケートの結果を尊重していただき、また本年４

月から国より指定された天水地域が一部過疎地域になっておりますが、このことで利用

可能となった過疎対策事業債等を有効に活用しながら、この天水中学校区の学校再編を

行なっていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

これで、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、中村慎吾君の質問は終わりました。 

これで、本日の日程は終了いたしました。 

明１４日は、定刻より会議を開き、一般質問を行ないます。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時５８分 散会 
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令和４年第５回玉名市議会定例会会議録（第４号） 

議事日程（第４号） 

令和４年９月１４日（水曜日）午前１０時００分開議 

開 議 宣 告 

日程第１  一般質問 

１  ３番 浜田 繁次郎 議員（新生クラブ） 

２ １５番 西川 裕文 議員（第二新生クラブ） 

３ １８番 前田 正治 議員（無会派：日本共産党） 

４  ６番 山下 桂造 議員（自友クラブ） 

５ １６番 江田 計司 議員（新生クラブ） 

日程第２  議案の委員会付託 

散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

本日の会議に付した事件 

開 議 宣 告 

日程第１  一般質問 

１ ３番 浜田 繁次郎 議員（新生クラブ） 

１ 動画を活用したシティプロモーションの推進について 

（１）大俵まつりＰＲ動画の今後の活用について 

（２）各種施策における動画の積極的活用について 

（３）動画の視聴回数を増やすためのより効果的な取組について 

（４）市直営での動画の企画・制作の推進について 

（５）シティプロモーションの推進体制の整備について 

２ １５番 西川 裕文 議員（第二新生クラブ） 

１ 玉名三ツ川産業団地への立地企業の状況について 

２ 玉名未来づくり研究所とたまな未来創造塾について 

３ １８番 前田 正治 議員（無会派：日本共産党） 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）旧統一協会系団体との関わりについて 

２ 市政運営について 

（１）会計年度任用職員の処遇改善について 

（２）行政ＤＸの推進と玉名市個人情報保護条例について 

４ ６番 山下 桂造 議員（自友クラブ） 

１ 政策の取組み方について 
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（１）計画遂行の責任者・司令塔について 

（２）計画を進める上での各課の協力体制について 

（３）過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第３８条につい

て 

２ 指定管理者制度について 

（１）委託経費の設定は 

（２）指定管理者制度での良い点 

（３）指定管理者制度での悪い点 

（４）指定管理者の監督についての現状 

３ 安心安全快適な市民生活について 

（１）新型コロナウイルス第７波の介護福祉施設への影響について 

（２）外来生物アライグマ対策について 

（３）子ども芸術祭について 

５ １６番 江田 計司 議員（新生クラブ） 

１ 高道小学校の登下校の安全について 

２ 潮湯・磯の里の今後と松原海岸について 

日程第２  議案の委員会付託 

散 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 
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午前１０時００分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（近松惠美子さん） ただいまから、本日の会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 一般質問 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１、「一般質問」を行ないます。質問は、通告の順序

によって許すことにいたします。 

３番 浜田繁次郎君。 

［３番 浜田繁次郎君 登壇］ 

○３番（浜田繁次郎君） おはようございます。３番、新生クラブ、浜田繁次郎です。 

令和４年度も、はや今月で半年を迎えます。 

５月中旬から６月上旬にはコロナ禍の中、開催できなかった第３０回高瀬裏川花しょ

うぶまつりが３年ぶりに開催され、祭り会場ではコロナ感染対策をしっかり考え、公園

内では極力飲食を控えていただき、本来祭りの主役・原点である肥後菖蒲の花をゆっく

りと御覧いただきました。幅広い年齢層に楽しんでいただき、玉名市内外の多くの方々

に足をお運びいただきました。 

本来であれば長年にわたり多くの方々が鑑賞を楽しんでおられる８月上旬に開催され

ます玉名納涼花火大会は、残念ながら中止になりました。コロナの関係上、致し方ない

と思われます。 

１１月には玉名大俵まつりが３年ぶりの開催に向け、実行委員会を中心に準備を進め

られておられます。昨年、祭りは中止でしたが、当日、早朝から夜遅くまで長時間にわ

たり、大俵まつりのプロモーションビデオの撮影が行なわれました。非常に良い仕上が

りで、見がいのある映像です。このプロモーションビデオのフルバージョンは８分ほど

あり、全編を御覧いただくには、時間の都合上、無理なので、本日の一般質問用に短く

編集をさせていただいた分を御覧いただきたいと思います。映像の放映と映像の編集に

おいては、担当部署と実行委員会には許可をいただいています。それでは、映像をお願

いいたします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○３番（浜田繁次郎君） ありがとうございました。時間の都合上、全編を見ていただく

ことはできませんが、ぜひ全編のフルバージョンを見ていただきたいと思います。 

通告に従い、一般質問をさせていただきます。御覧いただいた動画は素晴らしい出来

栄えで、玉名市民の皆様はもちろんですが、一人でも多くの方へ見ていただきたいと思

います。今後、この大俵まつり動画の活用についてお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 
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［産業経済部長 蟹江勇二君 登壇］ 

○産業経済部長（蟹江勇二君） おはようございます。 

まずは、浜田議員、動画を御紹介いただき、大変ありがとうございます。浜田議員御

質問の大俵まつりＰＲ動画の今後の活用についてお答えいたします。 

玉名大俵まつりは、令和２年度、令和３年度と２年にわたり、祭りのメインとなる俵

ころがしレースが中止となりました。そのため、大俵まつり実行委員会では、祭りの歴

史や起源を広く伝えること及び今後の大俵まつり来場者数拡大を目的として、ＰＲ動画

を作成いたしました。 

これまで、玉名市公式ユーチューブチャンネルをはじめ、市のホームページやフェイ

スブック、観光案内サイト「タマてバコ」などで本動画を公開し、玉名市の魅力を発信

するコンテンツとして活用しております。 

今後は、今年３年ぶりの開催を予定している、第２６回玉名大俵まつりの俵ころがし

レースの参加者募集に向け、テレビやラジオなど各種メディアを通した広報での活用の

ほか、観光イベントや各種ＳＮＳ等での活用はもちろんのこと、市内小学校の学習の中

で大俵まつりのＰＲを行なう機会も予定しており、市内外の幅広い層の方に視聴してい

ただけるよう、有効的に活用してまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 浜田繁次郎君。 

○３番（浜田繁次郎君） ありがとうございます。ここ数年でスマートフォンやタブレッ

トの普及により、以前より簡単にいつでもどこでもインターネットを通して動画を見れ

る環境になりました。ユーチューブ等でも多くの自治体が作成した様々な動画を見るこ

とができます。 

そこで、本市も、観光やイベントだけでなく、各種施策においても積極的に動画を活

用すべきだと考えますが、どのようにお考えか質問をいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の各種施策における動画の積極的活用につい

てお答えいたします。 

動画は、映像を用いることにより、短時間で多くの情報をダイレクトに伝えることが

できることから、文字や写真と比較して圧倒的な情報伝達能力を有するといった、優れ

たメリットがございます。 

また、インターネットの普及や高度情報化の進展、特にスマートフォンやタブレット

の普及に伴い、いつでもどこでも手軽に動画を視聴できる状況にございます。そのよう

なことから市といたしましても、動画は情報や魅力を発信する上で非常に効果的なツー

ルであると認識しております。使い方次第では施策の効果は大きく変わるものと考えて



－ 158 － 

おります。 

市ではこれまでもイベントや行事のＰＲのみならず、各部署においてそれぞれ施策や

事業の目的に応じて動画を制作しております。直近では、旧小天東小学校跡地の利活用

に関する民間事業者への説明会で、その景観の素晴らしさを伝えるために、動画を活用

したプレゼンテーションを実施したところです。 

また、コロナ禍にあっては、市長のメッセージ動画も数多く制作しており、市民の皆

様方への感染対策啓発メッセージやオンラインによる非接触型イベントでの挨拶など、

その場面に応じて、市の思いや考えを、市長の肉声でリアルかつクリアに伝えることが

できるため、情報の伝達性は非常に高く、これもまた動画を活用した施策の一環である

と捉えております。 

今後も、市のＰＲや各種施策をより多くの方に分かりやすく伝える手段として、積極

的な動画の活用を図るとともに、戦略的な動画マーケティング、いわゆる動画を活用し

た集客、宣伝活動、認知度の向上やブランディングを展開したいと考えております。 

さらに、ただ動画を制作・公開するだけではなく、ＫＰＩ、目標達成のための具体的

な行動指針を定めて、その効果検証も行なうことも非常に重要であると考えております。 

併せて、玉名市の動画を伝える新たな市のＰＲ動画の制作につきましては、ウィズコ

ロナ・アフターコロナにおける集客・誘客の促進をつなげるべく、市といたしましても、

その必要性は強く感じております。 

今後、コロナの感染動向も踏まえ、時期を見極めながら、見定めながら、関係部署と

連携を図り企画を進めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 浜田繁次郎君。 

○３番（浜田繁次郎君） ありがとうございます。 

今までの玉名市関連の動画をいろいろと拝見しましたが、ただ制作に携わる部署が複

数あることが一つの原因かもしれません。玉名市ホームページ上で動画を探すのに一手

間かかりますし、動画をまとめて掲載するなど、検索ももっと簡単にできれば、視聴回

数も増えるものと思います。 

せっかく制作された動画なので、もっと視聴していただきたいと思いますが、効果的

な取組があるかお尋ねいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の動画の視聴回数を増やすためのより効果的

な取組についてお答えいたします。 

先ほど申し上げましたとおり、複数の課が、事業目的に応じて市関連の動画制作をし

ていることから、動画をアップしている場所につきましても、市ホームページのほか、
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ユーチューブなどの動画投稿サイトに掲載するなど点在している状況でございます。 

動画はそれ自体全体、データサイズが非常に大きいことに加え、高画質化に伴うデー

タの肥大化が進んでおりますので、市ホームページ上ではサーバーの容量を圧迫するの

で、アップできる動画のサイズが制限されており、全ての動画を直接ホームページ上で

一元管理できていないのが現状です。従いまして、動画の大半をユーチューブ玉名市公

式チャンネルに掲載していることで対応しています。 

動画の持つ効果や影響力を考慮いたしますと、できるだけ多くの人に見てもらう必要

がございます。そのため、ホームページ上で、動画リストの一覧を確認できるページを

作成したり、閲覧時に関連する動画サイトへ誘導するほか、市公式ＳＮＳを通じて動画

の周知・拡散を図るなど、より多くの方が視聴しやすくなるような仕組みの工夫と改善

に努めてまいります。 

また、ネット上で見に来てもらうだけではなく、見せる場を設け、多くの人に繰り返

し見てもらうことも非常に有効な手段の一つと考えております。これは、ディスプレイ

を使用した電子看板、いわゆるデジタルサイネージというものですが、市役所ロビーや

公共施設、各種イベント会場などにディスプレイを設置し、公衆の場における動画視聴

の機会を提供する仕組みを構築すべく、このデジタルサイネージの活用も今後、検討し

てまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 浜田繁次郎君。 

○３番（浜田繁次郎君） ありがとうございます。 

今まで制作された動画には、魅力的なものがたくさんあります。多くの方に視聴して

いただけるように、改善に努めてもらいたいものです。 

次に、動画の制作に関する質問をさせていただきます。動画には委託会社により制作

されたものや市職員によるものが見受けられます。 

ここで動画を見ていただきたいと思います。この動画は全て、市職員により企画・撮

影・編集を行なっておられます。途中、映像の中で上空からの写真が流れますが、これ

は自らドローンを使用して撮影されたものです。こちらのほうも、放映については、担

当部署へ許可をいただいております。動画のほう、よろしくお願いいたします。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○３番（浜田繁次郎君） ありがとうございます。 

私は思いますが、当然、委託会社による動画は技術的な面から素晴らしい出来栄えに

映ります。今、見ていただきました、開催はできませんでしたが、いだてんマラソンの

ＰＲのＣＭ、３０秒の動画です。 

玉名に対しての思いや熱意が込められ、決して委託会社に引けを取らないと感じます。
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また、制作面にかかるコストを考えると、市直営での動画の企画・制作を推進していく

ことが重要であると思いますが、この点についてどのようにお考えいただいているのか

お聞かせください。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の市直営での動画の企画・制作の推進につい

てお答えいたします。 

まず、動画制作における一般的な流れを説明いたしますと、企画・撮影・編集・公開

といった流れがあり、その中でも企画が重要であるとされております。その理由といた

しましては、企画の段階で、動画の制作や目的、ターゲット、動画のコンセプトを決め

る必要があり、そこにしっかりと時間を割くことで、より効果的な動画を作り出すこと

が可能と言われております。 

本市には、撮影用のビデオカメラやアクションカメラ、ドローン、動画編集用のソフ

トなど動画制作に欠くことのできない一通りの機材を備えているほか、動画制作の企画

分野に対するスキルを持った職員もいることから、市直営での動画の企画・制作の推進

は可能であると考えております。 

現に、大河ドラマ「いだてん」の放送期間と、その前後２０１８年の終わり頃から２

０２０年始めの頃までの期間においては、金栗さんを起用した市のＰＲ動画や、先ほど

議員から御紹介いただきました大河ドラマを契機に新設された、玉名いだてんマラソン

のＰＲ動画など、市直営により数多くの関連動画を作成し、ネットのみならず、テレビ

ＣＭなど様々な場面で配信いたしました。 

また、議員御指摘の市直営での動画制作は、費用対効果の点で財政面での貢献もござ

いますので、新型コロナウイルス感染拡大に伴う業務増や災害対応などもあり、現在思

うように取り組めておりませんが、状況を見ながら進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 浜田繁次郎君。 

○３番（浜田繁次郎君） ありがとうございます。 

私としては、新型コロナウイルスによる影響で取り組めないのであれば致し方ないと

思いますが、マンパワー不足で影響しているのであれば、そこを解消してでも、しっか

り企画を練って動画制作に取り組むべきだと思います。最終的には市職員の力で制作し

た動画を活用し、市の認知度やブランド力向上を目的とし、シティプロモーションの推

進につなげていってもらいたいと思います。 

そのことを踏まえ、市では関係スタッフの増員や、動画制作に特化した専門部署の創

設など、シティプロモーション推進体制を整備するお考えがあるのかお伺いします。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 
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○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問のシティプロモーションの推進体制の整備に

ついてお答えいたします。 

シティプロモーションの推進は、移住政策や観光振興に密接に関連しているだけでは

なく、市民の郷土愛の醸成や地域づくりなどにもつながることから、市としましても重

要であると認識しております。シティプロモーションを推進していく上で、市を積極的

にアピールするための動画の活用は効果的であり、そのための体制の整備については、

検討してまいりたいと考えております。 

また、シティプロモーションには住民協働の概念も含まれます。市民の皆様の中にも

非常に強い郷土愛を持ち、玉名の魅力を伝えたい、発信したいとの欲求や願望をお持ち

の方もいらっしゃいます。そうした方々の思いや熱量を市のＰＲに生かすことも一つの

方法であると認識しております。 

住民活力の導入や潜在的な人材の掘り起こしのため、ＰＲ動画の募集やコンテストの

実施など、住民参加型のシティプロモーション体制の整備も併せて検討したいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 浜田繁次郎君。 

○３番（浜田繁次郎君） ありがとうございます。 

今回、動画について質問をさせていただきましたが、今後、今まで以上に動画制作の

有効性・重要性が必要不可欠です。 

突然、訪れたコロナにより、コロナ対策に多くの職員に対応していただいております。

今後コロナが落ち着きましたら、シティプロモーションの推進体制の整備について、ぜ

ひとも検討していただきたいと思います。 

これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、浜田繁次郎君の質問は終わりました。 

次に、１５番 西川裕文君。 

［１５番 西川裕文君 登壇］ 

○１５番（西川裕文君） ありがとうございます。本日一般質問３日目、最終日２番目を

させていただきます、１５番、第二新生クラブ、西川裕文でございます。傍聴席の皆様、

またネット配信で御覧の皆様ありがとうございます。 

現在９月とは思えない夜温の高さ、昼間の高温となっております。また、先週の台風

１１号、強い台風で心配しておりましたけれども、幸い、思ったより西側を通ってくれ

て被害も少なくてよかったです。その当日は、稲穂が出始めのときであって、もっと強

ければ現在のような稲穂にはならなかったと思われます。また、大豆についても枝が折

れたりしていたと思われます。一つレンコン、私の近くにも作っておられますけど、レ
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ンコンについては倒れたところがあって被害を受けられているようです。今後、台風１

２号、そして昨日、熱帯低気圧から台風１４号になりました。この台風１４号が直接来

るようですので心配です。来週になりますけれども、被害が本当に少ないことを望むば

かりです。 

さて、今回、広報たまな９月号とともに配布されました、広報たまな特別号『たまな

し笑顔(^_^)宅配便』が配布されております。玉名市の取組に関して、本当に分かりや

すい広報誌でありまして、今後もこの特別号に似た広報誌の発刊を考えていただきたい

と思います。 

それでは、今回２つの質問をさせていただきますけれども、この質問につきまして、

共にこの特別号に記載されております。それでは、通告に従いまして、一般質問をいた

します。 

まず、玉名三ツ川産業団地への立地企業の状況について伺います。今年４月、官民連

携によって産業用地の開発と企業誘致に関する協定が締結され、民間業者が産業団地の

開発を進め、市は企業誘致を全面的にバックアップすることで、働く場の創出による地

域活性化と人口減少抑制を目指している、玉名三ツ川産業団地への立地企業の状況につ

いて現状を伺います。 

加えて、今年７月、旧梅林小学校跡地にカンケンテクノ株式会社と企業立地協定の締

結がなされましたけれども、このカンケンテクノ株式会社が旧梅林小学校跡地へ来ます

けれども、なかなか道路が狭いというような感じが受けます。道路網の整備につきまし

ては、玉名三ツ川産業団地も含めまして、どのように考えられているか伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

［産業経済部長 蟹江勇二君 登壇］ 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 西川議員御質問の玉名三ツ川産業団地への立地企業の状

況についてお答えいたします。 

本市では、企業立地の促進と産業集積を目的に、民間活力を導入した官民連携による

新たな産業用地の確保を重点施策に掲げ事業を推進してまいりました。産業団地の開発

については、今年４月より工事に着工されており、現在、調整池の整備が行なわれてい

るところです。 

第一工区の完成が令和５年９月末、第二工区の完成が令和６年３月末の予定となって

おります。市においては、本年４月１８日に開発事業者と産業用地の開発及び企業誘致

等に関する協定を締結しており、その中で企業誘致活動と予約分譲の受付に関しては市

で行なうこととなっております。その予約分譲に関しましては、５月１０日から６月３

０日までの期間において先行受付を行ない、９区画のうち３区画において予約分譲を取

り付けている状況でございます。 
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議員お尋ねの立地企業の状況についてですが、誘致する業種につきましては、本市の

条例や要綱における適用事業等として指定することができる事業者を対象としておりま

すが、できる限り産業振興及び雇用創出・雇用拡大に貢献する製造業を優先的に誘致し

たいと考えております。 

それから、旧梅林小学校への立地企業に関しましての道路ですけれども、今回、旧梅

林小学校への企業立地に伴う周辺道路の整備については、地域交通の安全性などを考慮

し、企業活動が円滑に行なわれるよう、旧小学校の前面道路の歩道新設を含めた道路拡

幅を計画する予定であります。整備時期につきましては、進出される企業とも調整を行

ない、適切な時期に実施してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 西川裕文君。 

○１５番（西川裕文君） 答弁ありがとうございます。 

ホームページを眺めたところ、三ツ川産業団地につきましては、９区画の中で３企業

が入っているのが分かりましたけれども、本当に実際思ったときに、９区画全て入って

いるのかなと思ったところ、まだ３つの企業しか入ってなかったということで、逆にび

っくりしたところでございます。 

あと６区画が残っておりますけれども、これについては今後どのような対応するよう

に計画をされているか、再質問をいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 西川議員御質問の残る区画の対応についてお答えいたし

ます。 

残る区画については、８月１日から随時受付を行なっており、引き続き市のホームペ

ージやパンフレットでの情報発信を行ないます。そのほか、熊本県の東京事務所や大阪

事務所へパンフレットの設置やＰＲをお願いするとともに、熊本県企業立地課と連携し

ながら積極的に県外企業への企業訪問を行ない、産業団地への企業集積に努めてまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 西川裕文君。 

○１５番（西川裕文君） 答弁ありがとうございます。 

繰り返しになりますけれども、あと６区画も残っているというところもありまして、

ぜひ働きかけを十分していただいて、早期に満杯になるようにしていただきたいと思い

ます。 

これも「笑顔(^_^)宅配便」のほうに入っておりましたけども、庁内で企業立地推進

プロジェクトチームが発足されているみたいです。企業立地の推進も庁内全体でも、今、
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話合いをされているというところで、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

今後の玉名市の雇用創出による地域の活性化、人口減少の抑制に大変重要な企業誘致

でもあります。特には、今まであまりこういうふうなところでの、工業団地も含めたと

ころの企業の立地の場所というのは、産業団地はありませんでした。初めての試みだと

思います。そういうところで全庁一体となって、特に企業が入る場合には、どうしても

立地条件、これが一番やっぱり場所的なところ、そのほか道路等の整備並びに上下水道

等、インフラ等々も大切になってくると思われますので、全庁一体となって道路網の整

備も含め、推し進めていただきたいと思います。 

そして、今回のように、専門的な民間企業との協力も大切であります。また、繰り返

しになりますけれども、道路網の整備や下水道の整備等、企業立地にはインフラ整備が

本当に大切であります。庁内の横断的な対応を考え、一つの課だけでなく庁内全体で企

業立地を進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、次の質問にまいります。 

［１５番 西川裕文君 登壇］ 

○１５番（西川裕文君） それでは、２番目になりますけれども、玉名未来づくり研究所

とたまな未来創造塾について伺います。 

玉名への思いを持った若者が参加して、玉名の未来を描き、若者のアイデアをまちづ

くりに生かす玉名未来づくり研究所、また地域の中から新しい価値を見いだし、それぞ

れの強みを生かして地域から新しいビジネスを創出することで、持続可能な地域づくり

へとつなげるたまな未来創造塾について。 

本年３期目となる玉名未来づくり研究所、また２期目となるたまな未来創造塾につき

まして、この２年、１年の取組の成果は、それぞれどのように出ているか伺います。ま

ずは、取組の成果について伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

［企画経営部長 今田幸治君 登壇］ 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の玉名未来づくり研究所とたまな未来創造塾

の、これまでの取組と成果についてお答えいたします。 

玉名未来づくり研究所は、玉名にゆかりのある高校生以上、３９歳以下の若者が「玉

名に住みたい、住み続けたい、私たちが帰ってきたい玉名を創る」をテーマにした、次

世代のまちづくり人材育成事業です。令和２年度から実施しており、これまで高校生が

４６人、大学生が１１人、一般１７人、合計７４人に参加いただき、様々な講師を迎え、

参加者の思いを提案するという形にしてまいりました。 

第１期では、高校生にとって身近な玉名駅周辺が課題となり、若者の力で玉名駅周辺

を活性化するなどの提案が、また第２期では、防災や自然などの資源を生かす提案が生
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まれております。 

この取組によって、若者の気づきが多くの共感を呼び、実際に成果として現れた例が

あります。具体的には、高校生や大学生が制作した椅子や机を玉名駅の待合室に寄贈・

設置することで、列車を待つ間の高校生や地域住民の交流の場として活用が図られ、大

変好評を得ております。 

続いて、たまな未来創造塾は、４９歳以下の若手経営者などを対象とした地方創生ビ

ジネス塾でございます。熊本大学と共同開催しており、金融機関、商工団体、全国にあ

る姉妹塾など、産・学・官・金が一体となったサポート体制の下で実施しております。

塾では人口減少が社会問題化し、地域経済が縮小する中で、自社の強みを生かし、地域

の課題をビジネスで解決するビジネスプランの作成を目指しております。 

昨年度から実施しており、修了生１０人の中には、ビジネスプランを実現した方もお

り、介護施設を運営する修了生は、全世代型のスポーツジムを新たに設立し、健康づく

りだけではなく世代間の交流や会を設置することで、若者の就職拡大を目指しています。 

また、いちご農家は、新たな加工品を高校生らと開発し、高校生に農業の面白さを伝

えるほか、農閑期では新しい仕事を生み出しました。 

さらに将来、未来塾の修了生が、高校生らに自らのビジネスの魅力を伝えることで、

一度、玉名を離れた若者が玉名に戻って、地域の活力を支える人材となることを目指し

ております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 西川裕文君。 

○１５番（西川裕文君） 答弁ありがとうございます。 

玉名未来づくり研究所は、この２年間で７４名の方が参加していただいているという

ところで、ＪＲ玉名駅の待合室に椅子とか机等をしていただいているというところで、

高校生・大学生、３９歳以下の人たちが、今後、玉名をどういうふうにしていくかとい

うことを具体的に考えながらしていかれているということで、いい企画だなと本当に思

っております。 

また、たまな未来創造塾につきましては、熊大も入っているということで、いろいろ

と地域のビジネス、いろんなことで先ほど説明ありましたけども、いちご農家の方々も

いちごだけではなく、いろいろ考えているということで、これをもって、やっぱりいろ

んな発想をもって、玉名の産業をどんどん進めていっていただきたいと思います。 

それでは、続いて、もう一つの質問ですけれども、今はここ２年と１年の成果につい

て話をしていただきましたけども、本年度スタートしているというところで、本年度の

計画につきましては、参加者の数、そしてどのような方々が参加されているのか、また、

取組の内容、スケジュールについては、具体的にどういうふうに本年度は計画をされて
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いるか伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の今年度の取組についてお答えいたします。 

まず、玉名未来づくり研究所には、高校生２３人、大学生２人が参加しております。

テーマは「私たちの居心地の良い空間をつくろう」と題し、最終的にまちを楽しくする

施策・提案がなされます。内容は、玉名駅周辺を舞台に、都市景観などの座学や、まち

歩きを通して事業計画を立案し、実際に空間づくりに取り組んでみるというものです。 

次に、第２期となるたまな未来創造塾の塾生は１２名です。塾生の特徴は、４月に過

疎地域となった天水地区の事業者や、本市の基幹産業である農業者が多く参加しており

ます。取組としましては、日本政策金融公庫や先進地である和歌山県田辺市の事業者に

よる講義、さらに未来塾を開催している４つの自治体との塾生交流も予定しております。

事業者同士にとって、良い刺激になるのではないかと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 西川裕文君。 

○１５番（西川裕文君） 答弁ありがとうございます。 

再質問になりますけれども、今、４つの自治体ということで説明ありましたけれど、

これは阿蘇とか、八代、どこになりますか。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員再御質問にお答えいたします。 

４つの自治体が、八代市、天草市、それから阿蘇のほうは広域でされていますけれど

も、阿蘇と菊池市という団体になります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 西川裕文君。 

○１５番（西川裕文君） どうもありがとうございます。 

今の答弁をいただきまして、玉名未来づくり研究所は、高校生・大学生が主体となっ

て、玉名の未来を考えるということで、そして具体的にそれぞれが成果を上げていると

いう感じを受けました。本当に今後の玉名づくりをするための人づくりがなされている

なと、大切な組織であると感じております。 

また、未来創造塾につきましては、市内の起業家の方々によって、熊本大学とタッグ

を組んで、地域の課題と自分の自社の課題を明確にして、解決するたまな未来創造塾と

いうのも、本当に今後の玉名づくり、玉名人づくりについては、大切な組織であると感

じました。 

今後も、それぞれの組織で検討を重ね、それぞれの中で知恵を出し合いながら、笑顔

と活力ある輝く玉名づくり、玉名人づくりを、今後も進めていっていただきたいと思い
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ます。そのためには、本当になるべく多くの方々が参加して、いろいろ知恵を出してい

ただきたいと期待しております。 

今後、異業種交流も含めまして、多くの団体から参加をしていただいて、幅広い考え

を出し合って、そして、それを実行に移しながら、未来づくり、未来創造をしていって

いただきたいと、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

一般質問とは異なりますけれども、最後になりますけれども、６月の議会で一般質問

いたしましたＪＲ玉名駅のトイレにつきまして質問した中で、時期的に早急に取り組む

という答弁をいただきました。昨日の一般質問の答弁でもありましたけれども、今議会

にＪＲ玉名駅の西側の自転車置場にトイレが設置するという案が出ているとのことで、

本当にありがたく思います。ありがとうございます。 

それでは、これで私の一般質問を終わります。答弁、御清聴ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、西川裕文君の質問は終わりました。 

続いて、１８番 前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） 日本共産党の前田正治です。 

まず、訂正をします。私の質問項目に書いてあります、旧統一教会の「教」の字につ

いて、旧統一教会の正式名称は、世界基督教統一神霊協会でありますので、協議会の

「協」に訂正をいたします。 

それでは、通告に沿って一般質問を行ないます。 

１、市長の政治姿勢、旧統一協会系団体との関わりについてであります。旧統一協会

信者の息子によりまして、安倍元首相が選挙応援中に銃撃されて死亡しました。全く許

すことができない蛮行であって、厳しく糾弾されなければなりません。この衝撃的な事

件をきっかけとして、反社会的カルト集団である旧統一協会と、政治家や行政とのつな

がりに国民の批判や注目が向けられています。旧統一協会は、霊感商法や高額献金、集

団結婚式などが大きな社会問題となった団体であります。 

銃撃事件が起きて１週間くらいたって、市民から「統一協会を知っていますか。知り

合いも献金で苦労しました。若者が自転車で日本中を回るピースロードをやっておりま

す。玉名の市長が応援しています。市会議員は知らないんですか。調べてください」こ

ういう電話でありました。 

インターネットで検索しますと、「ピースロード２０２０ｉｎＫＵＭＡＭＯＴＯ」玉

名市での出発式で、藏原市長の写真と激励のコメントが出ております。協力活動、熊本

県平和大使協議会としてあります。熊本県平和大使協議会の役員には、県議会議員や市

町村の議員８名が名を連ねていたことが報道されております。 

旧統一協会は、現在、名称を世界平和統一家庭連合に変更しております。そして、世
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界平和統一家庭連合、旧統一協会の、日本読みは文鮮明氏が創設した天宙平和連合・Ｕ

ＰＦの世界的な友好親善プロジェクトとして、ピースロードは今年も計画をされました。 

「ピースロード２０２２ｉｎＫＵＭＡＭＯＴＯ」の案内チラシには、後援として、県

や他の市町村と共に玉名市も掲載してあります。旧統一協会系のイベントにお墨付きを

与えた格好であります。何点か質問をいたします。 

まず、一点目、ピースロードを後援した経緯の説明を求めます。また、過去にも後援

したことがあったのかどうかお答えください。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） 前田議員の旧統一教会系団体との関わりについての、ピース

ロード後援につきましての御質問にお答えいたします。 

このピースロードに対しましては、後援等承認申請書の提出を受けたことを受けまし

て、平成３０年度から５か年度、５回にわたって後援を行なっております。なお、令和

４年度分の後援につきましては、市がメイン後援を継続することは不適当であると総合

的に判断しましたので、令和４年８月２日付けで承認を取り消したところでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ピースロードについて５か年計画してあったというのは、私た

ち議員も本当に知らずにびっくりしました。 

それで、玉名市後援等に関する要綱には、第５条に後援等の承認要件として、（１）

学術、教育、文化、スポーツ等本市の行政方針と合致していること、（２）原則として

本市の区域内で開催されること、（３）広く市民を対象としていること、（４）政治的

又は宗教的な目的を有していないこと、（５）営利その他私的な利益を目的としないこ

と、（６）公益性が認められること、（７）公序良俗に反しないこと、承認要件として

７項目挙げてあります。 

第６条の添付書類ということで、事業の計画書、事業の収支予算書、これは費用を徴

収する費用をその事業が徴収する場合に限るとなっています。３番目が団体の規約又は

会則、４、団体の構成員が分かる資料、団体が実行委員会形式の場合に限ると。５番目

が前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類と、そういうふうになって

おります。 

この要綱に、規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を精査し決定する、

そういったことが定めてあります。 

お尋ねします。添付書類は不備はありませんでしたか。後援が妥当かどうか、要綱に

基づくチェック及び調査は適正に行なわれたのかどうか、お尋ねをいたします。 
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○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の御質問にお答えいたします。 

この後援の承認に際しましては、玉名市後援等に関する要綱に定める団体または事業

に該当するかどうかの確認を行なっておりまして、本件につきましても、相手方から提

出されました申請書並びに添付書類を基に要綱に沿って確認を行なったところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 要綱に沿って確認して、そのとおりの書類が出ていれば、それ

は承認せざるを得ないですね。そのための要綱だけんですね。 

やっぱりそこで、こういった問題は今後も出てくるかもしれませんけど、一方、立ち

入ってというか、やっぱり要綱に沿った調査を少し強めんといかんとかなというふうに、

私は感じました。 

３番目、質問します。実行委員会名簿が添付してあったと思いますが、その名簿に考

慮した後援の決定ではありませんでしたか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の実行委員の名簿を基に考慮した後援の決定ではなかっ

たかという御質問ですけれども、この申請書の添付資料といたしまして、名簿の提出を

求めておりますけれども、これは申請者が団体であることの確認を行なうためのもので

ございますので、この名簿に掲載されております個々人の所属団体、また経歴等につい

てまでの確認は行なっていないというのが現状でございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） それじゃあ、要綱にはさっき言いましたように、団体の構成員

が分かる資料ということで、団体が実行委員会形式の場合に限ると、この形式は実行委

員会形式で行なったんではなかったんですか。違うとですか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） このピースロードにつきましては、熊本県ピースロード実行

委員会の団体名で申請が出ております。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） じゃあ、その名簿を添付するというのが、要綱に基づいた申請

ではないですか。そこはちょっと甘かったんじゃなかつかなというふうに思いますが、

どぎゃんですか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 
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○総務部長（𠮷田勇人君） この名簿につきましては、添付はされております。実行委員

会形式ですので、名簿の添付はございます。ただ、この名簿に掲載されておりますお一

人お一人の経歴とか所属団体等々についての詳細な確認までは行なっていないというこ

とでございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） じゃあ、その名簿を今風でいうと、忖度して後援したことじゃ

ないということですね。 

○総務部長（𠮷田勇人君） はい。 

○１８番（前田正治君） 分かりました。 

続いて、旧統一協会系の行事に、市長または代理の出席やメッセージ等の送付はなか

ったのか。先ほどのピースロードは過去５回というのはありましたので、それは結構で

す。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 出席依頼がありました段階では、旧統一教会の関連団体という認

識はありませんでしたので、令和２年７月、それから令和４年５月に、ピースロードの

出発式に、そのコース上に位置する自治体として出席をいたしました。なお、関連団体

の行事へのメッセージ送付等は一切行なっておりません。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 分かりました。 

続いて、旧統一協会系の団体から、玉名市や社会福祉協議会に対して、寄附金はあり

ませんでしたか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の旧統一協会系の団体から市や社会福祉協議会に寄附金

はなかったかという御質問ですけれども、本市に対する旧統一教会関連の団体からの寄

附はございませんでした。 

また、社会福祉協議会に問合せをしましたところ、同様の寄附金はなかったとのこと

でございました。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 旧統一協会からの寄附が他市によっては見受けられますが、こ

れは、その原資、玉名市はなかったということで安心しましたけど、寄附金の原資とい

うのは霊感商法や高額献金、そういった中から反社会的活動から生まれたものでありま

す。私はそういった類の寄附金を１円でももらうことは、これは許されんなということ
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で、玉名市はそこはセーフだったということで、まあ、安心しました。 

続いて、旧統一協会は、キリスト教背景の宗教を装いながら、霊感商法や高額献金を

繰り返してきた反社会的カルト集団であります。霊感商法や高額献金、布教及び伝道活

動はいずれも裁判で違法な活動と繰り返し断じられてきました。 

ところが、オウム真理教のように解散させられることはありませんでした。そして、

被害は現在も続いております。昨年末までの３５年間で、消費生活センターが受け付け

た旧統一協会に関する相談は約３万４,５００件で、被害総額は約１,２３７億円に上る

そうであります。これは氷山の一角で、実際の被害額はさらに膨れると言われています。 

全国霊感商法対策弁護士連絡会は、旧統一協会系団体が開催する集会や行事に、政治

家や地方自治体が参加・関与することは、業界へのお墨付きを与え、被害を拡大するこ

とにつながると指摘しています。 

先日の報道では、旧統一協会の関係が指摘されている、熊本県平和大使協議会が共催

して２０２０年に開催された集会に、名義後援をしていた県教育委員会と熊本市、阿蘇

市、宇城市、水俣市、八代市、山鹿市が、今後この団体から名義後援の申請があっても

認めないことを決めたとありました。 

藏原市長は先ほどありましたように、市民の不安や懸念が増大する中で、市が名義後

援を継続するのは不適当と判断をされて、２０２２年の「ピースロードｉｎＫＵＭＡＭ

ＯＴＯ」について、玉名市の後援を取消ししました。適切な判断だと思います。 

私はこの件に関して、市民の疑念を払拭するためには、さらに一歩踏み込んだ市長の

決断が求められていると思います。過去の名義後援を取り消すこと、そして旧統一協会

系の団体とは今後一切関わりを持たないなど、絶縁宣言を行なうべきだと思います。 

旧統一協会に関して、市長の認識及び今後の関わりについての見解をお尋ねします 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 前田議員の再質問にお答えします。 

旧統一教会につきましては、連日メディアでも報道されているように、社会的に問題

があると評価されている団体であると認識をいたしております。ですので、今後の関わ

りにつきまして、慎重に精査し対応してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 社会的に問題があると市長の認識ですけど、じゃあ、過去、玉

名市が、そのときは知らんだったということですけど、過去後援をした、その取消しに

ついてはどうですか。私は今からでも遅くないと思いますけど。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） ただいまの前田議員の過去の後援についても取消しをすべき
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ではないかという御質問ですけども、過去の分につきましては、既に廃棄している文書

もございますけれども、過去の分については取消しが可能かどうかを確認した上で対処

したいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 熊本市は、旧統一協会とその関連団体と指摘される２６団体行

事の名義後援を今後は行なわない方針を明らかにしました。これは今後です。 

玉名市も旧統一協会とその関連団体について、熊本市のような方針をしっかりと決断

することが、私は市民の疑念を払拭するためには不可欠であります。 

市長が先ほどおっしゃいましたのは、これはもう、旧統一協会系団体との市長のいわ

ゆる絶縁宣言として受け止めて結構ですか。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） その通りでございます。これまで旧統一教会と関連のある団体と

関わっているという認識がございませんでしたけれども、今後は社会的に問題のある団

体と関わりを持たないように、慎重に対応をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 報道によりますと、旧統一協会は、選挙での支援や秘書の無償

提供などを通じて政界に入り込み、政治家の側も、旧統一協会の行事や研修に参加して

広告塔の役割を果たすなど、お互いに利用し合う関係が明らかになっています。そうい

う中で旧統一協会関連の被害は拡大していきました。 

政治は国民の生活を守り、苦難を解決するためにあります。政治家が国民を苦しめる

反社会的団体を応援するなど言語道断であります。この件につきましては、市町村長、

県議会議員、市町村議員に対して、マスコミから旧統一協会との関わりについてアンケ

ートが来ております。国政だけでなく、地方政権にも関わりをつくっていたことがその

うち明らかになると思っております。 

旧統一協会に関する問題について、霊感商法や高額献金などで苦慮する方々の最優先

の救済と、新たな被害者を生み出さないことが何より重要であります。そのためには、

旧統一協会の実態を徹底的に解明をして政治との癒着を断ち切ること、国会議員や地方

議員、各自治体や自治体の首長が旧統一協会系団体の行事に一切関与しないことが重要

であります。 

○議長（近松惠美子さん） では、前田正治議員の一般質問の途中ですが、議事の都合に

より暫時休憩いたします。 
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午前１１時０９分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時２０分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き会議を開き、一般質問を行ないます。 

前田正治君。 

［１８番 前田正治君 登壇］ 

○１８番（前田正治君） 次に、２、市政運営、会計年度任用職員の処遇改善についてで

あります。 

玉名市では平成１７年の合併以来、新規採用職員数は、退職する職員の３分の１に抑

えてきました。目まぐるしく変わる国の制度や県からの権限移譲などで、仕事は増える

のに人は増えないという状況が続きました。職員が退庁時間を過ぎても、庁内で仕事を

していることについて、当時の副市長からは通常考えるには職務だろうと感じていると

答弁があり、定時に仕事が終わらない、帰れない実態がありました。 

私が残業代を支払えと要求しますと、自主的にやっているなどと居直っておりました。

サービス残業を強いられたわけであります。少なくなった職員をカバーしたのが、多く

の臨時職員、今日でいう会計年度任用職員であります。 

玉名市立保育所では、臨時職員が担任せざるを得ないほど正規職員は減少をしました。

また、各課においても多くの臨時職員が配属をされております。 

質問１、正規職員数と会計年度任用職員数の過去５年間の推移はどうなっているか、

お聞きをいたします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） 前田議員の正規職員数と会計年度任用職員の過去５年間の推

移はどうなっているかについてお答えいたします。 

この会計年度任用職員制度は地方公務員法及び地方自治法の改正により、令和２年度

より始まった制度でございますので、平成３０年と令和元年度につきましては、臨時及

び非常勤職員数で申し上げます。 

平成３０年度、正規職員５１０人、臨時非常勤職員２６４人。令和元年度、正規職員

５３０人、臨時非常勤職員２５０人。令和２年度、正規職員５２８人、会計年度任用職

員２８３人。令和３年度、正規職員５２７人、会計年度任用職員２７６人。令和４年度、

正規職員５２６人、会計年度任用職員２７６人で、この数字は各年度とも４月１日現在

の数字でございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 
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○１８番（前田正治君） 合併後、直近の平成１９年４月１日時点、今の答弁にはありま

せんでしたが、これは私、過去に聞いたので知っていました。それで、平成１９年４月

１日時点では、正規職員が６６４人、非正規が１７５人で、合計８３９人です。今あり

ましたように、今年の４月１日時点では、正規職員数が５２６人、非正規が２７６人、

合計８０２人であります。 

合併後、正規職員が減ってきて、非正規職員が増加していることが分かります。職員

全体に占める非正規率、これは平成１９年４月１日時点では２０.８％、５人に１人だ

ったのが、令和４年４月１日時点では３４.４％、３人に１人が非正規職員であります。 

私はこのような状況からして、市政運営に当たり、会計年度任用職員は不可欠な存在

だと思いますが、市長の認識をお尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 市長 藏原隆浩君。 

○市長（藏原隆浩君） 前田議員の再質問にお答えいたします。 

令和４年４月１日現在の会計年度任用職員は２７６人ということで、正規職員を含め

た職員の割合からすると、先ほど議員もおっしゃいましたとおり、３４.４％を占める

状況となっております。 

市政運営に当たりまして、現状の任用を考えますと、今後さらなる行政需要の多様化

に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するためには、専門的な知識・経験を有

する会計年度任用職員については、私も同様に必要不可欠の存在と考えているところで

ございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 人事院は２０２２年度の一般職国家公務員の月給を平均０.２

３％、ボーナスは平均０.１か月、それぞれ引き上げるように勧告をしました。これは

３年振りの引上げ勧告であります。 

この勧告を、市の職員、正規も会計年度任用職員も含めた市の職員の給料には、どの

ように反映していくのか。最近の物価上昇は、今日のニュースでもあっておりましたが

２％を大きく超えております。物価上昇分を含めた給料の引上げが必要と思いますが、

見解をお尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） まずはじめに、前田議員の給料とボーナス引上げの人事院勧

告を職員、これは正規職員、会計年度任用職員の給料にどのように反映するのかについ

てお答えいたします。 

令和４年の人事院勧告が８月に勧告され、３年振りに月例給、ボーナスともに引上げ

となりました。 
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内容といたしましては、行政職俸給表の平均改定率が全体でプラス０.３、またボー

ナスについては４.３月分を４.４月分に引き上げ、その内訳としましては期末手当２.

４月分で据え置き、勤勉手当については１.９月分を２月分に引き上げることになり、

正規職員に対してはこの勧告を反映する予定でございます。 

会計年度任用職員につきましては、年度ごとの任用が前提で、年度で給料が決定して

いるため、令和４年４月１日に遡らず、令和５年度において給料改定することを検討し

ているところでございます。また、ボーナスにおいては期末手当のみの支給でございま

して、勤勉手当については支給していませんので、勧告のとおり据置きの予定と考えて

いるところでございます。 

次に、物価上昇分を含めた引上げが必要と思うがにつきましてお答えいたします。 

令和４年の７月に、熊本県の最低賃金が改定され発表されましたが、熊本県最低賃金

の時間単価は８２１円となっておりますが、本市の会計年度任用職員のパートタイム時

間単価については８９７円と７６円高い状況にございますので、物価上昇に対する給料

引上げについても、今年度は改定しない方向で考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 物価上昇分は適用しないということですけど、きつかなと思い

ます。 

それで、今ありましたように、人事院勧告については、正規職員に適用するというこ

とでした。会計年度任用職員の給料は、これは正職員に準じるという形でできているか

と思います。 

もともと、正職員と会計年度任用職員の給料は、表といいますか、ランクそのものが

違いますよね。それで、そういう中で、会計年度任用職員は、今回の勧告では上げない

ということなんですけど、正規職員では今回の勧告によって上がるわけです。 

市政運営においては、会計年度任用職員はなくてはならない存在に、今なっているわ

けですけど、人事院勧告を受けて正規職員の給料は上がるわけなんですけど、給料の上

げ幅、給料自体はもともとが違うわけですね、給料の上げ幅については、会計年度任用

職員も正職員と同様に、今度の会計年度任用職員の給料改定するときに合わせるべきで

はないかなと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） ただいまの前田議員の御質問ですけれども、今回のボーナス

の引上げ分につきましては、期末手当は据え置かれたままの状態でございまして、勤勉

手当についてのみ引上げとなっておりますので、今回の人事院勧告につきましては、会

計年度には適用できないと考えております。 
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以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ちょっと進めまして、話を。 

今日、会計年度任用職員は市政運営におきまして不可欠な存在となっております。そ

の処遇改善について、時間外手当、退職手当、通勤手当、勤勉手当、職歴加算などがあ

るかと思いますが、こういったことは法律的には問題ないと思いますが、玉名市では多

くは実施されておりません。会計年度任用職員の処遇改善について、見解をお尋ねしま

す。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の会計年度任用職員の時間外手当、退職手当、通勤手当、

勤勉手当、職歴加算など、会計年度任用職員の処遇改善についての見解についてお答え

いたします。 

本市の会計年度任用職員につきましては、現状、全てパートタイムで任用しておりま

して、時間外手当による報酬、通勤手当による費用弁償及び期末手当を支給している状

況でございます。通勤手当は、正規職員の手当に準じて通勤費を弁償。期末手当につき

ましては、正規職員と同等の支給率で支給しているところでございます。 

これは、総務省からの会計年度任用職員に対する給付の考え方に基づき、設定してい

るものでございます。 

今後、会計年度任用職員の退職手当、勤勉手当及び職歴加算などの処遇改善につきま

しては、国に準じまして、各市の状況を踏まえ改善を図っていくことと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 会計年度任用職員の勤務体系で、パートタイムとフルタイムと

あるんですよね。玉名は全部パートタイムということなんですけど、パートタイムの人

も７時間３０分かな、今、募集しているので、会計年度任用職員。あと１５分長く働い

てもらえば、これはフルタイムになるとでしょ。どぎゃんですかね。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） ただいまの前田議員の再質問ですけども、フルタイムという

のは職員と同様に、１週間の勤務時間が３８時間４５分を超える場合がフルタイムとな

りますので、今のところ３８時間４５分を超える会計年度任用職員さんはいらっしゃい

ませんので、全てパートタイムでの採用となっております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ですから、パートタイムの人も、フルタイムの勤務をしてもよ
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かという人がいるんじゃないかなと思うんですよね。そうなった場合、フルタイムの雇

用になって、フルタイムになれば、それなりの待遇改善もパートタイムのとき以上にせ

んとできんって。 

ですから、フルタイムで仕事してもよかですかという調査というかな、アンケートと

いうか、そういうのも今後する必要があるとじゃないかなとそういうふうに思います。

これは会計年度任用職員さんたちが決めることですからですね。 

４番目です。今までは人事院勧告の給料引上げ分について言いましたけど、今度は人

事院勧告によるボーナス引上げ問題です。 

人事院勧告によるボーナス引上げは、期末手当ではなく勤勉手当で引上げがなされま

す。国の非正規職員には勤勉手当があるそうですが、玉名市の会計年度任用職員には先

ほどの答弁のように勤勉手当がありません。ですから、ボーナス引上げが反映されない

ことになります。私は不公平と思いますが、どうでしょうか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の、今回の人事院勧告によりますボーナス引上げが会計

年度任用職員に反映されない心配があるが、不公平ではないかということでございます

けれども、先ほどの答弁と重複いたしますけれども、令和４年の人事院勧告が８月に勧

告されることは先ほど申し上げました。また、ボーナスにつきましては、４.３月分を

４.４月分に引き上げ、その内訳としてが期末手当が２.４月分で据え置き、勤勉手当に

ついては１.９月分を２月分に引き上げることにより、正規職員に対してはこの勧告を

反映する予定でございます。 

会計年度任用職員につきましても、ボーナスにおいては人事院勧告を反映することと

しておりますけれども、本市の会計年度任用職員は期末手当のみの支給となり、人事院

勧告では据置きとなっておりますので、事実上、引上げができない状況となっておりま

す。 

正規職員のボーナスにつきましては、期末手当と勤勉手当、会計年度任用職員は期末

手当のみと不公平感はあるかと思いますけれども、今後の国に準じた形で各市の状況を

踏まえながら、不公平感の解消は図っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 国の言うことに準じながら進めることも一つあると思います。

しかし、会計年度任用職員は玉名市が雇っていることですので、玉名市がやっぱり処遇

改善は進めていかなければいけないというふうに思います。 

次にいきます。 

 次は、行政ＤＸ、昨日もありましたが、デジタルトランスフォーメーションの推進と
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玉名市個人情報保護条例についてであります。 

７月に、玉名市は凸版印刷株式会社と行政ＤＸの推進を行ないました。この説明を求

めます。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の行政ＤＸの推進と玉名市個人情報保護条例

についてお答えいたします。 

昨日の一般質問でも答弁しましたとおり、本市におきましては、７月２９日に凸版印

刷株式会社様と行政ＤＸの推進に関する協定を締結しております。今回の協定では、将

来的な行政ＤＸや行政事務アウトソースの適正化に向けた庁内業務の分析を実施するこ

とにより、行政運営の効率化及び行政サービスの向上を図ることを目的としております。 

具体的な取組内容としましては、凸版印刷株式会社様と連携し、保育所入所調整業務

や特定健診、がん検診事業、議事録作成業務など５つのモデル事業について、業務の工

程や作業内容、作業時間などを可視化し、課題の抽出及び分析に取り組みます。また、

その分析結果を踏まえ、ＡＩ、ＲＰＡの導入やアウトソースなど、業務の効率化に向け

た改善策について、御提案をいただくこととしております。 

最終的には、御提案いただきました改善策について、各業務の担当課において検討し、

今後の方針を決定していく予定です。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 今のところ、５つの業種において改善方法の提案をお願いして

いるということですけど、この行政ＤＸ推進協定の５つの事業に絞って改善策を提案す

るに至るまで、個人情報保護の取扱い、これはどうなるんでしょうか。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の行政ＤＸ協定における個人情報の取扱いに

ついてお答えいたします。 

行政ＤＸ推進協定における個人情報の取扱いにつきましては、協定書において守秘義

務について定めておりますが、協定に基づく取組の中で、そもそも個人情報を取り扱う

ことはございません。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） ５項目の改善方法を提案するまでに至る作業の中では、個人情

報には全く触れない、問題ないというふうに、今、考えておられるんですね。 

ちょっと調べてみましたら、ＡＩを保育所入所調整業務に本格的に導入したさいたま

市では、２０２０年１月にシステムがトラブルを起こしたそうです。職員は休日返上で
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対応に追われたが、入所調整業務に携わる職員を配置していたことで、業務に重大な支

障が生じることなく、保護者に被害は及ばなかったということであります。 

５項目の業務がＤＸ推進により、職員の負担軽減と効率化につながることは、これは

市民にとってもいいことだと思います。しかしながら、ＤＸに頼って、その業務に携わ

る職員がいなくなることは、これは私は反対であります。ＡＩだけで業務が完結するこ

とになれば、職員と市民とのつながりが失われて、今まで培われてきた市役所の仕事の

質が低下するんじゃないかなというふうに私は思います。 

市民全てがスマホやパソコン、あるいはインターネットなどを自在に扱うとは限りま

せん。また、市役所に来て、誰もが自分の意思を職員にうまく伝えることができるとも

限りません。各課の窓口では、今後も職員が培ってきた市民とのコミュニケーション能

力が必要であります。 

行政サービスは、あくまでも市民本位が大前提であります。誰一人取り残さない行政

サービスの在り方を常に考えながら、ＤＸ推進に取り組むことを注文していきます。 

次の質問に移りますけど、玉名市個人情報保護条例では、市長は、運用状況を毎年度

一回、広報で公表することになっておりますが、未公表でありました。早期に是正する

ことを求めます。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の御質問にお答えいたします。 

玉名市個人情報保護条例の運用状況の未公表につきましては、大変遅くなりまして申

し訳ございません。公表に向けての準備をしていたところでございましたが、現在は本

市のホームページ上で公表しております。また、広報の掲載につきましては、これも準

備を進めている状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 分かりました。ぴしゃっとしてくださいね。 

次に、２０２１年で成立をしましたデジタル関連法では、現在の玉名市個人情報保護

条例を改正して、２０２３年４月１日から新たな条例として施行することになっており

ます。国が求めている条例改定では、現在の条例にあります優れた点、個人情報の収集

は本人から直接収集するなどの収集の制限、目的外利用・外部提供の制限、オンライン

結合の制限、審議会の在り方などなどの項目が、全く骨抜きになる懸念があります。 

条例改定における、日程あるいは審議会日程や、審議会及び改定に際しての担当事務

局の見解をお尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の御質問にお答えいたします。 
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この個人情報の保護に関する法律の改正に伴う条例の整備につきましては、本年１２

月議会への上程を目指して準備を今、進めているところでございます。 

これまで個人情報の保護に関しましては、法律の直接の適用はなく、条例を定めて、

その推進に努めるよう規定されておりました。しかしながら、今回の法律の改正により

まして、各自治体にも直接法律が適用されることになり、全国的な共通ルールに従い、

個人情報の保護に取り組むこととなります。そのため、条例で定めることができる事項

としましては、開示請求にかかる手数料や審議会に意見を聞くことができる事項など、

非常に限られた項目となっておりますが、本市の実情に即した規定となるよう、条例の

改正に向けて検討を重ねていく所存でございます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 今度の国の法律に基づく条例改正というのは、私は玉名市が今

までつくってきた個人保護条例をチャラにするというか、そういう中身かなというふう

に思っています。 

それで、現在の条例第１条、玉名市の条例ですね。第１条では、「この条例は、個人

情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、本市の実施機関が保有

する個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する権利を保障す

ることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護すること

を目的とする。」と定めてあります。 

今度、条例改定で全国の個人情報が国の法律に基づいて、一元化されるわけですけど、

今後、審議会では、改定条例案の内容について議論されるかと思います。玉名市の審議

会ですね。それで、第１条で定めた個人の権利利益を保護する目的、これは改定条例案

にもしっかりと堅持されるということを強く要求いたします。 

続けて、再質問をします。個人情報保護に関して、マイナンバーについてであります。

国は新たに最大２万円分のポイントをつけて、カード取得を現在促しております。河野

大臣に言わせると、これは邪道だそうであります。 

庁内ではカード取得率を上げるために、職員の家族を含めたマイナンバーカード取得

状況の調査が行なわれております。マイナンバーカードの取得は強制ではなく、あくま

で任意であります。 

以下３点、質問いたします。 

１、マイナンバーカード取得が人事評価に影響をするのか。２、何を根拠として、マ

イナンバーカード取得調査を職員や家族まで含めて行なうのか。３、調査はやめること。 

以上、お尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 
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○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の再御質問にお答えします。 

まず、はじめにマイナンバーカードの取得が人事評価に影響するのかという御質問で

ございますけども、本市の人事評価制度におきましては、マイナンバーカードの取得の

有無は一切影響いたしません。 

次に、何を根拠として職員及び家族に対する取得状況の調査を行なっているのかにつ

いてお答えいたします。この職員及び家族に対するマイナンバー取得状況調査につきま

しては、総務省より熊本県を通じまして年に６回、そのうち４回が家族までの照会とな

っております。この根拠につきましては、熊本県市町村課に照会しましたところ、令和

元年度に、デジタル・ガバメント閣僚会議決定を踏まえた地方公務員等のマイナンバー

カードの一斉取得の推進について、この文章の中でマイナンバーカードを普及させるた

めに、まず政府や地方自治体に関わる公務員が自らマイナンバーカードを取得、理解を

深めねばならないという考えで、申請・取得の状況の照会を行なっているとのことでご

ざいます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 調査のことはなかったですけど、そういう意味でやめるという

ことですね。 

マイナンバーカードには個人番号と顔写真が載ります。カードの取得は、これはプラ

イバシーと深く結び付くものでありますから、本人の意思が十分尊重されなくてはなり

ません。カードの取得を調査することで、職員の家族まで個人情報の提供を迫られると

いうこと、職員と家族、同じ屋根の下に住んでいるかもしれませんけど、これは人格が

違います。それで、職員の家族まで個人情報の提供を迫られるということは、皆さんよ

く御存じの、基本的人権の尊重が著しく侵害されることだと思います。憲法擁護義務を

負った公務員が行なうことではないというふうに私は考えます。 

マイナンバーカード取得は強制ではなく、あくまで任意であります。職員が市民に先

駆けて、マイナンバーカードを取得するということもあるかもしれませんけど、今の家

族まで含めた調査ということは、これは私はやめるべきだと思います。調査は中止する

ことを強く要求しますが、いかがですか。 

○議長（近松惠美子さん） 総務部長 𠮷田勇人君。 

○総務部長（𠮷田勇人君） 議員の再質問にお答えいたします。 

職員のみならず、家族までの調査ということでございますけども、先ほど申しました

令和元年６月６日付けの事務連絡、デジタル・ガバメント閣僚会議決定を踏まえた地方

公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進についての文書の中で、この中におき

まして、地方公務員共済組合の組合員及び被扶養者のマイナンバーカードの取得を推進
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するということもございますので、家族の方までの調査を行なっているところでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 前田正治君。 

○１８番（前田正治君） 推進は推進でいいと思いますけど、先ほど言いましたような家

族を含めて調査をするということだけは、これは私はやめたがよかと思います。 

以上を申し上げまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、前田正治君の質問は終わりました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 １時００分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、会議を開き一般質問を行ないます。 

６番 山下桂造君。 

［６番 山下桂造君 登壇］ 

○６番（山下桂造君） ６番、自友クラブ、山下桂造。通告に従って一般質問を行ないま

す。 

まず、政策の取組み方について伺います。 

第２次玉名市総合計画後期計画が発表されました。基本構想において、玉名市の将来

像を「人と自然が輝き やさしさと笑顔にあふれるまち 玉名」と定めています。３つ

のキーワードとして、笑顔があふれるまち、健康と福祉のまち、良質な暮らしができる

まち、そして、基本目標が７つ挙げられております。 

この計画の遂行に当たって、市の職員の方々は日夜努力をされていることと存じます。

計画を進めるためには、計画推進本部のようなものがあって進められていくのが進めや

すいのかなと考えておりますが、また計画は複数の課が関連します。 

そこで、まず計画遂行の責任者・司令塔について、それと計画を進める上で、各課の

協力体制について伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

［企画経営部長 今田幸治君 登壇］ 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員御質問の計画遂行の責任者・司令塔についてお答え

いたします。 

まず、本市の政策は、市の進むべき方向性を示した総合計画を基本に遂行しています。

総合計画は、本市の将来像である「人と自然が輝き やさしさと笑顔にあふれるまち 

玉名」の実現のため、７つの基本目標で構成する本市の最上位計画で、昨年度末に第２
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次後期計画をとりまとめ、令和８年度までの５か年間で取り組む本市のまちづくりの将

来像を示すとともに、これを実現するための目標や主要な施策の大綱を明らかにしてお

ります。この総合計画で定めた基本目標の実現のために、分野別の具体性がある個別計

画を関係各課が必要に応じ、様々な事業を実施しているところでございます。 

議員御質問の計画遂行の責任者・司令塔については、それぞれの部署が担当する業務

を定めた、玉名市事務分掌条例施行規則に応じた担当課が担うものです。担当課が担う

分野で、市民や各種団体などの意見を個別計画に反映させながら、進捗の管理を行ない、

政策の効果などを検証し、必要に応じて計画の見直しを行ないながら、きめ細かに取り

組んでいくことで、政策実現を目指しております。 

次に、計画を進める上での各課の協力体制についてお答えいたします。各種の計画に

おきまして、政策の内容によっては複数の分野にわたる計画を策定・遂行する場合があ

ります。その際には、関係する各分野を所管する課で協議を行ない、それぞれの役割を

決め、各種施策を盛り込みながら計画を定め、政策の実現に向けて事業を推進しており

ます。 

例えば、本年度から実施しています玉名圏域定住自立圏の地産地消の取組は、農産物

の主管課である農林水産政策課が窓口になり、教育総務課や保健予防課も参画し、取組

を行なっております。 

このように複数の課、さらには自治体を超えて横断的に連携することで、玉名圏域の

豊かな農産物や特産物について、子どもたちの理解が進み、地域への愛着も深まると考

えられ、各市町の相互が連携することで、地産地消と食育の推進がより一層図られるも

のと期待しているところです。 

また、新型コロナウイルス感染症対策におきましても、ワクチン接種業務や定額給付

金業務などで、全庁体制での連携・協力の下、迅速かつ適切に対応しております。 

今後も計画を進める上で、各部署で所管する分野にとどまらず、横断的に連携を行な

うことで、より高い効果を得られる事業がある場合については、庁内プロジェクトチー

ムの設置を含めて事業を実施してまいります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 山下桂造君。 

○６番（山下桂造君） よく分かりました。大きな課題については、プロジェクトチーム

を作ってやっていくということで、されているということが分かりました。 

ただちょっと今から、こんなことはどうだったのかなということで、私のほうから。

こんなふうに質問はちょっとできないかもしれません。ちょっと伺うかもしれません。 

広報たまなの８月号に、都市計画道路を見直すという記事が載っておりまして、その

ときの会にも私は参加したんですけれども、都市計画道路というのは昭和の中期頃につ



－ 184 － 

くられたものということで、計画はあるのにも関わらず、何もされずにきてしまったと

いうふうな感じです。 

私の近所にも、実は、都市計画道路ができるから家を建てたんだっていう人がおられ

たんですけれども、それも３０年前の話でした。多分なぜその計画が、されたのもある

んですけれども、その計画がされなかったのかなど勝手にちょっと想像したところ、市

役所の職員の皆さんは部署が変わったりもするということで、だんだん忘れ去られてい

ってしまったんだろうかなど、ちょっと推測したところがありました。何か間違いがあ

ったら、遠慮なく指摘していただければありがたいと思います。 

都市計画上必要とあるならば、絶えず誰かが気をつけていて、土地を公有地にするた

めに設けたのじゃないかな、なども考えています。もう少ししっかり見ていけばできた

のではないかというふうに考えております。 

何でこんなこと言いますかと、玉名市に平成１７年にいい条例ができているんですよ

ね。何かというと、玉名都市計画高瀬南部地区計画の区域における建築物の制限に関す

る条例というのがあります。これは、私は今年の１月にいいのがあるなと、研修会に行

くために見つけたんですけれども、この条例は建築基準法第６８条の２第１項の規定に

基づき、建築物に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、

良好な都市環境を確保することを目的とする。建築物の壁面もしくはこれに代わる柱、

もしくは計画図に表示する壁面線を超えて建築してはならないという形で、道路境界線、

計画道路がちゃんとつくられていくように、家の建築を制限しているというものでした。 

こういう条例があるというのを知りまして、ほかにも似たような条例があるのかもし

れませんけれども、こういうのがあると確実に計画が進んでいくというふうに感じたわ

けです。この平成１７年のものは素晴らしいなというふうに思っています。一つ、市が

された例として挙げさせてもらいました。 

総合計画に、実は前からの総合計画です。今回だけじゃなくて。一番最初に、やはり

自然を大切にというふうに書いてあります。しかし、総合計画の、今回の前期の中でも

生き物を大切にするということが何かされたのかな。実は総合計画を読んでますと、自

然は大切なんだけど生き物は大切になってないんですね。大体自然が大切というのは、

生き物が大切ということでしかないと思うんですけれども、ちょっとこれ、残念に思っ

ておりました。 

私は、なぜこの質問をしましたかと言いますと、玉名市にはいろんな計画が昔からあ

って、それがなかなか進んでないというのをちょっと知ったものですから、この質問を

しているところなんですけれども。 

今度、新しくなった玉名市の立地適正化計画によりますと、居住誘導区域の設定がさ

れています。このことで考えたんですが、今の高瀬の現状、高瀬のそこのまちですけれ
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ども、古いまちですけど。今、空き地がどんどん広がっています。空き家が解体されて、

空き地ができています。御存じの方もおられると思います。居住誘導区域というふうに

もう設定されていますから、この場所に家を建ててもらいたいなと考えたわけですね。

しかしぱっと家は建てられない、なぜか、道が狭いからとすると、都市計画と土木とい

うところの協力関係が必要になってくるというふうに思っています。土地が空いたとこ

ろ、予算の関係等あるかもしれませんけれども、道路の用地確保とか、すぐしていく。

都市計画が今、どういうふうにつくられているか分かりませんけれども、今が一番のチ

ャンスだというふうに考えております。 

あと、これまた、まちを歩いていて見たんですけど、玉名町小学校の前の、通称町小

通り、この都市計画路線となっていたのですけれども、今度ちょっと外される予定にな

っています。理由はよく分かりました。しかしながら、町小学校自体は玉名市の２次以

降の避難場所となっていたり、また緊急時には保護者が迎えに来たり、またＰＴＡの会

合など、自動車で訪れる機会の多いところでもあります。それで、この話を知ったある

人からも、とても大事な道だというふうに強く言われていました。小学校に通じる道路

の拡幅はされるべきだと考えています。 

今なんですけれども、ちょうど町小学校の正門のところ、家が壊されて空き地ができ

ています。そういうところをぱっと押さえておくと、道の拡幅につながるなと。全部買

うわけではなくて、少しでも道を広げるために押さえればいいのではないかというふう

に思っています。そうすると、教育委員会と土木課の協力関係が必要であろうというふ

うに考えるところです。 

今の段階で小学校に通じる道、広くなっているのは山本眼科から町小の正面に向かう、

あの道が少し広くなってますけれども、あれが一番いいのではないかと思うんですけれ

ども。 

すいません。市長、突然ですが、いかがでしょうか。私の今の考えについて。 

○議長（近松惠美子さん） ちょっと整理ができてないから。 

［「具体的に」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 整理してください。 

○６番（山下桂造君） 今、道をつくるということで、小学校の前の道が狭いものですか

ら、それについて広げていくということでいろんな方策があると思うのですけど、私の

案はいかがでしょうかということで聞きたいということです。 

○議長（近松惠美子さん） 通告してありますか。 

○６番（山下桂造君） 通告してないです。 

○議長（近松惠美子さん） 通告の範囲内でお願いします。 

○６番（山下桂造君） 通告の範囲内ですね。じゃあ、通告してないので。すいません。 
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総合計画、これ自体を進めていくというのは、皆さんの熱い思いがないとできません。

皆さんの思いがないところでは、このような計画自体もつくれないと思います。一歩で

も二歩でも進めていただきたいというのが私の気持ちです。 

議会の役割を考えたんですが、総合計画があります。この総合計画、これがしっかり

進んでいくかどうかをチェックするのは議会の役割だと思っています。皆さんと一緒に

いいものができていけばいいというふうに考えて、実行が進められていくということを

願っております。 

では、再質問します。玉名市天水町は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法が適用されることになりました。過疎地域になるということは、人口が減っていると

いうことです。その要因の一つに、天水地区で実家の隣に家を建てたいと考えても、農

地法で簡単に宅地にすることができないと聞きました。家を建てたいと考えても家を建

てることができない。住民が増えるわけはないわけです。農地法が過疎化を進めている

実態があると思いました。 

今回の、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の３８条に「国の行政機関

の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画の定める用途に供するため農

地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続

的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。」

とあります。この法律３８条についての見解を伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 山下議員の過疎地の持続発展の支援に関する特別措置法

第３８条についてお答えいたします。 

農地を営農以外の目的に供するために転用する場合、農地法第４条及び第５条の規定

に基づく農地転用許可が必要であり、今回、山下議員が先ほど述べられました、過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法第３８条の中の、農地法などによる当該処分

が迅速に行なわれるよう適切な配慮をするものとするという規定の趣旨は、農地転用許

可等の要件緩和を行なうものではなく、各種申請等があった場合、迅速にスピード感を

持って審議等を行なう旨の趣旨であることと捉えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 山下桂造君。 

○６番（山下桂造君） 分かりました。ちょっと私の捉え方が間違っていたみたいです。

速やかに審査をしていただけるということが分かりました。その趣旨に従って、もし住

宅に供する農地があったならば、迅速に行なわれるように、市として支援をしていただ

きたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

この法律に第４０条というのがあります。第４０条「国は、国が行う規制の見直しに
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関する提案の募集に応じて過疎地域の市町村から提案があったときは、過疎地域の持続

的発展を図るため、過疎地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏ま

え、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。」というのが

あります。これを見て、とてもいいなと思ったんですけれども、国が規制していること

に対してちゃんと意見を言って、より良いものに変えることができるんだというふうに

読みました。 

今後、いろんなことがあると思いますけれども、市としても天水地域の発展のために

これは変えたほうがいいというのがあれば、ぜひとも積極的に提案していただければと

思っております。以上です。 

次の質問にいきます。 

［６番 山下桂造君 登壇］ 

○６番（山下桂造君） 次の質問です。指定管理者制度について伺います。 

玉名市の指定管理者制度の導入に係る事務処理方針から、指定管理者制度は、「多様

化する住民ニーズに対し、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間

の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減等を図ることを

目的とするもの」であり、制度の導入によって地域の振興及び活性化並びに行政改革の

推進効果が期待されています、とあるのですが、実態はどうでしょうか。 

次のことを伺います。委託経費の設定はどのようにされていますか。指定管理者制度

で良い点、指定管理者制度で悪い点、以上についてお答えください。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

［企画経営部長 今田幸治君 登壇］ 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員の委託経費の設定について及び指定管理者制度での

良い点・悪い点についてお答えいたします。 

委託経費に当たります、いわゆる指定管理料の設定については、まず市が管理運営を

直営で行なった場合に必要となる管理運営経費を算出いたします。この管理運営経費に

ついて具体的に申し上げますと、光熱水費や市職員または会計年度任用職員の平均給与

で算定した人件費、リスク分担に基づく修繕費や清掃などの委託料などの必要経費を積

算しております。指定管理料の設定に当たっては、この管理運営経費と利用料金収入な

どとの差額、つまりは管理運営のための利用料金などの収入で不足すると予想される金

額を基準価格とし、その基準価格を上限として事業者の提案を受け、その提案価格を指

定管理料としているところです。 

次に、指定管理者制度で良い点につきましては、民間事業者のノウハウやアイデアを

活用することにより、従来の自治体にはないサービスを提供することができるようにな

り、魅力的な自主事業やイベントの充実を図るとともに、利用者満足度の向上につなが
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ることができます。また、公募により指定管理者を選定する場合には、民間事業者から

の競争原理に基づき、経費削減につながる可能性もあります。 

最後に、指定管理者制度で悪い点につきましては、直営の場合と比較しますと、住民

の要望や苦情が市に届きにくい点や、民間事業者の経費削減が優先された場合、サービ

スの質が低下するなどの懸念があります。これらの課題につきましては、市と指定管理

者との関係強化が重要であると認識しておりますので、緊密な情報交換や連携に努めな

がら取り組んでいきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 山下桂造君。 

○６番（山下桂造君） 委託経費の設定について、良い点・悪い点、伺いました。 

経費のことについて、先ほども伺いに行ったんですけれども、この経費、その事業者

が利益を上げるならば、その利益はそのまま、その事業者のものになるということでよ

かったんですよね。 

はい、ありがとうございます。 

良い点として、民間のノウハウ・アイデアと、民間の競争により価格が下がることが

ということではあるんですけれども、なかなかやっぱり地方では難しいということを聞

きました。また、この制度自体、本当にいいのかなということも考えてしまっています。 

次の再質問に行きます。 

玉名市の指定管理制度に係る事務処理方針によりますと、「所管課は、公の施設の設

置者としての立場から、安全管理の面について十分に留意しながら様々な方法でモニタ

リングを行ない、指定管理者に対し必要な指示等を行うことにより、施設の適正な管理

の確保に努める必要があります。」「そこで、本市では、地方自治法２２４条の２第７

項及び第１０項の規定により、当該公の施設の性格等を踏まえ適切にモニタリングを実

施することとします。」と書いてあります。 

そこで、指定管理者の監督、モニタリング等の現状をお尋ねします。 

○議長（近松惠美子さん） 企画経営部長 今田幸治君。 

○企画経営部長（今田幸治君） 議員の指定管理者の監督の現状についてお答えいたしま

す。 

施設の所管課におきましては、公の施設の設置者としての立場から、指定管理者を監

視し連携を図るために、各施設において指定管理者制度の導入にかかる事務処理方針に

基づきモニタリングを行なっております。 

具体的には、月に１回の月例報告書の提出、年に１回の事業報告書の提出、年に１回

以上の利用者満足度調査、年に１回以上の実地調査等、年に１回の実績評価などを行な

っております。また、これらのモニタリングの実施により判明した問題などにつきまし
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ては、施設所管課において、指定管理者との協議や指導などを随時行なっているところ

です。 

次に、先ほど議員からございましたけれども、効率的な管理や運営が行なわれた経費

につきましては、指定管理者の経営努力により経費が削減されたものにつきましては、

指定管理者の利益という形になります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 山下桂造君。 

○６番（山下桂造君） 今、年に１回は実際に見に行かれているというお話を伺ったり、

月に１回、年に１回、それぞれずっと点検はされているということが分かりました。 

再度同じことを言いますけれども、「多様化する住民ニーズに対し、より効果的、効

率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上

を図るとともに、経費の縮減等を図ることを目的とする。」というふうに書いてありま

す。これは総務省が大体書いていることなんですけれども。 

実際に働いている人にお話を伺って、ある程度の経費は出せるようにしてあるという

ことも言ってはあるんですけれども、働いている人の給料を聞くとあまりよくない状況

が続いていて、市役所の職員がここをやっていたときは、もっともらってたのにねとか

っていう話も聞いたりもしています。 

総務省としては、住民サービスの向上を図るということによって、住民サービスの向

上というのは、働いている人も住民なんだよ、だから、そんな低いもんじゃないんだよ

っていうことも何か言っているみたいです。でも、それを市がいちいち言うこともでき

ないのかなと思いながらも、何か少しでも応援してやることはできないんだろうかと思

っているところです。 

実は、前も議会で話をさせてもらったんですが、潮湯について、どうしてもトイレの

水道の件が気になって、トイレの水道がずっと直っていません。先ほども担当の人に３

週間ぐらい前に言って、直りましたかと言ったら「直ってません」ということでした。

指定管理者としても非常に困っているというところもあるのも事実だと思います。直営

にしたほうがいいのかなとも思ったりもするんですが、ただ先ほどあったように、利益

分はちゃんと自分たちのものになるというのであるならば、そこの人たちはもっと頑張

って働いてくれればいいのにと思うんですよね。そうやって、やっぱり民間の能力を活

用しつつとあるんだけど、全然民間の能力が動いてないのかなとも思います。 

大都市では、指定管理者にいっぱい入札があるらしいんですけども、やっぱり地方で

はない。その辺のところもすごく、こういう問題に関わってくるんではないかと思いま

す。また、熊本県熊本市で指定管理者の選定に関わっていた人のお話をちょっといただ

いたんですけれども、どこも同じような状況らしくて、業者のほうが残念ながらどうせ
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自分しかいないんだというところで、サービスの低下というのが現実見られていて、本

当に施設に行っても面白くないという状況があるということを言われています。私もそ

れも非常に感じております。 

初日にＹ・ＢＯＸのところで、松本議員が発言されていましたけれども、あんな形で

少し応援することができて、もっともっとよくなるならば、さらにいいことだと思って

おります。 

本当に、指定管理者制度自体が総務省から、見ていると、総務省としてこれをやれと

いうことになっているみたいですね。どうも自治体がしたくないからしないというわけ

にはいかないような感じになっている。そうすると、やっぱりこの制度は玉名にはすご

くやりにくい制度で、もっといい制度があるんじゃないかと。指定管理者制度以外にも、

何かできないのかなというふうに考えているところです。 

この指定管理者制度自体、本当に管理されている皆さんとても大変だと思います。こ

の間も潮湯に行って、あるカップルがトイレのほうに行ったんですね。そうしたら、ト

イレに行ったなと思ったら、すぐ戻ってきちゃったんです。もう汚いところは使わない

というのがありますよね。もっときれいにしてもらえばいいと、そういうところもやっ

ぱり人が集まるということでは大事なことだなと思いました。 

昨日も、松原海水浴場の総合的な新しい方向性を示されましたけれども、一番は働い

ている人がそういうところに気づいて、より良いものにしていってくれるということを

願っています。本当の意味での民間の活力というのは、動かないことにはもうどうしよ

うもならないんだろうというふうに考えました。 

指定管理者制度は以上にします。 

［６番 山下桂造君 登壇］ 

○６番（山下桂造君） では、安心安全快適な市民生活について質問します。 

コロナウイルスの第７波で、介護福祉施設がかなり倒産したというのを全国ニュース

で聞きました。それで、玉名市ではどういう状況かというのを伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

［健康福祉部長 酒井史浩 登壇］ 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員御質問の新型コロナウイルス第７波の介護福祉施設

への影響についてお答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症の第７波の到来に伴いまして、市内の介護保険事業所にお

きましても、その対応に追われているところでございます。 

事業所では、一時的に医療用ガウン、マスク等の物資不足が生じているところもござ

いますけれども、本市の備蓄品を提供し対応しているところでございます。また、感染

が確認された事業所に対しましては、熊本県の高齢者施設等医療支援チームにより、早
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急に施設を訪問し、ゾーニング等の感染管理指導等を行ない、感染拡大防止に尽力され

ているところでございます。 

本市の第７波による事業所への影響につきましては、開設事業者の高齢化や制度改正

による専門職種の配置が必須化されたことによる、介護保険事業所の廃止や休止は確認

しておりますが、新型コロナウイルス感染症が直接の原因で事業所が閉鎖したというこ

とはあってはおりません。 

本市では今後とも市内介護保険事業者と共に、安定的な介護保険サービスが提供でき

るよう事業を行なってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 山下桂造君。 

○６番（山下桂造君） 本市では、特に大きな問題にはならずに、うまい具合にいろんな

助けを借りていっているということですね。安心いたしました。 

再質問します。特定外来生物のアライグマの対策についてです。「あらいぐまラスカ

ル」というアニメのおかげで、アライグマを飼育する人が出てきました。ところが、ア

ニメのような動物ではないため、飼育する人たちがアライグマを野に放したのが野生化

して、現在問題になっています。 

農産物の被害はもとより、家に住みつかれて屋根裏は糞で汚染されたり、最近知られ

るようになった重症熱性血小板減少症候群というダニが媒介する病気に一度は罹患した

というアライグマが２５％います。この病気はダニが媒介するとばかり考えられていま

したが、近年罹患しているペットからうつったという例が複数知られています。この病

気の致死率は６から３０％と言われています。 

実は、和歌山の例ですけれども、和歌山のアライグマで調べてみたところ、４分の１

がその病気にかかったことがある。抗体ができているということです。 

熊本でも、アライグマが見つけられたのがもう２０年ぐらい前に、まだあんまり多く

はないんですけれども、玉名でも住んでいるのは間違いないです。たまに見つかります。 

それについて、玉名市としてどのような対策を取られているかというのを伺います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 山下議員御質問の外来生物アライグマ対策についてお答

えいたします。 

まず、本市におけるアライグマの捕獲状況ですが、平成２６年度に梅林地区において

初めてをオス１頭が捕獲され、その後、現在までに主に梅林地区でオス９頭が捕獲され

ております。 

また、農作物等の被害は確認されておりませんが、隣接自治体であります玉東町や熊

本市河内町などでアライグマの生息確認数が増加しており、今後、本市におきましても
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アライグマによる被害が懸念されます。 

次に、アライグマの捕獲体制の状況についてですが、市民からの通報後、現地にて被

害状況を確認し、アライグマが生息している可能性がある場合には、生態調査用のセン

サーカメラを設置して、個体数等の生息状況を確認し、生息が確認された場合は、玉名

市有害鳥獣捕獲隊員に箱わなの設置を依頼しております。その後、アライグマが捕獲さ

れた場合には、市職員立会いのもと隊員による止め刺しを行ない、性別や身長・体重を

計測した結果を県に報告しております。 

次に、今後の本市のアライグマ対策としましては、一つ目にアライグマ防除の専門家

を招いた防除講習会の開催を今年度に予定しております。内容としましては、有害鳥獣

捕獲隊員に対する具体的なアライグマの捕獲方法の実践指導、アライグマの生息が確認

されている地域に設置された箱わなの見回りや餌入れ、連絡係として捕獲補助活動を担

っていただくための地域住民を対象とした、アライグマの生態系の学習を計画しており

ます。 

議員が申されましたように、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する

法律では、専門家を招いた防除講習会を受講された住民の方々は、アライグマの捕獲従

事者とすることが可能になります。しかし、本市では狩猟免許を有している有害鳥獣捕

獲隊員のみをアライグマの捕獲従事者としており、この理由としまして、タヌキやアナ

グマといったアライグマ以外の小型獣を捕獲する錯誤捕獲や捕獲従事中の事故の問題を

考慮したことによります。 

二つ目に、小型獣用箱わなや生態調査用のセンサーカメラといった捕獲関連機器を適

宜追加購入することで、さらなるアライグマ防除体制の充実を図ってまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 山下桂造君。 

○６番（山下桂造君） 対策についてされること、よく分かりました。 

まず、玉名市自体では、アライグマがあんまり出てないということではありますけれ

ども、先ほども説明していただきましたけれども、特定外来生物の捕獲従事者研修とい

うのは、今のところは考えておられないというようなことだと理解いたしました。 

大体狩猟というのは狩猟免許を持っておかないといけないんですけれども、この特定

外来生物では、狩猟免許を持たずとも捕獲ができるというようなことだけは、ちょっと

御理解いただきたいと思っております。 

アライグマ自体、今のところはまだ大丈夫、大丈夫というとおかしいんですけれども、

本当言うと根絶したいということで県も動いてますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 
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では、再質問します。８月にくまもと子ども芸術祭が行なわれました。玉名の子ども

たちがいろんな発表をしてくれました。生き生きと活動して、とてもいいなと思った次

第です。この子ども芸術祭について、玉名市として今の取組、今後の取組等を教えてく

ださい。 

○議長（近松惠美子さん） 教育長 福島和義君。 

○教育長（福島和義君） 山下議員の御質問の子ども芸術祭についてお答えいたします。 

議員もおっしゃいましたように、去る８月２０日・２１日に玉名市民会館ホール全館

で開催されました「第１０回くまもと子ども芸術祭２０２２ｉｎたまな」は、市内の小

中学生が作成いたしました絵画・書道・俳句等の作品展示や、芸術品等の創作を体験で

きるブースの設置に加えまして、日ごろの稽古の成果、練習の成果を舞台で発表する機

会を提供する子どもを主体とする芸術祭で、本年度は県内持ち回り事業として、県文化

協会と玉名市文化協会の共催で開催されました。展示作品の総数は１,３４９点ござい

ました。それから、開催２日間で合計７９８名の皆様に御来場をいただきました。 

例年は玉名市民文化祭の一環として、夏休み期間中に、玉名市文化協会と教育委員会

の主催で子ども芸術祭を開催しております。しかしながら、近年２年間は感染症拡大の

ため開催ができておりませんでしたが、今後も玉名市内で伝承されてきた芸術文化が、

次世代を担う子どもたちの成長とともに、ますます充実・発展することを目的として開

催を継続していきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 山下桂造君。 

○６番（山下桂造君） 開催継続されるということで、とてもうれしく思います。 

本当に、百聞は一見にしかず、いろんなものがあって、心を打つものいっぱいで、わ

ー素敵だな、これはやっぱりぜひとも続けてほしいと思っておりました。地域でそれぞ

れまた頑張ってはいかれるんでしょうけど、それをぜひとも発表する場、これはとても

大事だと思っています。 

最後に、玉名市総合計画に書いてある「人と自然が輝き やさしさと笑顔にあふれる

まち」ということで、実は私も水遊びの場については質問しようと思っていたところだ

ったんですね。それはなぜかとうと、江津湖にたまたま行ったんです。江津湖にはいっ

ぱい親子連れの方々、いっぱい水遊び楽しんでいました、魚獲りも。そこに市民の笑顔

がいっぱいあったわけです。市民の笑顔がいっぱいあるな、玉名も水遊び場が欲しいな

と。残念ながら尾田の丸池は、地域のことを考えればやっぱりオープンするのは難しい

なと思います。 

質問は、瀬崎議員と坂本議員がされておりましたけれども、それでちょっと思ったの

が、天水は他にも水がいっぱい出ているところがあるじゃないですか。体育館の側でじ
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ゃんじゃん。体育館の側とグラウンドのところのあの水路にきれいな水が流れているの

を思い出して、あんな所にできればいいな、そうすると市民の笑顔がいっぱいあふれる

んじゃないかなって思いました。 

蛇ヶ谷公園には、長い滑り台があります。私はあれを滑ってから、何回かお尻の皮を

むいちゃったんですけれども、残念ながら、今お尻の皮がむけるほどスピードは出ませ

ん。ローラーの幾つかが固まっています。滑らないです。前に修理はと言ったら、修理

するという話を下のほうでは聞いたんですけれども、やっぱりちょっと笑顔が曇ってし

まいます。 

高瀬大橋から伊倉に自転車で行きます。残念ながら、笑顔になれません。自転車通行

の邪魔になるほど草が生えているからです。そんな中、地域によっては住民総出できれ

いにしてくれているところがあります。 

玉名から南関に向かって自転車で行くと、気持ちがいいです。歩道に草が生えていま

せん。すごい笑顔になります。 

玉名高校から疋野神社までの、通称玉高通りですけれども、そこにある歩道の草を管

理してくれている人がいます。かなり前から歩道がきれいになっているなって思ってい

たら、昨年、歩道をきれいにしてくれる人にお会いしまして友達になりました。草が生

えているのがいかん、やっぱりきれいなまちにしたいという思いで、一生懸命されてい

ます。 

まちの美化というのは、私たち住民総出で取り組むべきものと考えております。話を

していると、税金払っているんだから行政にしてもらえばいいという人もいますけれど

も、そうじゃないとは思うんですよね。一人一人が自分の家の前だけでも道路の草を取

ってくれると、あっという間にきれいになると思います。きれいなところで、人はやっ

ぱり笑顔になります。 

市民の笑顔を創り出すのは、私たち住民であることも忘れたらいけないと思っていま

す。玉名市に住んでいる以上は、市民自ら笑顔になるように努力する必要もあると考え

ているんですが、「やさしさと笑顔にあふれたまち 玉名」市民一人一人の思いの終結

ででき上がるものと考えます。そのために、きれいにしようという啓発活動なども、市

としてもさらにしていただけるとありがたいと思います。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、山下桂造君の質問は終わりました。 

次に、１６番 江田計司君。 

［１６番 江田計司君 登壇］ 

○１６番（江田計司君） 皆さんこんにちは。１６番、新生クラブの江田です。最終日の

最後ですけど、もうしばらくの間、御辛抱お願いします。一番今眠いときでしょうが。
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いつもながら最後まで傍聴していただいてありがとうございます。 

昨年の６月議会で一般質問をいたしました。高道・大野小学校の学童保育施設の今後

の取組についてを質問いたしました。藏原市長は、同学校敷地内に学童保育施設を建設

することも視野に入れて検討すると答弁をされました。８月の上旬には学童利用保護者

等から、学校施設内に学童保育施設を整備するとの要望が提出されました。９月上旬に

は、藏原市長、副市長、関係者が建設予定地を視察をされました。１０月の中旬に建設

確認申請の許可が承認できるとの連絡がありました。１１月中旬、当初予算を要求され、

令和４年３月議会で当初予算が議決をされました。４月２７日に入札。７月の上旬、工

事が着工されました。今年の１２月１日から供用開始の予定であります。現在は建物も

立派にでき上がっております。いろいろ空調とか内装関係をされて、今、外構工事中で

あります。 

私も孫を迎えに時々行っておりますけれども、保護者の人たちや、関係者の人たちも

大変喜んで供用を楽しみにしておられます。まさに、藏原市長が求めておられる「笑顔

を育む教育プラン」そのものではないでしょうか。恐らく、今まで以上、学童施設の利

用者が多くなるのは間違いないと、皆さん大変喜んでおられます。 

今でも高道小学校は部屋が狭いものですから、高学年はお断りされているんですね。

ですから、今度は広い施設ができますので、恐らく利用者の方が多くなるんじゃないか

と思います。ですから、最終的にはこれが定住化促進につながるんじゃないかと思いま

す。大いに皆さん、期待をされているところです。 

藏原市長の決断と実行、そして、村上副市長と関係各位の皆さん方にも心から感謝を

申し上げます。お世話になりました。 

それでは、通告に従いまして質問をいたします。 

一番目の高道小学校の登下校の安全についてを質問いたします。高道小学校より通学

路の安全と点検・改善要望は出されておりますが、これでちょっと写真を見ていただく

といいのですけど。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１６番（江田計司君） ＪＡ岱明総合支所交差点、ＪＡ駐車場、北東前の歩道の待機場

所がほとんどなく、登校班の児童は怖い思いをしている。そのためには、高道小学校の

運動場の南側に歩道をつくってほしいとのことです。そのためには、ＪＡ玉名総合支所

駐車場から小学校運動場の南側の崖を削って、歩道をつくってほしいとの要望です。そ

のためには、ＪＡ駐車場から小学校運動場南側と歩道までの横断歩道をつくってほしい

との要望が出ているんですね。 

ここが危ないんですね。信号があるでしょう。待機場所が全然ないんですね。ですか

らここのＪＡの駐車場、ここから歩道をつくって、この崖を削って、ここに歩道をつく
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る。これがどうも要望が出されているみたいです。 

その後どうなっているかお伺いいたします。そのほかに４点ほどありますけど、それ

は質問席から質問させていただきます。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 

［教育部長 藤森竜也君 登壇］ 

○教育部長（藤森竜也君） 江田議員の高道小学校の登下校の安全について、御指摘の件

についてお答えいたします。 

ＪＡ岱明総合支所交差点の歩道の待機場所、横断歩道につきましては、今お話があり

ましたとおり、道路北側の高道小学校運動場南側ののり面を削り、歩道と横断歩道を新

設していただきたいという内容の改善要望を、既に土木課に上げているところでござい

ます。 

ただ、議員御指摘のＪＡ岱明総合支所側を利用する内容ではありませんので、この内

容につきましては、実行可能かを含め、改めて関係各課と協議していきたいと思ってお

ります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 江田計司君。 

○１６番（江田計司君） 答弁をいただきました。 

聞き取りのときは、私もちょっと、この農協の植え込みが、この植え込みをちょっと

どがんか削がいてくっとどがんだろうかと、これが一番、そがん待機所って何百人もお

んなはらんですね。ですから、ここの植え込み、分かりますか。この植え込みをちょっ

と農協さんに相談して、そうすると、そのまま横断歩道を渡っていけますね。 

ただ、私が言っただけあって、これはまだＪＡさんに相談も何もしておりません。だ

から、この崖を削っても大変ですものね。ここに電柱があるとですよ。ですから、この

崖を削って、そして、ここに横断歩道をつくって、こうつくる。これは大変なことです

から、ただ、私はＪＡの総合支所のこの辺を、この植え込みをちょっと相談して、買う

のではないですけど。ここをこうするのはどがんだろうかなと。これは、ただ部長、言

うただけであって、それはあとで、要するにこれは農協さんにも相談してというか、金

のかからんとは、これが一番金がかからんとじゃなかろうかと思います。 

だから、農協さんの土地を買うとじゃなかですよ。この植え込みをどがんかしてもら

うとよかです。ただ、これは一人、私が思ってるだけですが。 

そういう、土木課といろいろ協議をされているけれども、なかなか協議というのは時

間のかかっとですよ。計算が関係することだからですね。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１６番（江田計司君） それから、次の２番目は、ここからずっと下ったところ、この
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上から、ＪＡからずっと下ったところです。この道路は大浜橋から下沖洲に通る道だそ

うです。だから、この２番目の質問は、要するに長保、大相が２路線が通学路になって

いるわけです。 

ですから、この通学路は道幅も狭く、あまり広くなくて交通量も多いために、大変危

険と言われております。保護者からもいろいろ、要望はあっておるんですよ。この件に

関しては、平成２６年の３月議会で質問をいたしておりますが。 

だから、先ほどの交差点からこの道にまっすぐ、これを大相と長保が、これを一本で

行くと、ずっとまっすぐ先ほどの交差点まで行くわけです。これは、だから、もう１０

年前に質問はしているけども、まだそのままになっているんですね。ですから、恐らく、

今長保・大相は学校が少ないので、あんまり乗る気じゃなかと思うわけですね。そうす

れば、長保・大相にもひょっとすると定住が増えるかもしれません。 

だから、そのためには、先ほどの写真をよかですか。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１６番（江田計司君） これ、ちょっと写真では分からないですね。要するに、国道に

点滅信号を付けて。要するに、ここに横断歩道をつくって、点滅信号をお願いしますと

いう要望なんです。これが２番目ですね。 

３つ目は、今度もう一つ写真が出ますよ。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１６番（江田計司君） 中島の交差点。ここは横断歩道はありますけども、とにかく交

通量が多いんですね。この道路は通称、岱明高速というんですね。岱明玉名線。だから、

ものすごく道がいいから、スピードが出て交通量が多いから、ここは横断歩道だけじゃ

なくて、要するに押しボタンの信号を設置してほしいというのが、この３つ目ですね。 

それから、その次は４番目。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１６番（江田計司君） ここですね。ここは横断歩道がないです。この道が結局、下の

ほうにかかると高道小学校ですね。ですから、ここもものすごく通りが多くてスピード

が出るから、その右のほうから学生がこれを渡って横断歩道ですね。これが４つ目です。 

最後です。 

［拡大投影にて画像を示す］ 

○１６番（江田計司君） 最後は大相・長保から来る道が、そこが国道５０１号線と接す

るところが狭かっですよ。これも北からと南からと撮っていますけども。国道５０１号

線の接するところが、これは北から撮ったところ。南からは。これが４つ目です。 

この点をよろしくお願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 教育部長 藤森竜也君。 
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○教育部長（藤森竜也君） 江田議員の御質問にお答えいたします。 

今、お聞きしました箇所、幾つかございますけれども、そこも含め通学路の歩道や横

断歩道、信号機等の設置につきましては、玉名市通学路交通安全プログラムに基づき、

関係機関が連携して安全対策工事への取組を行なうとともに、通学路の安心・安全の確

保を図っており、議員御指摘の場所につきましても、今後、関係機関と相談、協議しな

がら要望していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 江田計司君。 

○１６番（江田計司君） 簡単な答弁をいただきました。 

通学路の設定と信号機の設置などは、学校長の責任の下、保護者や地域住民の意見等

を参考にしながら、警察にアドバイスをいただいた上で決定すると言われているそうで

すね。大体こういう答弁になっとったですけど。 

話に聞けば、玉名市通学路交通安全プログラム会合は、確か年に１回、開かれている

そうですね。そういうふうにお聞きしています。 

しかし、その間に、学校長、区長、民生委員さんたちは、替わられたりするわけです

よ。だから、何かその辺の意思疎通がなかなかうまいこといってないようなことを聞い

ております。 

私ども、時々話を聞きますけども、交通指導についても各区によっていろいろ違うら

しいですね。マニュアルがないみたいですよ。だから、どこにどういう責任があるか、

統一されてないような話を聞きました。これは、ある民生委員さんから聞いたから、定

かではないと思いますけど。 

だから、一番困っているのは児童なんですね。何かがあったときには一番大変なこと

になります。ですから、いろいろ今後ですね。これは誰が、先ほど聞いたところでは、

学校長からですか。ところが、学校長さんはあんまり、ちぐはぐな感じですね。恐らく

この辺も、ちょっとぴしゃっとした設定ばして、学校長、民生委員さん、交通指導員に

しても、もう一つ何か統一されてないような。これは私が民生委員さんから聞いたこと

なのであれなんですけども、その辺はよろしくお願いしておきます。 

大体、毎朝じゃないけど、私も孫の幼稚園バスが来ますから、送って、大概７時半か

ら８時までおるんです。私の家の横の通り、ここはさっきありましたけど、これは要す

るに安養寺というお寺がありますけど、あれから小学校まで行くまで、小学生の半分ぐ

らいがこの道を通るそうです。しかし、この道路は一直線で、ものすごく道はいいし、

朝の通勤時のときは、皆さん急いでおられるから、結構スピードが出ているんです。歩

道はぴしゃっとしたのがあるんですけども、交通事故は起こりかねないことはないんで

すね。 
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ちょっと私がこの前、あれしとったけど、ゾーン３０というのが、ちょっとテレビに

出ておりました。話を聞くと、危ない通学路は３０キロの規制とかあるみたいです。こ

れは、玉名町小学校近辺はそうみたいですよ。いろいろ話をしよったけども、恐らくこ

の高道小学校の１キロぐらいあるところは、それに該当しないのではないかなというよ

うな言い方をされました。しかし、せめて朝の通学路のときだけ、そこ３０分か１時間

ぐらい、何かそういうことも考えていただいたら、これは検討していただきたいという

要望だけでございます。 

今、高道小学校の近辺では、一戸建てが結構建ったんです。結構、学童も増えている

んですね。先ほどお話ししましたけど、要するにこの施設がうまいこといけば、若い夫

婦が結構家を建てられるんじゃないかと思います。結局、今一番、子育てがいいところ

には、結構住宅が建っているみたいですね。 

ですから、定住化構想、これはやっぱり、一番子育てですよ。その面を十分、今後は

安全・安心で暮らせるまち、いろいろ言われてますけども、そういうことを十分検討お

願いいたしまして、次の質問に入りたいと思います。 

［１６番 江田計司君 登壇］ 

○１６番（江田計司君） ２番目の潮湯・磯の里の今後と松原海岸についてお伺いいたし

ます。 

この件に関しましては、昨日、𠮷田議員、坂本議員からもいろいろ話があっています。

ですから、内容については、昨日も一生懸命、執行部から説明されましたので、時間が

もったいないので、私からは少しだけ質問をしていきたいと思います。 

話をお伺いしますと、先ほどの潮湯、この指定管理が来年の３月までと伺っておりま

す。それ以降は、どのようになっているか。募集についていろいろお伺いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長（近松惠美子さん） 健康福祉部長 酒井史浩君。 

［健康福祉部長 酒井史浩 登壇］ 

○健康福祉部長（酒井史浩君） 議員の潮湯の指定管理者の募集についてお答えいたしま

す。 

現在、潮湯は磯の里と合わせて、指定管理者制度による施設管理を行なっており、現

在の指定管理期間は、平成３０年４月から令和５年３月末までの５年間でございます。 

次期指定管理者は、今年中に公募を行ないますが、先日の一般質問でも答弁いたしま

したとおり、鍋松原海岸全体の一体的な管理・活用を進めてまいりますので、観光物産

課と連携しながら、その要件を含めた公募を行なってまいります。 

また、磯の里の物産販売機能を潮湯に移す内容で施設の集約を実施する予定でござい

ますけれども、設計費につきましては今年度当初予算に計上しており、次期指定管理者
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の選定後に設計に着手し、施設改修工事を令和５年度に予定しているところでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 江田計司君。 

○１６番（江田計司君） 答弁をいただきました。 

この件に関しては、昨日、大野議員、坂本議員からもいろいろ話があっております。

一体的管理ということですけども、潮湯と磯の里を集約化するということですけども、

確かに人件費などで効果があると思いますけども、ただ、これが公募をされるのが、今

年の１０月からぐらいですかね、一応、予定は。結局、今年も設計費を上げてあったん

ですね。しかし、公募が決まってから設計をするんです。そういう状況でしょう。だか

ら、募集要項がどのようになっているかですね。 

例えば、設計が、指定管理が決まって設計をされる。その指定管理の意見を取り入れ

られるのか。前の委員会もずっと、今の株式会社三勢さんが決まってからの委員会のと

きに、募集されたのは何社ですかということが出ました。ただ、募集されたのは株式会

社三勢さん一社だけなんですね。ほかにはなかったそうなんです。ですから、私も果た

して株式会社三勢さん、今度募集されるのかなということで、実際株式会社三勢さんも

行政から来てくれということでお話をいろいろ聞きました。しかし、いろいろ話を聞き

ましたけども、ただ、これは私が個人で感じたことですけども、あんまり株式会社三勢

さんは乗り気がないような気がいたしました。結局、行政の人にはちょっと席を外して

もらって、「三勢さん、行政に対していろいろ言いたいことなかですかと。いろいろ言

いたいことがあれば、ここで言えんでしょうから、私に手紙を書いてくれないですか。」

ということをお願いしました。しかし、あれから２週間ばかりたちますが、何も音沙汰

がありません。恐らく、ひょっとすると、もうさっさんとかもしれないですね。 

先ほど、山下議員が潮湯のことをちょっと言われましたね。潮湯に私も行ってみまし

た。確かに施設はもう傷んでいます。お風呂に入って、ちょうどロビーに出たところ、

責任者の人が待っておられました。いろいろ話を聞きました。そうしたら、今年の夏は

非常に暑かった。暑かったけども、大広間があるんですね、あの大広間のクーラーが壊

れたままなんです。カーテンが閉めてあります。そして、ロビーもクーラーの調子があ

んまりよくないんです。だから、今はお湯に来られる人は、大体１日に２０人ぐらいで

すね。 

それと、責任者の方が言われますけども、宿泊施設があるんですよ。その宿泊施設の

カーテンも破れたまま、畳も汚い、とてもお客さんをお迎えするような状況じゃないと

いうことを言われました。 

それと、先ほど山下議員はお風呂のことを言われましたか。 
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［「トイレの水道」と呼ぶ者あり］ 

○１６番（江田計司君） それもそうでしょうけど。便所に貼ってなかったですか、使用

禁止って。使用禁止と聞いたら、高齢者の人は和式のトイレなものだから、えらく汚す

から、もう使わないようにしていますということを言われました。 

結局、潮湯に関しては、１００万円ですかね、それ以上かかったら行政がするように

なっとっとですかね。話を聞くと、全部足すと１００万円以上になるんですよ。ところ

が聞いたら、１か所が１００万円ということらしいですね。 

昨日の大野議員からもありましたけども、一体的な管理になれば、そういうのも全部

を含めて１００万円というような、そういう条項がなかっでしょうね。だから、極端に

言うと、ここも修繕せなん、ここも修繕せなん、こうこうしよって、足していくと１０

０万円になるかもしれんけど、ただ行政から言わせると、そがんとは個人がせなんたい。

勝手にそこせなんたいということになるんじゃないかと思います。その辺が、行政と会

社とかみ合ってないのではないかと言われていました。 

結局、責任者の人、最初からおられるんです。いろいろ努力・工夫して、最初はもの

すごく盛り上がったけども、今はこういうような状況、大変悔しがられておられました。

結局、言われたのは、行政は維持管理だけだと言っておられましたのが、ちょっと心残

りです。責任者の人もパートの人も、私たちは愛着があるんですよと、できれば経済効

果を発揮して、まだまだ期待はしておりますということを言われました。 

ちなみに、潮湯、これは平成１８年から平成２０年までは社会福祉協議会だったそう

ですね。平成２３年から株式会社三勢さんが指定管理をされた。結局、令和３年度まで

累積収支額は３２９万４,０００円の黒字なんです。ところが、実質的な累積収支額は

１億８,４８４万円、本当は赤字なんです。ただ、指定管理料が１億９,１７７万８,０

００円もらえるから、最終的に３２９万４,０００円の黒字になるということです。だ

から、指定管理料で持っとる感じですね。 

磯の里は、平成２０年から株式会社三勢さんだそうです。これは累積収支額は３,３

９７万４,０００円の赤字です。実質的累積収支は７,７７９万５,０００円の赤字。こ

れは指定管理料が４,３８２万１,０００円。だから、このようなことですから、恐らく

会社の人はもう極端に言うと、打ち合わっさんとじゃなかろかですね。だから、果たし

て今度の公募に出られるかどうか。その辺が心配しているところです。 

それでは、次に磯の里、潮湯が集約されたあとですけれども、この磯の里は解体する

のかと。それをお尋ねしたいと思います。 

○議長（近松惠美子さん） 産業経済部長 蟹江勇二君。 

○産業経済部長（蟹江勇二君） 江田議員御質問の磯の里の集約の施設はすぐに解体を行

なうのかという質問についてお答えいたします。 
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基本的には集約後の施設については、解体することとなりますが、磯の里会から短期

的な貸出しの要望も市に寄せられていることから、少なくとも集約後は直ちに解体する

考えは、現時点においてはありません。 

また、集約先となる潮湯の改修費の財源として、公共施設等適正管理推進事業債を活

用する場合は、集約後５年以内には処分が必要になります。 

以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 江田計司君。 

○１６番（江田計司君） 答弁をいただきました。 

昨日の大野議員、坂本議員からもいろいろなイベントの提案があっておりました。だ

から、潮湯を当てにしないで、いろんな企画、これは大野議員からも言われましたけれ

ども、前は確か磯の里祭りですか、そういうのをやったら、ものすごい大反響だったら

しいです。天草から魚か何か持ってきたんですか。それでいろいろ、大俵まつりみたい

な催しだったそうです。それだけじゃなくて、要するにいろいろ企画をされて。 

恐らく潮湯は、昨日、坂本議員も言われたとおり、全国で１１か所のうちの１か所だ

けですか。だから、ものすごく珍しいわけです。だから、そういういろんなイベントを

して、この辺一体の活性化をしたら、ひょっとすると５年経たんで、５年後、解体しな

いでいいかもしれない。建物はもったいなかですよ。だから、いろいろ、とにかく皆さ

んで検討していただきたいと思います。 

人工ビーチと言われますけど、普通砂浜は砂浜ビーチと言いますね。これは何で人工

ビーチというかと、できたときに確か大野議員が言われたんですかね。壱岐から持って

きたんです、砂を。そらよか砂で、それで珍しくて、にぎわったんじゃないかなと思い

ます。ところが、今はもう、やっぱり昨日も言われたように、貝殻とか何とかで大変な

んです。ですから、結局、今の砂浜というのは、ビーチはちょっと中途半端みたいな感

じですね。ですから、できたらある程度、投資をして、投資をするためにはやっぱりい

い企画がないと駄目なんですね。 

ですから要するに、知恵は行政、お金は民間から投資、これはクラウドファンディン

グというんですかね。そういうのもいろいろ利用して、とにかく市長が言われているよ

うに、熊本県北地域において、唯一無二の素晴らしい観光資源、それを生かすためには、

そういうことも皆さんで考えて、とにかくあの辺一帯が活性化することをお願いいたし

まして、私の一般質問を終わります。お世話になりました。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、江田計司君の質問は終わりました。 

これをもちまして、一般質問は全部終了いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 議案の委員会付託 



－ 203 － 

○議長（近松惠美子さん） 日程第２、「議案の委員会付託」を行ないます。 

議第６７号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号）から議第７４号教育委員会

委員の任命についてまでの市長提出議案８件を一括議題といたします。 

まず先に、ただいま議題となっております事件のうち、議第７４号教育委員会委員の

任命についての人事案件１件の委員会付託を省略することについてお諮りいたします。 

議第７４号の人事案件１件については、議事の都合により、会議規則第３７条第３項

の規定に基づき、委員会付託を省略いたしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議第７４号の人事案件１件

については、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

議第７４号の人事案件１件については、２８日の閉会日にその審議を譲り、会議にて

直接審議することにいたします。 

それでは、ただいま委員会付託を省略いたしました議案を除き、議題となっておりま

す事件につきましては、お手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれ所管

の常任委員会に付託いたします。 

 

議案付託表 

総務委員会 

議第６７号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

（総則・第１表歳入歳出予算補正 歳入の部・第１表歳入歳出予算補正 

歳出の部、②総務費、⑨消防費〔１項消防費中６目防災コミュニティ

センター費を除く〕・第２表債務負担行為補正 追加・第３表地方債

補正） 

議第７１号 玉名市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定につ

いて 

議第７２号 玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

議第７３号 玉名市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

建設経済委員会 

議第６７号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

（第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、⑥農林水産業費、⑦商工費、⑧

土木費、⑪災害復旧費） 
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文教厚生委員会 

議第６７号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

（第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、③民生費、④衛生費、⑨消防費

１項消防費中６目防災コミュニティセンター費、⑩教育費・第２表債

務負担行為補正 変更） 

議第６８号 令和４年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第６９号 令和４年度玉名市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議第７０号 令和４年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

○議長（近松惠美子さん） 各常任委員会におかれましては、会期日程に従い、審査をお

願いいたします。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

この際、お諮りいたします。委員会審査のため、明１５日から２７日までの１３日間

休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、明１５日から２７日までの

１３日間、休会することに決定いたしました。 

２８日は、定刻より会議を開き、各委員長の報告を求めることにいたします。 

本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時２７分 散会 



 

 

第 ５ 号 

９月２８日（水） 
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令和４年第５回玉名市議会定例会会議録（第５号） 

議事日程（第５号） 

令和４年９月２８日（水曜日）午前１０時００分開議 

開 議 宣 告 

日程第１  委員長報告 

１ 総務委員長報告 

２ 建設経済委員長報告 

３ 文教厚生委員長報告 

日程第２  質疑・議員間討議・討論・採決 

（議第６７号から議第７３号まで） 

議第６７号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

議第６８号 令和４年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第６９号 令和４年度玉名市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議第７０号 令和４年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第７１号 玉名市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定につい

て 

議第７２号 玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議第７３号 玉名市過疎地域持続的発展計画の策定について 

日程第３  市長提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

（議第７４号） 

議第７４号 教育委員会委員の任命について 

日程第４  議員派遣の件 

        閉 会 宣 告 

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

 本日の会議に付した事件 

        開 議 宣 告 

日程第１  委員長報告 

１ 総務委員長報告 

２ 建設経済委員長報告 

３ 文教厚生委員長報告 

日程第２  質疑・議員間討議・討論・採決 

（議第６７号から議第７３号まで） 

議第６７号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 
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議第６８号 令和４年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第６９号 令和４年度玉名市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議第７０号 令和４年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第７１号 玉名市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定につい

て 

議第７２号 玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議第７３号 玉名市過疎地域持続的発展計画の策定について 

日程第３  市長提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

（議第７４号） 

議第７４号 教育委員会委員の任命について 

日程第４  議員派遣の件 

日程第５  市長提出追加議案上程 

（議第７５号） 

議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

日程第６  提案理由の説明 

日程第７  議案の委員会付託 

（休憩中委員会） 

日程第８  委員長報告 

     １ 総務委員長報告 

     ２ 文教厚生委員長報告 

日程第９  質疑・議員間討議・討論・採決 

（議第７５号） 

議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

日程第１０ 議員提出議案上程 

（議員提出第２号及び議員提出第３号） 

議員提出第２号 玉名市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

議員提出第３号 玉名市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第１１ 提案理由の説明 

日程第１２ 議員提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

（議員提出第２号及び議員提出第３号） 

議員提出第２号 玉名市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

議員提出第３号 玉名市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

        閉 会 宣 告 
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‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 

出席議員（２１名） 

 １番 大 野 豊 重 君  ２番 中 村 慎 吾 君 

  ３番 浜 田 繁次郎 君  ４番 瀬 崎   剛 君 

  ５番 田 浦 敏 晴 君  ６番 山 下 桂 造 君 

  ７番 立 川 信 之 君  ８番 坂 本 公 司 君 

  ９番 𠮷 田 真樹子 さん １１番 北 本 将 幸 君 

 １２番 多田隈 啓 二 君 １３番 松 本 憲 二 君 

 １４番 德 村 登志郎 君 １５番 西 川 裕 文 君 

 １６番 江 田 計 司 君 １７番 近 松 惠美子 さん 

 １８番 前 田 正 治 君 １９番 作 本 幸 男 君 

 ２０番 森 川 和 博 君 ２１番 中 尾 嘉 男 君 

 ２２番 田 畑 久 吉 君 
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午前１０時００分 開議 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

○議長（近松惠美子さん） ただいまから、本日の会議を開きます。 

日程に入ります前に申し上げます。 

本日も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マスクの着用を許可いた

します。また、傍聴人についても同様といたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１ 委員長報告 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１、「委員長報告」を行ないます。 

これより、各委員会に付託し、審査を終了いたしました事件の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

議第６７号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号）から議第７３号玉名市過疎

地域持続的発展計画の策定についてまでの市長提出議案７件、以上の事件を一括議題と

いたします。 

お手元に配付しております委員会審査報告書の朗読は、これを省略いたします。 

審議の方法は、各委員長の報告の後、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 

各委員長の報告を求めます。 

総務委員長 德村登志郎君。 

［総務委員長 德村登志郎君 登壇］ 

○総務委員長（德村登志郎君） おはようございます。 

今期、総務委員会に付託されました案件は、議案４件であります。委員会における審

査の経過と結果について、御報告いたします。 

まず、議第６７号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号）中付託分についてで

あります。 

歳入歳出それぞれ１０億４,３６４万８,０００円を追加し、総額を３４６億１,６９

４万２,０００円とするものであります。 

まず、歳入の主なものを申し上げます。１５款国庫支出金は、オミクロン株に対応し

た新型コロナウイルスワクチン接種に係る接種対策負担金など。１６款県支出金は、放

課後児童健全育成事業補助金や予備保育士確保促進事業補助金の追加などとなっており

ます。 

 歳入に関して、委員から、玉名駅屋外トイレ整備事業では、駅西側の駐輪場にトイレ

を設置するとのことだが、土地所有者は誰か。また、建設敷地面積はどのくらいになる

かとの質疑があり、執行部から、土地所有者は、玉名市の管理区域となっており、建設

敷地面積、約２３平方メートルを予定しているとの答弁でした。 
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 次に委員から、集落サポートプロジェクト事業補助金については、天水地域の乗合タ

クシー導入準備に係る経費とのことだが、横島、岱明地域と同じ運行方法となるかとの

質疑があり、執行部から、天水地域はこれまでルート運行していたが、平成５年４月か

らは、横島、岱明地域同様にエリア運行に変更するとの答弁でした。 

 その他委員から、運行するタクシー事業者は、地元タクシー業者を活用してほしいと

の要望がありました。 

 続いて、歳出について申し上げます。主なものは、ウクライナ避難民支援において、

受入れに伴う経費及び玉名駅屋外トイレ設置工事などの計上となっております。 

 歳出に関して、委員から、玉水ニュータウン除草作業に関して、市内の除草事業は土

木課が担っていると思うが、なぜ地域振興課で予算計上するのかとの質疑があり、執行

部から、玉水ニュータウンは分譲地であり、現在１区画残っている。移住・定住施策の

観点から、地域振興課での予算計上となるとの答弁でした。 

 次に、委員から、玉名駅屋外トイレ設置事業について、トイレの設置場所は、将来的

に都市計画道路を敷設する際に取壊しになってしまうようなことはないか。また、現在、

使用不能となっているトイレはどこが管理しているかとの質疑があり、執行部から、現

在、関係各課を中心に将来的な都市計画に関する検討をするためのプロジェクトチーム

が発足し、協議が始まったところである。当該トイレについては、令和５年４月から供

用開始したいと考えているため、少なくとも将来的に計画される道路にかからないよう

調整を図り、設置したいと考えている。また、従来のトイレは、令和３年８月の豪雨以

来、雨漏りがあり、使用に耐えない状況となり閉鎖されている。管理者はＪＲ九州であ

るとの答弁でした。 

 次に、委員から、防災対策事業について、備蓄倉庫を設置するとのことだが、設置場

所と倉庫の大きさはどの程度かとの質疑があり、執行部から、設置場所は、玉名市総合

体育館北側駐車場の一部に設置予定である。大きさは約１０平方メートルで、倉庫内に

はコロナ感染対策用パーティションや簡易テント、毛布などの収納を考えているとの答

弁でした。 

 次に、委員から、ウクライナ避難民支援事業について、玉名国際交流協会への補助金

内容と避難民受入れ後の支援策は何を考えているかとの質疑があり、執行部から、補助

金の内容は２世帯８人分の日本への渡航費用、居住に係る家財道具類、消耗品等の費用、

光熱水費、居宅は市営住宅糠峯団地を想定しているため、その共益費、また一時金とし

て１世帯４０万円の支給を想定している。受入れ後の支援については、国際交流協会に

は、避難民の方々の日常的なケアを担っていただき、市としては、先行自治体での取組

を参考にし、就労支援等を担い、生活全般のケアをすることで自立を支援したいと考え

ているとの答弁でした。 
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 次に、委員から、天水地域の乗合タクシーに関連して、今後、玉南校区での乗合タク

シーの運行計画はあるかとの質疑があり、執行部から、天水地域の乗合タクシーエリア

を拡大する方向で令和６年４月の運行開始を目指し、今後関係団体及び地域住民と協議

をして進めていきたいとの答弁がありました。 

 次に、委員から、ふるさと納税のオンラインによるワンストップ特例申請事業につい

て、ふるさと納税をされた方の住民税手続は自動的に行なわれるのか。また、その特例

申請事業は、他市町村でも実施されているのかとの質疑があり、執行部から、オンライ

ンによるワンストップ特例申請をされた方については、寄附先自治体への郵送による申

請手続が不要となり、その後は、従来どおり寄附先自治体から寄附者が居住している市

町村にデータを送信するため、住民税手続は自動的に行なわれる。また、当該事業は今

年９月から始まったサービスであるので、今後、相当数の市町村で進んでいくと考えら

れるとの答弁がありました。 

 関連して委員から、導入後、ふるさと納税のオンラインによるワンストップ特例申請

はどのくらい増加すると見込んでいるかとの質疑があり、執行部から、昨年度、通常の

特例申請の件数が２万７,０００件程度あった。オンラインによるワンストップ特例申

請を導入した場合、そのうち、約３０％、８,２００人程度がオンラインでの申請に代

わると試算しているとの答弁がありました。 

 そのほか委員から、外国人居住者の市税納入方法等について確認がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第６７号中付託分については、原案のとおり全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第７１号玉名市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定

についてであります。 

 内容は、天水町の全域となる産業振興促進区域において、振興すべき業種として定め

る製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の事業を行なうために取

得などした設備等について、固定資産税の課税免除を行なうため、その基準等を定める

ものであります。 

 なお、補足として、この条例の適用による固定資産税の減収分については、その７

５％が普通交付税において補填されます。 

 この件について、委員から、振興すべき業種は、製造業、情報サービス業等、農林水

産物等販売業または旅館業の４つに限定されるのかとの質疑があり、執行部から、今期、

玉名市過疎地域持続的発展計画の策定が上程されているが、その計画において、振興す

べき業種が４つ規定されているため業種は限定される。また、関連法においても、固定

資産税の課税免除対象となる業種及び取得価格等も同様に法の定めにより限定されると

の答弁でした。 
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 そのほか委員から、当該条例の課税免除の適用は、申請主義によるものであるので、

地域住民に対し広く周知徹底をお願いしたいとの要望がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第７１号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 次に、議第７２号玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 

 内容は、非常勤職員の育児休業の取得要件の１つである任期満了に必要な期間を、現

行の雇用条件である、子どもが１歳６か月に達する日までから、子どもの出生日から８

か月を経過する日までに緩和するとともに、育児休業がより柔軟に取得可能となるよう

必要な改正を行なうものであります。 

 この件について、委員から、現在、育児休業取得者は何人か。また、育児休業自体は

取得しやすい環境になるかとの質疑があり、執行部から、現在、育児休業を取得してい

る会計年度任用職員は３人であり、今回条例の一部を改正することで、さらに取得しや

すい環境になると考えているとの答弁でした。 

 関連して委員から、育児休業の期間及び、これまでの取得者数は何人かとの質疑があ

り、執行部から、会計年度任用職員は、２年間、正規職員は３年間取得可能である。な

お、その期間給料は支給されないが、共済組合から給付を受けられる。また、直近３年

間に育児休業を取得した正規職員数は、令和元年度、女性２人、男性３人。令和２年度、

女性１１人、男性１人、令和３年度、女性７人、男性１人となっているとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第７２号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 次に、議第７３号玉名市過疎地域持続的発展計画の策定についてであります。 

 これは、本年４月１日に過疎地域として公示された天水地域の持続的発展の支援に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、いわゆる過疎法第８条第１項の規定によ

り議会の議決を経て、過疎地域持続的発展市町村計画を定めるもので、計画期間は、令

和４年４月１日から令和７年度末までの４年間であります。なお、過疎の指定は、令和

１２年度までは継続するため、令和８年度以降、５年間の計画も作成していくことにな

るとの説明がありました。 

 この件について、委員から、計画には、地域住民の意見は十分反映されているか。ま

た、今後、新たな事案等が発生した場合は、どのように対応するのかとの質疑があり、

執行部から、これまでにアンケートや地元説明会を行ない、住民から提案された意見を

反映させた計画となっている。また今後、追加しなければならない事案等が発生した場

合は、計画変更を議会に提案することになるとの答弁でした。 

 次に、委員から、今後、様々な事業が実施されていくことになるが、具体的な個別計
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画等は作成されるのかとの質疑があり、執行部から、今後、個別計画を作成することは

ない。あくまでも、当該計画を基に、関係各課において事業が実施されることになるた

め、事業の進捗管理等は、企画経営課において管理していくことになるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第７３号については、原案のとおり全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

 以上で、総務委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 建設経済委員長 江田計司君。 

［建設経済委員長 江田計司君 登壇］ 

○建設経済委員長（江田計司君） 皆さん、おはようございます。 

今期、建設経済委員会に付託されました案件は、議案１件であります。委員会におけ

る審査の経過と結果について、御報告いたします。 

 議第６７号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号）中付託分についてでありま

す。 

 歳出の主な内容は、６款農林水産業費で、畜産飼料・農業用被覆資材購入緊急支援事

業。７款商工費で、デジタルスタンプラリー事業。８款土木費で、２路線に係る法面復

旧工事であります。 

 まず、委員から、天水郷○市との指定管理協定書の中身と軽微な修繕に対する関わり

はとの質疑があり、執行部から、基本協定書と年度協定書があり、基本協定のリスク分

担の中で経年劣化による５万円未満の小規模なものは指定管理者側で修繕等を行なうと

なっているとの答弁でした。 

 次に、委員から、農業機械等整備事業補助金に係る過疎分が補正された経緯はとの質

疑があり、執行部から、過疎地域持続的発展計画に基づくものであり、市単独補助とし

て好評を得ているので、今後も有利な財源を活用し、設備投資を推進していきたいとの

答弁でした。 

 また、委員から、これに関連し、天水地区の過疎分として、５％上乗せした根拠はと

の質疑があり、執行部から、高額な農業機械等を購入される農家が増えており、市の予

算配分の中で、総合的に判断した結果であるとの答弁でした。 

 次に、委員から、畜産飼料・農業用被覆資材購入緊急支援事業のうち、畜産飼料に係

る件数と積算内容はとの質疑があり、執行部から、畜産農家は市内に２５経営体あり、

確定申告に基づく昨年中の飼料購入額を把握した上で、本年中の飼料購入額が５,００

０万円までが１５０万円、１億円までが３００万円、１億５,０００万円までが４５０

万円、１億５,０００万円以上が６００万円と４段階に分けて、上限額を設け予算化し

ているとの答弁でした。 

 さらに、委員から、これに関連し、園芸・特産事業者緊急支援事業の詳細はとの質疑
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があり、執行部から、県の単独事業で、新型コロナの影響を受けた生産者に対し、農薬

や肥料の使用量削減につながる遮光資材等の導入支援であるとの答弁でした。 

 次に、委員から、耕作放棄地解消事業について、もう少し思い切った市独自の対策を

実施してほしいとの質疑があり、執行部から、これまでも市独自の対策を講じており、

少しでも解消できるように取り組んでいる。また、農地法に基づく農地利用状況調査を

通して、遊休農地の解消に努めているとの答弁でした。 

 次に、委員から、有害獣防護施設の整備及び狩猟免許取得者の状況はとの質疑があり、

執行部から、防護柵設置の主なものは電気柵だが、全体としては令和２年度が４９件の

１９９万円、令和３年度が４５件の１７２万円、令和４年８月末で３８件の１３９万円

の補助金交付で推移している。また、銃猟免許が４５名、わな猟免許が９４名おられ、

そのうち多くの免許取得者が市・有害鳥獣捕獲隊で活動されているとの答弁でした。 

 次に、委員から、都市計画マスタープランの増額については、どのような業務を行な

うのかとの質疑があり、執行部から、令和３年度から今年度にかけて計画見直しを行な

っている。都市計画審議会より、住民説明会を増やしてほしいとの要望があったため、

新たに市民会館での説明会を行なうこととなった。さらに、景観交流会を３回に増やす

こと等による業務委託の増であるとの答弁でした。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第６７号中付託分については、原案のとおり全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 その他として、菊池川元玉名地区河川防災ステーション、プレミアム付商品券事業、

玉名三ツ川産業団地、新玉名駅周辺整備についての質疑もありました。 

 以上で、建設経済委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 文教厚生委員長 北本将幸君。 

［文教厚生委員長 北本将幸君 登壇］ 

○文教厚生委員長（北本将幸君） 今期、文教厚生委員会に付託されました、議案４件に

ついて、審査の経過と結果を報告いたします。 

 初めに、議第６７号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号）中付託分について

であります。 

 主な内容は、３款民生費、４款衛生費、９款消防費、１０款教育費の追加及び岱明防

災コミュニティセンター外構工事の限度額の変更に伴う第２表債務負担行為補正であり

ます。 

 説明後、委員から、３款１項１目社会福祉総務費中、生活のしづらさなどに関する調

査事業の対象者は、玉名市に住む障害者手帳の交付を受けている全ての方が対象となる

のかとの質疑があり、執行部から、玉名市にある国勢調査区４７２調査区に住む４,５

９６名の障害者手帳の交付を受けている方のうち、２調査区に住む方を抽出対象とし、
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１調査区につき調査員１名の割当てで調査を行なうものであるとの答弁でした。 

 次に、委員から、３款１項５目福祉センター費中、ゆとりーむ管理運営事業について、

休館の理由となったプール空調設備の接続の手直し工事は、建設当初からの不具合を原

因とするものかとの質疑があり、執行部から、プール空調設備の接続箇所については、

本来隙間なく接続されていなければならない箇所であり、建設当初からの不具合であっ

たと思われるが、第５期の照明・空調等改修工事の際に、設計図上では接続されている

仕様となっていたため、この第５期の改修工事によって解消されるべき不具合であった

との答弁でした。 

 関連して、委員から、プール空調設備の接続の手直し工事の費用負担は、市と施工業

者のどちらが負担したのかとの質疑があり、執行部から施工業者が負担したとの答弁で

した。 

 次に、委員から、３款２項２目児童手当費中、児童手当制度改正実施円滑化事業につ

いて、今回の改正で新たに所得上限の限度額を超える受給者の人数はとの質疑があり、

執行部から、新たに所得上限の限度額を超えるのは、６４名であるとの答弁でした。 

 関連して、委員から、恒常的に忙しい部署と言われている子育て支援課において、今

回の改正に対して、通常業務と別に対応しないといけないと思うが、現在の子育て支援

課の人員での対応は可能かとの質疑があり、執行部から、基本的に所得の判定について

は、システムで行なうため、対応可能であると考えているとの答弁でした。 

 次に、委員から、３款２項４目保育所費中、待機児童解消事業について、待機児童に

対する予備保育士の確保はできているかとの質疑があり、執行部から、当該補助金は、

年度途中から入園してくる園児に対応するため、年度当初から新たに予備的に保育士を

雇用する保育所等の人件費の一部を助成するものであり、予備保育士を雇用した保育所

等からの申請に基づき補助をしているとの答弁でした。 

 次に、委員から、４款１項２目予防費中、新型コロナウイルスワクチン接種事業につ

いて、個別接種を受けることができる医療機関の軒数はピーク時と比べると現在は減っ

ていないかとの質疑があり、執行部から、医療機関数は変わらない。しかし、一部の医

療機関では自院のかかりつけ患者のみ接種するところもあり、一般の方からすると減少

しているのではと捉える人もいるのではないかと推察しているとの答弁でした。 

 関連して、委員から、３回目の接種までは個別の医療機関で接種を受けることができ

たが、４回目から同じ医療機関であっても個別での接種を受けることができなかったこ

とがあったので、そういった４回目を接種しない医療機関がどのくらいの軒数があるの

か教えてほしいとの要望があり、執行部から、軒数を確認の上、報告したいとの回答で

した。 

 次に、委員から、４款１項２目予防費中、補償補てん及び賠償金補償費について、新
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型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済の対象となる症状はとの質疑があり、

執行部から、主な症状としては、吐き気、嘔吐、頭痛、眩暈、発熱、けん怠感、脱力感、

痺れ、歩行不能、蕁麻疹、痒み、食事の摂取不良等があるとの答弁でした。 

 関連して、委員から、健康被害を訴える方の、今現在の回復状況について把握はして

いるかとの質疑があり、執行部から、健康被害を訴えた方の大半が回復をされており、

今現在も治療中の方は１名であるとの答弁でした。 

 次に、委員から、１０款１項２目事務局費中、委託料のうち職員室等Ｗｉ－Ｆｉ環境

整備業務委託について、今回の補正によって、小中学校の屋内施設の固定回線のＷｉ－

Ｆｉ環境整備は完了するのかとの質疑があり、執行部から、今回の補正により屋内施設

の固定回線のＷｉ－Ｆｉ環境整備はおおむね完了することになるが、屋内運動場は一部

固定回線のＷｉ－Ｆｉの電波が届かない場所があるため、その場合は、持ち帰りタブレ

ット用のモバイルＷｉ－Ｆｉルーターの余剰分で対応する予定であるとの答弁でした。 

 次に、委員から、１０款１項４目学校給食費中、食材費の高騰を踏まえた、小・中学

校における学校給食への対応分の給食費について、対象期間はとの質疑があり、執行部

から、令和４年４月から令和５年３月までの１年間分の給食費に対応するものとの答弁

でした。 

 次に、委員から、１０款２項２目教育振興費中、低学年わくわく学習支援員配置事業

の内容はとの質疑があり、執行部から、小学校時点でのつまずきが解消されないままで

あることが多いことから、小学校の早い段階から学力の定着を図るため、小学校低学年

時点から誰一人取り残さない学びの保障の実現に向けて、１・２年生への学習支援員を

配置するものとの答弁でした。 

 関連して、委員から、今回の補正額４０５万８,０００円のうち、県補助額１６０万

４,０００円とあるが、補助額の根拠はとの質疑があり、執行部から、事業に係る人件

費の２分の１相当分であるとの答弁でした。 

 関連して、委員から、今回配置する学習支援員が４名である根拠はとの質疑があり、

執行部から、比較的規模の大きな、玉名町小学校、築山小学校、玉陵小学校、横島小学

校の４校にそれぞれ１人ずつ配置する予定であるためとの答弁でした。 

 関連して、委員から、既に配置されている学習支援員のほかに、４名を新たに配置す

るということは、学習支援員の人数が常態的に不足しているということかとの質疑があ

り、執行部から、今回の配置については、低学年の１・２年生限定の学習の補助に係る

支援員であるため、既に配置されている支援員とは目的が異なると考えているとの答弁

でした。 

 次に、委員から、１０款５項４目文化財保護費中の市指定重要有形文化財、滑石晒神

社の石造狛犬の台座の地盤沈下の原因について、関係機関と調査を行なってほしいとの
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意見があり、執行部から、調査については、今後関係機関と協議をしていきたいとの回

答でした。 

 次に、委員から、１０款６項５目体育施設管理費中、天水グラウンド法面整備工事に

ついて、財源として過疎債を充当するのかとの質疑があり、執行部から、過疎債は充当

しないが、過疎債と同等の交付税措置があり、災害防止に特化した地方債を充当すると

の答弁でした。 

 以上審査を終了し、採決の結果、議第６７号中付託分については、原案のとおり全員

異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６８号令和４年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてであります。 

 歳入歳出それぞれ３８万２,０００円の追加で、内容は、交付金申請システムの改修

に係る経費と国民健康保険税のコンビニ収納テスト用納税通知書の印刷製本に係る経費

であります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６８号については、

原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第６９号令和４年度玉名市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 歳入歳出それぞれ２１万７,０００円の追加で、内容は、後期高齢者保険料のコンビ

ニ収納テスト用納付書の印刷製本に係る経費であります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第６９号については、

原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、議第７０号令和４年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）であり

ます。 

 歳入歳出それぞれ１５６万１,０００円の追加で、内容は、介護保険料のコンビニ収

納テスト用納入通知書等の印刷製本に係る経費、介護予防・生活支援サービス事業にか

かる会計年度任用職員の人件費であります。 

 本件に関しては、特に質疑もなく審査を終了し、採決の結果、議第７０号については、

原案のとおり全員異議なく可決すべきものと決しました。 

 そのほか、コロナ禍における生活困窮者の増加数、小中学校給食への異物混入の防止

策、玉名市送迎付フォローアップ体操教室についての詳細、小中学生のタブレット持ち

帰りに伴う固定回線のＷｉ－Ｆｉを契約していない家庭への支援、教科書の重量化に伴

う小学生の登下校時の身体への負担、玉名いだてんマラソン２０２３及び第４３回横島

いちごマラソン大会のゲストランナーの招待状況、玉名市民会館大ホールの空調設備、

旧石貫小学校の改修などについても、質疑がなされました。 
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 以上で、今期、文教厚生委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第２ 質疑・議員間討議・討論・採決 

○議長（近松惠美子さん） 日程第２、「質疑・議員間討議・討論・採決」を行ないます。 

これより、質疑に入ります。 

ただいままでの各委員長の報告について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 質疑なしと認めます。 

これより、議員間討議に入ります。 

議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 議員間討議なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 討論なしと認めます。 

 これより、採決に入ります。 

まず、予算議案の採決に入ります。 

議第６７号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第４号） 

議第６８号 令和４年度玉名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議第６９号 令和４年度玉名市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議第７０号 令和４年度玉名市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

以上、予算議案４件について、一括して採決いたします。 

ただいま採決に付しております議第６７号から議第７０号までの予算議案４件に対す

る各委員長の報告は、いずれも可決であります。 

各委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議第６７号から議第７０号

までの予算議案４件については、いずれも原案のとおり決定いたしました。 

続いて、条例議案の採決に入ります。 

議第７１号 玉名市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の制定につ

いて 

議第７２号 玉名市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
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いて 

以上、条例議案２件について、一括して採決いたします。 

ただいま、採決に付しております議第７１号及び議第７２号の条例議案２件に対する

委員長の報告は、いずれも可決であります。 

委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議第７１号及び議第７２号

の条例議案２件については、いずれも原案のとおり決定いたしました。 

続いて、その他の議案の採決に入ります。 

議第７３号 玉名市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 以上、議案１件について、採決いたします。 

ただいま採決に付しております議第７３号に対する委員長の報告は、可決であります。 

委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議第７３号については、原

案のとおり決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第３ 市長提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

○議長（近松惠美子さん） 日程第３、「市長提出議案審議」を行ないます。 

議第７４号 教育委員会委員の任命についての市長提出議案１件を議題といたします。 

 これより、委員会付託を省略しておりました、人事案件１件の審議に入ります。 

審議の方法は、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 

これより、質疑に入ります。 

議第７４号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 質疑なしと認めます。 

これより、議員間討議に入ります。 

議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 議員間討議なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 討論なしと認めます。 
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これより、採決に入ります。 

議第７４号 教育委員会委員の任命について 

 採決いたします。 

議第７４号については、原案に同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議第７４号については、原

案に同意することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第４ 議員派遣の件 

○議長（近松惠美子さん） 日程第４、「議員派遣の件」を議題といたします。 

お手元に配付しております派遣の内容について、職員に説明させます。 

議会事務局次長 松野和博君。 

［議会事務局次長 松野和博君 登壇］ 

○議会事務局次長（松野和博君） 命によりまして、派遣の内容につきまして御説明申し

上げます。 

 派遣目的、第２８０回熊本県市議会議長会への出席のため 

 派遣場所 熊本県人吉市 

 派遣期間 令和４年１０月１２日から１３日までの２日間 

 派遣議員 西川裕文副議長 

 これは、地方自治の確立と都市の興隆発展を目的に、熊本県下１４市の議長をもって

組織されます、熊本県市議会議長会について、毎年秋に開催されます総会には慣例によ

りまして、正副議長が共に出席されることになっております。よって、副議長の派遣が

必要なため、議員派遣をお諮りするものであります。 

 以上でございます。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で、派遣の内容の説明は終わりました。 

お諮りいたします。 

お手元に配付のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第１６７条の規

定により、議員を派遣することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議員を派遣することに決定

いたしました。 

この際、お諮りいたします。 

ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任を願

いたいと思いますが、御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議決した事項について、諸

般の事情により変更する場合は、議長に一任することに決定いたしました。 

議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午前１０時４０分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

ここで、日程の追加について、お諮りいたします。さきの議会運営委員会の結論に基

づき、 

日程第５  市長提出追加議案上程 

 議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

日程第６  提案理由の説明 

日程第７  議案の委員会付託 

日程第８  委員長報告 

日程第９  質疑・議員間討議・討論・採決 

 日程第１０ 議員提出議案上程 

議員提出第２号 玉名市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 議員提出第３号 玉名市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第１１ 提案理由の説明 

日程第１２ 議員提出議案審議 

以上、日程表のとおり日程に追加いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、日程表のとおり日程に追加

することに決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第５ 市長提出追加議案上程 

○議長（近松惠美子さん） 日程第５、「市長提出追加議案上程」を行ないます。 

これより、市長提出追加議案を上程いたします。 

議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号）の市長提出追加議案１件

を議題といたします。 

お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第６ 提案理由の説明 

○議長（近松惠美子さん） 日程第６、「提案理由の説明」を行ないます。 

ただいまの議案について、提案理由の説明を求めます。 

総務部長 𠮷田勇人君。 

［総務部長 𠮷田勇人君 登壇］ 

○総務部長（𠮷田勇人君） 本日、追加提案いたしました議第７５号令和４年度玉名市一

般会計補正予算（第５号）について御説明申し上げます。 

今回の補正予算は、現計予算計上後の事情の変化によるものと、エネルギーや食料品

等の物価高騰対策として国が決定した住民税非課税世帯への給付金支給事業について、

早急に対応するため補正を行なう必要が生じましたので、御提案いたすものでございま

す。 

予算説明資料を御覧ください。 

 第１表歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ５億１,９１６万円を追

加し、総額を３５１億３,６１０万２,０００円とするものでございます。 

まず、歳入でございますが、１５款国庫支出金５億８７８万８,０００円の追加は、

物価高騰対策臨時特別給付金事業補助金で、エネルギーや食料品等への物価高騰対策と

して、特に影響を受けている住民税非課税世帯などに対し、臨時特別給付金を支給する

もので、事業費の全額が国から交付されるものでございます。 

２０款繰越金は、今回補正の財源調整でございます。 

２２款市債は、市民会館会議棟屋根改修工事に係る社会教育施設整備事業７７０万円

でございます。 

次に、歳出でございますが、３款、民生費で、物価高騰対策臨時特別給付金支給事業

は、物価高騰の影響を受けている住民税非課税世帯等に対し、１世帯当たり５万円の臨

時特別給付金を支給するもので、住民税非課税８,７００世帯及び感染症などの影響に

より家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる１,３００世帯、

合計１万世帯分の給付金５億円及び事務費でございます。 

１０款教育費でございますが、本年度予定している市民会館会議棟屋根改修工事につ

きまして、工事内容の見直し等により工事費の増額を補正するものです。 

第２表地方債補正につきましては、市民会館会議棟屋根改修工事である社会教育施設

整備事業の限度額を変更するものでございます。 

 以上、主な内容等について御説明申し上げましたが、詳細につきましては、所管の各

委員会において御説明いたしますので、御審議の上、原案どおり御承認賜りますようお

願いいたします。 
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○議長（近松惠美子さん） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第７ 議案の委員会付託 

○議長（近松惠美子さん） 日程第７、「議案の委員会付託」を行ないます。 

改めて、議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号）の市長提出追加

議案１件を議題といたします。 

ただいま議題となっております議案１件につきましては、お手元に配付しております

議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 

議案付託表 

総務委員会 

議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

       （総則・第１表歳入歳出予算補正 歳入の部・第２表地方債補正 変更） 

 

文教厚生委員会 

議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

       （第１表歳入歳出予算補正 歳出の部、③民生費、⑩教育費） 

 

○議長（近松惠美子さん） 各常任委員会におかれましては、直ちに、審査をお願いいた

します。 

委員会審査のため、休憩いたします。 

午前１１時２１分 休憩 

―――――――――――――――――――――― 

午後 ３時３９分 開議 

○議長（近松惠美子さん） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第８ 委員長報告 

○議長（近松惠美子さん） 日程第８、「委員長報告」を行ないます。 

これより、各委員会に付託し、審査を終了いたしました議案の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号）の市長提出追加議案１件

を議題といたします。 

お手元に配付しております委員会審査報告書の朗読は、これを省略いたします。審議

の方法は、各委員長の報告の後、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 
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各委員長の報告を求めます。 

総務委員長 德村登志郎君。 

［総務委員長 德村登志郎君 登壇］ 

○総務委員長（德村登志郎君） 今期、総務委員会に追加付託されました案件は、議案１

件であります。委員会における審査の経過と結果について、御報告いたします。 

 議第７５号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号）中付託分についてでありま

す。 

 歳入歳出それぞれ５億１,９１６万円を追加し、総額を３５１億３,６１０万２,００

０円とするものであります。 

 歳入の内容について申し上げます。１５款国庫支出金の追加は、物価高騰対策臨時特

別給付金事業補助金で、エネルギー価格高騰や円安を背景とした物価高の長期化に対応

するため、住民税非課税世帯等に対し、１世帯当たり５万円を給付する事業費と事務費

に係る補助金であります。 

 その他、２２款市債は、市民会館会議棟屋根改修工事に係る社会教育施設整備事業な

どとなっております。 

 この件について委員から、物価高騰対策臨時特例交付金支給事業について、家計急変

世帯を１,３００世帯と見込んだ算定基礎は何かとの質疑があり、執行部から、前回、

同様の給付を行なった際に、社会福祉協議会の特例貸付けを利用された件数が１,３０

０件程度あったため、それを反映させているとの答弁でした。 

 次に委員から、特例貸付けなど借入れも利用せず、最近になって家計が苦しくなった

場合でも申請は可能かとの質疑があり、執行部から、当然、申請は可能である。ただ、

担当課としては、最近になって家計が急変した世帯の把握はできていないため、まずは

申請をしていただくことになる。そのため、広く周知に努めてまいりたいとの答弁でし

た。 

 次に委員から、家計急変世帯１,３００件の見込みに対して、それを超える申請があ

った場合の対応はとの質疑があり、執行部から、住民税非課税世帯の対象件数８,７０

０世帯について、若干ではあるが余裕をもって抽出しているので、その分を家計急変世

帯に充てることで対応したいとの答弁でした。 

 次に委員から、判定する際に、対象になるかならないか、微妙な世帯もあろうかと考

える。それらへの対応はとの質疑があり、執行部から、家計急変世帯の対象期間は、今

年１月から１２月までの期間において、家計が急変した世帯である。また、計算方法に

ついては、まず、任意の１か月間の所得を１２倍し年間の所得とし、それを基に、世帯

員数の基準に照らし合わせて該当の有無を判定することになるとの答弁でした。 

 関連して委員から、申請期限は、今年１２月末までとのことだが、救わなければなら
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ない方が漏れないように、周知広報活動を広く展開していただきたい。また、当該給付

を受けた方は、国民健康保険税の減免措置を受けられる場合もあるため、関係各課とも

密に連携してほしいとの要望がありました。 

 次に委員から、市民会館会議室棟の屋根改修工事について、今回追加提案する理由は

何かとの質疑があり、執行部から市民会館会議棟屋根の改修設計業務が完了したため、

全体の工事見積りを再度取り直したところ、既に提出された見積りに、新たに追加・変

更する項目が出てきた。それに併せた新たな資材の調達に加え、全体的に材料価格が高

騰していることから、今期、予算の増額を提案するものであるとの答弁がありました。 

 以上、審査を終了し、採決の結果、議第７５号中付託分については、原案のとおり全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

 以上で、総務委員会に追加付託されました案件の審査報告を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 文教厚生委員長 北本将幸君。 

［文教厚生委員長 北本将幸君 登壇］ 

○文教厚生委員長（北本将幸君） 文教厚生委員会に追加付託されました、議案１件につ

いて、審査の経過と結果を報告いたします。 

 議第７５号令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号）中付託分についてでありま

す。 

 ３款民生費、物価高騰対策臨時特別給付金支給事業は、物価高騰の影響を受けている

住民税非課税世帯等に対し、１世帯当たり５万円を支給する臨時特別給付金及び事務費

の追加であります。 

 １０款教育費については、本年度予定している市民会館会議棟屋根改修工事につきま

して、工事内容の見直し等により工事費の増額分を追加するものです。 

 説明後、委員から、３款１項１４目住民税非課税世帯等臨時特別給付費中、物価高騰

対策臨時特別給付金について、前回までの給付は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う

ものであったが、物価高騰対策である今回の給付では、対象となる方が増えるのではと

の質疑があり、執行部から、前回の支給対象となっていた、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けた家計急変世帯という文言が、今回から予期せぬ家計急変世帯と変更にな

っており、例えば予期せぬケガによる休業や、家族構成の変化なども含まれることにな

るため、対象が広がると考えているとの答弁でした。 

 関連して、委員から、様々な不正受給が想定されると思うが、対策はとの質疑があり、

執行部から、想定される不正受給の様態については、質問書にまとめて国・県と随時情

報共有を図り、対策していきたいとの答弁でした。 

 関連して、委員から、予算の中に、時間外手当が計上されており、今回の支給事務は、

通常業務と別に発生する事務であると思うが、前回の支給はどのような体制で行ない、
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今回はどのような体制で行なっていくのかとの質疑があり、執行部から、前回までは、

支給事務に専従する職員２名のほかに、くらしサポート課内で４名ずつのシフトを組ん

で対応しており、今回については、簡単な質疑応答など、前回までの支給のノウハウが

積みあがっているため、参考にしながら事務の効率化に努めたいとの答弁でした。 

 関連して、委員から、予算の中に委託費１３２万円とあるが、委託費用は今回のよう

な支給のたびに発生するのかとの質疑があり、執行部から、委託費用の中には、今回の

支給対象者の抽出から帳票の発行までの全てが含まれており、前回の支給とは別の取扱

いとなるため、支給のたびに発生することになるとの答弁でした。 

 関連して、委員から、今回の支給の周知のために広報たまなを使用されるとのことだ

が、紙面掲載なのかチラシ折り込みかとの質疑があり、執行部から、支給事務と周知の

タイミングの都合により、広報たまなの原稿の締切りに間に合わないため、まず折り込

みチラシにより周知し、未申請の方への周知等を頃合いを図りながら紙面掲載で対応し

たいとの答弁でした。 

 関連して、委員から、今回の支給について、申請の受付が始まるのはいつからで、支

給はいつからいつまで行なわれるのかとの質疑があり、執行部から、申請書の受付につ

いては、１０月末の発送から随時を予定しており、支給の開始は、１１月９日から毎週

１回、年度内のなるべく早いうちの支給ができるように努めたいとの答弁でした。 

 関連して、委員から、支給対象を抽出する際に、年間の給料が一定の月給制の仕事の

方と、月ごとの収入が一定ではない農業などの自営業の方との間で、不公平が生じない

ようにしてほしいとの要望がありました。 

 次に、委員から、１０款５項８目文化振興費中、市民会館会議棟屋根改修工事につい

て、当初予算を計上する際に想定できなかったのかとの質疑があり、執行部から、当初

予算時点では、本市としての適正価格を算出していたが、新たな資材の調達が必要にな

ったことや、全体的に材料価格が高騰したことで、当初の想定を大きく超えてしまった

ため、追加の費用が必要になったとの答弁でした。 

 関連して、委員から、さらに工事額が増加することは想定されるかとの質疑があり、

執行部から、災害など不測の事態が発生しない限りは、今回の補正内容で対応可能であ

ると考えているとの答弁でした。 

 関連して、委員から、工期及び使用不可期間はどのくらいかとの質疑があり、執行部

から、工期は５か月程度を想定しており、使用不可期間はなるべく可能な限り最小限に

なるよう努めたいとの答弁でした。 

 以上審査を終了し、採決の結果、議第７５号中付託分については、原案のとおり全員

異議なく可決すべきものと決しました。 

 以上で、今期、文教厚生委員会に付託されました案件の審査報告を終わります。 
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○議長（近松惠美子さん） 以上で、各委員長の報告が終わりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第９ 質疑・議員間討議・討論・採決 

○議長（近松惠美子さん） 日程第９、「質疑・議員間討議・討論・採決」を行ないます。 

これより、質疑に入ります。 

ただいまの各委員長の報告について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 質疑なしと認めます。 

これより、議員間討議に入ります。 

議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 議員間討議なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 討論なしと認めます。 

これより、採決に入ります。 

議第７５号 令和４年度玉名市一般会計補正予算（第５号） 

以上、予算議案１件について採決いたします。 

ただいま採決に付しております議第７５号に対する各委員長の報告は、いずれも可決

であります。 

各委員長の報告のとおり決定することに、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議第７５号については、原

案のとおり決定いたしました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１０ 議員提出議案上程 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１０、「議員提出議案上程」を行ないます。 

 これより、議員提出議案を上程いたします。 

 議員提出第２号 玉名市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 議員提出第３号 玉名市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 以上、議員出議案２件を議題といたします。 

 お手元に配付しております議案の朗読は、これを省略いたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
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日程第１１ 提案理由の説明 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１１、「提案理由の説明」を行ないます。 

 ただいまの議員提出第２号及び議員提出第３号について、提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員長 多田隈啓二君。 

［議会運営委員長 多田隈啓二君 登壇］ 

○議会運営委員長（多田隈啓二君） それでは、本日提案いたしました議員提出第２号及

び第３号につきまして、提案理由を申し上げます。 

 初めに、議員提出第２号玉名市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

でありますが、これは、常任委員会におけるこれまでの審査方法を改め、全議員による

予算決算委員会を設置し、及び重大な感染症のまん延防止等の観点から、映像と音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる委員会の開催方

法の特例とするため、条例の整備を図るものであります。 

 なお、附則としまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただ

し、第２条の改正規定は、この条例の公布の日以後初めて招集される議会の定例会の招

集の日から施行するものとします。 

 次に、議員提出第３号玉名市議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてであ

りますが、これは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を

することができる方法により、委員会に出席する委員に関する規定を定めるため、規則

の整備を図るものであります。 

 なお、附則としまして、この規則は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で、議員提出議案２件の説明理由を終わります。 

○議長（近松惠美子さん） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

 念のために申し上げます。議員提出第２号及び議員提出第３号については、委員会提

出の議案であるため、会議規則第３７条第２項の規定に基づき、委員会に付託しないこ

とになっております。 

 よって、議員提出第２号及び議員提出第３号については、議事の都合により、日程に

従い、引き続き会議にて直接審議を行ないます。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程第１２ 議員提出議案審議（質疑・議員間討議・討論・採決） 

○議長（近松惠美子さん） 日程第１２、「議員提出議案審議」を行ないます。 

 改めて、議員提出第２号 玉名市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議員提出第３号 玉名市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 以上、議員出議案２件を議題といたします。 

 これより、ただいま議題となっております議員提出第２号及び議員提出第３号の審議
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に入ります。 

 審議の方法は、質疑、議員間討議、討論の後、採決いたします。 

これより、質疑に入ります。 

議員提出第２号及び議員提出第３号について、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 質疑なしと認めます。 

これより、議員間討議に入ります。 

議員提出第２号及び議員提出第３号について、議員間討議はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 議員間討議なしと認めます。 

これより、討論に入ります。 

議員提出第２号及び議員提出第３号について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 討論なしと認めます。 

これより、採決に入ります。採決は１件ずつ行ないます。 

 議員提出第２号玉名市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、採決い

たします。 

議員提出第２号については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議員提出第２号については、

原案のとおり決定いたしました。 

 議員提出第３号玉名市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について、採決いた

します。 

議員提出第３号については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（近松惠美子さん） 御異議なしと認めます。よって、議員提出第３号については、

原案のとおり決定いたしました。 

 以上で、今期定例会に付議されました事件は、全て議了いたしました。 

ここで、市長より発言の申出があっておりますので、これを許可いたします。 

市長 藏原隆浩君。 

［市長 藏原隆浩君 登壇］ 

○市長（藏原隆浩君） 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

 今議会提案の議案に対しまして、慎重に御審議を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 去る１８日から１９日にかけて、本市に最接近した台風１４号でありますけれども、



－ 231 － 

特別警報発令の可能性もある大型で猛烈な台風であったため、市では災害対策本部を設

置し、全庁体制の下、１５か所の避難所を開設し、昼夜厳戒体制で災害対応に当たった

ところでございます。特に暴風域に入ってからは、激しい風雨に見舞われましたが、幸

いにも大きな被害には至りませんでした。この台風の時期はもうしばらく続くことが予

想されますので、警戒心を緩めることなく対処してまいりたいと考えております。 

 さて、新型コロナにつきましては、今夏にかけて全国的に増加した第７波もここにき

てようやく減少傾向に転じています。本市におきましても全国同様に減少傾向にあり、

９月１３日の１０３人以降、新規感染者数は１００人超えには至らず、現在は安定した

減少過程にあります。 

 また、今週末よりオミクロン株に対応した２価ワクチンの接種開始を予定しておりま

す。このオミクロン株対応ワクチンは、名称のとおりオミクロン株に対して、従来型ワ

クチンを上回る重症化予防効果とともに、感染予防効果、また、発症予防効果も期待さ

れております。 

 また、２価ワクチンであるため、より多様な新型コロナウイルスに反応すると考えら

れており、今後の変異株に対して有効である可能性が高いことも期待されておりますの

で、これまで同様に、玉名郡市医師会、くまもと県北病院、玉名郡市薬剤師会等と連携

をしながら、より多くの希望される方々に対し、速やかにかつ円滑なワクチン接種がで

きるよう努めてまいる所存でございます。 

 また、今後は人流の増加、そして、感染やワクチン接種により得られた免疫の減衰に

より、感染増加が予想され、例年の状況からみましても、特に年末年始に向けて注意が

必要であると考えておりますので、引き続き感染防止対策の徹底を図ってまいります。 

 最近ではすっかり朝晩も涼しくなり、季節の移り変わりを感じられるようになりまし

たが、議員各位におかれましては、どうか御自愛をいただき、引き続き、市政に対しま

して御支援と御指導をいただきますようお願い申し上げ、閉会に当たりましての御礼の

ごあいさつとさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

○議長（近松惠美子さん） これにて本会議を閉じ、令和４年第５回玉名市議会定例会を

閉会いたします。 

午後 ４時０１分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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